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第1章 事業計画の概要 

1-1 施設の設置者の氏名及び住所 

設置者の氏名：西宮市長 石井 登志郎 

設置者の住所：西宮市六湛寺町10番3号 

  

1-2 施設の設置場所 

事業計画地は、西宮市南部の西宮浜に位置する。 

建設予定地の概要は表1-2-1に、建設予定地の位置は図1-2-1に示すとおりである。 

 

表1-2-1 建設予定地の概要 

建設予定地 西宮市西宮浜 3丁目 8番 

敷地面積 40,998.77m2（敷地全体） 

区域区分 市街化区域 

用途地域 準工業地域 

都市計画決定 ごみ焼却場 

防火地域 指定なし 

高度地区 指定なし 

指定容積率 200% 

指定建ぺい率 60% 

特別用途地区 臨海産業地区（西宮浜産業団地地区） 

その他 建築基準法第 22 条指定区域 
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図1-2-1 建設予定地の位置 
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1-3 設置する施設の種類 

本調査書に用いる規模等の条件設定は、「西部総合処理センター焼却施設整備基本構想」

（令和4年11月）、「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月）に基づ

くものである。 

本事業にて設置する施設の種類は以下のとおりである。 

・焼却施設 

・小動物専焼炉 

 

1-4 施設において処理する廃棄物の種類 

新焼却施設において処理する廃棄物の種類は、表1-4-1に示すとおりである。 

 

表1-4-1 廃棄物の種類 

施設の種類 廃棄物の種類 

焼却施設 

可燃ごみ（燃やすごみ） 

植木粗大 

汚物等 

破砕可燃（破砕選別施設から発生する可燃物） 

資源残渣（破砕選別施設、プラスチック資源中間処理施設から発生する可燃物） 

災害廃棄物 

小動物専焼炉 死獣 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 

 

1-5 施設の概要 

新焼却施設の概要は、表1-5-1に示すとおりである。 

 

表1-5-1 現有施設と新焼却施設の概要 

項目 現有施設 新施設 

所在地 西宮市西宮浜3丁目8番 同左 

処理能力 

【ごみ焼却施設】 

・施設規模：525ｔ/24h(175ｔ/24h×3炉) 

【破砕選別施設】 

・施設規模：110t/5h 

【ごみ焼却施設】 

・施設規模：472ｔ/24h(157.3ｔ/24h×3炉) 

 

処理方式 
【ごみ焼却施設】 

・連続燃焼ストーカ式 

【ごみ焼却施設】 

・連続燃焼ストーカ式 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 
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1-6 計画ごみ質 

新焼却施設の計画ごみ質は表1-6-1に示すとおりである。 

 

表1-6-1 計画ごみ質 

項目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量（湿ベース） 
kJ/kg 6,800 10,200 13,600 

高質ごみ/低質ごみ＝2.00 

三成分 

水分 % 47.81 39.52 31.24 

可燃分 % 43.62 52.12 60.62 

灰分 % 8.57 8.36 8.14 

単位体積重量 kg/m3 166 117 67 

可燃分の 

元素組成 

炭素 % 28.35 

水素 % 3.86 

窒素 % 0.47 

硫黄 % 0.09 

塩素 % 0.35 

酸素 % 19.00 

合計 % 52.12 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 

 

 

1-7 施設の配置計画 

事業計画地は、既存施設である西部総合処理センター敷地内の用地であり、既存焼却施設

を稼働させながら、既存破砕選別施設の解体、新焼却施設の建設工事を行う計画である。 

敷地内の施設全体配置計画図（令和14年3月）を図1-7-1に示す。なお、新焼却施設の建屋

寸法、施設配置、意匠等については、今後、新焼却施設等の整備を請け負う事業者による実

施設計にて検討を行うため、現段階では確定していない。 

 

 

 

 

  



1-5 

 

 

図1-7-1 施設全体配置計画図（令和14年3月） 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 
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1-8 主要施設計画 

新焼却施設の基本処理フロー図1-8-1を示す。 

なお、新焼却施設の詳細については、今後、新焼却施設の整備を請け負う事業者による実

施設計にて検討を行うため、現段階では確定していない。 

 

 

図1-8-1 基本処理フロー 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和 6年 3月） 
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1-9 施設の処理能力、施設の処理方式 

新焼却施設へごみを搬入する収集車両（直営、委託、許可）は、臭気対策及び運搬効率の

面から、現況同様にパッカー車等を基本とする。市及び委託業者の保有する運搬車両台数は

表1-9-1に示すとおりである。 

 

表1-9-1 ごみ収集車・運搬車両の保有台数 

施設の種類 直営 収集委託 収集許可 合計 

収集・運搬車両台数（台） 41 94 58 193 

総積載量（ｔ） 101 381 203 685 

業者数（件） － 5 6 － 

出典：「一般廃棄物処理実態調査（令和 4 年度調査結果）兵庫県集計結果（人員・機材等）」

（https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r4/index.html） 

 

 

ごみ搬入車両の主なルートを図1-9-1に示す。搬入車両のルートは現在稼動している施設

と同様のルートを想定している。 
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図1-9-1 ごみ搬入車両の主なルート 
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1-10 建設工事計画 

本事業は既存施設である西部総合処理センター敷地において実施する計画であることから、

既存焼却施設を稼働させながら、既存破砕施設の解体、新焼却施設の建設工事を行う。新焼却

施設の建設工事スケジュールは表 1-10-1 に示すとおりである。 

 

表1-10-1 建設工事スケジュール 

 

 

■は主に設計期間を示す 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 

  

年度
令和14年度
(2032年度）

解体工事

建設工事

試運転

運転・維持管理

令和8年度
(2026年度）

令和9年度
(2027年度）

令和10年度
(2028年度）

令和11年度
(2029年度）

令和12年度
(2030年度）

令和13年度
(2031年度）

新焼却施設稼働開始 令和14年6月
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1-11 公害防止基準 

以下に示す公害防止基準を設定する。 

 

1-11-1 排ガス基準値 

新焼却施設の排ガス基準値は、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物について

は、大気汚染防止法を十分満たす値とし、現西部総合処理センター焼却施設及び東部総合処

理センター焼却施設の自主基準値に対して下回る基準とする。さらに現在の技術水準を考慮

して以下のとおり定めるものとする。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別

措置法、水銀については大気汚染防止法の排出基準を満足するものとする。 

新焼却施設における排ガス基準値は表1-11-1のとおりとである。 

 

表1-11-1 排ガス基準値 

項目 単位 自主基準値 法制値 

既存施設 

西部総合処理 

センター焼却施設 

東部総合処理 

センター焼却施設 

ばいじん g/m3N 0.01 0.04 0.02 0.02 

塩化水素 ppm 25 約430 40 30 

硫黄酸化物 ppm 15 K値=1.17※ 20 20 

窒素酸化物 ppm 45 250 50 50 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ng-TEQ/m3N 0.1 0.1 0.5 0.1 

水銀 μg/m3N 30 30 50 50 

現西部総合処理センターでは、149ppm 相当 

出典：西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 
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1-11-2 下水道排除基準値 

既存西部総合処理センターの排水は下水道放流を行っており、新焼却施設も同方式とす

る。排水は、表1-11-2に示す排除基準を満足するものとする。 

 

表1-11-2 下水道排除基準値 

 

（下水道法第 12 条の 2） 
（西宮市下水道条例第 9 条～9 条の 3） 
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1-11-3 騒音基準値 

新焼却施設における敷地境界での法規制値は、「第３種区域」である。なお、特別養護老

人ホーム西宮恵泉の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は５デシベル減じた

値とする。 

新焼却施設の騒音の基準値は表1-11-3のとおりである。 

 

表1-11-3 騒音基準値 

単位：dB 

 

 

1-11-4 振動基準値 

新焼却施設における敷地境界での法規制値は、「第２種区域」である。なお、特別養護老

人ホーム西宮恵泉の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は５デシベル減じた

値とする。 

新焼却施設の振動の基準値は表1-11-4のとおりである。 

 

表1-11-4 振動基準値 

単位：dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区域の区分 
朝 昼間 夕 夜間 

6時～8時 8時～18時 18時～22時 22時～6時 

第１種区域 45 50 45 40 

第２種区域 50 60 50 45 

第３種区域 60 65 60 50 

第４種区域 70 70 70 60 

区域の区分 
昼間 夜間 

8時～19時 19時～8時 

第１種区域 60 55 

第２種区域 65 60 
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1-11-5 悪臭基準値 

新焼却施設の悪臭基準値は表1-11-5～表1-11-7のとおりである。 

 

表1-11-5 工場・事業場の敷地境界線における規制基準 

 
（悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準について 

平成20 年４月１日西宮市告示甲第２号） 

 

  

アンモニア 1

メチルメルカプタン 0.002

硫化水素 0.02

硫化メチル 0.01

二硫化メチル 0.009

トリメチルアミン 0.005

アセトアルデヒド 0.05

プロピオンアルデヒド 0.05

ノルマルブチルアルデヒド 0.009

イソブチルアルデヒド 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.009

イソバレルアルデヒド 0.003

イソブタノール 0.9

酢酸エチル 3

メチルイソブチルケトン 1

トルエン 10

スチレン 0.4

キシレン 1

プロピオン酸 0.03

ノルマル酪酸 0.001

ノルマル吉草酸 0.0009

イソ吉草酸 0.001

悪臭物質名
規制基準
（ppm）
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表1-11-6 排出口における流量又は濃度に係る規制基準 

 
（悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準について平成20 年４月１日西宮市告示甲第２号） 

 

表1-11-7 排水中における濃度に係る規制基準 

 
（悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準について平成20 年４月１日西宮市告示甲第２号） 

 

  

悪臭物質の種類 流量の許容度限度

アンモニア

硫化水素

トリメチルアミン

プロピオンアルデヒド

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イソブタノール

酢酸エチル

メチルイソブチルケトン

トルエン

キシレン

ｑ＝0.108×He2・Cm
　この式において、ｑ、He およびCm は、それぞれ次の値を
表すものとする。
　ｑ：流量（温度零度、圧力１気圧の状態に換算した㎥/h）
　He：悪臭防止法施行規則第３条第２項の規定により補正
　　　された排出口の高さ（m）
　Cm：敷地境界の規則基準として定められた値(ppm）

　補正された排出口の高さが５m 未満となる場合については
この式は適用しないものとする。

悪臭物質の種類 排出水の量 k 流量の許容度限度

0.001ｍ3/秒以下 16

0.001ｍ3/秒を越え、

0.1ｍ3/秒以下
3.4

0.1ｍ3/秒を超える 0.71

0.001ｍ3/秒以下 5.6

0.001ｍ3/秒を越え、

0.1ｍ3/秒以下
1.2

0.1ｍ3/秒を超える 0.26

0.001ｍ3/秒以下 32

0.001ｍ3/秒を越え、

0.1ｍ3/秒以下
6.9

0.1ｍ3/秒を超える 1.4

0.001ｍ3/秒以下 63

0.001ｍ3/秒を越え、

0.1ｍ3/秒以下
14

0.1ｍ3/秒を超える 2.9

メチルメルカプタン

　ＣLm＝ｋ×Ｃm
　　この式において、ＣLm、ｋ及びＣm は、それ
ぞれ次の値を表すものとする。
　　ＣLm：排出水中の濃度（㎎/L）
　　 ｋ ：特定悪臭物質の種類及び当該事業
　　　　　場から敷地外に排出される排出
　　　　　水の量ごとに掲げる値（㎎/L）
　　Ｃm ：敷地境界の規則基準として定められ
　　　　　た値（ppm）

　メチルメルカプタンについては、算出した排出水
中の濃度の値が0.002 ㎎/L 未満の場合に係る排出水
中の濃度の許容限度は、当分の間、0.002 ㎎/L とす
る。

硫化水素

硫化メチル

二硫化メチル
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1-11-6 焼却灰及び飛灰基準値 

焼却灰は、大阪湾広域臨界環境整備センターで埋立処分を行うことから、表1-11-8～表1-

11-10に示す受入基準を満足するものとする。また、熱しゃく減量は表1-11-13に示す自主基

準値を満足するものとする。 

飛灰は、表1-11-11～表1-11-12 に示す基準値を満足するとともに、大阪湾広域臨界環境

整備センターで埋立処分を行うことから、表1-11-8～表1-11-10に示す受入基準も満足する

ものとする。 

セメント原料化を行うものについては、表1-11-14を満足するものとする。 

 

表1-11-8 大阪湾広域臨界環境整備センター共通基準（受入対象外） 

1 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物 

2 

次のいずれかのもの及びそれらが付着し又は封入されているもの 

・毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）第２条に規定する毒物及び劇物 

・農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第１条の２に規定する農薬 

・消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条に規定する危険物 

3 廃油、廃酸、廃アルカリ等液体のもの 

4 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等腐敗するもの 

5 ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生のおそれのあるもの 

6 水面において著しく油膜を形成するもの 

7 有機性の汚濁の原因となる物質が混入し又は付着しているもの 

8 著しい発色性又は発泡性を有するもの 

9 著しく飛散又は浮遊するもの 

10 著しく悪臭を発するもの 

11 

その他、法令に基づき水面埋立処分を禁止されたもの並びに広域処理場及びその周辺の

環境を著しく悪化させ又は広域処理場における作業を著しく阻害するおそれがあると判

断されるもの 
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表1-11-9 大阪湾広域臨界環境整備センター個別基準（受入対象） 

排出時の廃棄物の

種類 
受入基準 受入廃棄物の種類 

一
般
廃
棄
物 

①可燃ごみ 

・焼却施設により熱しゃく減量１０％以下に焼却されたも

のであって、判定基準のうちダイオキシン類の基準を満足

するもの。 

・ばいじんを処分するために処理したもの(以下、「ばい

じん処理物」という｡)にあっては、ばいじん処理物に係る

判定基準を満足するもの。 

・焼却灰 

・ばいじん処理物 

②不燃・粗

大ごみ 

・最大径がおおむね３０㎝以下に破砕等されたものであっ

て、中空のものを除く。 

・破砕後の可燃物については､焼却施設により熱しゃく減

量１０％以下に焼却されたものであって、判定基準のうち

ダイオキシン類の基準を満足するもの。 

・ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定

基準を満足するもの。 

・不燃ごみ 

・焼却灰 

・ばいじん処理物 

③し尿処理

汚泥 

・焼却施設により熱しゃく減量１０％以下に焼却されたも

のであって、判定基準のうちダイオキシン類の基準を満足

するもの。 

・ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定

基準を満足するもの。 

・し尿処理の焼却灰 

・ばいじん処理物 
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表1-11-10 大阪湾広域臨界環境整備センター判定基準 

項目 判定基準値 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 ０．００５ｍｇ／Ｌ以下 

カドミウム又はその化合物 ０．０９ｍｇ／Ｌ以下 

鉛又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム化合物 ０．５ｍｇ／Ｌ以下 

ヒ素又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

有機リン化合物 １ｍｇ／Ｌ以下 

シアン化合物 １ｍｇ／Ｌ以下 

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ） ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

トリクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

テトラクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

ジクロロメタン ０．２ｍｇ／Ｌ以下 

四塩化炭素 ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

1,2－ジクロロエタン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

1,1－ジクロロエチレン １ｍｇ／Ｌ以下 

シス－1,2－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

1,1,1－トリクロロエタン ３ｍｇ／Ｌ以下 

1,1,2－トリクロロエタン ０．０６ｍｇ／Ｌ以下 

1,3－ジクロロプロペン ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

チウラム ０．０６ｍｇ／Ｌ以下 

シマジン ０．０３ｍｇ／Ｌ以下 

チオベンカルブ ０．２ｍｇ／Ｌ以下 

ベンゼン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

セレン又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

1,4－ジオキサン ０．５ｍｇ／Ｌ以下 

ダイオキシン類 ３ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ以下 

注1 判定基準で引用する別表の備考は適用しない。 

注2 
判定基準の試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和 48年2月17日環境

庁告示第13 号）で定める方法とする。 

注3 

ダイオキシン類の基準は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出さ

れた汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄

物に適用する。 

注4 

ダイオキンン類の基準は、平成 12 年１月 15 日までに設置され、又は設置の工事がされてい

る施設から 排出されるばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び当該施設の廃ガス洗浄施設か

ら排出された汚泥については次に掲げる方法により処分を行う限り、適用しない。 

一 

セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするため

に十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したも

のを十分に養生して固化する方法 

二 
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化

学的に安定した状態にする方法 

三 

酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の

重金属を沈澱させ、 当該沈澱物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属

が溶出しない状態にし、又は製錬工程にお いて重金属を回収する方法 
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表1-11-11 飛灰の溶出基準 

項目 基準値 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 ０．００５ｍｇ／Ｌ以下 

カドミウム又はその化合物 ０．０９ｍｇ／Ｌ以下 

鉛又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム化合物 １．５ｍｇ／Ｌ以下 

ヒ素又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

セレン又はその化合物 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

1,4－ジオキサン ０．５ｍｇ／Ｌ以下 

（金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令） 

 

表1-11-12 飛灰等に係るダイオキシン類の処理基準 

項目 基準値 

ダイオキシン類 ３ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ以下 

（ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第7 条の2） 

 

表1-11-13 熱しゃく減量の基準 

項目 
大阪湾広域臨界 

環境整備センター 
自主基準値 

熱しゃく減量 10％以下 5％以下 

（平成2年2月1日 衛環22号） 

 

表1-11-14 セメント工場受入基準 

項目 基準値 

ダイオキシン類 ３ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ以下 
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第2章 生活環境影響調査の基本的事項 

 

2-1 自然的条件 

2-1-1 気象 

(1) 気象 

西宮市は南北に長く、その中間を六甲山系が横断している。そのため、気象条件は山間部

に属する北部地域と大阪湾に臨む南部地域ではかなり異なる。しかし、その特性はおおむね

瀬戸内海性気候を示し、晴天が多く、気候は温順である。また、南部地域では顕著な海陸風

が見られる。 

西宮市の気象状況は図 2-1-1 及び表 2-1-1 に、計画地の最寄りの気候観測所である西宮

市役所（西宮市六湛寺町）と瓦木支所（西宮市瓦木町）の位置を図 2-1-2 に示す。 

平成 25 年から令和 4 年までの 10 年間における平均気温は約 17.3℃、平均降水量は約

1479.1 ㎜、平均風速は約 2.3ｍ/ｓ、平均湿度は約 76％である。 

 

 

 

出典：「西宮の気候(令和 5 年度)（https://www.nishi.or.jp/smph/kotsu/kankyo/taiki/kisho.html）」

(令和 6年 9 月観覧 西宮市) 
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図 2-1-1 西宮市役所の気温・降水量(令和 5年度) 
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表 2-1-1 西宮市役所における気象の推移 

項目 

 

年度 

風 気温 
平均

湿度 

降水量 

最多風向 
平均風速 

(m/s) 

平均 

(℃) 

最高 

(℃) 

最低 

(℃) 

合計 

(mm) 

時間最大 

(mm) 

日最大 

(mm) 

雨日数 

(mm) 

H25 NNE 2.4 17.1 37.6 -10 73 1,457.0 48.0 167.0 93 

H26 NNE 2.3 16.9 36.4 -0.4 74 1,119.0 45.5 121.0 107 

H27 NNE 2.3 17.4 37.1 -3.2 79 1,714.5 30.5 219.5 117 

H28 NNE 2.2 17.5 36.7 -1.1 79 1,366.5 42.5 89.0 113 

H29 NNE 2.3 16.7 36.1 -2.8 77 1,421.0 42.0 134.0 105 

H30 N 2.4 17.6 37.4 0.3 78 1,765.0 49.5 210.0 112 

R 元 N 2.4 17.8 36.6 -0.6 78 1,315.5 30.0 90.5 110 

R2 NNE 2.4 17.5 37.3 -2.4 73 1,731.5 40.5 77.5 97 

R3 NNE 2.3 17.1 38.2 -0.5 76 1,700.0 28.5 99.0 102 

R4 NNE 1.4 17.8 37.6 -2.3 76 1,201.0 30.5 133.5 96 
注)1.最多風向・平均風速の観測地は瓦木公民館局(瓦木支所)、それ以外のデータは西宮市役所での観測値である。 

  2.瓦木公民館の耐震工事のため、H27 年度は 4 月から 8 月のデータにより算出 

出典：「西宮市統計書(第 51 回、第 56 回、第 57 回)」(西宮市ホームページ) 
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出典：「にしのみや Web GIS 西宮市地理情報システム（https://webgis.nishi.or.jp/index.php）」（令和 5 年 7 月観

覧 西宮市）  

図 2-1-2 予定地最寄りの気象観測所 
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(2) 大気質 

① 大気汚染常時監視測定局の概要 

建設予定地最寄りの大気汚染常時監視測定局として、一般環境測定局の「西宮市役所局」

「鳴尾支局」「瓦木公民館」「浜甲子園局」、自動車排出ガス測定局の「六湛寺」「津門

川」「甲子園」がある。各測定局の測定項目等の概要を表 2-1-2 に、測定局の位置を図 2-

1-3 に示す。 

 

表 2-1-2 大気汚染測定局の概要 

測定局名 所在地 種
別 

用
途
用
地 

二
酸
化
硫
黄 

窒
素
酸
化
物 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

風
向
・
風
速 

西宮市役所局 西宮市六湛寺町 10-3 一般 商 〇 (〇) - 〇 (〇) - 〇 

鳴尾支所 西宮市鳴尾町 3丁目 5-14 一般 準 - (〇) - 〇 (〇) - 〇 

瓦木公民館 西宮市瓦林町 8-1 一般 二 - 〇 - 〇 〇 - 〇 

浜甲子園局 西宮市浜甲子園 2丁目 16-23 一般 商 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

六湛寺 西宮市六湛寺町 10-3 自排 商 - 〇 〇 - 〇 - (〇) 

津門川 西宮市津門川町 6-20 自排 準 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 

甲子園 西宮市甲子園七番町 15-7 自排 準 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 
※1.令和 5年度時点の状況を示している。 

2.用途用地は「都市計画法」（1968 年、法律第 100 号）第 8条に定める地域の用途区分をいい、表中の「商」は商

業地域を、「準」は準住居地域を、「二」は第二種中高層住居専用地域を示している。 

3.測定局の種別の「一般」は一般環境大気測定局を、「自排」は自動車排出ガス測定局を示している。 

4.「〇」は測定項目を示している。()は令和 6年度から測定を行っていない項目を示している。 

5.西宮市役所局では一般環境大気質の他、ダイオキシン類の測定も実施している。 

出典：「西宮の環境（大気編）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/taiki/taiki.html）」（令和 6 年 10 月観覧 

西宮市） 

「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/station/item/）」（令和 6年 10 月観覧 

西宮市） 
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図 2-1-3 最寄りの大気汚染測定局 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西

宮市） 
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② 大気汚染常時監視測定局における測定結果 

(ア) 二酸化硫黄（SO₂） 

各観測局における二酸化硫黄の 2019 年度から 2023 年度の年平均値の測定結果は表 2-

1-3 に示すとおりであり、年平均値は両局ともに横ばい状態である。 

2023 年度の 1時間値が 0.1ppm を超えた日数は両測定局で 0日である。また、2023 年度

の日平均値が 0.04ppm を超えた日数は両測定局で 0日である（表 2-1-4 参照）。両測定

局ともに環境基準を達成している。 

 

表 2-1-3 二酸化硫黄の年平均値の経年変化 

単位：ppm 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

西宮市役所局 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

浜甲子園局 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 5 年 7 月観

覧 西宮市） 

 

表 2-1-4 二酸化硫黄の年間測定結果（2023年度） 

測定局 

有効

測定

日数 

測定

時間 

年平

均値 

一時間

値の最

高値 

1 時間値

が 0.1ppm

を超えた

日数 

日平均値が

0.04ppm を

超えた日数 

日平均

値の

2％除

外値 

環境基

準達成

状況 

日 時間 ppm ppm 日 日 ppm 達成〇 

西宮市役所局 364 8677 0.001 0.007 0 0 0.002 〇 

浜甲子園局 366 8716 0.001 0.009 0 0 0.002 〇 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

(イ) 二酸化窒素（NO₂） 

各観測局における二酸化窒素の 2019 年度から 2023 年度の年平均値の測定結果は表 2-

1-5 に示すとおりであり、年平均値は年々減少傾向にある。 

2023 年度の日平均値の 2％除外値は西宮市役所局が 0.029ppm、鳴尾支所が 0.031ppm、

瓦木公民館が 0.029ppm、浜甲子園局が 0.025ppm、六湛寺が 0.029ppm、津門川が

0.032ppm、甲子園が 0.031ppm であり（表 2-1-6 参照）、全ての観測局で環境基準を達成

している。 

 

表 2-1-5 二酸化窒素の年平均値の経年変化 

単位：ppm 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

西宮市役所局 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 

鳴尾支所 0.015 0.015 0.015 0.015 0.013 

瓦木公民館 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 

浜甲子園局 0.013 0.012 0.012 0.012 0.009 

六湛寺 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 

津門川 0.016 0.015 0.015 0.013 0.014 

甲子園 0.018 0.017 0.017 0.016 0.014 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 
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表 2-1-6 二酸化窒素の年間測定結果（2023年度） 

測定局 

有効

測定

日数 

測定

時間 

年平

均値 

一時間

値の最

高値 

日平均値が

0.06ppm を

超えた日数 

日平均値が

0.06ppm を

超えた日数

の割合 

日平均

値の

2％除外

値 

環境

基準

達成

状況 

日 時間 ppm ppm 日 ％ ppm 
達成

〇 

西宮市役所局 366 8714 0.011 0.07 0 0 0.029 〇 

鳴尾支所 366 8711 0.013 0.07 0 0 0.031 〇 

瓦木公民館 365 8703 0.011 0.07 0 0 0.029 〇 

浜甲子園局 366 8713 0.009 0.07 0 0 0.025 〇 

六湛寺 365 8706 0.012 0.06 0 0 0.029 〇 

津門川 364 8685 0.014 0.07 0 0 0.032 〇 

甲子園 366 8720 0.014 0.06 0 0 0.031 〇 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

(ウ) 一酸化窒素（NO） 

各観測局における一酸化窒素の 2023 年度の一酸化窒素の測定結果を表 2-1-7 に示す。 

一酸化窒素の年平均値は西宮市役所局が 0.002ppm、鳴尾支所が 0.004ppm、瓦木公民館

が 0.003ppm、浜甲子園局が 0.001ppm、六湛寺が 0.005ppm、津門川が 0.007ppm、甲子園が

0.010ppm となっている。 

一時間値の最高値は西宮市役所局が 0.059ppm、鳴尾支所が 0.103ppm、瓦木公民館が

0.101ppm、浜甲子園局が 0.057ppm、六湛寺が 0.106ppm、津門川が 0.141ppm、甲子園が

0.127ppm となっている。 

日平均値の 2％除外値は西宮市役所局が 0.008ppm、鳴尾支所が 0.022ppm、瓦木公民館

が 0.014ppm、浜甲子園局が 0.009ppm、六湛寺が 0.017ppm、津門川が 0.025ppm、甲子園が

0.033ppm となっている。 

 

表 2-1-7 一酸化窒素の年間測定結果 

測定局 

有効測定

日数 
測定時間 年平均値 

1 時間値の最

高値 

日平均値の

2％除外値 

日 時間 ppm ppm ppm 

西宮市役所局 366 8714 0.002 0.059 0.008 

鳴尾支所 366 8721 0.004 0.103 0.022 

瓦木公民館 366 8716 0.003 0.101 0.014 

浜甲子園局 366 8713 0.001 0.057 0.009 

六湛寺 365 8709 0.005 0.106 0.017 

津門川 365 8710 0.007 0.141 0.025 

甲子園 366 8694 0.010 0.127 0.033 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 
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(エ) 一酸化炭素（CO） 

各観測局における一酸化炭素の 2019 年度から 2023 年度の年平均値の測定結果は表 2-

1-8 に示すとおりであり、年平均値は横ばい状態にある。 

2023 年度の日平均値の 2％除外値は浜甲子園局が 0.5ppm、六湛寺が 0.5ppm、津門川が

0.4ppm、甲子園が 0.5ppm であり、全ての観測局で 8時間値が 20ppm を超えた回数は 0で

あり、日平均値が 10ppm を超えた日数も 0日であり環境基準を達成している。 

 

表 2-1-8 一酸化炭素の年平均値の経年変化 

単位：ppm 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

浜甲子園局 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

六湛寺 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 

津門川 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 

甲子園 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

表 2-1-9 一酸化炭素の年間測定結果（2023年度） 

測定局 

有効測

定日数 

測定

時間 

年平

均値 

日平均

値が

10ppm

を超え

た日数 

8 時間

値が

20ppm

を超え

た日数 

8 時間

値が

20ppm

を超え

た日数

の割合 

日平均

値の

2％除外

値 

環境基

準達成

状況 

日 時間 ppm 日 日 ％ ppm 達成〇 

浜甲子園局 366 8728 0.3 0 0 0 0.5 〇 

六湛寺 342 8218 0.3 0 0 0 0.5 〇 

津門川 366 8728 0.3 0 0 0 0.4 〇 

甲子園 366 8730 0.2 0 0 0 0.5 〇 
注）大気基準の達成状況は長期的評価による。 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月

観覧 西宮市） 

 

(オ) 光化学オキシダント（Ox） 

各観測局における光化学オキシダントの 2019 年度から 2023 年度の年平均値の測定結果

は表 2-1-10 に示すとおりであり、年平均値は全観測局ともに横ばい状態である。 

2023 年度においては、昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた時間数が西宮市役所局では

170 時間、鳴尾支所は 315 時間、瓦木公民館は 197 時間浜甲子園局では 259 時間となって

おり（表 2-1-11 参照）、両測定局ともに環境基準は日達成であった。 

 

表 2-1-10 光化学オキシダントの昼間の年平均値の経年変化 

単位：ppm 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

西宮市役所局 0.031 0.032 0.032 0.032 0.032 

鳴尾支所 0.033 0.033 0.034 0.034 0.033 

瓦木公民館 0.033 0.034 0.034 0.033 0.033 

浜甲子園局 0.033 0.033 0.034 0.033 0.033 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 
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表 2-1-11 光化学オキシダントの測定結果（2023年度） 

測定局 

昼間

測定

日数 

昼間

測定

時間 

昼間の 1時間値が

0.06ppm を超えた

日数と時間数 

昼間の 1

時間値の

最高値 

昼間の日

最高 1時

間値の年

平均値 

環境基準達成状況 

日 時間 日 時間 ppm ppm 達成〇 

西宮市役所局 357 5329 50 170 0.099 0.043 × 

鳴尾支所 366 5461 75 315 0.113 0.047 × 

瓦木公民館 365 5460 53 197 0.104 0.045 × 

浜甲子園局 366 5479 67 259 0.105 0.046 × 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

(カ) 浮遊粒子状物質 

各観測局における浮遊粒子状物質の 2019 年度から 2023 年度の年平均値の測定結果は表 

2-1-12 に示すとおりであり、年平均値は各局ともに年々減少傾向にある。 

2023 年度においては、全ての観測局で 1時間値が 0.20mg/㎥を超えた時間数は 0であ

り、同時に日平均値が 0.10mg/㎥を超えた日数も 0となっている、（表 2-1-13 参照）、

全ての観測局において環境基準を達成している。 

 

表 2-1-12 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 

単位：ppm 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

西宮市役所局 0.017 0.018 0.017 0.016 0.013 

鳴尾支所 0.020 0.017 0.013 0.014 0.014 

瓦木公民館 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 

浜甲子園局 0.014 0.014 0.012 0.014 0.013 

六湛寺 0.016 0.016 0.014 0.015 0.015 

津門川 0.015 0.016 0.014 0.014 0.014 

甲子園 0.015 0.014 0.012 0.013 0.013 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

表 2-1-13 浮遊粒子状物質の年間測定結果（2023年度） 

測定局 

有

効

測

定

日

数 

測定

時間 

年平

均値 

1 時間値が

0.20 ㎎/㎥

を超えた時

間数とその

割合 

日平均値が

0.10 ㎎/㎥

を超えた日

数とその割

合 

1 時間

値の

最高

値 

日平

均値

の

2％除

外値 

日平均値が

0.10 ㎎/㎥

を超えた日

が 2日以上

連続したこ

との有無 

環境基

準達成

状況 

日 時間 ㎎/㎥ 時間 ％ 日 ％ ㎎/㎥ ㎎/㎥ 有×、無〇 達成〇 

西宮市役所局 364 8742 0.013 0 0 0 0 0.094 0.032 ○ 〇 

鳴尾支所 364 8744 0.014 0 0 0 0 0.106 0.033 ○ 〇 

瓦木公民館 364 8745 0.014 0 0 0 0 0.103 0.034 ○ 〇 

浜甲子園局 364 8736 0.013 0 0 0 0 0.091 0.032 ○ 〇 

六湛寺 363 8737 0.015 0 0 0 0 0.112 0.037 ○ 〇 

津門川 362 8706 0.014 0 0 0 0 0.099 0.032 ○ 〇 

甲子園 364 8743 0.013 0 0 0 0 0.091 0.034 ○ 〇 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 
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(キ) 微小粒子状物質（PM2.5） 

各観測局における微小粒子状物質の 2019 年から 2023 年度の平均値の経年変化は表 2-

1-14 に示すとおりであり、年平均値は減少傾向にある。 

2023 年度においては、年平均値は浜甲子園局が 8.9μg/㎥、津門川が 8.7μg/㎥、甲子

園が 10.5μg/㎥となっており、日平均値が 35μg/㎥を超えた日数は全ての観測局 0日と

なっており、環境基準を達成している。 

 

表 2-1-14 微小粒子状物質の年平均値の経年変化 

単位:μg/㎥ 

年度 

測定局 
2019 2020 2021 2022 2023 

浜甲子園局 10.2 10.6 8.8 8.9 8.9 

津門川 11.3 11.0 9.6 9.0 8.7 

甲子園 9.6 8.1 7.9 8.8 10.5 

出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

表 2-1-15 微小粒子状物質の年間測定結果（2022年度） 

測定局 

有効測定日

数 
年平均値 

日平均値の

2％除外値 

日平均値が

35μg/㎥を

超えた日数 

日平均値が

35μg/㎥を

超えた日数

の割合 

環境基準達

成状況 

日 μg/㎥ μg/㎥ 日 日 達成〇 

浜甲子園局 352 8.9 20.6 0 0 〇 

津門川 350 8.7 19.9 0 0 〇 

甲子園 348 10.5 23.9 0 0 〇 
出典：「にしのみやのそら（https://www.nishi.or.jp/homepage/nishisora/index.html）」（令和 6 年 9 月観

覧 西宮市） 

 

(ク) ダイオキシン類 

西宮市役所局におけるダイオキシン類の 2023 度における、西宮市役所局測定値は表 2-

1-16 に示すとおりであり、環境基準を達成している。 

 

表 2-1-16 ダイオキシンの年間測定結果（2023年度） 

単位：pg-TEQ/㎥ 

測定局 

春季 

令和 5年 5月 30

日から 31 日 

夏季 

令和 5年 8月 30

日から 31 日 

秋期 

令和 5年 11 月 29

日から 30 日 

冬季 

令和 6年 2月 13

日から 14 日 

年平均値 

西宮市役所局 0.010 0.019 0.015 0.010 0.014 
出典：「令和 5年度ダイオキシン類調査結果について（大気関係）

（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/taiki/r5_dioxin.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 
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(3) 騒音・振動 

西宮市における令和 5年度の道路交通騒音・振動の測定実施状況及び測定結果を表 2-

1-17 に示す。 

振動についてはすべての地点で要請限度以下の値となっている。 

 

表 2-1-17 西宮市の道路交通騒音・振動 

道路名 測定場所 
地域類

型 

時間 

区分 

騒音 

(dB) 

騒音環

境基準 

(dB) 

振動 

(dB) 

振動要

請限度 

(dB) 

一般国道 2号 西宮市六湛寺町 10 C 
昼 70 70 41 65 

夜 66 65 37 60 

一般国道 43 号 西宮市津門川町 6 C 
昼 67 70 49 65 

夜 63 65 46 60 

一般国道 43 号 西宮市久保町 1 C 
昼 65 70 45 65 

夜 61 65 44 60 

一般国道 171 号 西宮市河原町 1 B 
昼 72 70 38 60 

夜 70 65 35 50 

一般国道 176 号 西宮市生瀬東町 4 B 
昼 71 70 32 60 

夜 67 65 28 50 

一般国道 176 号 西宮市山口町上山口 B 
昼 69 70 35 60 

夜 65 65 30 50 

県道 342 号 西宮市南甲子園 2丁目 1 A 
昼 66 70 45 60 

夜 58 65 36 50 

県道 343 号 西宮市今津社前町 5 C 
昼 64 70 40 65 

夜 58 65 34 60 

県道 82 号 西宮市鷲林寺 1丁目 8 B 
昼 67 70 42 60 

夜 61 65 32 50 

県道 606 号 西宮市高松町 15 C 

昼 59 70 34 65 

夜 51 65 28 60 

昼 60 70 34 65 

夜 51 65 27 60 

県道 573 号 西宮市西宮浜 4丁目 A 
昼 66 70 40 60 

夜 61 65 35 50 

市道 西宮市上田西町 4 A 
昼 65 70 42 60 

夜 60 65 36 50 

市道 西宮市松園町 9 A 

昼 

欠測 

60 

欠測 

60 

夜 55 50 

昼 60 60 

夜 55 50 
注 1：地域類型は都市計画法に定める用途用地のうち、第 1種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種

中高層住居専用地域及び第 2種中高住居専用地域及び田園住居地域を「A」、第 1 種住居地域、第 2種住居地域

及び準住居地域を「B」、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域を「C」とする。 

注 2：時間区分の内、騒音については午前 6時から午後 10 時までを「昼」、午後 10 時から翌朝 6 時までを「夜」と

する。振動については午前 8時から午後 7時までを「昼」、午後７時から翌朝 8 時までを「夜」とする。 

出典：「令和 5年度 自動車騒音・振動・交通量通日調査測定結果(https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/soon/ji

dosha-soon.html)」（令和 6 年 9月観覧 西宮市） 

「令和 5 年度版環境白書」（兵庫県） 
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(4) 悪臭 

悪臭は「感覚公害」ともいわれ、物的被害を生ずることはまれである。その多くは心理

的、精神的な影響が主体となっており、住民の衛生的で快適な生活環境に影響を及ぼすこと

から、苦情の発生件数も多くなっている。 

「令和 5年度版環境白書（兵庫県）」によると令和 3年度に県内の市町村が受け付けた悪

臭に関する苦情件数は 477 件であった。 

 

2-1-2 水象 

(1) 水象 

西宮市における河川の状況は表 2-1-18 に、計画地周辺における河川の状況は図 2-1-4 示

すとおりである。 

西宮市において最も規模の大きい河川は武庫川であり、西宮市内の流域延長は 13,520 ㎞

で本紙の東端を北から南に流れ、大阪湾にそそいでいる。 

 

表 2-1-18 西宮市における河川の状況(令和5年度4月1日現在) 

種別 名称及び延長(ｍ) 

２級河川 武庫川(13,520) 西川(3,200) 洗戎川(1,855) 

名塩川(6,148) 仁川(3,041) どん尻川(1,380) 

有馬川(4,950) 新川(2,381) 堀切川(812) 

夙川(4,125) 畑川(2,497) 猪切谷川(430) 

東川(5,289) 船坂川(2,597) 川西川(544) 

津門川(3,455) 大多田川(1,930)  

普通河川 指定水路 646 本 (261,907) 国有水路 10 本 (4,077) 

管理協定水路 46 本 (6,699)   

その他 溜池５ヶ所(139,186 ㎡) 調整池 33 ヶ所(95,991 ㎡) 

出典：「第 56 回西宮市統計書」(令和 6 年 9月西宮市) 
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出典：「国土数値情報 河川データ(平成 21 年度)（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W05.

html）」（令和 6 年 9 月観覧、国土交通省） 

  

図 2-1-4 計画地周辺における河川 
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(2) 水質 

 ①測定地点 

令和 2年度の兵庫県における公共用水域の水質調査は、河川 238 地点、湖沼 1地点、海域

92 地点の 331 地点、地下水 97 地点で実施されている。 

これらの内、建設予定地周辺における水質測定地点の位置を図 2-1-5 および図 2-1-6 に

示す。 

 

②河川水質 

建設予定地周辺における河川の「令和3年度」の水質測定結果を表 2-1-19及び表 2-1-20

に示す。 

 

③海域水質 

建設予定地周辺における海域の「令和3年度」の水質測定結果を表 2-1-21及び表 2-1-22

に示す。 
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出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市）  

図 2-1-5 予定地周辺の水質測定地点（河川・海域） 
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出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 

 

  

図 2-1-6 予定地周辺の水質測定地点（地下水） 
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表 2-1-19 河川水質の測定結果（生活環境項目） 

河川名 夙川 武庫川 
環境 

基準値 
地点名 夙川橋 大井手橋 葭原橋 阪神鉄橋 

類型 C C C C 

水素イオン

濃度 

（pH） 

（7.9～8.6） 

[5/12] 

（7.8～8.1） 

[0/4] 

（8.2～8.8） 

[1/4] 

（8.6～9.2） 

[4/4] 

6.5 以上

8.5 以下 

溶存酸素量 

（DO） 

㎎/L 

11 

（9.0～15） 

[0/12] 

11 

（10～13） 

[0/4] 

11 

（9.7～12） 

[0/4] 

11 

（7.0～13） 

[0/4] 

5mg/L 

以上 

生物化学的

酸素要求量 

（BOD） 

mg/L 

1.0<1.1> 

（＜0.5～1.9） 

[0/12] 

1.2<1.3> 

（0.8～1.7） 

[0/4] 

1.1<1.3> 

（0.8～1.4） 

[0/4] 

1.5<1.3> 

（1.0～2.4） 

[0/4] 

5mg/L 

以下 

化学的酸素

要求量 

（COD） 

mg/L 

2.3<2.3> 

（1.6～3.7） 

[-/12] 

2.6<2.4> 

（1.5～4.2） 

[-/4] 

2.4<2.4> 

（2.2～2.6） 

[-/4] 

4.8<5.0> 

（4.4～5.2） 

[-/4] 

- 

浮遊物質量 

（SS） 

mg/L 

1 

（<1～3） 

[0/12] 

2 

（1～3） 

[0/4] 

1 

（<1～1） 

[0/4] 

10 

（6～12） 

[0/4] 

50mg/L 

以下 

大腸菌数 

CFU/100mL 

920 

(96～5200) 

[-/12] 

4800 

(2200～9500) 

[-/4] 

440 

(42～1100) 

[-/4] 

170 

（76～420） 

[-/4] 

- 

n-ヘキサン

抽出物質_

油分等 

mg/L 

<0.5 

(<0.5～<0.5) 

[0/2] 

*** *** *** - 

全窒素 

mg/L 

0.60 

(0.47～0.72) 

[-/12] 

0.86 

(0.71～1.00) 

[-/4] 

0.64 

(0.40～0.85) 

[-/4] 

0.54 

(0.37～0.85) 

[-/4] 

- 

全りん 

mg/L 

0.019 

(0.007～0.028) 

[-/12] 

0.025 

(0.019～0.029) 

[-/4] 

0.020 

(0.010～0.037) 

[-/4] 

0.026 

(0.017～0.038) 

[-/4] 

- 

注）1.令和 4 年度の測定結果を示している。 

2.表中の数値は年平均値を示している。 

3.( )内の数字は、日間平均値の最小値～最大値を示している。 

4.生物化学的酸素要求量（BOD）化学的酸素要求量（COD）の< >内は 75%値を示している。 

5.[ ]内は、[環境基準を超えた検体数/総検体数]を示している。 

6.表中の「－」は、環境基準の対象外であることを示している。 

7.表中の「***」は、測定を行っていないことを示している。 

8.表中の太字は環境基準の評価対象の測定値を示している。 

出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 
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表 2-1-20 河川水質の測定結果（健康項目）（１） 

河川名 夙川 武庫川 環境 

基準値 地点名 夙川橋 大井手橋 葭原橋 阪神鉄橋 

カドミウム 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/4] 

<0.0003 {<0.0003} [0/2] 0.003 以下 

全シアン 

<0.1 

{<0.1} 

[0/4] 

<0.1{<0.1}[0/2] 
検出されない

こと 

鉛 

<0.001

｛<0.001｝

[0/4] 

<0.001｛<0.001｝[0/2] 

0.001 

{0.001} 

[0/2] 

0.01 以下 

六価クロム 

0.01 

{<0.01} 

[0/4] 

0.01{<0.01}[0/2] 0.02 以下 

砒素 

0.002

｛0.002｝

[0/4] 

<0.001｛<0.001｝[0/2] 0.01 以下 

総水銀 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/4] 

<0.0005{<0.0005}[0/2] 0.0005 以下 

アルキル水銀 *** 
検出されない

こと 

PCB 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

*** 
検出されない

こと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

*** 0.02 以下 

四塩化炭素 

<0.0002 

{<0.0002} 

[0/2] 

*** 0.002 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 

<0.0004 

{<0.0004} 

[0/2] 

*** 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

*** 0.1 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

*** 0.004 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

*** 1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/2] 

*** 0.006 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.001 

{<0.001} 

[0/2] 

*** 0.01 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

*** 0.01 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 

<0.00002 

{<0.0002} 

[0/2] 

*** 0.002 以下 
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表 2-1 20 河川水質の測定結果（健康項目）（２） 

河川名 夙川 武庫川 環境 

基準値 地点名 夙川橋 大井手橋 葭原橋 阪神鉄橋 

チウラム 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/2] 

*** 0.006 以下 

シマジン 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/2] 

*** 0.003 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｾﾞﾝｶﾙﾌﾞ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

*** 0.02 以下 

ベンゼン 

<0.001 

{<0.001} 

[0/2] 

*** 0.01 以下 

セレン 

<0.001 

{<0.001} 

[0/4] 

<0.001{<0.001}[0/2] 0.01 以下 

硝酸性窒素 

0.47 

{0.64} 

[-/12] 

0.68 

{0.78} 

[-/4] 

0.44 

{0.64} 

[-/4] 

0.21 

{0.55} 

[-/4] 
10 以下 

亜硝酸性窒素 

0.006 

{0.008} 

[-/12] 

0.007 

{0.014} 

[-/4] 

0.007 

{0.012} 

[-/4] 

0.008 

{0.014} 

[-/4] 

ふっ素 

0.39 

{0.41} 

[0/4] 

*** 0.8 以下 

ほう素 

0.07 

{0.07} 

[0/4] 

*** 1 以下 

1,4-ジオキサン 

<0.005 

{<0.005} 

[0/2] 

*** 0.05 以下 

注）1.令和 4 年度の測定結果を示している。 

2.表中の数値は年平均値を示している。 

3.表中の{}内の値は最大値を示している。 

4.[ ]内は、[環境基準を超えた検体数/総検体数]を示している。 

5.表中の「－」は、環境基準の対象外であることを示している。 

6.表中の「***」は、測定を行っていないことを示している。 

出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 
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表 2-1-21 海域水質の測定結果（生活環境項目）（１） 

測定地点 甲子園浜 香櫨園浜 今津港 鳴尾浜沖 
甲子園 

浜沖 
西宮浜沖 

環境 

基準

値 

水域名 

環境基準 

大阪湾（１） 

C 類型 

水域名 全窒素 

全燐 

大阪湾（イ） 

環境基準 海域Ⅳ 

水素イオ

ン濃度 

（pH） 

0.5ｍ 

(7.6～

8.8) 

[6/12] 

(7.9～

8.8) 

[7/12] 

(7.6～

8.8) 

[6/12] 

(7.8～

8.8) 

[7/12] 

(7.8～

8.9) 

[7/12] 

(8.0～

8.9) 

[7/12] 
7.0 以

上 

8.3 以

下 

2ｍ *** *** 

(7.7～

8.6) 

[4/12] 

(7.8～

8.6) 

[6/12] 

(7.7～

8.7) 

[5/12] 

(8.0～

8.8) 

[5/12] 

全層 

(7.6～

8.8) 

[6/12] 

(7.9～

8.8) 

[7/12] 

(7.6～

8.8) 

[10/24] 

(7.8～

8.8) 

[13/24] 

(7.7～

8.9) 

[12/24] 

(8.0～

9.0) 

[12/24] 

溶存酸素

量 

(DO)㎎/L 

0.5ｍ 

11 

(4.8～

15) 

[0/12] 

11 

(7.3～

14) 

[0/12] 

11 

(5.4～

15) 

[0/12] 

12 

(6.8～

15) 

[0/12] 

11 

(6.5～

14) 

[0/12] 

11 

(8.0～

15) 

[0/12] 

2 以上 
2ｍ層 *** *** 

9.4 

(4.4～

14) 

[0/12] 

10 

(6.4～

14) 

[0/12] 

9.8 

(5.3～

14) 

[0/12] 

10 

(7.8～

14) 

[0/12] 

全層 

9.1 

(1.9～

15) 

[1/24] 

8.3 

(1.8～

14) 

[1/24] 

8.2 

(1.7～

15) 

[4/36] 

8.7 

(1.8～

15) 

[1/36] 

8.3 

(1.5～

14) 

[2/36] 

8.4 

(1.0～

15) 

[2/36] 

化学的酸

素要求量 

(COD)㎎/L 

0.5ｍ 

7.0 

(3.1～

22) 

[3/12] 

5.6 

(2.8～

10) 

[2/12] 

*** *** *** *** 

8 以下 1ｍ *** *** 

4.9 

(3.3～

7.4) 

[0/12] 

4.9 

(2.8～

8.2) 

[1/12] 

4.9 

(3.2～

7.4) 

[0/12] 

4.8 

(2.9～

7.0) 

[0/12] 

全層 

7.0 

(3.1～

22) 

[3/12] 

5.6 

(2.8～

10) 

[2/12] 

4.9 

(3.3～

7.4) 

[0/12] 

4.9 

(2.8～

8.2) 

[1/12] 

4.9 

(3.2～

7.4) 

[0/12] 

4.8 

(2.9～

7.0) 

[0/12] 

SS 

0.5m <1～52 <1～10 *** *** *** *** 

- 1ｍ *** *** <1～9 <1～6 <1～5 <1～7 

全層 <1～52 <1～10 <1～9 <1～6 <1～5 <1～7 

大腸菌 

CFU/100mL 
全層 

20 

(<2～

180) 

[-/12] 

13 

(<2～

100) 

[-/12] 

31 

(<2～

270) 

[-/12] 

50 

(<2～

510) 

[-/12] 

58 

(<2～

650) 

[-/12] 

9 

(<2～80) 

[-/12] 

- 

ｎ-ヘキサ

ン抽出物

質(油分) 

mg/L 

表層 

(<0.5～

<0.5) 

[0/2] 

(<0.5～

<0.5) 

[0/2] 

*** *** *** *** - 
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表 2-1 21 海域水質の測定結果（生活環境項目）（２） 

測定地点 甲子園浜 香櫨園浜 今津港 鳴尾浜沖 
甲子園 

浜沖 
西宮浜沖 

環境 

基準

値 

水域名 

環境基準 

大阪湾（１） 

C 類型 

水域名 全窒素 

全燐 

大阪湾（イ） 

環境基準 海域Ⅳ 

全窒素 

mg/L 
表層 

0.81 

(0.30～

2.9) 

[2/12] 

0.49 

(0.36～

0.65) 

[0/12] 

0.53 

(0.32～

0.85) 

[0/12] 

0.51 

(0.33～

0.77) 

[0/12] 

0.50 

(0.28～

0.94) 

[0/12] 

0.42 

(0.23～

0.62) 

[0/12] 

1 以下 

全燐 

mg/L 
表層 

0.120 

(0.028～

0.52) 

[7/12] 

0.076 

(0.030～

0.16) 

[4/12] 

0.07 

(0.030～

0.10) 

[2/12] 

0.065 

(0.028～

0.15) 

[2/12] 

0.068 

(0.030～

0.16) 

[2/12] 

0.056 

(0.028～

0.10) 

[2/12] 

0.09 

以下 

注）1.予定地周辺の海域において水生生物の保全に関する環境基準は設定されていない。 

2.令和 4 年度の測定結果を示している。 

3.表中の数値は年平均値を示している。 

4.[ ]内は、[環境基準を超えた検体数/総検体数]を示している。 

5.表中の「－」は、環境基準の対象外であることを示している。 

6.表中の「***」は、測定を行っていないことを示している。 
出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 
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表 2-1-22 海域水質の測定結果（健康項目） 

測定地点 甲子園浜 香櫨園浜 今津港 鳴尾浜沖 
甲子園 

浜沖 
西宮浜沖 

環境基準 

水域名 大阪湾（１） 

カドミウム 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/4] 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/2] 

0.003 以

下 

全シアン 

<0.1 

{<0.1} 

[0/4] 

<0.1 

{<0.1} 

[0/2] 

検出され

ないこと 

鉛 

<0.001 

[<0.001] 

[0/4] 

<0.001 

[<0.001] 

[0/2] 

0.01 以下 

六価クロム 

<0.01 

{<0.01} 

[0/4] 

<0.01 

{<0.01} 

[0/2] 

0.02 以下 

砒素 

0.001 

{0.002} 

[0/4] 

0.001 

{0.001} 

[0/4] 

0.001 

{0.001} 

[0/2] 

0.01 以下 

総水銀 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/4] 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

0.0005 以

下 

アルキル水

銀 
*** 

検出され

ないこと 

PCB 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/1] 

検出され

ないこと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

<0.002 

{<0.002} 

[0/1] 

0.02 以下 

四塩化炭素 

<0.0002 

{0.0002} 

[0/2] 

<0.00002 

{<0.0002} 

[0/1] 

0.002 以

下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾀﾝ 

<0.0004 

{<00004} 

[0/2] 

<0.0004 

{<0.0004} 

[0/1] 

0.004 以

下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

<0.002 

{<0.002} 

[0/1] 

0.1 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸ

ﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.002 

{<0.002} 

[0/2] 

<0.002 

{<0.002} 

[0/1] 

0.004 以

下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛ

ﾛｴﾀﾝ 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/2] 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/1] 

1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛ

ﾛｴﾀﾝ 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/2] 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/1] 

0.006 以

下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.001 

{<0.001} 

[0/2] 

<0.001 

{<0.001} 

[0/1] 

0.01 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0.2] 

<0.0005 

{<0.0005} 

[0/1] 

0.01 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛ

ﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 

<0.0002 

{<0.0002} 

[0/2] 

<0.0002 

{<0.0002} 

[0/1] 

0.002 以

下 
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表 2-1 22 海域水質の測定結果（健康項目）（２） 

測定地点 甲子園浜 香櫨園浜 今津港 鳴尾浜沖 
甲子園 

浜沖 
西宮浜沖 

環境基準 

水域名 大阪湾（１） 

チウラム 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/2] 

<0.0006 

{<0.0006} 

[0/1] 

0.006 以

下 

シマジン 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/2] 

<0.0003 

{<0.0003} 

[0/1] 

0.003 以

下 

ﾁｵﾍﾞﾝｾﾞﾝｶﾙ

ﾌﾞ 

<0.0002 

{<0.0002} 

[0/2] 

<0.0002 

{<0.0002} 

[0/1] 

0.02 以下 

ベンゼン 

<0.001 

{<0.001} 

[0/2] 

<0.001 

{<0.001} 

[0/1] 

0.01 以下 

セレン 

0.001 

{0.001} 

[0/4 

<0.001 

{<0.001} 

 [0/2] 

0.01 以下 

硝酸性窒素 

0.14 

{0.48} 

[-/12] 

0.09 

{0.21} 

[-/12] 

0.08 

{0.13} 

[-/12] 

0.16 

{0.34} 

[-/12] 

0.22 

{0.44} 

[-/12] 

0.12 

{0.24} 

[-/12] 

10 以下 

亜硝酸性窒

素 

0.018 

{0.092} 

[-/12] 

0.11 

[0.023] 

[-/12] 

0.010 

{0.020} 

[-/12] 

0.012 

{0.026} 

[-/12] 

0.019 

{0.040} 

[-/12] 

0.013 

{0.025} 

[-/12] 

 

ふっ素 *** 0.8 以下 

ほう素 *** 1 以下 

1,4-ジオキ

サン 

<0.005 

{<0.005} 

[0/2] 

<0.005 

{<0.005} 

[0/1] 

0.05 以下 

注）1.令和 4 年度の測定結果を示している。 

2.表中の数値は年平均値を示している。 

3.表中の{}内の値は最大値を示している。 

4.[ ]内は、[環境基準を超えた検体数/総検体数]を示している。 

5.表中の「－」は、環境基準の対象外であることを示している。 

6.表中の「***」は、測定を行っていないことを示している。 

出典：「西宮の環境（水質編）（令和 4 年度）（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/suishitsu/10025542024022

1.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 
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2-1-3 地形 

(1) 地形 

計画地周辺の地形分類は図 2-1-7 に示すとおりであり、建設予定地は市街地となってい

る。 

 

(2) 地質 

計画地周辺の表層地質は図 2-1-8 が示すとおりである。計画地周辺は埋立地であり、北

部には沖積層や砂州・砂堆・自然堤防が広がり、北西部には段丘層や亜群層、花崗岩が分布

している。 

 

(3) 土壌 

建設予定地周辺では土壌分類は行われておらず、建設予定地は市街地となっている。 

  



2-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「20 万分の 1 土地分類基本調査(地形分類図)大阪(1976) https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclass

ification/land/l_national_map_20-1.html#prefecture28」」（令和 6 年 9 月観覧、国土交通省） 

  

図 2-1-7 計画地周辺の地形図 
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出典：「国土数値情報 5 万分の 1 土地分類基本調査 表層地質 大阪西北部（https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/ins

pect/landclassification/land/hyousou_chisitsu.html）」（令和 6 年 9 月観覧 国土交通省） 

  

図 2-1-8 表層地質図 
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2-1-4 植物 

計画値周辺における植生分布状況は図 2-1-9 に示すとおりであり、建設予定地は市街地

に位置する。 

西宮市における特定植物群落の分布状況は表 2-1-23、図 2-1-9 に示すとおりであり、計

画値周辺におけるは巨樹・巨木林の分布状況は表 2-1-24、図 2-1-10 に示すとおりである。 

 

表 2-1-23 西宮市における特定植物群落の分布状況 

番号 名称 位置 
選定基準 

環境省 兵庫県 

 武庫川のサツキ群落 西宮市武庫川 D,H  

 越木岩神社のヒメユズリハ林 西宮市西平町 A C 

 甲山周辺の湿地群落 西宮市甲山東北部山麓丘陵地帯 C,D  

 名塩厄神のコジイ林 西宮市塩瀬町名塩 A C 

 公智神社のコジイ林 西宮市山口町下山口 A C 

 岡田山のヒメユズリハ群落 西宮市岡田山 - 要注目 

 ブナ群落 
神戸市東灘区、灘区、北区、西宮

市、蘆屋市 

- 
A 

 社家郷山のコナラ-アベマキ群落 西宮市越水社家郷山 - C 

 甲山のコナラ-アベマキ群落 西宮市甲山町 - C 

 甲山湿原の湿地植物群落 西宮市甲山町 - A 

 剣谷湿原の湿地植物群落 西宮市鷲林寺剣谷 - A 

 武庫川峡谷の河辺岩上植物群落 神戸市北区、西宮市、宝塚市 - A 

404 甲子園浜の海浜植物群落 西宮市甲子園浜 - C 

405 御前浜の海浜植物群落 西宮市西波止町 - C 

 社家郷山のヘビイチゴ個体群 西宮市越水社家郷山 - A 

 山口町船坂のシロヤシオ個体群 西宮市山口町船坂 - B 

記号 理由（環境省） 

A 原生林もしくはそれに近い自然林 

B 国内若干地域に分布するが、きわめてまれな植物群落又は個体群 

C 
比較的ふつうにみられるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる山地

にみられる植物群落又は個体群 

D 
砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、鉱山、石灰岩地等の特殊な立地に特有の植

物群落又は個体群で、その群落の特徴が典型的なもの 

E 強度景観を代表する植物群落で、その群落の特徴が典型的なもの 

F 
過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても長期にわたって伐採等

の手が入っていないもの 

G 
乱獲その他人為的な影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植

物群落又は個体群 

H その他学術上重要な植物群落又は個体群 

記号 理由（兵庫県） 

A 

植物群落及び個体群の破壊・衰退要因となる人為的影響、生育環境の変化、生物被害等

により消滅の危機に瀕しているものや、規模的、質的に優れており貴重性の程度が最も

高いもの 

B A ランクに準ずるもので、消滅の危険性が増大しているものや、貴重性の程度が高いもの 

C 
B ランクに準ずるものであり、今後消滅の危険性が高まるおそれのあるものや、貴重性の

程度がやや高いもの 

要注目 消滅のおそれのあるものや貴重なものに準ずるものとして保全に配慮すべきもの 
出典：「第 5 回基礎調査特定植物群楽調査報告書」(令和 6 年 9 月観覧 環境省)https://www.biodic.go.jp/repor

ts2/5th/vgt_toku/index.html 

「兵庫県版レッドデータブック 2020 植物・植物群落（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/enviro

nment/leg_240/leg_289/leg_8361）」（令和 6 年 9 月観覧 兵庫県） 
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表 2-1-24 計画地周辺における巨樹・巨木林の分布状況 

番号 場所 樹木種 対象区分 

1 西宮市広田町 ムクノキ 単木 

2 西宮市甲子園口 クスノキ 単木 

3 西宮市高木東町 クスノキ 単木 

4 西宮市獅子ケ口町 クロガネモチ 単木 

5 西宮市社家町 クスノキ 単木 

6 西宮市小曾根町 クスノキ 単木 

7 西宮市松原町 エノキ 樹林 

8 西宮市上之町 クスノキ 単木 

9 西宮市上鳴尾町 エノキ 樹林 

10 西宮市神垣町 クスノキ 単木 

11 西宮市津門西口町 クスノキ 単木 

12 西宮市堤町 クスノキ 単木 

13 西宮市日野町 クスノキ 樹林 

14 西宮市日野町地先 クスノキ 単木 

15 西宮市六湛寺 
イチョウ 単木 

クスノキ 単木・樹林 
出 典 ： 「 第 4 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査  巨 樹 ・ 巨 木 林 調 査 （ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-

025.html?kind=big6）」(令和 6年 9 月観覧 環境省) 
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出典：「第 6～7 回自然環境保全基礎調査 植生調査（http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-025.html?kind=vg67）」

（令和 6 年 9月観覧 環境省）  

図 2-1-9 予定地周辺における植生状況 
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出 典 ： 「 第 4 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査  巨 樹 ・ 巨 木 林 調 査 （ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-

025.html?kind=big6）」(令和 6年 9 月観覧 環境省) 

「兵庫県版レッドデータブック 2020 植物・植物群落（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environme

nt/leg_240/leg_289/leg_8361）」（令和 6年 9月観覧 兵庫県）  

図 2-1-10 計画地周辺における巨樹・巨木林の分布状況 
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2-1-5 動物 

(1) 動物 

文献調査により、西宮市周辺において確認されている重要な動物を表 2-1-25 に示す。 

確認された重要種はそれぞれ、哺乳類 5種、鳥類 125 種、爬虫類 5種、両生類 7種、昆虫

類 72 種、クモ類 3種、魚類 5種、貝類 11 種、その他無脊椎動物 8種であった。 

表 2-1-25 西宮市及びその周辺地域で確認された重要な動物 

分類 ランク 種名 

哺乳類 
A ランク ﾆﾎﾝﾓﾓﾝｶﾞ 

要調査 ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ、ﾕﾋﾞﾅｶﾞｺｳﾓﾘ 

鳥類 

絶滅 ｵﾅｶﾞ 

A ランク 
ｱｵｼﾞ、ｼﾛﾁﾄﾞﾘ、ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ、ﾀｼｷﾞ、ﾙﾘﾋﾞﾀｷ、ｺｳﾉﾄﾘ、ﾐｿﾞｺﾞｲ、ﾖｼｺﾞｲ、ﾖﾀｶ、ﾁ

ｭｳﾋ、ﾐｻｺﾞ、ｺﾉﾊｽﾞｸ、ｲﾇﾜｼ、ﾉﾋﾞﾀｷ、ﾉｼﾞｺ、ｶﾔｸｸﾞﾘ 

B ランク 

ﾋﾞﾛｰﾄﾞｷﾝｸﾛ、ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ、ｻｼﾊﾞ、ｱｵﾊﾞﾂﾞｸ、ﾋｸｲﾅ、ｺｱｼﾞｻｼ、ﾀﾏｼｷﾞ、ｵｼﾄﾞﾘ、ﾋ

ｼｸｲ、ｼﾉﾘｶﾞﾓ、ｸﾛｻｷﾞ、ﾋﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ、ｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ、ｵｸﾞﾛｼｷﾞ、ﾁｭｳｼﾞｼｷﾞ、ｵｵｼﾞｼ

ｷﾞ、ﾔﾏｼｷﾞ、ｱｵｼｷﾞ、ｾｲﾀｶｼｷﾞ、ｵｵﾒﾀﾞｲﾁﾄﾞﾘ、ｿﾘﾊｼｼｷﾞ、ｱｵｱｼｼｷﾞ、ｱｶｱｼｼ

ｷﾞ、ﾂﾙｼｷﾞ、ﾎｳﾛｸｼｷﾞ、ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ、ｴﾘﾏｷｼｷﾞ、ｷﾘｱｲ、ﾍﾗｼｷﾞ、ｻﾙﾊﾏｼｷﾞ、ｳｽﾞ

ﾗｼｷﾞ、ﾋﾊﾞﾘｼｷﾞ、ｵｼﾞﾛﾄｳﾈﾝ、ﾐﾕﾋﾞｼｷﾞ、ｺｵﾊﾞｼｷﾞ、ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ、ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ、ﾂ

ﾐ、ｵｼﾞﾛﾜｼ、ﾊﾁｸﾏ、ﾄﾗﾌｽﾞｸ、ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ、ｹｱｼﾉｽﾘ、ﾉｽﾘ、ｵｵﾀｶ、ｱﾘｽｲ、ﾌﾞｯﾎﾟ

ｳｿｳ、ﾔﾏｾﾐ、ｺﾐﾐｽﾞｸ、ｱｶﾓｽﾞ、ﾊﾔﾌﾞｻ、ﾒﾎﾞｿﾑｼｸｲ、ｺﾙﾘ、ｺﾏﾄﾞﾘ、ﾏﾐｼﾞﾛ、ｸﾛ

ｼﾞ 

C ランク 

ｲｿｼｷﾞ、ｸﾛｶﾞﾓ、ﾀﾞｲｾﾞﾝ、ﾊﾏｼｷﾞ、ｱｵｹﾞﾗ、ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ、ｶﾜｶﾞﾗｽ、ｻﾝｼｮｳｸｲ、ﾄﾓｴ

ｶﾞﾓ、ｼﾏｱｼﾞ、ﾁｭｳｻｷﾞ、ｻｻｺﾞｲ、ｼﾞｭｳｲﾁ、ｵﾊﾞｼｷﾞ、ｺｱｵｱｼｼｷﾞ、ﾊｲﾀｶ、ｱｶｹﾞ

ﾗ、ｻﾝｼｮｳｸｲ、ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ、ｺﾖｼｷﾘ、ﾂﾘｽｶﾞﾗ、ｺｲｶﾙ 

要注目 
ｶﾜｾﾐ、ｵｵﾙﾘ、ﾔﾏﾄﾞﾘ、ｵｵﾖｼｷﾘ、ｱﾒﾘｶﾋﾄﾞﾘ、ｺｸｶﾞﾝ、ｶﾗｼﾗｻｷﾞ、ﾁｺﾞﾓｽﾞ、ｷﾋﾞﾀ

ｷ、ｺﾑｸﾄﾞﾘ 

要調査 

ﾋﾒｸｲﾅ、ｼﾛｴﾘｵｵﾊﾑ、ｵｵﾊﾑ、ｱﾋﾞ、ｸｲﾅ、ﾐﾔｺﾄﾞﾘ、ﾊｼﾞﾛｸﾛﾊﾗｱｼﾞｻｼ、ｸﾛﾊﾗｱｼﾞｻ

ｼ、ｱｼﾞｻｼ、ﾐﾂﾕﾋﾞｶﾓﾒ、ｱｶｴﾘﾋﾚｱｼｼｷﾞ、ｳﾐｽｽﾞﾒ、ﾏﾀﾞﾗｳﾐｽｽﾞﾒ、ﾔﾂｶﾞｼﾗ、ｴｿﾞｾ

ﾝﾆｭｳ、ｼﾏｾﾝﾆｭｳ、ｲｽｶ、ｵｵﾏｼｺ、ﾍﾞﾆﾋﾜ、ﾑﾈｱｶﾀﾋﾊﾞﾘ、ｵｼﾞﾛﾋﾞﾀｷ 

爬虫類 
C ランク ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ、ｼﾛﾏﾀﾞﾗ 

要注目 ｼﾞﾑｸﾞﾘ、ﾆﾎﾝｽｯﾎﾟﾝ、ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ 

両生類 
B ランク ｾﾄｳﾁｻﾝｼｮｳｳｵ、ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ 

C ランク ﾂﾁｶﾞｴﾙ、ﾆﾎﾝﾋｷｶﾞｴﾙ、ﾓﾘｱｵｶﾞｴﾙ、ﾀｺﾞｶﾞｴﾙ、ｶｼﾞｶｶﾞｴﾙ 

昆虫類 

絶滅 ｶﾜﾗﾊﾝﾐｮｳ 

A ランク 

ﾊﾈﾋﾞﾛｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ、ﾋﾒﾀｲｺｳﾁ、ｷｲﾛﾔﾏﾄﾝﾎﾞ、ｵｵﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ、ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ﾋﾇﾏｲﾄﾄﾝ

ﾎﾞ、ﾖﾄﾞｼﾛﾍﾘﾊﾝﾐｮｳ、ｱｵﾔﾝﾏ、ﾍﾞﾆｲﾄﾄﾝﾎﾞ、ｷｲﾛｻﾅｴ、ｺｶﾞﾀﾉｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ｱｶﾏﾀﾞﾗﾊ

ﾅﾑｸﾞﾘ、ｸﾛｼｼﾞﾐ、ﾋﾒﾋｶｹﾞ本州西武亜種 

B ランク 

ﾊｯﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ、ｸﾛﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ、ﾀｶﾞﾒ、ﾑｶｼﾔﾝﾏ、ｵｵﾁｬｲﾛﾊﾅﾑｸﾞﾘ、ｻﾗｻﾔﾝﾏ、ﾎﾝｻﾅ

ｴ、ｺﾞｲｼｼｼﾞﾐ、ﾏｲｺｱｶﾈ、ｵｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ、ﾈｱｶﾖｼﾔﾝﾏ、ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ、ﾐｽﾞｽﾏｼ、ｼﾛｽｼﾞｺ

ｶﾞﾈ、ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ、ｷﾏﾀﾞﾗﾙﾘﾂﾊﾞﾒ、ｳﾗﾅﾐｼﾞｬﾉﾒ 

C ランク 

ｵｵﾑﾗｻｷ、ﾊﾙｾﾞﾐ、ｼﾙﾋﾞｱｼｼﾞﾐ、ﾎｿﾊﾞｾｾﾘ、ｱｲﾇﾊﾝﾐｮｳ、ｶﾄﾘﾔﾝﾏ、ﾖﾂﾎﾞｼﾄﾝﾎﾞ、ｹ

ｼｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ﾏﾙｶﾞﾀｹﾞﾝｺﾞﾛｲ、ﾔﾏﾄｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ、ｷﾝｲﾛﾈｸｲﾊﾑｼ、ｺﾞﾏﾀﾞﾗｷﾘｶﾞ、ﾅﾏﾘｷ

ｼﾀﾊﾞ、ｶﾊﾞﾌｷｼﾀﾊﾞ、ﾌｼｷｷｼﾀﾊﾞ 

要注目 

ﾅﾆﾜﾄﾝﾎﾞ、ﾋﾒﾎﾞﾀﾙ、ｳﾗｷﾝｼｼﾞﾐ、ﾀﾞｲﾐｮｳｾｾﾘ、ﾂﾏｸﾞﾛｷﾁｮｳ、ﾐﾔﾏｱｶﾈ、ｳﾗｺﾞﾏﾀﾞﾗ

ｼｼﾞﾐ、ﾐｽﾞｶﾏｷﾘ、ｸﾋﾞﾎﾞｿｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ、ﾋﾒｷﾏﾀﾞﾗｾｾﾘ、ﾔﾏﾄｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ、ｳﾗﾅﾐ

ｱｶｼｼﾞﾐ、ﾐﾄﾞﾘｼｼﾞﾐ 

要調査 

ｾｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ、ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ、ｵﾂﾈﾝﾄﾝﾎﾞ、ﾏﾙﾀﾝﾔﾝﾏ、ﾀｶﾈﾄﾝﾎﾞ、ｵｻﾑｼﾓﾄﾞｷ、ﾋﾒｼﾏﾁ

ﾋﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ﾙｲｽﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ｱｶﾍﾘﾐﾄﾞﾘﾀﾏﾑｼ、ﾂｼﾏﾋﾒｻﾋﾞｷｺﾘ、ﾎ

ｼｱｼﾌﾞﾄﾊﾊﾞﾁ 

クモ類 
A ランク ｷｼﾉｳｴﾄﾀﾃｸﾞﾓ、ｷﾉﾎﾞﾘﾄﾀﾃｸﾞﾓ 

要調査 ﾅｶﾑﾗｵﾆｸﾞﾓ 

魚類 

B ランク ｶﾈﾋﾗ 

C ランク ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ、ｳｷｺﾞﾘ 

要注目 ﾄﾞｼﾞｮｳ、ﾐﾅﾐﾒﾀﾞｶ 
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分類 ランク 種名 

哺乳類 
A ランク ﾆﾎﾝﾓﾓﾝｶﾞ 

要調査 ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ、ﾕﾋﾞﾅｶﾞｺｳﾓﾘ 

貝類 

A ランク ｲﾎﾞｲﾎﾞﾅﾒｸｼﾞ 

B ランク ｲﾅｻﾞﾜﾊﾍﾞｶﾞｲ、ｹﾊﾀﾞﾋﾞﾛｳﾄﾞﾏｲﾏｲ、ﾋﾞﾛｳﾄﾞﾏｲﾏｲ、ﾋﾒﾏｽｵｶﾞｲ 

C ランク ｴﾄﾞｶﾞﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ、ｷｾﾙｶﾞｲﾓﾄﾞｷ、ﾄﾞﾌﾞｼｼﾞﾐ 

要注目 ｲｾﾉﾅﾐﾏｲﾏｲ、ｷﾞｭｳｴｲｷﾏｲﾏｲ、ﾏｼｼﾞﾐ 

その他無

脊椎動物 

A ランク ﾑｷﾞﾜﾗﾑｼ 

B ランク ﾐｿﾞﾚﾇﾏｴﾋﾞ、ｽﾅｶﾞﾆ 

C ランク ｶﾜｺﾞｶｲ類、ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ、ｿﾈﾅｶﾞｲｿｶﾞﾆ、ﾊｸｾﾝｼｵﾏﾈｷ、ﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ 

ランク 貴重性評価の区分 

絶滅 
兵庫県内での確認記録、標本があるなど、かつては生息していたと考えられるが、現

在は見られなくなり、生息の可能性がないと考えられる種 

A ランク 
環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当。兵庫県内において絶滅の危機に瀕

している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種 

B ランク 
環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に相当。兵庫県内において絶滅の危機が増

大している種など、極力生息環境、自生地などの保全が必要な種 

C ランク 
環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。兵庫県内において存続基盤が脆弱な

種 

要注目 最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる種 

地域限定

希少種 

兵庫県全域で見ると貴重とはいえないが、県内の特定の地域においてはＡ、Ｂ、Ｃ、

要注目のいずれかのランクに該当する程度の貴重性を有する種であるとともに、「学

術的に特に貴重とみなされる個体群」、「生物地理学的に重要な意味を持つ個体

群」、「保全上重要な単位とみなされる個体群」として識別される種 

要調査 

環境省レッドデータブックの情報不足に相当。本県での生息の実態がほとんどわから

ないことなどにより、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査によっ

ては貴重種となる可能性のある種 

※：カワゴカイ類にはヤマトカワゴカイとヒメヤマトカワゴカイが含まれる 

  コウノトリは放鳥個体 
出典：「兵庫県版レッドリスト 2022（昆虫類）（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_240

/leg_289/2022）」（令和 6年 9月観覧 兵庫県） 

「兵庫県版レッドリスト 2017（哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・クモ類）（https://www.kankyo.pref.hyo

go.lg.jp/jp/environment/leg_240/leg_289/leg_6089）」（令和 6年 9 月観覧 兵庫県） 

「兵庫県版レッドリスト 2013（鳥類）（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_240/

leg_289/leg_710#chapter5）」（令和 6 年 9月観覧 兵庫県） 

「兵庫県版レッドリスト 2014（貝類・その他無脊椎動物）（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/en

vironment/leg_240/leg_289/leg_711）」（令和 6年 9 月観覧 兵庫県） 

「第 2回自然環境保全基礎調査」（昭和 53 年実施、環境庁） 

「第 3回自然環境保全基礎調査」（昭和 59 年実施、環境庁） 

「第 4回自然環境保全基礎調査」（平成元～3年実施、環境庁） 

「第 5回自然環境保全基礎調査」（平成 9，10 年実施、環境庁） 

「第 6回自然環境保全基礎調査」（平成 12～16 年実施、環境省） 

 

(2) 植物 

「兵庫県版レッドリスト 2020」により、兵庫県で確認された重要な種を表 2-1-26 に示

す。確認された重要な種は 1042 種であり、そのうち絶滅は 34 種、野生絶滅は 4 種であっ

た。 
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表 2-1-26 兵庫県で確認された重要な植物種 

ランク 種名 

絶滅 

ﾔﾁｽｷﾞﾗﾝ、ｾﾄﾔﾅｷﾞｽﾌﾞﾀ､ﾄﾁｶｶﾞﾐ､ｺｳﾍﾞﾀﾇｷﾉｼｮｸﾀﾞｲ､ﾋﾒﾕﾘ､ｱｵｽｽﾞﾗﾝ(ｴｿﾞｽｽﾞﾗﾝ)､ﾂﾘｼｭｽﾗﾝ､ｲﾖﾄﾝ

ﾎﾞ､ﾎｻﾞｷﾏｽｸｻ､ﾊﾏﾑｷﾞ､ﾍﾞﾝｹｲｿｳ､ﾋﾒﾉﾊｷﾞ､ﾏﾂﾊﾞﾆﾝｼﾞﾝ､ﾐｽﾞｽｷﾞﾅ､ﾀﾁｽｽﾞｼﾛｿｳ､ﾐﾔﾏﾂﾁﾄﾘﾓﾁ､ﾊﾏﾊｺ

ﾍﾞ､ｲｿﾎｳｷｷﾞ､ﾘｭｳｷｭｳｺｻﾞｸﾗ､ﾊｲﾊﾏﾎﾞｯｽ､ｺﾒﾊﾞﾂｶﾞｻﾞｸﾗ､ｼﾛﾊﾞﾅｲﾅﾓﾘｿｳ､ﾏﾒﾀﾞｵｼ､ｴｿﾞｵｵﾊﾞｺ､ｺﾞﾏﾉﾊ

ｸﾞｻ､ﾀﾆｼﾞｬｺｳｿｳ､ﾌｻﾀﾇｷﾓ､ﾀｶｻｺﾞｿｳ､ｸﾙﾏﾊﾞﾊｸﾞﾏ､ｱｷﾉﾊﾊｺｸﾞｻ､ｵﾅﾓﾐ､ｹﾔﾏｳｺｷﾞ､ﾄﾞｸｾﾞﾘ､ｱｵｺﾞｹ、 

野生絶滅 ｲﾜﾁﾄﾞﾘ､ｵｵﾐｸﾘ､ﾅｶﾞﾎﾞﾃﾝﾂｷ､ﾊﾏﾋﾞｼ 

A ランク 

ﾋﾒｽｷﾞﾗﾝ､ｱｽﾋｶｽﾞﾗ､ｽｷﾞﾗﾝ､ｴｿﾞﾉﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ､ｵｵｺｹｼﾉﾌﾞ､ﾋﾒｺｹｼﾉﾌﾞ､ｷﾖｽﾐｺｹｼﾉﾌﾞ､ｵｵｱｶｳｷｸｻ､ｱｶｳｷ

ｸｻ､ｻﾝｼｮｳﾓ､ﾃﾞﾝｼﾞｿｳ、ｴﾀﾞｳﾁﾎﾝｸﾞｳｼﾀﾞ、ﾊﾏﾎﾗｼﾉﾌﾞ、ﾀｷﾐｼﾀﾞ、ﾋﾒｳﾗｼﾞﾛ、ｴﾋﾞｶﾞﾗｼﾀﾞ、ﾊﾁｼﾞｮ

ｳｼﾀﾞﾓﾄﾞｷ、ﾋﾒﾑｶｺﾞｼﾀﾞ、ｴﾋﾞﾗｼﾀﾞ、ｼﾓﾂｹﾇﾘﾄﾗﾉｵ、ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ、ﾃﾝﾘｭｳﾇﾘﾄﾗﾉｵ、ｱｵｶﾞﾈｼﾀﾞ、ｸﾙﾏ

ｼﾀﾞ、ﾄｷﾜｼﾀﾞ、ｲｯﾎﾟﾝﾜﾗﾋﾞ、ﾍｲｹｲﾇﾜﾗﾋﾞ、ｼﾏｼﾛﾔﾏｼﾀﾞ、ｲﾖｸｼﾞｬｸ、ﾐﾔﾏﾜﾗﾋﾞ、ﾖｺｸﾞﾗﾋﾒﾜﾗﾋﾞ

（ﾂｸｼﾔﾜﾗｼﾀﾞを含む）、ﾃﾂﾎｼﾀﾞ、ｹｷﾝﾓｳﾜﾗﾋﾞ、ﾂｸｼﾔﾌﾞｿﾃﾂ、ﾅﾁｸｼﾞｬｸ、ｻｸﾗｲｶｸﾞﾏ、ﾇｶｲﾀﾁｼ

ﾀﾞ、ﾇｶｲﾀﾁｼﾀﾞﾓﾄﾞｷ、ｱﾂｷﾞﾉﾇｶｲﾀﾁｼﾀﾞﾏｶﾞｲ、ﾅｶﾞｻｷｼﾀﾞ、ﾇｶｲﾀﾁｼﾀﾞﾏｶﾞｲ、ﾁｬﾎﾞｲﾉﾃﾞ、ﾇｶﾎﾞｼｸ

ﾘﾊﾗﾝ、ｸﾗｶﾞﾘｼﾀﾞ、ｲﾜﾋﾄﾃﾞ、ｵｵｸﾎﾞｼﾀﾞ、ｲﾜｵﾓﾀﾞｶ、ﾔﾂｼﾛﾋﾄﾂﾊﾞ、ﾀｶﾉﾊｳﾗﾎﾞｼ、ｺｳﾎﾈ、ﾏﾙﾊﾞｳﾏ

ﾉｽｽﾞｸｻ、ｳｽﾊﾞｻｲｼﾝ、ﾐﾐｶﾞﾀﾃﾝﾅﾝｼｮｳ､ﾅｷﾞﾋﾛﾊﾃﾝﾅﾝｼｮｳ､ｾｯﾋﾟｺﾃﾝﾅﾝｼｮｳ､ﾕｷﾓﾁｿｳ､ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ､ｲﾜｼ

ｮｳﾌﾞ､ﾎｿﾊﾞﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ､ﾏﾙﾊﾞｵﾓﾀﾞｶ､ｱｷﾞﾅｼ､ｳﾐﾋﾙﾓ､ﾑｻｼﾓ､ｲﾊﾞﾗﾓ､ﾄﾘｹﾞﾓ､ｼﾊﾞﾅ､ｺｱﾏﾓ､ｵﾋﾙﾑｼﾛ､ﾋﾛﾊﾉ

ｴﾋﾞﾓ､ｵｵﾐｽﾞﾋｷﾓ､ｶﾜﾂﾙﾓ､ｼﾛｼｬｸｼﾞｮｳ､ｳﾁﾜﾄﾞｺﾛ､ｳｴﾏﾂｿｳ､ﾋﾒﾅﾍﾞﾜﾘ､ﾊﾞｲｹｲｿｳ､ﾏﾙﾊﾞｻﾝｷﾗｲ､ｻﾙﾏﾒ､ﾂ

ﾊﾞﾒｵﾓﾄ､ﾎｿﾊﾞﾅｺﾊﾞｲﾓ､ﾐﾉｺﾊﾞｲﾓ､ﾎｿﾊﾞﾉｱﾏﾅ､ﾀｹｼﾏﾗﾝ､ﾋﾛﾊﾉｱﾏﾅ､ｷｴﾋﾞﾈ､ｻﾙﾒﾝｴﾋﾞﾈ､ﾄｹﾝﾗﾝ､ﾏﾔﾗﾝ､ｲ

ﾁﾖｳﾗﾝ､ｾｯｺｸ､ｺｲﾁﾖｳﾗﾝ､ﾏﾂﾗﾝ､ﾓﾐﾗﾝ､ｱｷｻﾞｷﾔﾂｼﾛﾗﾝ､ｸﾛﾔﾂｼﾛﾗﾝ､ﾍﾞﾆｼｭｽﾗﾝ､ﾋﾒﾉﾔｶﾞﾗ､ｳｽｷﾑﾖｳﾗﾝ､ｴ

ﾝｼｭｳﾑﾖｳﾗﾝ､ｷﾞﾎﾞｳｼﾗﾝ､ｸﾓｲｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ､ﾉﾋﾞﾈﾁﾄﾞﾘ､ｺﾌﾀﾊﾞﾗﾝ､ﾋﾒﾌﾀﾊﾞﾗﾝ､ﾑｶｺﾞｻｲｼﾝ､ﾖｳﾗｸﾗﾝ､ﾑｶﾃﾞﾗ

ﾝ､ｼﾞﾝﾊﾞｲｿｳ､ｲｲﾇﾏﾑｶｺﾞ､ﾂﾚｻｷﾞｿｳ､ﾋﾄﾂﾊﾞｷｿﾁﾄﾞﾘ(ｷｿﾁﾄﾞﾘ)､ｵｵﾔﾏｻｷﾞｿｳ､ﾄﾝﾎﾞｿｳ､ﾋﾅﾁﾄﾞﾘ､ｳﾁｮｳﾗ

ﾝ､ﾌｳﾗﾝ､ｺｷﾝﾊﾞｲｻﾞｻ､ﾋﾒｼｬｶﾞ､ｽﾃｺﾞﾋﾞﾙ､ﾋﾒﾆﾗ､ﾐｽﾞｱｵｲ､ﾋﾒﾐｸﾘ､ｸﾛﾎｼｸｻ､ﾀﾁｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ､ｲﾄﾃﾝﾂ

ｷ､ｲﾅｶﾞﾜﾊﾘｽｹﾞ､ｷｲﾄｽｹﾞ､ﾋｹﾞｽｹﾞ､ﾆｯｺｳﾊﾘｽｹﾞ､ｺﾊﾘｽｹﾞ､ｳﾏｽｹﾞ､ｻﾝｲﾝﾋｴｽｹﾞ､ｺｳﾔﾊﾘｽｹﾞ､ﾋﾒﾐｺｼｶﾞ

ﾔ､ｱｽﾞﾏｽｹﾞ､ﾔﾁｽｹﾞ､ﾔｶﾞﾐｽｹﾞ､ｷﾉｸﾆｽｹﾞ､ｷｼｭｳﾅｷﾘｽｹﾞ､ﾐｺｼｶﾞﾔ､ｱﾜﾎﾞｽｹﾞ､ﾐﾔﾏｲﾜｽｹﾞ(ｶﾝｻｲｲﾜｽ

ｹﾞ)､ﾅｶﾞﾐﾋﾒｽｹﾞ､ｶﾐｶﾜｽｹﾞ､ｼﾞﾝｸﾞｳｽｹﾞ､ﾎｽｹﾞ､ﾇﾏｶﾞﾔﾂﾘ､ﾐｽﾐｲ､ｻｷﾞｽｹﾞ､ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾃﾝﾂｷ､ｱｾﾞﾃﾝﾂｷ､ｸ

ﾛﾀﾏｶﾞﾔﾂﾘ､ﾐﾔﾏｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ､ﾛｯｶｸｲ､ﾋﾒｶﾝｶﾞﾚｲ､ｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ､ﾊﾈｶﾞﾔ､ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ､ｺｳﾎﾞｳ､ﾀｶﾈﾉｶﾞﾘﾔｽ､ﾂｸ

ｼｶﾞﾔ､ﾐｽﾞﾀｶﾓｼﾞｸﾞｻ､ﾋﾛﾊﾉﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ､ﾋｹﾞｼﾊﾞ､ﾔﾏｷｹﾏﾝ､ﾔﾏﾌﾞｷｿｳ､ｻｲｺｸｲｶﾘｿｳ､ﾌｸｼﾞｭｿｳ､ｷﾊﾞﾅｻ

ﾊﾞﾉｵ､ｵｷﾅｸﾞｻ､ﾋｷﾉｶｻ､ﾓﾐｼﾞｶﾗﾏﾂ､ｻﾞﾘｺﾐ､ﾋﾀﾞﾎﾞﾀﾝ､ﾏﾙﾊﾞﾈｺﾉﾒｿｳ､ｲﾜﾚﾝｹﾞ､ｳﾝｾﾞﾝﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ､ｱｽﾞﾏﾂ

ﾒｸｻ､ｲｿｽﾐﾚ､ﾂﾙﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ､ﾎｿﾊﾞｼﾛｽﾐﾚ､ｼｺｸｽﾐﾚ､ｵｸﾞﾗﾉﾌｻﾓ､ｳﾄﾞｶｽﾞﾗ､ﾓﾒﾝﾂﾞﾙ､ｼﾊﾞﾊｷﾞ､ﾐﾔﾏﾄﾍﾞﾗ､

ﾐｿﾅｵｼ､ﾂﾙﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ､ﾖﾂﾊﾞﾊｷﾞ､ｺｷﾝﾊﾞｲ､ﾋﾒﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ､ﾂﾁｸﾞﾘ､ﾂﾙｷﾝﾊﾞｲ､ﾊﾏﾅｽ､ｸﾛｲﾁｺﾞ､ﾋﾒﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ､

ｷﾋﾞﾉｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ､ｹｸﾞﾜ､ﾂｸｼﾔﾌﾞﾏｵ､ﾄｷﾎｺﾘ､ｷﾐｽﾞ､ｺｹﾐｽﾞ､ﾎｿﾊﾞｲﾗｸｻ､ﾄｻｵﾄｷﾞﾘ､ｺﾌｳﾛ､ﾋﾞｯﾁｭｳﾌｳﾛ､ｴ

ｿﾞﾐｿﾊｷﾞ､ﾋﾒﾋﾞｼ､ｲﾜｱｶﾊﾞﾅ､ﾓｸｹﾞﾝｼﾞ､ﾊﾏﾎﾞｳ､ﾍﾗﾉｷ､ﾎｻﾞｷﾔﾄﾞﾘｷﾞ､ﾋﾒﾀﾃﾞ､ﾎｿﾊﾞｲﾇﾀﾃﾞ､ﾏﾀﾞｲｵｳ､ﾜ

ﾀﾞｿｳ､ﾏﾂﾅ､ﾋﾛﾊﾏﾂﾅ､ﾂﾏﾄﾘｿｳ､ﾓﾛｺｼｿｳ､ｸﾛﾐﾉﾆｼｺﾞﾘ､ｶﾝｻﾞﾌﾞﾛｳﾉｷ､ｱｶﾓﾉ､ﾊﾅﾋﾘﾉｷ､ﾏﾙﾊﾞﾉｲﾁﾔｸｿｳ､ｻﾂ

ｷ､ｱﾗｹﾞﾅﾂﾊｾﾞ､ｺｹﾓﾓ､ﾙﾘﾐﾉｷ､ｵｵｷﾇﾀｿｳ､ﾔﾏﾄｸﾞｻ､ｴｿﾞﾘﾝﾄﾞｳ､ﾋﾒﾅｴ､ﾁｮｳｼﾞｿｳ､ﾌﾅﾊﾞﾗｿｳ､ｸｻﾅｷﾞｵｺﾞ

ｹ､ﾂｸｼｶﾞｼﾜ(ﾂﾙｶﾞｼﾜ)､ｼﾛﾊﾞﾅｶﾓﾒﾂﾞﾙ､ｻﾜﾙﾘｿｳ､ﾑﾗｻｷ､ﾔﾏﾎｵｽﾞｷ､ﾒｼﾞﾛﾎｵｽﾞｷ､ｱｵﾎｵｽﾞｷ､ｵｵﾏﾙﾊﾞﾉﾎﾛ

ｼ､ｻｲｺﾞｸｲﾎﾞﾀ､ｲﾜｷﾞﾘｿｳ､ｶﾐｶﾞﾓｿｳ､ｵｵｱﾌﾞﾉﾒ､ｺｷｸﾓ､ｳﾝﾗﾝ､ﾋｼﾓﾄﾞｷ､ﾔﾏｸﾜｶﾞﾀ､ﾋﾖｸｿｳ､ﾔﾏｼﾞｵｳ､ｷｾﾜ

ﾀ､ﾏﾈｷｸﾞｻ､ｵﾁﾌｼﾞ､ﾎｿﾊﾞﾔﾏｼﾞｿ､ﾐｽﾞﾈｺﾉｵ､ﾅﾂﾉﾀﾑﾗｿｳ､ﾔﾏｼﾞﾉﾀﾂﾅﾐｿｳ､ﾋﾒﾅﾐｷ､ｺﾅﾐｷ､ｵｵﾊﾞﾐｿﾞﾎｵｽﾞ

ｷ､ｷｭｳｼｭｳｺｺﾞﾒｸﾞｻ､ﾊﾏｳﾂﾎﾞ､ﾐｶﾜﾀﾇｷﾓ､ﾀﾇｷﾓ､ﾂｹﾞﾓﾁ､ｼﾃﾞｼｬｼﾞﾝ､ﾐﾂｶﾞｼﾜ､ﾋﾒｼﾛｱｻｻﾞ､ﾎｿﾊﾞﾉﾔﾏﾊﾊ

ｺ､ﾋﾒｼｵﾝ､ﾐﾔﾏﾔﾌﾞﾀﾊﾞｺ､ｲｽﾞﾓｱｻﾞﾐ(ﾄｹﾞﾅｼｱｻﾞﾐ)､ﾊﾏｱｻﾞﾐ､ｲｽﾞﾊﾊｺ､ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ､ﾔﾅｷﾞﾀﾝﾎﾟﾎﾟ､ﾎｿﾊﾞﾆ

ｶﾞﾅ､ｳｽﾕｷｿｳ､ﾒﾀｶﾗｺｳ､ﾐﾔﾏｺｳﾓﾘｿｳ､ﾆｼﾉﾔﾏﾀｲﾐﾝｶﾞｻ､ﾐﾔｺｱｻﾞﾐ､ﾈｺﾔﾏﾋｺﾞﾀｲ､ｵｵﾀﾞｲﾄｳﾋﾚﾝ､ﾋﾒﾋｺﾞﾀ

ｲ､ｷｸｱｻﾞﾐ､ｱｵﾔｷﾞﾊﾞﾅ､ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻﾓﾄﾞｷ､ﾊﾊﾞﾔﾏﾎﾞｸﾁ､ｺｳﾘﾝｶ､ｳﾗｷﾞｸ､ﾔﾏﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ､ｷﾝｷﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ､ｺｳ

ｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ､ｷﾝﾚｲｶ､ﾏﾂﾑｼｿｳ､ｲﾜﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ､ﾄｳｷ､ﾋﾒﾉﾀﾞｹ､ﾐｼﾏｻｲｺ､ﾔﾏｾﾞﾘ､ﾇﾏｾﾞﾘ､ｶﾉﾂﾒｿｳ､ｻｹﾊﾞﾑﾁ

ｺﾞｹ､ﾏｴﾊﾞﾗﾑﾁｺﾞｹ､ﾊｲｽｷﾞﾊﾞｺﾞｹ､ｱｵﾎﾗｺﾞｹﾓﾄﾞｷ､ｷｻﾞﾐｲﾁｮｳｺﾞｹ､ﾋﾒｲﾁｮｳｺﾞｹ､ｲﾁｮｳｺﾞｹ､ﾎｳｷｺﾞｹ､ｵｵ

ﾂﾎﾞﾐｺﾞｹ､ﾊﾗｳﾛｺｺﾞｹ､ｻﾝｺﾞｻｷｼﾞﾛｺﾞｹ､ﾔｸｼﾏﾐｿﾞｺﾞｹ､ｺｵｲｺﾞｹ､ﾐﾔﾏﾊﾈｺﾞｹ､ｺﾓﾁﾊﾈｺﾞｹ､ｲｲｼﾊﾞﾔﾊﾞﾈｺﾞ

ｹ､ﾐﾐｹﾋﾞﾗｺﾞｹ､ﾋﾗｹﾋﾞﾗｺﾞｹ､ｼｹﾞﾘｹﾋﾞﾗｺﾞｹ､ｶｷﾞｸﾗﾏｺﾞｹﾓﾄﾞｷ､ﾀｶｷｸﾗﾏｺﾞｹﾓﾄﾞｷ､ｵｵｽﾐﾖｳｼﾞｮｳｺﾞｹ､ﾂ

ｼﾞﾍﾞｺﾞﾍｲｺﾞｹ､ｼﾛｸｻﾘｺﾞｹ､ﾐﾔﾏﾌﾀﾏﾀｺﾞｹ､ｶｷﾞﾌﾀﾏﾀｺﾞｹ､ｺｵｲﾌﾀﾏﾀｺﾞｹ､ﾊﾘﾐｽﾞｺﾞｹ､ﾋﾒﾐｽﾞｺﾞｹ､ﾎｿﾊﾞﾐ

ｽﾞｺﾞｹ､ｽｷﾞﾊﾞﾐｽﾞｺﾞｹ､ﾌｳﾘﾝｺﾞｹ､ｸﾏﾉﾁｮｳｼﾞｺﾞｹ､ｽｷﾞｺﾞｹ､ﾎｿﾊﾞｽｷﾞｺﾞｹ､ｳﾛｺﾐｽﾞｺﾞｹ､ｹｷﾝｼｺﾞｹ､ｲﾉｳ

ｴﾈｼﾞｸﾁｺﾞｹ､ﾀﾁﾁｮｳﾁﾝｺﾞｹ､ｸﾓﾏﾀﾏｺﾞｹ､ﾅｶﾞｸﾋﾞｻﾜｺﾞｹ､ﾎｿﾐﾉｺﾞｹ､ｷｻｺﾞｺﾞｹ､ｲｼﾂﾞﾁｺﾞｹ､ｶﾜｺﾞｹ､ｲﾄﾋ

ﾊﾞｺﾞｹ､ﾘｽｺﾞｹ､ｶﾄｳｺﾞｹ､ｵｵﾐﾐｺﾞｹ､ﾀｶｻｺﾞｻｶﾞﾘｺﾞｹ､ﾀﾁﾋﾗｺﾞｹ､ﾊｻﾅﾀﾞｺﾞｹ､ﾔﾘﾉﾎｺﾞｹ､ｻｻｵｶｺﾞｹ(ｱｵﾓﾘ

ｶｷﾞﾊｲｺﾞｹ)､ﾅｶﾞﾊﾞﾋｹﾞﾊﾞｺﾞｹ､ｵﾆﾋﾂｼﾞｺﾞｹ､ｶﾗﾌﾄﾂﾔｺﾞｹ､ﾘｭｳｷｭｳﾊｼﾎﾞｿｺﾞｹ､ｺｳﾔﾊｲｺﾞｹ､ﾋﾛﾊｸｼﾉﾊｺﾞ

ｹ､ｲﾎﾞｴｸｼﾉﾊｺﾞｹ､ﾂｸﾓﾊｲｺﾞｹ､ｵｵｲｼｿｳ､ｲｼｶﾜﾓｽﾞｸ､ｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾎｿｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾂﾏｸﾞﾛｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾀﾆｶﾞﾜｶﾜﾓｽﾞ

ｸ､ﾁｽｼﾞﾉﾘ､ﾋﾒﾌﾗｽｺﾓ､ﾌﾀﾏﾀﾌﾗｽｺﾓ､ﾋﾅﾌﾗｽｺﾓ､ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾗｽｺﾓ､ｾｲﾛﾝﾌﾗｽｺﾓ､ﾐﾉﾘﾉﾌﾗｽｺﾓ､ﾊﾃﾞﾌﾗｽｺﾓ､ﾅ

ｶﾞﾎﾉﾌﾗｽｺﾓ､ｵｳｼｬｼﾞｸﾓ(ｵｵｼｬｼﾞｸﾓ)、ﾀﾏﾉﾘｲｸﾞﾁ､ｶﾗｽﾀｹ､ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾀｹ､ｷﾂﾈﾉｻｶｽﾞｷ 
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ﾏﾝﾈﾝｽｷﾞ、ﾐｽﾞﾆﾗﾓﾄﾞｷ､ﾀﾁｸﾗﾏｺﾞｹ､ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ､ｱｶﾊﾅﾜﾗﾋﾞ､ﾅｶﾞﾎﾉﾅﾂﾉﾊﾅﾜﾗﾋﾞ､ﾊﾏﾊﾅﾔｽﾘ､ﾋﾛﾊﾊﾅﾔｽﾘ､ﾔ

ｼｬｾﾞﾝﾏｲ､ﾅﾁｼﾀﾞ､ｵｳﾚﾝｼﾀﾞ､ｲﾜﾔｼﾀﾞ､ｸﾓﾉｽｼﾀﾞ､ﾐﾔﾏｼｼｶﾞｼﾗ､ﾙﾘﾃﾞﾗｲﾇﾜﾗﾋﾞ､ﾐﾔﾏｼｹｼﾀﾞ､ﾋｶｹﾞﾜﾗﾋﾞ､

ｳｽﾊﾞﾐﾔﾏﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ､ｵｵﾊﾞｼｮﾘﾏ､ﾋﾛﾊﾔﾌﾞｿﾃﾂ､ﾅｶﾞﾊﾞﾉｲﾀﾁｼﾀﾞ､ﾅﾝｶｲｲﾀﾁｼﾀﾞ､ﾀﾏｼﾀﾞ､ﾎﾃｲｼﾀﾞ、ｷｬﾗ

ﾎﾞｸ、ｵﾆﾊﾞｽ､ｵｸﾞﾗｺｳﾎﾈ､ｷﾋﾞﾋﾄﾘｼｽﾞｶ､ﾌﾀﾊﾞｱｵｲ､ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ､ﾊﾘﾏﾏﾑｼｸﾞｻ､ﾑｻｼｱﾌﾞﾐ､ﾅﾝｺﾞｸｳﾗｼﾏｿｳ､

ﾏﾙﾐｽﾌﾞﾀ､ﾋﾛﾊﾄﾘｹﾞﾓ(ｻｶﾞﾐﾄﾘｹﾞﾓ)､ｾｷｼｮｳﾓ､ｲﾄﾓ､ｺﾊﾞﾉﾋﾙﾑｼﾛ､ｻｻﾊﾞﾓ､ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ､ﾎﾝｺﾞｳｿｳ､ﾅﾍﾞ

ﾜﾘ､ﾎｿﾊﾞｼｭﾛｿｳ､ｷﾊﾞﾅﾉｱﾏﾅ､ﾀﾏｶﾞﾜﾎﾄﾄｷﾞｽ､ﾋﾅﾗﾝ､ﾅﾂｴﾋﾞﾈ､ｻｻﾊﾞｷﾞﾝﾗﾝ､ﾕｳｼｭﾝﾗﾝ､ｸﾏｶﾞｲｿｳ､ﾀｼﾛﾗ

ﾝ､ﾑｶｺﾞｿｳ､ﾑﾖｳﾗﾝ､ｾｲﾀｶｽｽﾞﾑｼｿｳ､ｱｵﾌﾀﾊﾞﾗﾝ､ｻｷﾞｿｳ､ﾐｽﾞﾁﾄﾞﾘ､ｸﾓﾗﾝ､ﾋﾄﾂﾎﾞｸﾛ､ｼｮｳｷﾗﾝ､ｶｷﾂﾊﾞﾀ､

ｷｷｮｳﾗﾝ､ﾉｶﾝｿﾞｳ､ﾊﾏｶﾝｿﾞｳ､ﾏｲﾂﾞﾙｿｳ､ﾉｼﾗﾝ､ﾔﾏﾄﾐｸﾘ､ｺｶﾞﾏ､ﾀﾏｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ､ﾄﾞﾛｲ､ｺｳｷﾔｶﾞﾗ､ﾔﾏ

ｼﾞｽｹﾞ､ﾋﾅｽｹﾞ､ｶﾀｽｹﾞ､ﾌｻｽｹﾞ､ﾋﾞﾛｰﾄﾞｽｹﾞ､ｸﾞﾚｰﾝｽｹﾞ､ﾏﾒｽｹﾞ､ｵｵﾀﾏﾂﾘｽｹﾞ､ｾﾝﾀﾞｲｽｹﾞ､ﾂﾙﾐﾔﾏｶﾝｽ

ｹﾞ､ﾎｿﾊﾞｶﾝｽｹﾞ､ｶｶﾞｼﾗ､ｼﾛｸﾞﾜｲ､ﾐﾂｶﾄﾞｼｶｸｲ､ﾈﾋﾞｷｸﾞｻ(ｱﾝﾍﾟﾗｲ)､ﾄﾗﾉﾊﾅﾋｹﾞ､ﾊﾀﾍﾞｶﾝｶﾞﾚｲ､ｼｽﾞｲ､

ﾏﾂｶｻｽｽｷ､ﾐｶﾜｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ､ﾋｹﾞﾉｶﾞﾘﾔｽ､ｳﾝﾇｹ､ｲﾜﾀｹｿｳ､ｽｽﾞﾒﾉｺﾋﾞｴ､ﾑｶｺﾞﾂﾂﾞﾘ､ﾓﾛｺｼｶﾞﾔ､ｺｳﾓﾘｶｽﾞ

ﾗ､ｻﾝｶﾖｳ､ｲﾌﾞｷﾄﾘｶﾌﾞﾄ､ﾀﾝﾅﾄﾘｶﾌﾞﾄ､ｻﾝﾖｳﾌﾞｼ､ﾙｲﾖｳｼｮｳﾏ､ｱｽﾞﾏｲﾁｹﾞ､ｴﾝｺｳｿｳ､ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ､ｼﾛﾊﾞﾅﾊﾝ

ｼｮｳﾂﾞﾙ､ﾄｳｺﾞｸｻﾊﾞﾉｵ､ﾐｽﾐｿｳ(ｽﾊﾏｿｳ､ｹｽﾊﾏｿｳを含む)､ﾊﾞｲｶﾓ､ｵﾄｺｾﾞﾘ､ｼｷﾞﾝｶﾗﾏﾂ､ﾐﾔﾏｶﾗﾏﾂ､ﾌｯｷ

ｿｳ､ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾔﾏｼｬｸﾔｸ､ｺｳﾔﾐｽﾞｷ､ﾔｼｬﾋﾞｼｬｸ､ｲﾜﾈｺﾉﾒｿｳ､ﾂﾙﾈｺﾉﾒｿｳ､ｷﾘﾝｿｳ､ｻｸﾗｽﾐﾚ､ｱｹﾎﾞﾉｽﾐﾚ､ﾌｻ

ﾓ､ﾊﾏﾅﾀﾏﾒ､ﾏｷｴﾊｷﾞ､ｵｵﾊﾞｸｻﾌｼﾞ､ｶｷﾉﾊｸﾞｻ､ｵﾆｼﾓﾂｹ(ｳｽｹﾞｵﾆｼﾓﾂｹ)､ｼﾓﾂｹｿｳ､ｶﾜﾗｻｲｺ､ﾐﾂﾓﾄｿｳ､ｲﾜｷ

ﾝﾊﾞｲ､ﾃﾘﾊｷﾝﾊﾞｲ､ﾔﾌﾞｲﾊﾞﾗ､ｵｵﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ､ﾊｽﾉﾊｲﾁｺﾞ､ﾊﾁｼﾞｮｳｲﾁｺﾞ､ﾅｶﾞﾎﾞﾉﾜﾚﾓｺｳ､ｼﾓﾂｹ､ﾏﾒｸﾞﾐ､ﾖｺ

ｸﾞﾗﾉｷ､ﾐﾔｺﾐｽﾞ､ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ､ﾐﾔﾏﾆｶﾞｳﾘ､ｵｵｶﾗｽｳﾘ､ｲﾜｳﾒﾂﾞﾙ､ｵｵｼﾗﾋｹﾞｿｳ､ｸﾛﾂﾞﾙ､ﾋｮｳﾉｾﾝｶﾀﾊﾞﾐ､ﾉｳ

ﾙｼ､ｲﾜﾀｲｹﾞｷ､ﾀｶﾄｳﾀﾞｲ､ｱｾﾞｵﾄｷﾞﾘ､ｶﾗｽｼｷﾐ､ｵｵﾏﾙﾊﾞｺﾝﾛﾝｿｳ､ﾐｽﾞﾀｶﾞﾗｼ､ﾔﾅｷﾞﾇｶﾎﾞ､ﾅｶﾞﾊﾞﾉｳﾅｷﾞﾂ

ｶﾐ､ﾇｶﾎﾞﾀﾃﾞ､ﾆｵｲﾀﾃﾞ､ﾜﾁｶﾞｲｿｳ､ﾔﾅｷﾞｲﾉｺﾂﾞﾁ､ﾊﾏﾏﾂﾅ､ﾄｷﾜｶﾞｷ､ｸｻﾚﾀﾞﾏ､ｸﾘﾝｿｳ､ﾋﾒｼｬﾗ､ﾄｸﾜｶｿｳ(ｲ

ﾜｳﾁﾜ)､ｼﾏｻﾙﾅｼ､ｳﾒｶﾞｻｿｳ､ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝ､ｺﾖｳﾗｸﾂﾂｼﾞ､ｱｶﾔｼｵ､ｼﾛﾔｼｵ､ｵﾝﾂﾂｼﾞ､ｷﾇﾀｿｳ､ｻﾂﾏｲﾅﾓﾘ､ｸﾙﾏ

ﾊﾞｱｶﾈ､ｶｷﾞｶｽﾞﾗ､ﾑﾗｻｷｾﾝﾌﾞﾘ､ｼﾀｷｿｳ､ﾀﾁｶﾒﾊﾞｿｳ､ｱｵｲｺﾞｹ､ﾏﾙﾊﾞﾊﾀﾞｶﾎｵｽﾞｷ､ｼｵｼﾞ､ﾏﾙﾊﾞﾉｻﾜﾄｳｶﾞﾗ

ｼ､ｷｸｶﾞﾗｸｻ､ｸﾜｶﾞﾀｿｳ､ﾅﾝｺﾞｸｸｶﾞｲｿｳ､ｵｵﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ､ｵｳｷﾞｶｽﾞﾗ､ｴｿﾞｼﾛﾈ､ﾐｽﾞﾄﾗﾉｵ､ﾐｿﾞｺｳｼﾞｭ､ﾐﾔﾏ

ﾅﾐｷ､ﾅﾐｷｿｳ､ｶﾘｶﾞﾈｿｳ､ｵｵﾅﾝﾊﾞﾝｷﾞｾﾙ､ｺﾞﾏｸｻ､ｽｽﾞﾒﾉﾊｺﾍﾞ､ｼｵｶﾞﾏｷﾞｸ､ｷﾖｽﾐｳﾂﾎﾞ､ﾋﾒﾀﾇｷﾓ､ｵｷﾞﾉﾂ

ﾒ､ｽｽﾞﾑｼﾊﾞﾅ､ｱｻｻﾞ､ｶﾜﾗﾊﾊｺ､ﾁｮｳｼﾞｷﾞｸ､ﾌｸﾄﾞ､ﾋﾒﾖﾓｷﾞ､ｻﾝｲﾝｷﾞｸ､ﾓﾘｱｻﾞﾐ､ｶｾﾝｿｳ､ﾈｺﾉｼﾀ､ｵｵﾓﾐｼﾞ

ｶﾞｻ､ﾌｸｵｳｿｳ､ｶｼﾜﾊﾞﾊｸﾞﾏ､ﾎｸﾁｱｻﾞﾐ､ｷｵﾝ､ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ､ﾅﾍﾞﾅ､ﾀﾞｲｾﾝﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ､ｵｵﾊﾅｳﾄﾞ､ﾎﾞﾀﾝﾎﾞｳﾌ

ｳ､ｱｲﾊﾞｺﾞｹ､ﾌｫｰﾘｰｲﾁｮｳｺﾞｹ､ｵﾁﾂﾎﾞﾐｺﾞｹ､ｷﾌﾞﾘﾂﾎﾞﾐｺﾞｹ､ｹｸﾗﾏｺﾞｹﾓﾄﾞｷ､ﾀｶﾈｼｹﾞﾘｺﾞｹ､ﾎｿﾍﾞﾘﾐｽﾞ

ｺﾞｹ､ｳﾁﾜﾁｮｳｼﾞｺﾞｹ､ﾎｿﾎｳｵｳｺﾞｹ､ﾔﾏﾄﾏｲﾏｲｺﾞｹ､ﾆｾｲｼﾊﾞｲｺﾞｹ､ﾋﾒｲｻﾜｺﾞｹ､ｵｵｻﾜｺﾞｹ､ｲﾇｶﾒｺﾞｹ､ﾅｶﾞﾐ

ﾉｺﾞｹ､ﾌﾛｳｿｳ､ﾂﾙｺﾞｹ､ﾄｶﾞﾘｲﾀﾁｺﾞｹ､ｲﾄｺﾞｹ､ﾀｶﾈﾒﾘﾝｽｺﾞｹ､ﾐﾄﾞﾘｲﾇｴﾎﾞｳｼｺﾞｹ､ﾈｼﾞﾚｲﾄｺﾞｹ､ﾋﾒｳｽｸﾞﾛ

ｺﾞｹ､ﾀﾁﾊｲｺﾞｹ､ﾋﾛﾊﾌｻｺﾞｹ､ﾋﾀﾞﾊｲﾁｲｺﾞｹ､ｱｵﾓﾘｻﾅﾀﾞｺﾞｹ､ﾕｶﾞﾐﾀﾁﾋﾗｺﾞｹ､ｷﾉｸﾆｲﾁｲｺﾞｹ(ﾆﾌﾞﾊﾀｹﾅｶﾞ

ｺﾞｹ)、ｲﾄｼｬｼﾞｸﾓ類､ﾁｬﾎﾞﾌﾗｽｺﾓ､ﾄｶﾞﾘﾌﾗｽｺﾓ､ﾐﾙﾌﾗｽｺﾓ､ｷﾇﾌﾗｽｺﾓ､ｱﾔｷﾞﾇ､ﾎｿｱﾔｷﾞﾇ､ﾀﾆｺｹﾓﾄﾞｷ､ﾔ

ﾅｷﾞﾓｸ､ﾅﾗｻﾓ､ﾋｼﾞｷ､ｼﾛﾀﾓｷﾞﾀｹ､ﾋﾒｼﾛﾀﾓｷﾞﾀｹ､ﾋｮｳﾓﾝｸﾛｼﾒｼﾞ､ﾌﾀｲﾛｼﾒｼﾞ､ﾖｿｵｲﾂﾙﾀｹ､ﾜｶｸｻｳﾗﾍﾞﾆﾀ

ｹ､ｱｲｿﾞﾒｲｸﾞﾁ､ﾏﾂﾊﾞﾊﾘﾀｹ､ﾇﾒﾘｱｲﾀｹ､ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐﾀｹ､ｼﾛﾈﾊﾅﾔｽﾘﾀｹ 
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ﾐｽﾞｽｷﾞ、ﾐｽﾞﾆﾗ、ﾔﾏﾄﾞﾘｾﾞﾝﾏｲ、ﾋﾒﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ、ﾏﾂｻｶｼﾀﾞ、ｲｼｶｸﾞﾏ、ｺｳｻﾞｷｼﾀﾞ、ｲﾇﾁｬｾﾝｼﾀﾞ、ﾌ

ｸﾛｼﾀﾞ、ﾊｺﾈｼｹﾁｼﾀﾞ、ﾐﾔｺｲﾇﾜﾗﾋﾞ、ｼﾛﾔﾏｼﾀﾞ、ﾐﾔｺﾔﾌﾞｿﾃﾂ、ｼﾗﾈﾜﾗﾋﾞ、ﾐﾔﾏｸﾏﾜﾗﾋﾞ、ｱｵﾈｶｽﾞ

ﾗ、ﾐﾔﾏﾉｷｼﾉﾌﾞ、ｲﾜﾔﾅｷﾞｼﾀﾞ、ｸﾘﾊﾗﾝ、ﾋﾒｺﾏﾂ(ｺﾞﾖｳﾏﾂ)、ｻｲｺｸﾋﾒｺｳﾎﾈ、ｾﾝﾘｮｳ、ﾊﾝｹﾞｼｮｳ、ｳﾏ

ﾉｽｽﾞｸｻ、ｹｸﾛﾓｼﾞ、ﾎｿﾊﾞﾃﾝﾅﾝｼｮｳ、ｷｼﾀﾞﾏﾑｼｸﾞｻ、ﾋﾛﾊﾃﾝﾅﾝｼｮｳ、ｵｵﾊﾝｹﾞ、ﾊﾅｾﾞｷｼｮｳ、ｽﾌﾞﾀ、

ﾔﾅｷﾞｽﾌﾞﾀ、ｸﾛﾓ、ｲﾄﾄﾘｹﾞﾓ、ﾐｽﾞｵｵﾊﾞｺ、ｶﾀｸﾘ、ﾏﾒﾂﾞﾀﾗﾝ、ｴﾋﾞﾈ、ｷﾞﾝﾗﾝ、ｷﾝﾗﾝ、ｶｷﾗﾝ、ｵﾆﾉ

ﾔｶﾞﾗ、ﾐｽﾞﾄﾝﾎﾞ、ﾔﾏｻｷﾞｿｳ、ｺﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ、ﾄｷｿｳ、ﾔﾏﾄｷｿｳ、ｶﾔﾗﾝ、ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞ、ﾕｳｽｹﾞ、ｶﾝｻﾞ

ｼｷﾞﾎﾞｳｼ、ｷﾖｽﾐｷﾞﾎﾞｳｼ、ｺﾔﾌﾞﾗﾝ、ﾐｸﾘ、ﾅｶﾞｴﾐｸﾘ、ﾎｼｸｻ、ﾔﾏﾄﾎｼｸｻ、ﾋﾒｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ、ﾍﾞﾆｲ

ﾄｽｹﾞ、ﾋﾛﾊﾉｵｵﾀﾏﾂﾘｽｹﾞ、ｵｵﾅｷﾘｽｹﾞ、ｱｵﾊﾞｽｹﾞ、ﾀｶﾈﾏｽｸｻ、ｻﾄﾔﾏﾊﾘｽｹﾞ、ﾋﾒｱｵｶﾞﾔﾂﾘ、ｼﾛｶﾞﾔﾂ

ﾘ、ﾔﾘﾊﾘｲ、ﾇﾏﾊﾘｲ、ｱｵﾃﾝﾂｷ、ｲｿﾔﾏﾃﾝﾂｷ、ﾐｶﾂﾞｷｸﾞｻ、ﾀｲﾜﾝﾔﾏｲ、ﾉｸﾞｻ、ｹｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ(ﾏﾈｷｼﾝｼﾞ

ｭｶﾞﾔ)、ﾋﾛﾊﾉﾊﾈｶﾞﾔ、ﾋﾛﾊﾉｺﾇｶｸﾞｻ、ﾎｯｽｶﾞﾔ、ﾅﾙｺﾋﾞｴ、ｳﾝﾇｹﾓﾄﾞｷ、ﾑﾂｵﾚｸﾞｻ、ﾋﾒｳｷｶﾞﾔ、ﾃﾝｷ

ｸﾞｻ、ｲﾌﾞｷﾇｶﾎﾞ、ﾀﾁﾈｽﾞﾐｶﾞﾔ、ﾀｷｷﾋﾞ、ｳｷｼﾊﾞ、ｵﾆｼﾊﾞ、ﾅｶﾞﾐﾉｵﾆｼﾊﾞ、ﾅｶﾞﾐﾉﾂﾙｹﾏﾝ、ｵｵﾊﾞﾒ

ｷﾞ、ｵｵﾊﾞｼｮｳﾏ、ｻﾝｲﾝｼﾛｶﾈｿｳ、ｾﾂﾌﾞﾝｿｳ、ﾔﾏﾋﾞﾜ、ﾁｼﾏﾈｺﾉﾒｿｳ、ｺｶﾞﾈﾈｺﾉﾒｿｳ、ﾂﾒﾚﾝｹﾞ、ﾒﾉﾏﾝ

ﾈﾝｸﾞｻ、ﾀｲﾄｺﾞﾒ、ﾀｺﾉｱｼ、ｺﾐﾔﾏｽﾐﾚ、ｲﾇﾊｷﾞ、ﾋﾅﾉｶﾝｻﾞｼ、ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ、ｸｻﾎﾞｹ、ﾊﾞｸﾁﾉｷ、ﾓﾘｲﾊﾞ

ﾗ、ｺｼﾞｷｲﾁｺﾞ、ｲﾜｶﾞｻ(ﾐﾂﾊﾞｲﾜｶﾞｻ)、ｱﾘﾏｸﾞﾐ、ﾅﾂｱｻﾄﾞﾘ、ｵｵｸﾏﾔﾅｷﾞ、ｲﾁｲｶﾞｼ、ｱｻﾀﾞ、ｺﾞｷﾂﾞ

ﾙ、ﾆｼｷｿｳ、ｸｽﾄﾞｲｹﾞ、ﾐｽﾞﾏﾂﾊﾞ、ﾐﾔﾏﾀﾆﾀﾃﾞ、ｳｽｹﾞﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ、ｱｻﾉﾊｶｴﾃﾞ、ﾐﾂﾃﾞｶｴﾃﾞ、ｶｼﾞｶｴ

ﾃﾞ、ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ、ﾃﾂｶｴﾃﾞ、ｵｵｲﾀﾔﾒｲｹﾞﾂ、ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ、ﾑｸﾛｼﾞ、ｵｵｹﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ、ｺｲﾇｶﾞﾗｼ、ﾐﾁﾊﾞﾀ

ｶﾞﾗｼ、ﾊﾏｻｼﾞ、ｻﾃﾞｸｻ、ﾉﾀﾞｲｵｳ、ｲｼﾓﾁｿｳ、ｺﾓｳｾﾝｺﾞｹ、ﾎｿﾊﾞﾊﾏｱｶｻﾞ、ﾊﾏｱｶｻﾞ、ﾊﾏﾋｻｶｷ、ﾂﾙｺ

ｳｼﾞ、ﾀｲﾐﾝﾀﾁﾊﾞﾅ、ｼｬｸｼﾞｮｳｿｳ、ﾄｻﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ、ﾎﾝｼｬｸﾅｹﾞ、ﾋｶｹﾞﾂﾂｼﾞ、ﾀﾞｲｾﾝﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ、ﾕｷ

ｸﾞﾆﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ、ｵｵﾊﾞｼﾞｭｽﾞﾈﾉｷ、ｴｿﾞﾉﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ、ﾐﾔﾏﾑｸﾞﾗ、ｲﾇｾﾝﾌﾞﾘ、ﾁﾄｾｶｽﾞﾗ、ﾎｳﾗｲｶｽﾞ

ﾗ、ｱｲﾅｴ、ｻｶｷｶｽﾞﾗ、ｺｶﾓﾒﾂﾞﾙ、ｽﾅﾋﾞｷｿｳ、ﾔﾏﾎﾛｼ、ｱﾌﾞﾉﾒ、ｼｿｸｻ、ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ、ｶﾜﾁﾞｼｬ、ﾌｼﾞｳ

ﾂｷﾞ、ｺｹﾄｳﾊﾞﾅ、ﾔﾏｼﾞｿ、ﾊﾏｸｻｷﾞ、ﾀｼﾞﾏﾀﾑﾗｿｳ、ｲｶﾞﾀﾂﾅﾐｿｳ、ﾃﾞﾜﾉﾀﾂﾅﾐｿｳ、ｸﾁﾅｼｸﾞｻ、ﾉﾀﾇｷ

ﾓ、ﾑﾗｻｷﾐﾐｶｷｸﾞｻ、ﾀﾏﾐｽﾞｷ、ﾇﾏﾀﾞｲｺﾝ、ﾃｲｼｮｳｿｳ、ﾊﾏﾍﾞﾉｷﾞｸ、ﾔﾏｼﾞﾉｷﾞｸ、ｵｹﾗ、ﾀｳｺｷﾞ、ｺﾊﾞ

ﾅｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ、ﾉｼﾞｷﾞｸ、ﾋﾞｯﾁｭｳｱｻﾞﾐ、ｱｾﾞﾄｳﾅ、ｵｸﾞﾙﾏ、ﾉﾆｶﾞﾅ、ﾊﾏﾆｶﾞﾅ、ﾊﾝｶｲｿｳ、ﾔﾏｻﾞﾄﾀﾝ

ﾎﾟﾎﾟ、ｷﾋﾞｼﾛﾀﾝﾎﾟﾎﾟ、ｸｼﾊﾞﾀﾝﾎﾟﾎﾟ、ｵｵﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ、ｳｽﾊﾞﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ、ﾆｼｷｳﾂｷﾞ、ｺﾔｽﾉｷ、ｾﾘﾓ

ﾄﾞｷ､ﾏﾂﾊﾞｳﾛｺｺﾞｹ､ｹﾃｶﾞﾀｺﾞｹ､ﾀﾏｺﾞﾊﾞﾑﾁｺﾞｹ､ﾀｶﾈﾂｷﾇｷｺﾞｹ(ﾐﾔﾏﾎﾗｺﾞｹﾓﾄﾞｷ)､ｵﾔｺｺﾞｹ､ﾅｼｶﾞﾀｿﾛｲ

ｺﾞｹ､ｺﾅｼｶﾞﾀｿﾛｲｺﾞｹ､ｺｱﾐﾒﾐｿﾞｺﾞｹ､ﾏﾙﾊﾞｺｵｲｺﾞｹ､ﾄｹﾞﾊﾋｼｬｸｺﾞｹ､ﾔﾏﾄｿｺﾏﾒｺﾞｹ､ﾊｲﾊﾈｺﾞｹ､ﾔﾊｽﾞﾊﾈ

ｺﾞｹ､ｴｿﾞﾉｹﾋﾞﾗｺﾞｹ､ｳﾛｺｾﾞﾆｺﾞｹ､ﾐｽﾞｾﾞﾆｺﾞｹﾓﾄﾞｷ､ｳｷｳｷｺﾞｹ(ｳｷｺﾞｹ､ｶﾂﾞﾉｺﾞｹ)､ｵｵﾐｽﾞｺﾞｹ､ｸﾛｺﾞ

ｹ､ｼﾞｮｳﾚﾝﾎｳｵｳｺﾞｹ､ﾁﾁﾞﾚﾀﾁｺﾞｹ､ｺﾀﾁﾋﾀﾞｺﾞｹ､ﾎｳﾗｲｵﾊﾞﾅｺﾞｹ､ﾋﾛﾊｽｽｷｺﾞｹ､ﾋﾒｼﾜｺﾞｹ､ｸﾏﾉｺﾞｹ､ｵﾝｾﾝ

ｺﾞｹ､ﾔﾏﾊﾘｶﾞﾈｺﾞｹ ､ﾀｲﾜﾝﾉｺｷﾞﾘｺﾞｹ､ﾎｿﾑｼﾞﾅｺﾞｹ､ｷﾉｸﾆｷﾇﾀｺﾞｹ､ｷﾇﾋﾊﾞｺﾞｹ､ﾋﾛﾊｼﾉﾌﾞｲﾄｺﾞｹ､ｾｲﾅﾝﾋ

ﾗｺﾞｹ､ﾌﾄｽｽﾞｺﾞｹ､ｲﾊﾞﾗｺﾞｹ､ﾔﾏﾄｿﾘﾊｺﾞｹ､ｷﾂﾈｺﾞｹ､ﾏｷﾊﾊﾘｺﾞｹ､ﾅｶﾞｽｼﾞﾊﾘｺﾞｹ､ｽｼﾞｼﾉﾌﾞｺﾞｹ､ﾋﾒﾔﾉﾈ

ｺﾞｹ､ｷﾌﾞﾘﾅｷﾞｺﾞｹ､ｴｿﾞﾔﾉﾈｺﾞｹ､ﾏﾙﾊﾞｶﾔｺﾞｹ､ﾄｶﾞﾘﾊﾞｲﾁｲｺﾞｹ､ﾌｸﾛﾊｲｺﾞｹ､ｼﾉﾌﾞﾋﾊﾞｺﾞｹ､ﾐﾔﾏﾘｭｳﾋﾞ

ｺﾞｹ､ｲﾜﾀﾞﾚｺﾞｹ､ｱｼﾂｷ(ｶﾓｶﾞﾜﾉﾘ)､ﾁﾉﾘﾓ､ﾁｬｲﾛｶﾜﾓｽﾞｸ､ｱｵｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾀﾝｽｲﾍﾞﾆﾏﾀﾞﾗ､ｲｽﾞﾐｲｼﾉｶﾜ､ｼｬ

ｼﾞｸﾓ､ 

地域絶滅

危惧種 

ﾆｼﾉｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾁｭｳｺﾞｸﾕﾀｶｶﾜﾓｽﾞｸ､ﾕﾀｶｶﾜﾓｽﾞｸ､ｱｻｸｻﾉﾘ､ﾎﾝﾀﾞﾜﾗ､ｳｽﾊﾞﾉｺｷﾞﾘﾓｸ､ｼﾞｬﾊﾞﾗﾉﾘ､ｴｺﾞﾉﾘ､

ﾕﾙｼﾞｷﾞﾇ､ｶﾞﾗｶﾞﾗ､ﾌｻﾉﾘ、 

要注目 

ｱｹﾎﾞﾉﾀｹ、ﾎﾝｼﾒｼﾞ、ﾆｾﾏﾂﾀｹ、ﾊｴﾄﾘｼﾒｼﾞ、ﾊﾞｶﾏﾂﾀｹ、ﾏﾂﾀｹﾓﾄﾞｷ、ﾓﾐﾀｹ、ﾌﾁﾄﾞﾘﾂｴﾀｹ、ﾅｶﾞｴﾉｽ

ｷﾞﾀｹ、ﾑﾚｵｵﾌｳｾﾝﾀｹ、ｵｵﾑﾗｻｷｱﾝｽﾞﾀｹ、ｷﾂﾈﾉﾜﾝ、ｶﾝﾑﾘﾀｹ、ｷﾂﾈﾉﾔﾘﾀｹ、ﾐﾐﾌﾞｻﾀｹ、ｼｬｸﾞﾏｱﾐｶﾞｻ

ﾀｹ 

要調査 

ﾀｶｻｺﾞｷｼﾞﾉｵ､ｵｵｶｸﾞﾏ､ﾎｿﾊﾞﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ､ｷﾖｽﾞﾐｵｵｸｼﾞｬｸ、ﾈｯｺｲﾉﾃﾞ、ｼﾗﾝ､ｸｹﾞﾇﾏﾗﾝ､ﾎｸﾘｸﾑﾖｳﾗﾝ､ｱ

ﾔﾒ､ｵｵｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘ､ﾅﾂｽﾞｲｾﾝ､ｽｽﾞﾗﾝ､ｵｵﾊﾞｼﾞｬﾉﾋｹﾞ､ﾐｸﾘｾﾞｷｼｮｳ､ﾁｬｲﾄｽｹﾞ､ﾊﾘｶﾞﾈｽｹﾞ､ｶﾝｴﾝｶﾞﾔﾂﾘ､

ｳｷﾐｶﾞﾔﾂﾘ､ﾌﾄｲ､ｵﾆﾉｶﾞﾘﾔｽ､ｲﾄｽｽﾞﾒｶﾞﾔ､ｺｺﾞﾒｶｾﾞｸｻ､ﾐﾁｼﾊﾞ､ﾐﾔﾏｱﾌﾞﾗｽｽｷ､ｱｵﾍﾞﾝｹｲ､ｻｲｶﾁ､ｵｵﾊﾞﾇ

ｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ､ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ､ﾊﾏﾅﾂﾒ､ｵｵｲﾀﾋﾞ､ﾔﾏｶﾞﾗｼ､ｺﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ､ｵｵﾕﾘﾜｻﾋﾞ､ｺｷﾞｼｷﾞｼ､ｲﾜｱｶｻﾞ､ｻｸﾗｿｳ､ｹﾃ

ｲｶｶｽﾞﾗ､ｾｯﾂｲﾎﾞﾀ､ｼｿﾊﾞﾀﾂﾅﾐ､ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ､ｵｶﾀﾞｲｺﾝ､ｵｵﾖﾓｷﾞ､ｶｶﾞﾉｱｻﾞﾐ､ｻｹﾊﾞﾋﾖﾄﾞﾘ､ﾀﾃﾔﾏﾏﾘﾓ､ｵ

ﾆﾌﾗｽｺﾓ､ｼﾞｭｽﾞﾌｻﾌﾗｽｺﾓ､ﾄﾞｸｻｻｺ、ｱｶｴﾉｷﾝﾁｬﾔﾏｲｸﾞﾁ、ｹｼﾎﾞｳｽﾞﾀｹ、ｼﾛｸﾓﾉｺﾀｹ、ｴﾂｷｸﾛｺｯﾌﾟﾀ

ｹ、ｸﾙﾐﾀｹ、ｲﾓﾀｹ、ｲﾎﾞｾｲﾖｳｼｮｳﾛ、ﾎﾝｾｲﾖｳｼｮｳﾛ、ｸｻｷﾞﾑｼﾀｹ、ｳﾒﾑﾗｾﾐﾀｹ、ﾐﾔﾏﾀﾝﾎﾟﾀｹ、ﾍﾀﾀｹ 
出典：「兵庫県版レッドデータブック 2020 植物・植物群落（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environ

ment/leg_240/leg_289/leg_8361）」（令和 6 年 9 月観覧 兵庫県） 
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2-1-6 景観 

西宮市における主な自然景観資源の分布状況は表 2-1-27 に示すとおりである。 

 

表 2-1-27 西宮市における主な自然景観資源の分布状況 

番号 名称 位置 
選定基準 

(兵庫県) 

A2-01-1 六甲山地 西宮市、神戸市、芦屋市、三木市 - 

A2-05-8 甲山 西宮市仁川、甲山 B 

A2-15-1 蓬莱峡 西宮市上ヶ原 B 

B1-01-4 武庫川渓谷 西宮市、宝塚市 B 

B2-02-1 甲山湿地(湿地軍群) 西野宮市甲山東側 B 

1 甲子園浜・香櫨園浜 甲子園地先、夙川河口地先の海岸 B 

2 白水峡 西宮市山口町船坂 C 

3 仁川渓谷 西宮市山口町中野東山 C 

4 広田神社のコバノミツバツツジ群落 西宮市大社町 C 

5 日野神社社叢 西宮市日野町 C 

6 西宮神社社叢 西宮市社家町 C 

7 越水岩神社 西宮市甑岩町 6丁目 C 

8 御前浜の「船渡御」 西宮市西波止町 要注目 

記号 選定理由（兵庫県） 

A 規模的、質的にすぐれており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当するもの 

B Ａランクに準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当するもの 

C Ｂランクに準ずるもので、市町村的価値に相当するもの 

要注目 
その場所の貴重性だけでなく、今後の人の暮らしと自然環境の関係を考える上で重要

とみなされるもの 

出典：「第 3回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査」(1989 環境省) 

「兵庫県版レッドリスト 2011(地形・地質・自然景観・生態系)(https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/j

p/environment/leg_240/leg_289/leg_708)」（令和 6 年 9 月観覧 兵庫県） 

 

2-1-7 野外レクリエーション地 

予定地周辺における野外レクリエーション施設の分布状況は図 2-1-11 に示すとおりであ

る。 
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出典：「スポーツ・文化施設（https://www.nishi.or.jp/access/shisetsu/bunkashisetsu/index.htm

l）」（令和 6 年 9月観覧 西宮市） 

  

図 2-1-11 計画地周辺における野外レクリエーション施設の分布状況 
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2-1-8 環境関係法令等による指定状況 

(1) 自然環境保全関係法令等に係る地域地区の指定状況の概要 

西宮市内における自然環境保全関係法令等に係る地域地区の指定状況の概要は、表 2-

1-28 に示すとおりである。 

 

表 2-1-28 西宮市内における自然環境保全関係法令等の指定状況 

関係法令等の名称 区分  

自然環境保全法 自然環境保全地域 
原生自然環境保全地域 該当なし 

自然環境保全地域 該当なし 

自然公園法 自然公園地域 

国立公園 瀬戸内海国立公園 

国定公園 該当なし 

県立自然公園 該当なし 

瀬戸内海環境保全

特別措置法 
法指定地域 市全域 

環境の保全と創造

に関する条例 

(兵庫県) 

兵庫県自然環境保全地域 

自然環境保全普通地区 該当なし 

自然環境保全特別地区 該当なし 

野生動植物保護地区 該当なし 

環境緑地保全地域 
環境緑地保全普通地区 該当なし 

環境直地保全特別地区 該当なし 

自然海浜保全地域 自然海浜保全地区 該当なし 

指定野生動植物保存地域 
指定野生動植物保存普通地区 該当なし 

指定野生動植物保存特別地区 該当なし 

郷土記念物 郷土記念物 該当なし 

自然共生するまち

づくりに関する条

例 

（西宮市） 

保護地区 

自然保護地区 仁川自然保護地区 

生物保護地区 甲山湿地 

甲子園浜 

保護樹木 

保護樹木 129 本 

(23 樹種) 

景観樹林保護地区 26 地区 

文化財保護法 史跡・名勝・天然記念物 史跡・名勝・天然記念物 155 件 

鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関す

る法律 

鳥獣保護区 

鳥獣保護区 西宮市表山鳥獣

保護区 

夙川河口鳥獣保

護区 

特別鳥獣保護区 浜甲子園鳥獣保

護区 

休猟区 休猟区 該当なし 

 

(2) 自然環境保全法に基づく地域地区の指定状況 

西宮市内には「自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進

すること」を目的とした自然環境保全法に基づく自然環境保全地域はない。 

 

(3) 自然公園法に基づく地区の指定状況 

西宮市内では「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用と増進を図り、もって

国民の保健、休養及び教養に資すること」を目的とした自然公園法に基づく瀬戸内海国立公

園(図 2-1-12)に六甲山系及び北摂津山系が指定されている。  
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出典：「国土数値情報 自然公園地域（平成 27 年）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/

KsjTmplt-A10-v3_1.html）」（令和 6年 9 月観覧 国土交通省） 

  

図 2-1-12 西宮市における自然公園地域 
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(4) 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく地区の指定状況 

兵庫県は瀬戸内海の水質保全及び自然景観の保全等を目的とした瀬戸内海環境保全特別措

置法の関係府県に含まれており、工場・事業場による排水の水質総量規制が実施されている。

また、兵庫県では瀬戸内海の環境を総合的・計画的に保全するため「瀬戸内海の環境の保全

に関する兵庫県計画」(平成 28 年 10 月)を策定し、生活排水の処理促進、浅海域・自然海域

の保全等の施策を推進している。 

 

(5) 自然環境保全関係条例に基づく地域地区の指定状況 

兵庫県では「県下の貴重な自然環境や身近で大切な自然環境を保全し、次世代に引き継ぐ

こと」を目的とした「環境の保全と創造に関する条例」(平成 7 年兵庫県条例第 28 号)によ

り、自然環境保全地域が 16 ヶ所、環境緑地保全地域が 36 ヶ所、自然海浜保全地区が 3 ヶ

所、郷土記念物が 46 ヶ所それぞれ指定されているが、西宮市にこれらの地域の指定はない。 

 

西宮市では「生物多様性の保全を図るとともに、自然と共生するまちづくりを進めること」

を目的とし、「自然と共生するまちづくりに関する条例」(平成 17 年西宮市条例第 32 号)に

より保護地区および保護樹林が指定されており、計画地周辺では表 2-1-29 及び図 2-1-13

に示すとおりである。 

表 2-1-29 計画地周辺における保護地区・保護樹林の指定状況 

番号 種類 名称 

 生物保護地区 甲子園浜生物保護地区 

1 

景観樹林保護地区 

西宮神社林 

2 八幡神社林 

3 岡太神社林 

4 熊野神社林 

5 八幡神社林 

6 松並神社林 

7 日野神社林 

8 厳島神社林 

9 須佐之男神社林 

10 松風神社林 

11 八幡神社林 

12 白山姫神社林 

13 大手前女子大学林 

14 満池谷墓地越水浄水場林 

15 高木東熊野神社林 

出典：「自然保護地区・生物保護地区・景観樹林保護地区・保護樹林（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/s

eibutsutayosei/hogo/index.html）」(令和 6 年 9月観覧 西宮市) 

  



2-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「自然保護地区・生物保護地区・景観樹林保護地区・保護樹林（https://www.nishi.or.jp/kot

su/kankyo/seibutsutayosei/hogo/index.html）」(令和 6 年 9月観覧 西宮市) 

 

図 2-1-13 計画地周辺における保護地区・保護樹林の指定状況 
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(6) 文化財保護法に基づく史跡・名勝・天然記念物の指定状況 

「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)は「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、

もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」を目的とし、

史跡・名勝・天然記念物を指定している。 

なお、計画地周辺における文化財保護法に基づく史跡・名勝・天然記念物の指定状況は表 

2-1-30 および図 2-1-14 に示すとおりである。 

 

表 2-1-30 計画地周辺における史跡・天然記念物の指定状況 

番号 種別 指定機関 指定年月日 名称 所在地 

1 

史跡 

国 T11.3.8 西宮砲台 西宮市西波止町 

2 
市 

S56.3.25 老松古墳 西宮市苦楽園六番町 

3 H29.10.11 具足塚古墳 西宮市高座町 

4 

天然記念物 

県 

S36.5.12 西宮神社社叢 西宮市社家町 

5 S40.3.16 満池谷層の植物遺体包含 西宮市神原 

6 S41.3.22 海清寺の大クス 西宮市六湛寺町 

7 S44.3.25 
広田神社のコバノミツバ

ツツジ群落 

西宮市大社町 

8 S49.3.25 越木岩神社の社叢林 西宮市甑岩町 

9 
市 

S55.3.11 大市八幡神社の大クス 西宮市若山町 

10 H3.3.25 クスノキ 西宮市六湛寺町 
出典：「文化財の保護 国・兵庫県・西宮市の指定文化財について（https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitob

unkazai/bunkazai/bunkazai-hogo.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 

  



2-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「文化財の保護 国・兵庫県・西宮市の指定文化財について（https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitob

unkazai/bunkazai/bunkazai-hogo.html）」（令和 6 年 9 月観覧 西宮市） 

 

 

図 2-1-14 計画地周辺における史跡・天然記念物の指定状況 
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(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律のに基づく地域地区の指定状況 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88 号)は、

「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防

することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確

保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢

を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」を目的とし、鳥獣保

護区、休猟区を指定している。 

なお計画地周辺には休猟区の指定はないが、鳥獣保護区の指定状況は表 2-1-31 および図 

2-1-15 に示すとおりである。 

表 2-1-31 計画地周辺における鳥獣保護区 

番号 指定機関 名称 所在地 

256 国 浜甲子園鳥獣保護区(特別保護区) 西宮市 

2 
兵庫県 

西宮市表山鳥獣保護区 西宮市 

41 夙川河口鳥獣保護区 西宮市 

出典：「兵庫県鳥獣保護区等位置図」令和 5年度(兵庫県) 
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出典：「令和 5年度鳥獣保護区等位置図」（兵庫県） 

  

図 2-1-15計画地周辺における鳥獣保護区の指定状況 
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2-1-9 その他の事項 

(1) 生態系 

西宮市は山間部から河川敷、海岸部に至るまで様々な自然環境が分布している。計画地周

辺においては自然海浜が残る御前浜・香櫨園浜及び甲子園浜が存在する（図 2-1-16）。 
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出典：「第３次西宮市環境基本計画 2019～2028＜2024 改定＞」（令和 6年 西宮市） 

 

  

図 2-1-16 計画値周辺における重要な生態系 
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(2) 廃棄物の状況 

① 一般廃棄物の状況 

西宮市平成30年度～令和4年度における一般廃棄物の状況は、表2-1-32に示すとおりであ

る。 

西宮市の一般廃棄物処理量は約16万tであり、このうち直接焼却量は約14万t（西宮市一般

廃棄物処理量の約87％）となっている。 

 

表2-1-32 一般廃棄物の状況 

年度 

項  目 
H29 H30 R1 R2 R3 

一般廃棄物 

総排出量 

計画収集量 146,606 146,343 145,039 139,613 139,455 

直接搬入量 14,050 14,919 14,029 13,049 12,845 

集団回収量 12,432 12,044 10,213 9,402 9,195 

合  計 173,088 173,306 169,281 162,064 161,495 

一般廃棄物 

処理量 

直接焼却量 140,915 137,667 138,764 129,602 129,941 

直接最終処分量 0 0 0 0 0 

焼却以外の中間処

理量 
15,193 16,014 15,943 16,537 16,451 

直接資源化量 5,995 5,812 5,369 5,316 5,416 

合  計 162,103 159,493 160,076 151,455 151,808 

出典：「平成29年度 兵庫県の一般廃棄物処理」（令和元年、兵庫県） 

「平成30年度 兵庫県の一般廃棄物処理」（令和2年、兵庫県） 

「令和元年度 兵庫県の一般廃棄物処理」（令和4年、兵庫県） 

「令和2年度 兵庫県の一般廃棄物処理」（令和5年、兵庫県） 

「令和3年度 兵庫県の一般廃棄物処理」（令和6年、兵庫県） 
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② 産業廃棄物の状況 

西宮市における産業廃棄物処理施設の立地状況は、表2-1-33に示すとおりである。 

西宮市内には5か所の中間処理施設が存在する。 

 

表2-1-33 産業廃棄物処理施設（令和6年6月18日現在） 

区分 業者名称 所在地 

中間処理施設 

（株）リヴァックス 西宮市鳴尾浜二丁目 1番 16 号他 

大栄環境（株） 西宮市鳴尾浜二丁目 17 番 1 他 

マツダ（株） 西宮市西宮浜一丁目 8番 

共栄紙業（株） 西宮市西宮浜 2丁目 28 番地他 

（株）西宮環境リサイ

クルセンター 
西宮市西宮浜一丁目 13 番地 

出典：「産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者名簿（https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo

/sangyohaikibutsu/sangyohaiki.html）」（令和5年7月観覧 西宮市） 

 

 

(3) 温室効果ガス 

西宮市の廃棄物部門における二酸化炭素排出量は表 2-1-34 に示すとおりである。 

 

表 2-1-34 西宮市の廃棄物部門における二酸化炭素排出量 

単位：t-CO2 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

二酸化炭素排出量 70,677 71,434 70,469 69,909 81,074 

出典：「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 令和3年度（2021年度）実績報告書（https://www.nishi.

or.jp/shisei/sogokeikaku/kankyokatsudo/APGWC_area2nd.html）」（令和6年9月観覧 西宮市） 
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2-2 社会的条件 

2-2-1 人口及び産業 

(1) 人口 

西宮市の人口、世帯数及び人口密度の推移を表2-2-1に示す。 

西宮市は令和5年4月1日現在、人口総数は483,559人、世帯数は219,613世帯、人口密度は

4,827/km2となっている。 

令和元年度と令和5年度を比較すると、人口総数及び人口密度がやや減少傾向であるのに

対し、世帯数は増加傾向にある。 

 

表2-2-1 人口、世帯数及び人口密度の推移 

項 目 ＼ 年 次 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

人 口 

（人） 

総 数 486,768 486,799 484,974 483,537 483,559 

男 227,050 226,791 225,536 224,689 224,540 

女 259,718 260,008 259,438 258,848 259,019 

世 帯 数（世帯） 215,047 216,509 216,443 217,387 219,613 

人口密度（人／km2） 4,859 4,859 4,841 4,827 4,827 

注）1.各年4月1日現在 

  2.人口密度は、面積 100.18㎞2で計算 

出典：「推計人口（https://www.nishi.or.jp/shisei/tokei/jinko/h11-h28suikeijinko.html）」（令和6年9月観

覧、西宮市） 
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(2) 産業 

西宮市の産業分類別事業所数及び従業者数を表2-2-2に示す。 

令和3年6月1日現在の産業分類別事業所数及び従業者数の総数は、それぞれ13,802所、

153,089人であり、事業所数、従業者数とも、約9割を第三次産業が占める。 

 

表2-2-2 産業分類別事業所数及び従業者数 

産業分類 事業所数 従業者数 

第一次産業 農業,林業,漁業 21 184 

鉱業,採石業,砂利採取業 1 11 

小計 22 195 

第二次産業 建設業 847 5,796 

製造業 389 12,894 

小計 1,236 18,690 

第三次産業 電気・ガス・熱供給・水道業 15 103 

情報通信業 123 882 

運輸業,郵便業 279 9,740 

卸売業,小売業 3,206 33,620 

金融業,保険業 183 2,123 

不動産業,物品賃貸業 1,514 5,582 

学術研究,専門・技術サービス業 651 2,683 

宿泊業,飲食サービス業 1,828 14,743 

生活関連サービス業,娯楽業 1,289 6,967 

教育,学習支援業 787 15,804 

医療,福祉 1,850 30,154 

複合サービス事業 59 724 

サービス業(他に分類されないもの) 760 11,079 

小計 12,544 134,204 

合計 13,802 153,089 

  注）1.令和2年3月31日現在の値。 

    2.数値は民営のみの値である。 

  出典：｢令和3年経済センサス―産業横断的集計（https://www.nishi.or.jp/shisei/tokei/tokeichosakek

ka/keizaicensus.html）｣（令和6年9月観覧、西宮市） 
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2-2-2 交通 

事業計画地周辺の主要道路は、一般国道2号、大沢西宮線等があり、これらの道路におけ

る交通量は表2-2-3に示すとおりである。また、調査地点は図 2-2-1に示すとおりである。 

 

表2-2-3 計画地周辺の主要道路における道路交通量（令和3年度） 

（単位：台） 

路線名 
区間 

番号 

交通量 

観測地点名 

平日昼間12時間（7～19時） 

自動車類交通量 
平日24時間自動車類交通量 

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 

一般国道2号 10020 
西宮市津門大塚

町 
17,171 1,372 18,543 23,317 1,716 25,033 

一般国道43号 
10880 

尼崎市東本町2

丁目 
24,866 16,914 41,780 37,859 22,980 60,839 

10890 芦屋市平田町 29,329 7,703 37,032 40,735 11,110 51,845 

一般国道171号 10910 西宮市河原町 20,878 4,126 25,004 29,859 5,397 35,256 

大沢西宮線 

43010 西宮市神園町 6,859 1,085 7,944 9,378 1,390 10,768 

43020 西宮市南郷町 7,909 1,167 9,076 10,104 1,604 11,708 

43030 西宮市神楽町 9,105 1,278 10,383 11,684 1,814 13,498 

甲子園六湛寺線 63290 西宮市津門住江 11,137 977 12,114 14,227 1,642 15,869 

浜甲子園甲子園

口停車場線 
3270 

西宮市甲子園５

番町 
5,458 660 6,118 6,846 924 7,770 

西宮港線 61250 西宮市馬場町 6,585 487 7,072 8,200 781 8,981 

今津港津門大箇

線 
63300 

西宮市今津山中

町 
6,693 857 7,550 8,408 1,181 9,589 

西宮豊中線 
66620 西宮市神祇官町 8,043 702 8,745 10,103 1,091 11,194 

66640 西宮市松山町 4,963 250 5,213 6,109 459 6,568 

芦屋鳴尾線 66540 
西宮市甲子園浜

１丁目 
5,057 3,477 8,534 6,738 4,575 11,313 

高速神戸西宮線 

5160 西宮市川西町 55,065 11,356 66,421 73,364 18,974 92,338 
5170 西宮市本町西宮

市久保町 
46,736 9,467 56,203 62,265 16,398 78,663 

5180 西宮市池開町 34,111 6,970 41,081 46,240 12,832 59,072 

名神高速道路 20 

名神高速道路～

高速神戸西宮線

西宮IC 

22,764 8,350 31,114 29,397 12,633 42,030 

高速湾岸線 

5090 西宮市西宮浜1

丁目 
17,495 16,978 34,473 22,026 25,004 47,030 

5100 西宮市甲子園浜

2丁目 
21,050 17,994 39,044 26,530 26,349 52,879 

5110 西宮市鳴尾浜1

丁目 
19,975 16,577 36,552 25,222 24,422 49,644 

5120 西宮市高須町1

丁目 
23,473 18,222 41,695 29,788 26,646 56,434 

注）1.斜体で示した交通量は推計値。 

    2.市域内で交通量調査の行われていないものは域外の値を参照 

出典：「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表（https://www.mlit.go.jp/road/census/

r3/）」（令和6年9月観覧 国土交通省）、 

「令和3年度 道路交通センサス交通量・区間設定図（https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks08/wd10_000000017.htm

l）」（令和6年9月観覧 兵庫県） 
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出典：「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査(可視化ツール)（https://www.mlit.go.jp/road/ir/i

r-data/census_visualizationR3/webmap.html#12/34.7018/135.2661）」(令和6年9月閲覧、国土交通省) 

「国土数値情報（高速道路時系列 2023 年（令和 5 年））版」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/ks

j/gml/datalist/KsjTmplt-N06-2023.html）（令和 6 年 9 月取得） 

図 2-2-1 道路交通量調査地点 



2-54 

 

2-2-3 土地利用 

(1) 土地利用 

西宮市の土地利用の状況を表 2-2-4に示す。 

 

表 2-2-4 西宮市の土地利用状況 

年次 

区分 

令和3年 

(千㎡) 

令和4年 

(千㎡) 

令和5年 

(千㎡) 

田 ・ 畑 1,603.7 1,584.7 1,548.4 

宅 地 26,548.1 26,647.0 26,685.0 

山 林 ・ 原 野 

池 沼 ・ 鉱 泉 地 
34,340.2 34,329.4 34,329.3 

ゴ ル フ 場 ・ 鉄 軌 道 

敷 地 等 雑 種 地 
12,249.7 12,235.0 12,230.9 

そ の 他 25,217.9 25,163.4 25,166.1 

合 計 99,959.7 99,959.7 99,959.7 

注）1.各年度１月１日の値。 

    2.「固定資産概要調書」より抜粋 

出典：「第57回 西宮市統計書」（令和6年3月、西宮市） 

 

(2) 都市計画区域 

西宮市の用途地域等の状況を表 2-2-5に、事業計画地周辺の用途地域等の指定状況を図 

2-2-2に示す。 

令和5年4月1日現在、都市計画区域は10,025ha、市街化区域は5,219ha、市街化調整区域は

4,806haとなっている。用途地域では、第1種中高層住居専用地域が1,629ha(市街化区域の

31.2％)と最も多く、次いで第1種低層住居専用地域が1,185ha（22.7％）、準工業地域が

679ha（13.0％）の順となっている。 

事業計画地は準工業地域に指定されており、事業計画地の周辺は第一種住居地域及び商業

地域等に指定されている。土地利用の現況は、事業計画地の北側および西側は総合公園、東

側は企業施設、南側は福祉施設や住宅地、学校となっている。 

なお、事業計画地は既存施設である西部総合処理センターの用地である。 
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表 2-2-5 用途地域等の指定状況 

都市計画

区域 

(ha) 

区域区分 
指定面積

(ha) 

指定 

面積比 

（％） 

用途地域 

指定 

面積

(ha) 

指定 

面積比 

（％） 

10,025 

市街化区域 5,219 52.1 

第1種低層住居専用地域 1,185 11.8 

第2種低層住居専用地域 96 1.0 

第1種中高層住居専用地域 1,629 16.2 

第2種中高層住居専用地域 324 3.2 

第1種住居地域 616 6.1 

第2種住居地域 240 2.4 

準住居地域 40 0.4 

近隣商業地域 265 2.6 

商業地域 57 0.6 

準工業地域 679 6.8 

工業地域 88 0.9 

市街化 

調整区域 
4,806 47.9 

 

注）1.令和4年3月31日現在の値。 

2.西宮市は、阪神間都市計画区域に含まれる。 

出典：「第57回 西宮市統計書」（令和5年3月、西宮市） 
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出典：「国土数値情報 用途用地 兵庫県 (令和元年)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A29-

v2_1.html)」（令和6年9月観覧 国土交通省）  

図 2-2-2 計画地周辺における都市計画図 
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2-2-4 水域とその利用 

(1) 河川・海域の利用 

西宮市における主な河川は図 2-2-3 の通りである。 

これらの河川の水は、農業用に利用されているほか、一部の河川では上水・工業用水等に

利用されている。 

一部の河川には漁業権が設定されているが予定地周辺を取り囲む海域には漁業権は設定さ

れていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第57回 西宮市統計書」（令和6年3月 西宮市） 

 

  

図 2-2-3 西宮市の主な河川 
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(2) 地下水の利用 

西宮市における水道の水源別配水量は、表 2-2-6 西宮市水道水源別配水量に示すとおり

であり、自己水源として浅井戸及び深井戸、貯水池水を利用しており、令和２年度の地下水

利用は、約245万m3となっている。 

なお、西宮市では条例による地下水の採取規制は行われていない。 

 

表 2-2-6 西宮市水道水源別配水量 

 浄水場等 年間取水量 割合 

自己水源 鳴尾浄水場 2,450,180 ㎥ 4.5％ 

丸山浄水場 683,420 ㎥ 1.3％ 

小計 3,133,600 ㎥ 5.8％ 

浄水受水 阪神水道企業団 47,003,980 ㎥ 86.2％ 

兵庫県営水道 4,378,009 ㎥ 8.0％ 

小計 51,381,989 ㎥ 94.2％ 

 合計 54,515,589 ㎥ 100％ 
出典：「水道事業の概要 水源（https://www.nishi.or.jp/kurashi/suido/jigyo/suidojigyo.html）」（令和 6

年 9 月観覧 西宮市） 

 

2-2-5 関係法令 

(1) 環境基本法等に基づく環境基準 

「環境基本法」（平成5年、法律第91号）第16条に基づき、大気の汚染、水質の汚濁、土

壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、生活環境を

保全する上で維持されることが望ましい基準が定められている。 

また、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準は、

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成11年、法律第105号）第7条に基づき、人の健康を

保護する上で維持することが望ましい基準として定められている。 

 

① 大気汚染 

大気汚染に係る環境基準を表2-2-7に示す。 

大気汚染に係る環境基準は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光

化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタ

ン、微小粒子状物質の10項目について定められている。 
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表2-2-7 大気汚染に係る環境基準 

物   質 環 境 上 の 条 件 

二酸化硫黄 
1 時間値の 1日平均値が 0.04 ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であるこ

と。 

一酸化炭素 
1 時間値の 1 日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm

以下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg/m3以下で

あること。 

二酸化窒素 
1 時間値の 1日平均値が 0.04 ppm から 0.06 ppm までのゾーン内又はそれ以下であるこ

と。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06 ppm 以下であること。 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003 mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13 mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2 mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15 mg/m3以下であること。 

微小粒子状物質 1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下であること。 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しな

い。 

2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 

3.二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原

則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努める

ものとする。 

4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸

化性物質（中世ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

5.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある

物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにするこ

とを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

6.微笑粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合で分離できる

分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年、環境庁告示第25号） 

   「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年、環境庁告示第38号） 

   「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年、環境庁告示第4号） 

   「微笑粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年、環境省告示第33号） 

 

② 水質汚濁 

水質汚濁に係る環境基準を表2-2-8及び表2-2-9に示す。 

水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準及び生活環境の保全に関す

る環境基準として定められており、人の健康の保護に関する環境基準は全公共用水域に適用

され、生活環境の保全に関する環境基準は公共用水域ごとに水域類型が指定されている。 

西宮市において環境基準類型が指定されている河川は、武庫川と夙川で、水域は武庫川下

流（仁川合流点より下流）で該当類型はC類型、夙川が本流全域で該当類型はC類型となって

おり、事業計画地の上流に当たる。 

なお、水生生物の保全に係る環境基準については、武庫川及び夙川は類型指定されていな

い。 

西宮市において環境基準類型が指定されている海域はCOD等5項目については大阪湾(1)、
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(2)で、該当類型はそれぞれB類型及びC類型、全窒素・全りんについては大阪湾(イ)、(ロ)

で、該当類型はそれぞれⅣ類型及びⅢ類型、水生生物保全環境基準では全域が生物A、溶存

酸素量に関しては大阪湾奥部が生物３類型となっている。 

 

表2-2-8 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4－ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、測定方法の項（記載略）に掲げる方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6

により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測

定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号） 
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表2-2-9 生活環境の保全に関する環境基準（河川：湖沼を除く） 

ア 

項
目 

類
型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 

濃度(pH) 

生物化学的 

酸素要求量

(BOD) 

浮遊物質量

(SS) 

溶存酸素量

(DO) 
大腸菌数 

AA 

水 道 １ 級         

自然環境保全及び A

以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

1 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

7.5 ㎎/L 

以上 

20CFU/ 

100mL 以下 

A 

水 道 ２ 級        

水 産 １ 級         

水浴及び B 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

7.5 ㎎/L 

以上 

300CFU/ 

100mL 以下 

B 

水 道 ３ 級        

水 産 ２ 級         

及び C 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

5 ㎎/L 

以上 

1,000CFU/ 

100mL 以下 

C 

水 産 ３ 級        

工 業 用 水 １ 級         

及び D 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5 ㎎/L 

以下 

50 ㎎/L 

以下 

5 ㎎/L 

以上 
－ 

D 

工 業 用 水 ２ 級        

農 業 用 水         

及び E の欄に揚げる

もの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8 ㎎/L 

以下 

100 ㎎/L 

以下 

2 ㎎/L 

以上 
－ 

E 
工 業 用 水 ３ 級        

環 境 保 全         

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2 ㎎/L 

以上 
－ 

《備 考》 

1.基準値は、日間平均値とする。 

2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎/L以上とする。 

3.類型指定された水域におけるBODの判定は、75%値が環境基準以下の場合に達成するものとしている。 

イ 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙ

ﾎﾝ酸及びその塩 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域

を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03 ㎎/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03 ㎎/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03 ㎎/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、

生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

《備 考》 

 1.基準値は年間平均値とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号） 
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表2-2-10 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

ア 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基 準 値 

水素イオン 

濃度(pH) 

化学的 

酸素要求量

(COD) 

溶存酸素量

(DO) 
大腸菌数 

n-ヘキサン

抽出物 

(油分等) 

A 

水 産 一 級 

水 浴 

自 然 環 境 保 全 

及びＢ以下の欄に掲

げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

2 ㎎/l 

以下 

7.5 ㎎/l 

以下 

300CFU/ 

100ml 

以下 

検出されな

いこと 

B 

水 産 ２ 級 

工 業 用 水 

及びＣの欄に掲げる

もの 

7.8 以上 

8.3 以下 

3 ㎎/l 

以下 

5 ㎎/l 

以下 
- 

検出されな

いこと 

C 環 境 保 全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8 ㎎/l 

以下 

2 ㎎/l 

以下 
- - 

《備 考》 

 1. 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100ml以下とする。 

イ 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基 準 値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 

自 然 環 境 保 全 

及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種

及び３種を除く。） 

0.2mg/l 以下 0.02mg/l 以下 

Ⅱ 

水 産 １ 種 

水 浴 

及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種

及び３種を除く） 

0.3mg/l 以下 0.03mg/l 以下 

Ⅲ 

水産２種 

及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除

く） 

0.6mg/l 以下 0.05mg/l 以下 

Ⅳ 

水産３種 

工業用水 

生物生息環境保全 

１mg/l 以下 0.09mg/l 以下 

《備 考》 

 1.基準値は年間平均値とする。 

 2.水域類型の指定は、海域植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれのある海域について行うものとする。 

ウ 

項目 

 

類型 

水生生物の生育状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙ

ﾎﾝ酸及びその塩 

生物A 水生生物の生息する水域 0.02㎎/l以下 0.001㎎/l以下 0.01㎎/l以下 

生物

特A 

生物Ａの水域のうち、水生生物

の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要

な水域 

0.01㎎/l以下 0.0007㎎/l以下 0.006㎎/l以下 
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エ 

項目 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基 準 値 

底層溶存酸素量 

生物１ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において

貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域 

4.0 mg/l以上 

生物２ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、

水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再

生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、

水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0 mg/l以上 

生物３ 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧

酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再

生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0 mg/l以上 

《備 考》 

 1.基準値は年間平均値とする。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号） 
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③ 地下水 

地下水の水質汚濁に係る環境基準を表2-2-11に示す。 

 

表2-2-11 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

塩化ビニルモノマー 0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4－ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、測定方法の欄（記載略）に掲げる方法により測定した場合におい

て、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は

43.2.6 により測定された硝酸イオン濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1

により測定された亜硝酸性イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4.1,2-ジクロロエチレン濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃

度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年、環境庁告示第10号） 
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④ 騒音 

騒音に係る環境基準を表2-2-12に示す。地域の類型は、土地利用の状況によって｢ＡＡ｣、

｢Ａ｣、｢Ｂ｣、｢Ｃ｣の4種の地域の類型に分けて定められており、西宮市における類型の当て

はめは表2-2-13に示すとおりであり、事業計画地はC類型に、事業計画地の周辺はA類型、B

類型に指定されている。 

 

表2-2-12 騒音に係る環境基準 

地 域 の 類 型 

基  準  値 

昼  間 

（午前 6時から午後 10 時） 

夜  間 

（午後 10 時から翌午前 6時） 

ＡＡ 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

Ａ及びＢ 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

Ｃ 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

 

ただし、道路に面する地域については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

地 域 の 区 分 

基  準  値 

昼  間 

（午前 6時から午後 10 時） 

夜  間 

（午後 10 時から翌午前 6時） 

Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を有す

る道路に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

Ｂ地域のうち 2 車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及びＣ地域のうち

車線を有する道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例とし

て次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基  準  値 

昼  間 

（午前 6時から午後 10 時） 

夜  間 

（午後 10 時から翌午前 6時） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるとき

は、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）による

ことができる。 

注）1.「幹線交通を担う道路」とは次に掲げる道路をいうものとする。 

     ① 道路法（昭和27年法律第180号）第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道 

       （市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。）。 

     ② ①に掲げる道路を除くほか、道路運送法（昭和26年法律第183号）第2条第8項に規定する一般自動車 

       道であって都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）第7条第1号に掲げる自動車専用道路。 

  2.「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特 

    定するものとする。 

     ① 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15メートル 

     ② 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年、環境庁告示第64号） 

 



2-66 

 

 表2-2-13 騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定 

地域の類型 該当地域 

Ａ 
第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域、第 2

種中高層住居専用地域 

Ｂ 第 1種住居地域、第 2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

（備考）1.Ａ類型、Ｂ類型及びＣ類型とは、騒音に係る環境基準について（平成10年環境庁告示第64号）の第1の表に

掲げる類型を示す。 

   2.この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中

高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域、工業地域とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第7条第1項の規定により定められた区域をいう。 

出典：「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について」（平成 30 年

2 月 19 日 環水大大発 1802193 号） 

 

⑤ 土壌汚染 

土壌汚染に係る環境基準を表2-2-14に示す。 

なお、本環境基準値は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められ

る場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の表2-2-14の項目の欄に掲げる項目に係

る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については適

用しないこととされている。 

 

  



2-67 

 

 

表2-2-14 土壌の汚染に係る環境基準 

項   目 基  準  値 

カドミウム 
検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg に

つき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機リン 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）において

は、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2－ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1－ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2－ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1－トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2－トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3－ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4－ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表（記載略）に定める方法により検液を作成

し、これを用いて測定を行うものとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件

のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当

該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、

0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、それぞれ検液１Ｌにつき 0.009mg、

0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄（記載略）に掲げる方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体

の濃度と日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とす

る。 

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年、環境庁告示第46号） 
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⑥ ダイオキシン類 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の

汚染に係る環境基準を表2-2-15に示す。 

 

     表2-2-15 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の 

          汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 

媒   体 基  準  値 

大 気 0.6pg-TEQ／㎥以下 

水質（水底の底質を除く。） 1pg-TEQ／Ｌ以下 

水底の底質 150pg-TEQ／ｇ以下 

土 壌 1,000pg-TEQ／ｇ以下 

注）1．pgはピコグラムを表し、1pgは1兆分の1ｇ。 

  2．基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値（TEQ） 

    とする。 

  3．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

  4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類 

       の量が250pg-TEQ/ｇ以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土

壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年、環境庁告示第68号） 
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(2) 規制基準等 

① 大気汚染 

大気汚染物質については、「大気汚染防止法」（昭和43年、法律第97号）のほか「環境の

保全と創造に関する条例」（平成7年、兵庫県条例第28号）により、ばい煙発生施設等を対

象に、排出基準、総量規制基準等が定められている。 

 

(ｱ) 硫黄酸化物に関する基準 

ｱ. K 値規制 

硫黄酸化物については、「大気汚染防止法」により、地域区分ごとに定められた規制基準

が適用されている。対象事業に適用される排出基準は以下のとおりであり、「環境の保全と

創造に関する条例」においても法と同じ基準が定められている。 

 

q ＝ K × 10-3 He 2 

 

  q：硫黄酸化物の許容排出量（単位：温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したm3 毎時） 

  K：地域別に定める定数（対象事業に適用される値：1.17） 

 He：補正された排出口の高さ（煙突実高＋煙上昇高） 

 

表2-2-16 Kの値 

区域 

K の値 

昭和 47 年 1月 4日

以前に設置 

昭和 47 年 1月 5日～

昭和 49 年 3月 31 日に

設置 

昭和 49 年 4月 1日

以降に設置 

西宮市 3.0 2.92 1.17 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和43年、政令第329号） 

「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年、厚生省・通商産業省令第1号） 

「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」（平成8年、兵庫県告示第542号） 

 

ｲ. 総量規制 

工場・事業場が集積しており、施設ごとの排出規制（K値規制）のみでは環境基準の達成

が困難と考えられる一定地域を国が指定し（現在24地域）、都道府県知事により、総量削減

計画が作成されている。事業計画地の位置する西宮市は、「大気汚染防止法」第5条の2第1

項に基づく政令で定める地域に指定されており、硫黄酸化物の総量規制基準が適用される。 

総量規制基準の基本式は、使用する原燃料が増大するに応じて、排出許容量が低減するよ

うな規制式で表される。（原燃料使用量方式） 

 

Ｑ ＝ a × Ｗｂ 

 

 Ｑ：排出許容量（単位：温度零度・圧力1気圧の状態に換算したm3 毎時） 

 Ｗ：特定工場等における全ばい煙発生施設の使用原燃料の量（重油換算、kL毎時） 
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  a：削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数 

  b：0.80 以上 1.0 未満で、都道府県知事が定める定数 

 

新設された特定工場等及び増設のあった特定工場等に対しては、一般の総量規制基準より

厳しい特別の総量規制基準が適用される。 

 

Ｑ＝ａ・Ｗｂ＋ｒ・ａ｛（Ｗ＋Ｗｉ）
ｂ－Ｗｂ｝ 

 

 Ｗ
i
：都道府県知事が定める日以後に特定工場等に新設又は増設される全ばい煙発生施設におい 

て使用される原燃料の量 

 ｒ ：0.3 以上 0.7 以下の範囲内で定める定数 

 

表2-2-17 総量規制基準・燃料使用基準 

適用地域 規制値 

西宮市 

① Ｑ＝2.01Ｗ0.85 

② Ｑ＝2.01Ｗ0.85＋0.3×2.01｛（Ｗ＋Ｗi）
0.8５－Ｗ0.85｝ 

③ 0.66％以下 

注）1.①：総量規制基準、②：特別総量規制基準、③：燃料使用基準 

2.①及び②は、設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において、定格で使用される原料及び

燃料の量を重油に換算した量が１時間あたり0.3ｋL 以上のものについて適用される。 

3.③は、上記の合計量が1 時間あたり0.3ｋL 未満の工場等について適用される。新設基準の適用日は昭和51 年

10 月1 日。 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和43年、政令第329号） 

「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年、厚生省・通商産業省令第1号） 

「大気汚染防止法の規定に基づく硫黄酸化物の総量規制基準」（昭和51年、兵庫県告示第1962号） 

 

(ｲ) ばいじんに関する基準 

ばいじんについては、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類、使用燃料の

種類及び規模ごとに定められた排出基準が適用される。 

対象事業に適用される排出基準は、表2-2-18に示すとおりである。 
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表2-2-18 廃棄物焼却炉のばいじんに係る規制基準（g/m3N） 

大気汚染防止法 条例 

処理能力 On 既設 
新設 

(H10.7.1～) 
規  模 既設 

新設 

(H11.10.1～) 

4t/h 以上 12 0.08 0.04 火格子面積が 0.5m2 以上か、

焼却能力が 50kg/h 以上又は

燃焼室の容積が 0.5m3 以上

（ガス化炉を除く） 

0.25 0.15 2～4t/h 12 0.15 0.08 

2t/h 未満 12 0.25 0.15 

注）1.排出基準の単位は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1m3当たりのグラムとする。 

  2.廃棄物焼却炉に係るばいじんの量は、次式により補正されたばいじんの量とする。 

     補正値 ＝ 
21 - Ｏ

n

21 - Ｏ
s

 ∙ Ｃ
s
 

         Ｃs：日本工業規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量（g） 

         Ｏs：排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が20％を超える場合にあっては、20％とする。）（％） 

         Ｏn：換算酸素濃度（％）（廃棄物焼却炉の場合は12％） 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和43年、政令第329号） 

「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年、厚生省・通商産業省令第1号） 

「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」（平成8年、兵庫県告示第542号） 

 

(ｳ) 窒素酸化物に関する基準 

窒素酸化物については、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類、使用燃料

の種類及び規模ごとに定められた排出基準が適用される。対象事業に適用される窒素酸化物

に係る排出基準は、表2-2-19のとおりである。 

 

表2-2-19 廃棄物焼却炉の窒素酸化物係る規制基準 

施設の種類 規模 
定格排ガス量 

（万 Nm3/h） 

排出基準値

（ppm） 

廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により

焼却をおこなうもの（連続炉に限る。） 

火格子面積が 2m3 以

上あるいは、焼却能

力が 200kg/h 以上 

すべて 450 

廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化

合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの

誘導体を製造し、若しくは使用する工程又は

アンモニアを用いて排水を処理する工程から

排出される廃棄物を焼却するもの（連続炉に

限る。） 

4 以上 250 

4 未満 700 

上記以外の廃棄物焼却炉 
連続炉 すべて 

250 
連続炉以外 4 以上 

注）窒素酸化物の濃度は、次式により算出されたものとする。 

     Ｃ ＝ 
21 - Ｏ

n

21 - Ｏ
s

 ∙ Ｃ
s
 

        Ｃ ：窒素酸化物の濃度（ppm） 

         Ｏn：換算酸素濃度（％）（廃棄物焼却炉の場合は12％） 

        Ｏs：排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が20％を超える場合にあっては、20％とする。）（％） 

         Ｃs：日本工業規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧

力が1気圧の状態における排出ガス1ｍ3中の量に換算したもの（ppm） 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和43年、政令第329号） 

「大気汚染防止法施行規則」（昭和46年、厚生省・通商産業省令第1号） 
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② 騒音に係る規制 

(ｱ) 工場又は事業場騒音 

工場又は事業場に対しては、「騒音規制法」（昭和43年、法律第98号）により、「特定施

設」を有する工場又は事業場からの騒音を規制の対象としている。 

また、兵庫県では「環境の保全と創造に関する条例」により、法律の対象以外の施設につ

いても規制の対象としている。 

騒音規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準を表2-2-20に示す。 

 

表2-2-20 騒音規制法に基づく規制基準 

 

時間の区分 

 

 

区域の区分 

昼 間 朝 夕 夜 間 

 

午 前 8 時 か ら 

午 後 6 時 ま で 

午 前 6 時 か ら 

午 前 8 時 ま で 

午 後 6 時 か ら 

午 後 1 0 時 ま で 

 

午 後 1 0 時 か ら 

翌日の午前 6 時まで 

第 1種区域 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第 2種区域 60 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第 3種区域 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

第 4種区域 70 デシベル 70 デシベル 60 デシベル 

（備考） 

第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定す

る学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条

の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図

書館法（昭和25年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3

に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの

区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。 

出典：「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和43年、農林省・通商産業省・運輸省告示第1号） 

「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」 

（平成8年、兵庫県告示第542号） 
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(ｲ) 道路交通騒音 

「騒音規制法」では、自動車騒音が要請限度を超え、道路の周辺の生活環境が著しく損な

われると市町村長が認める場合には、公安委員会に対し道路交通法の規定による自動車の通

行禁止、最高速度の制限等の措置をとるよう要請することができるとしている。特に必要が

あると認めるときは、当該道路部分の構造の改善及びその他自動車の走行に伴う騒音が減少

するよう、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができるとしている。 

騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度を表2-2-21に示す。 

 

表2-2-21 自動車騒音の要請限度 

区 域 の 区 分 

時 間 の 区 分 

昼  間 

午前 6時から 

午後 10 時まで 

夜  間 

午後 10 時から翌日 

の午前 6時まで 

ａ区域及びｂ区域のうち一車線を有する道路に

面する区域 
65 デシベル 55 デシベル 

ａ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に

面する区域 
70 デシベル 65 デシベル 

ｂ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に

面する区域及びｃ区域のうち車線を有する道路

に面する区域 

75 デシベル 70 デシベル 

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表のと

おりとする。 

昼  間 

午前 6時から午後 10 時 

夜  間 

午後 10 時から翌日の午前 6 時 

75 デシベル以下 70 デシベル以下 

備 考 

ａ区域：専ら住居の用に供される区域 

ｂ区域：主として住居の用に供される区域 

ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

出典：「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成12年、総理府令第15号） 
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(ｳ) 特定建設作業騒音 

「騒音規制法」では、工業専用地域等を除く区域を対象にくい打機等を使用する特定建設

作業を行う場合には、作業に伴って発生する騒音の大きさ、時間制限等に関する規制基準を

定めている。また、兵庫県では「環境の保全と創造に関する条例」により、法律の対象以外

の特定建設作業についても規制の対象としている。 

特定建設作業に係る規制基準を表2-2-22に示す。 

 

表2-2-22 特定建設作業に係る規制基準 

適用 特 定 建 設 の 種 類 

騒
音
規
制
法
又
は 

環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例 

1．くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除

く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

2．びょう打機を使用する作業。 

3．さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作

業に係る 2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 

4．空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kW 以上

のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

5．コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 ㎥以上のものに限る。）又はアスファルト

プラント（混練機の混練重量が 200kg 以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製

造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 

6．バックホウ（原動機の定格出力が 80kW 以上のものに限る。）を使用する作業（一定の限度を

超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第二の規定により環境大臣

が指定するものを使用する作業を除く。） 

7．トラクターショベル（原動機の定格出力が 70kW 以上のものに限る。）を使用する作業（一定

の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第二の規定により

環境大臣が指定するものを使用する作業を除く。） 

8．ブルドーザー（原動機の定格出力が 40kW 以上のものに限る。）を使用する作業（一定の限度

を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第二の規定により環境大

臣が指定するものを使用する作業を除く。） 

環
境
の
保
全

と
創
造
に
関

す
る
条
例 

9．アースオーガーと併用してくい打機を使用する作業（もんけん、圧入式くい打機を除く。） 

10．ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業。 

11．コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄球を使用

して行う破壊作業 

 

区 分 
基準値 

(敷地境界) 
作業可能時刻 最大作業時間 最大作業期間 作業日 

1 号区域 

85 デシベル 

午前 7時～ 

午後 7時 
1 日あたり 10 時間 

連続 6日間 
日曜その他の

休日を除く日 
2 号区域 

午前 6時～ 

午後 10 時 
1 日あたり 14 時間 

備考 

1．1号区域とは、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域のうち、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規

定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条の規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第

1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118

号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定す

る幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80ｍの区域内 

2．2号区域とは、1号区域以外の地域 

出典：「騒音規制法施行令」（昭和43年、政令第324号） 

   「環境の保全と創造に関する条例施行規則」（平成8年、兵庫県規則第1号） 
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③ 振動に係る規制 

(ｱ) 工場又は事業場騒音 

工場又は事業場に対しては、「振動規制法」（昭和51年、法律第64号）により、「特定施

設」を有する工場又は事業場からの振動を規制の対象としている。 

また、兵庫県では「環境の保全と創造に関する条例」により、法律の対象以外の施設につ

いても規制の対象としている。 

振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準を表2-2-23に示す。 

 

表2-2-23 振動規制法に基づく規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼 間 

 

午前 8時～午後 7時 

夜 間 

 

午後 7時～翌日の午前 8時 

第 1 種 区 域 60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種 区 域 65 デシベル 60 デシベル 

備 考 

 第1種区域又は第2種区域の区域内に所在する学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、児童福

祉法（昭和22年法律第164号）第7条に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定する

病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第

118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホー

ム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第

7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50ｍの区域内における当該基準は、この表の値から

5dBを減じた値とする。 

出典：「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和51年、環境庁告示第90号） 

「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」 

（平成8年、兵庫県告示第542号） 
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(ｲ) 道路交通振動 

「振動規制法」では、道路交通振動が要請限度を超えることにより、道路周辺の生活環境

が著しく損なわれると市町村長が認める場合、道路管理者に対し、当該道路の部分について

道路交通振動防止のため舗装、維持又は修繕等の措置をとるべきことを要請し、又は、公安

委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することとしている。 

振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度を表2-2-24に示す。 

 

表2-2-24 振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼  間 

午前 8時から 

午後 7時まで 

夜  間 

午後 7時から 

翌日の午前 8 時まで 

第 1種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 2種区域 70 デシベル 65 デシベル 

   備 考 

    第一種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供

されているため、静穏の保持を必要とする区域 

        第二種区域：住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の

生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の

用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著

しい振動の発生を防止する必要がある区域 

   出典：「振動規制法施行規則」（昭和51年、総理府令第58号） 

 

(ｳ) 特定建設作業振動 

「振動規制法」では、工業専用地域を除く区域を対象にくい打機等を使用する特定建設作

業を行う場合には、作業に伴って発生する振動の大きさ、時間制限に関する規制基準を定め

ている。また、兵庫県では「環境の保全と創造に関する条例」により、法律の対象と同様に

規制基準を定めている。 

特定建設作業に係る規制基準を表2-2-25に示す。 
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表2-2-25 特定建設作業に係る規制基準 

適用法条例 特 定 建 設 作 業 の 種 類 

振動規制法又は 

環境の保全と創造に

関する条例 

1．くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式く

い抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）

を使用する作業 

2．鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

3．舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあって

は、1日における当該作業に係る 2地点間の最大距離が 50ｍを超えない作

業に限る。） 

4．ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的

に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 2地点間の最大

距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 

 

区 分 
基準値 

(敷地境界) 
作業可能時刻 最大作業時間 最大作業期間 作業日 

1 号区域 

75 デシベル 

午前 7時～ 

午後 7時 
1 日あたり 10 時間 

連続 6日間 
日曜その他の

休日を除く日 
2 号区域 

午前 6時～ 

午後 10 時 
1 日あたり 14 時間 

備考 

1．1号区域とは、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域のうち、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規

定する学校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第7条の規定する保育所、医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5

第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第

118号）第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並

びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規

定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80ｍの区域内 

2．2号区域とは、1号区域以外の地域 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和51年、総理府令第58号） 

   「環境の保全と創造に関する条例施行規則」（平成8年、兵庫県規則第1号） 
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④ 悪臭に係る規制 

「悪臭防止法」（昭和46年、法律第91号）では、第1号（敷地境界線）、第2号（排出口）

及び第3号（排出水）の3種類の濃度規制基準が定められている。 

西宮市では、事業場の敷地境界における規制基準を定め、市内全域を規制対象として指定

している。悪臭に係る規制基準を表2-2-26に示す。 

 

表2-2-26(1) 悪臭に係る規制基準 

         ・法第4条第1項第1号に定める規制基準 

          （敷地境界線での規制基準：第1号規制） 

 

特定悪臭物質の種類 
規 制 基 準(ppm) 

一般地域 

アンモニア 1 

メチルメルカプタン 0.002 

硫化水素 0.02 

硫化メチル 0.01 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノ－ル 0.9 

酢酸エチル 3 

メチルイソブチルケトン 1 

トルエン 10 

スチレン 0.4 

キシレン 1 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 

出典：「悪臭防止法の規定に基づく特定悪臭の排出を規制する地域の指定について」 

（平成20年、西宮市告示甲第2号） 
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表2-2-26(2) 悪臭に係る規制基準 

・法第4条第1項第2号に定める規制基準（気体排出口における規制基準：第2号規制） 

 

出典：「悪臭防止法施行規則」（昭和47年、総理府令第39号） 

「悪臭防止法の規定に基づく特定悪臭の排出を規制する地域の指定について」（平成20年、西宮市告示甲第2号） 

 

  

ア 特定悪臭物質（ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化ﾒﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｽﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、 

  ﾉﾙﾏﾙ吉草酸及びｲｿ吉草酸を除く。）の種類ごとに次の式により算出した流量とする。 

 

ｑ＝0.108×Ｈｅ2・Ｃｍ 

 

    この式において、ｑ、Ｈｅ及びＣｍは、それぞれ次の値を表すものとする。 

 

  ｑ  流量（単位 温度零度、圧力 1気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

  Ｈｅ 法のイに規定する方法により補正された排出口の高さ（単位 メートル） 

  Ｃｎ 法第 4条第 1号の規制基準として定められた値（単位 百万分率） 

 

次のイに規定する方法により補正された排出口の高さが 5 メートル未満となる場合について

は、この式は適用しないものとする。 

 

 

イ 排出口の高さの補正は、次の算出式により行うものとする。 

 

  Ｈｅ＝Ｈｏ＋0.65（Ｈｍ＋Ｈｔ） 

  

V

58.2
1

VQ795.0
Hm

+

⋅

=    

  )1
J

1
Jlog30.2()288T(Q1001.2Ht 3

−+⋅−⋅⋅×=
−

 

  1
288

2961460
1

+








−

×−

⋅

=

T

V

VQ
J  

 

  これらの式において、Ｈｅ、Ｈｏ、Ｑ、Ｖ及びＴは、それぞれ次の値を表すものとする。 

 

  Ｈｅ 補正された排出口の高さ（単位 メートル） 

  Ｈｏ 排出口の実高さ（単位 メートル） 

  Ｑ  温度 15 度における排出ガスの流量（単位 立方メートル毎秒） 

  Ｖ  排出ガスの排出速度（単位 メートル毎秒） 

  Ｔ  排出ガスの温度（単位 絶対温度） 
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表2-2-26(3) 悪臭に係る規制基準 

・法第4条第1項第3号に定める規制基準（排出水における規制基準：第3号規制） 

 

出典：「悪臭防止法施行規則」（昭和47年、総理府令第39号） 

   「悪臭防止法の規定に基づく特定悪臭の排出を規制する地域の指定について」（平成20年、西宮市告示甲第1号） 

 

 

  

 特定悪臭物質（アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノ

ルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデ

ヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、

プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに次の式によ

り排出水中の濃度を算出する。 

 

ＣＬｍ＝Ｋ×Ｃｍ 

 

この式において、ＣＬｍ、Ｋ及びＣｍは、それぞれ次の値を表すものとする。 

 

ＣＬｍ 排出水中の濃度（mg/L） 

  Ｋ   係数 下の表を参照（mg/L） 

Ｃｍ 法第 4条第 1項第 1号の規制基準として定められた値（ppm） 

 

特定悪臭物質 排出量（m3/s） Ｋの値 

メチルメルカプタン 

0.001 以下の場合 

0.001 を超え 0.1 以下の場合 

0.1 を超える場合 

16 

3.4 

0.71 

硫化水素 

0.001 以下の場合 

0.001 を超え 0.1 以下の場合 

0.1 を超える場合 

5.6 

1.2 

0.26 

硫化メチル 

0.001 以下の場合 

0.001 を超え 0.1 以下の場合 

0.1 を超える場合 

32 

6.9 

1.4 

二硫化メチル 

0.001 以下の場合 

0.001 を超え 0.1 以下の場合 

0.1 を超える場合 

63 

14 

2.9 
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⑤ 土壌汚染に係る規制 

土壌汚染については、「土壌汚染対策法」（平成14年、法律第53号）に基づき、特定有害

物質の濃度基準が定められており、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準を表2-2-27に示す。 

 

表2-2-27 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準 

種別 項目 溶出量基準 第 2 溶出量基準 含有量基準 

第一種

特定有

害物質 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 － 

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 － 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 mg/L 以下 0.04 mg/L 以下 － 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 mg/L 以下 1 ㎎/L 以下 － 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 mg/L 以下 0.4 mg/L 以下 － 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 － 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 mg/L 以下 0.2 mg/L 以下 － 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下 － 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 mg/L 以下 3 mg/L 以下 － 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 mg/L 以下 0.06 mg/L 以下 － 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下 － 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下 － 

第二種

特定有

害物質 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 mg/L 以下 0.09 mg/L 以下 45 mg/kg 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 mg/L 以下 1.5 mg/L 以下 250 mg/kg 以下 

ｼｱﾝ化合物 検出されないこと 1 mg/L 以下 遊離ｼｱﾝ 50mg/kg 以下 

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L 以下 0.005 mg/L 以下 15 mg/kg 以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと 検出されないこと － 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 mg/L 以下 0.3 mg/L 以下 150 mg/kg 以下 

鉛及びその化合物 0.01 mg/L 以下 0.3 mg/L 以下 150 mg/kg 以下 

砒素及びその化合物 0.01 mg/L 以下 0.3 mg/L 以下 150 mg/kg 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 mg/L 以下 24 mg/L 以下 4,000 mg/kg 以下 

ほう素及びその化合物 1 mg/L 以下 30 mg/L 以下 4,000 mg/kg 以下 

第三種

特定有

害物質 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 － 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 mg/L 以下 0.2 mg/L 以下 － 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 mg/L 以下 0.06 mg/L 以下 － 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 検出されないこと 0.003 mg/L 以下 － 

有機燐 検出されないこと 1 mg/L 以下 － 

出典：「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年、環境省令第29号） 
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2-2-6 その他の事項 

(1) 環境の保全上配慮が必要な学校や病院等の施設及び住宅の配置 

① 学校や病院等 

事業計画地の周辺における学校等の一覧は表2-2-28に、位置は図 2-2-4に、幼稚園、保育

所の一覧は表2-2-29に、位置は図 2-2-5に、病院、老人福祉施設等の一覧は表2-2-30に、位

置は図 2-2-6に示すとおりである。 

事業計画地の南東側に隣接して、「特別養護老人ホーム 西宮恵泉」が存在する。 

 

表2-2-28 学校等一覧 

区分 番号 名称 住所 

小学校 

1 浜脇小学校 西宮市浜脇町5-48 

2 香櫨園小学校 西宮市中浜町3-32 

3 安井小学校 西宮市安井町1-25 

4 津門小学校 西宮市津門呉羽町5-13 

5 今津小学校 西宮市今津二葉町4-10 

6 用海小学校 西宮市用海町3-54 

7 南甲子園小学校 西宮市南甲子園3丁目9-16 

8 深津小学校 西宮市深津町5-22 

中学校 

9 浜脇中学校 西宮市宮前町3-5 

10 深津中学校 西宮市深津町6-75 

11 今津中学校 西宮市今津二葉町5-15 

12 真砂中学校 西宮市今津真砂町1-10 

13 甲陽学院中学校 西宮市中葭原町2-15 

義務教育学校 14 総合教育センタ―付属西宮浜義務教育学校 西宮市中葭原町2-15 

高等学校 
15 西宮今津高等学校 西宮市西宮浜4丁目2-31 

16 西宮香風高等学校 西宮市高座町14-117 

特別支援学校 17 西宮支援学校 西宮市角石町3-138 

大学・短大 
18 大手前大学 西宮市枝川町4-16 

19 大手前短期大学 西宮市池開町6-46 

注）番号は、図 2-2-4に対応している。 

出典：｢国土数値情報 学校データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P29-v2

_0.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

「西宮の学校（https://www.nishi.or.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/gakko.html）」（令和6年9月観覧 

西宮市） 
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表2-2-29 幼稚園、保育所等一覧 

区分 番号 名称 住所 

幼稚園等 

1 浜脇幼稚園 西宮市宮前町8-22 

2 今津幼稚園 西宮市今津二葉4-10 

町 3 春風幼稚園 西宮市今津野田町2-6 

4 南甲子園幼稚園 西宮市南甲子園3丁目2-24 

5 用海幼稚園 西宮市石在町17-29 

6 
子育て総合センター付あおぞら幼

稚園 
西宮市津田町3-40 

7 浜甲子園健康幼稚園 西宮市浜甲子園2丁目10-4 

8 こひつじ幼稚園 西宮市津門呉羽町7-36 

9 安井幼稚園 西宮市平松町6-7 

10 香櫨園幼稚園 西宮市上葭原町3-31 

11 つぼみ幼稚園 西宮市甲子園浜田町10-18 

12 こばと幼稚園 西宮市津門西口町5-9 

13 松秀幼稚園 西宮市千歳町7-10 

14 いるか幼稚園 西宮市西宮浜4-13-2 

保育所等 

15 幼保連携型認定こども園 ⻄宮夢 西宮市南甲子園1丁⽬10-15 

16 ⻄宮YMCA保育園 西宮市神楽町5-23 

17 西宮つとがわYMCA保育園 西宮市津門川町2-14 

18 
幼保連携型認定こども園 善照マイ

トレーヤ認定こども園 
西宮市郷免町1-12 

19 
幼保連携型認定こども園 みどり園

保育所 
西宮市今津山中町12-28 

20 
幼保連携型認定こども園 なぎさ保

育園 
西宮市⻄宮浜4丁⽬13-3 

21 甲子園子ども学舎 西宮市甲子園浦風町9-5 

22 南幸和園分園 西宮市池田町9-6 

23 
幼保連携型認定こども園 かえで保

育園 
西宮市浜町2-11 

24 みどり園保育所分園あやは 西宮市津門綾羽町6-10 

注）番号は、図 2-2-5に対応している。 

出典：｢国土数値情報 福祉施設データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-

P14-v2_1.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

｢国土数値情報 学校データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P29-v2

_0.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

「保育所・認定こども園一覧（https://www.nishi.or.jp/access/kosodatehoiku/hoiku/shisetsu.htm

l）」（令和6年9月観覧 西宮市） 
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表2-2-30 医療施設、老人福祉施設、図書館等一覧 

区分 番号 名称 住所 

医療施設 

1 医療法人協和会協和マリナホスピタル 西宮市西宮浜4丁目15番1号 

2 医療法人社団西宮回生病院 西宮市大浜町1番4号 

3 坂上田病院 西宮市津門仁辺町6番25号 

4 笹生病院 西宮市弓場町5番37号 

5 
社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓

脳・血管ｾﾝﾀｰ 
西宮市池田町3番25号 

6 
社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺脳卒

中・心臓リハビリテーション病院 
西宮市前浜町4番3号 

7 西宮協立脳神経外科病院 西宮市今津山中町11番1号 

8 谷向病院 西宮市今津水波町6番30号 

9 兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13番9号 

0798- 

特別養護老人ホーム 

10 特別養護老人ホーム西宮恵泉 西宮市西宮浜3-7-7 

11 シルバーコースト甲子園 西宮市枝川町17番40号 

12 特別養護老人ホームウエルライフ西宮 西宮市西宮浜4丁目15-3 

13 特別養護老人ホーム メヌエット 西宮市浜脇町4-28 

14 特別養護老人ホーム メヌエット東館 西宮市浜脇町4番33号 

15 第２シルバーコースト甲子園 西宮市枝川町17-55 

軽費老人ホーム 
16 西宮恵泉 西宮市西宮浜3丁目7-7 

17 愛和 西宮市今津湊3-11 

有料老人ホーム 

18 アクアマリーン西宮浜 西宮市西宮浜4丁目15-2 

19 
ＣｈａｒｍＳｕｉｔｅ（チャームスイー

ト）西宮浜 
西宮市西宮浜4丁目10-8 

20 メディカル・リハビリホームグランダ香

櫨園 
西宮市川添町9-8 

21 ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ西宮 西宮市上甲子園5丁目8-23 

22 くすのきコート 西宮市浜松原町2-58 

23 リハビリホームグランダ甲子園弐番館 西宮市甲子園浜田町3-1 

24 介護付有料老人ホームやすらぎ 西宮市津門呉羽町9番10号 

25 アドーレ香櫨園 西宮市川東町3-23 

26 エレガーノ西宮 西宮市津門大塚町11-58 

27 
サービス付き高齢者向け住宅ロイヤルウ

エスト甲子園 
西宮市枝川町17-50 

28 サービス付き高齢者向け住宅清和の郷 西宮市甲子園網引町4-5 

29 ソーシャルコート今津 西宮市津門呉羽町3-23 

30 そんぽの家Ｓ夙川香櫨園 西宮市堀切町-5 

31 チャーム西宮用海町 西宮市用海町2-3 

32 神港園レインボー酒蔵通 西宮市久保町7-35 

33 神港園レインボー酒蔵通西館 西宮市久保町7-35 

注）番号は、図 2-2-6に対応している。 

出典：｢国土数値情報 福祉施設データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P14-

v2_1.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

「国土数値情報 医療機関データ 令和2年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P04-

v3_0.html）」(国土交通省国土政策局ホームページ） 

「にしのみやWebGIS（https://webgis.nishi.or.jp/index.php）」（令和6年9月観覧 西宮市） 

「兵庫県病院名簿（令和6年4月1日現在）（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000004.html）」（令

和6年9観覧 兵庫県） 
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② 住宅 

事業計画地の周辺の住宅の状況は、事業計画地の南側約3000mにマンションが存在する。

また、事業計画地の南側に隣接して特別養護老人ホーム「恵泉」が存在する。 
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出典：「国土数値情報 学校データ 兵庫県（R3）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P29-v2_

0.html）」（令和 6 年 9 月観覧 国土交通省） 

「西宮の学校（https://www.nishi.or.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/gakko.html）」（令和 6年 9 月観覧 

西宮市） 

  

図 2-2-4 計画地周辺における学校等の位置 
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出典：｢国土数値情報 福祉施設データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P14-

v2_1.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

｢国土数値情報 学校データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P29-v2_0.html）｣

（令和6年9月観覧 国土交通省） 

  

図 2-2-5 計画地周辺における幼稚園、保育所等の位置 
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出典：｢国土数値情報 福祉施設データ 令和3年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P14-

v2_1.html）｣（令和6年9月観覧 国土交通省） 

「国土数値情報 医療機関データ 令和2年度（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P04-

v3_0.html）」（令和6年9月観覧 国土交通省）  

図 2-2-6 計画地周辺における病院、老人福祉施設等の位置 



2-89 

 

(2) 史跡、文化財 

西宮市における史跡、文化財の指定状況は表 2-2-31 に示すとおりである。 

なお、計画地周辺における史跡・文化財は表 2-1-30 および図 2-1-14 に示すとおりであ

る。 

また、計画地周辺の埋蔵文化財は表 2-2-32 及び図 2-2-7 示すとおりである。 

表 2-2-31 西宮市における史跡・文化財指定状況 

区分 総数 

 有形文化財 

絵画 彫刻 工芸 書籍 古文書 
歴史 

資料 

国指定 
個人所有 2 1 - 1 - - - 

法人所有 57(2) 5 8 15(2) 2 - - 

県指定 
個人所有 1 - - - - - - 

法人所有 22 1 - - - 1 1 

市指定 
個人所有 5 - - - - 4 - 

法人所有 51 4 3 1 - 4 4 

区分 

有形文化財 記念物  民俗文化財 
無形 

文化財 考古

資料 
建造物 史跡 

天然 

記念物 
有形 無形 

国指定 
個人所有 - - - - - - - 

法人所有 22 3 2 - - - - 

県指定 
個人所有 - - - 1 - - - 

法人所有 9 2 - 6 1 - 1 

市指定 
個人所有 - - - 1 - - - 

法人所有 6 13 6 4 4 2 - 

注)本表は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）による国宝・重要文化財と登録文化財、兵庫県文化財保護条例

（昭和39年条例第58号）及び西宮市文化財保護条例（昭和48年条例第3号）による県市指定重要文化財について表

章したものである。 

（）内は国宝の再掲数である。 

出典：｢第57回 西宮市統計書｣（令和6年9月 西宮市） 

 

表 2-2-32 計画地周辺の埋蔵文化財 

番号 名称 

1 浜町本蔵遺跡 

2 西宮神社社頭遺跡 

3 市庭町遺跡 

4 神楽町遺跡 

5 津門稲荷町遺跡 

6 津門稲荷町 9 遺跡 

7 津門大箇町遺跡 

8 津門大塚町遺跡 

9 高畑町遺跡 

10 石在町銅銭出土地 

11 津門稲荷山古墳 

12 津門東芝遺跡 

13 大塚山古墳 

注）番号は図 2-2-7 に対応している 

出典：「兵庫県遺跡地図（https://www.hyogo-koukohaku.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_i

d=19）」（令和 5 年 8 月観覧 兵庫県） 
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出典：「兵庫県遺跡地図（https://www.hyogo-koukohaku.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=19）」

（令和 6 年 9月観覧 兵庫県） 

 

図 2-2-7 計画地周辺の埋蔵文化財 
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第3章 生活環境影響調査項目の選定 

3-1 環境影響要因 

新焼却施設整備に伴い、表3-1-1に示す環境影響要因が想定される。 

 

表3-1-1 環境影響要因 

区 分 環境影響要因の内容 

工事の実施 
建設機械の稼働 

工事車両の走行 

施設の存在・

供用 

煙突排出ガスの排出 

施設排水の排出 

施設の稼働 

施設からの悪臭の漏洩 

施設関連車両の走行 

 

3-2 環境影響評価の項目の抽出 

西部総合処理センター焼却施設整備事業に伴う生活環境影響評価の項目は、事業による環

境影響要因及び建設予定地周辺の地域特性を考慮し、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指

針」（平成18年9月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に基づく項目として、大気

質、騒音、振動、悪臭を選定した。また、自主調査項目として廃棄物、温室効果ガスを選定

した。 

環境影響要因と調査項目を表3-2-1に、選定した項目及びその理由を表3-2-2に、選定しな

かった項目を表3-2-3に示す。 
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表3-2-1 生活環境影響要因と調査項目 

調査事項 

影響要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 

施設の存在・供用 工事中※1 

煙突

排ガ

スの

排出 

施設 

排水 

の排 

出 

施設

の 

稼働 

施設 

から 

の 

悪臭 

の 

漏洩 

棄物

運搬 

車両 

の 

走行 

建 

設 

機 

械 

の 

稼 

働 

工 

事 

用 

車 

両 

の 

走 

行 

大 

気 

環 

境 

大 

気 

質 

二酸化硫黄 ◎       

二酸化窒素 ◎    ◎ ○ ○ 

浮遊粒子状物質 ◎    ◎ ○ ○ 

塩化水素 ◎       

ダイオキシン類 ◎       

有害物質：水銀 ◎       

騒音 騒音レベル   ◎  ◎ ○ ○ 

振動 振動レベル   ◎  ◎ ○ ○ 

悪臭 
特定悪臭物質濃度又は

臭気指数（臭気濃度） 
◎   ◎    

水 

環 

境 

水質 

生物化学的酸素要求量

又は化学的酸素要求量 
 ☓      

浮遊物質量  ☓      

ダイオキシン類  ☓      

その他必要な項目：全

窒素、全リン 
 ☓      

その他 
廃棄物   ◯※2     

温室効果ガス   ◯※2     

注）1.◎：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年9月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部）において示されており、本事業における環境影響調査においても対象とする項目。 

  2.○：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年9月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部）において示されていないが、本事業における環境影響調査において対象とする項目。 

  3.☓：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年9月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部）において示されているが、本事業の事業特性から対象外とする項目。 

   ※1： 工事中における環境影響の評価については、解体工事から新設工事までの総工事期間におい

て、最も環境へ及ぼす影響が大きくなる時期を予測し評価する。 

   ※2：施設基本計画で策定された定量的な検討を基に評価する。 
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表3-2-2 選定した項目及びその理由 

項目 項目選定の理由 

大気質 

建設予定地周辺に住居等の保全対象が存在し、「煙突排ガスの排出」に伴い

発生する二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質・塩化水素・ダイオキシ

ン類・水銀による影響、「廃棄物運搬車両の走行」に伴い発生する二酸化窒

素・浮遊粒子状物質による影響が考えられる。 

また、工事中においては、建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴い発生

する二酸化窒素・浮遊粒子状物質による影響が考えられる。 

騒音・振動 

建設予定地周辺に住居等の保全対象が存在し、「施設の稼働」に伴い発生す

る騒音・振動による影響、「廃棄物運搬車両の走行」に伴い発生する騒音・

振動による影響が考えられる。 

また、工事中においては、建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴い発生

する騒音・振動による影響が考えられる。 

悪臭 
建設予定地周辺に住居等の保全対象が存在し、「煙突排ガスの排出」及び

「施設からの悪臭の漏洩」に伴い発生する悪臭による影響が考えられる。 

廃棄物 「施設の稼働」に伴い発生する廃棄物による影響が考えられる。 

温室効果ガス 
「煙突排ガスの排出」に伴い発生する温室効果ガスによる影響が考えられ

る。 

 

 

表3-2-3 選定しなかった項目及びその理由 

項目 項目選定の理由 

水質 

建設予定地の雨水については場内の側溝を通じて公共用水域へ排水し、施設

内から発生する汚水及び生活排水は下水道へ放流する計画である。処理する

廃棄物はすべて建屋内で処理するため、雨水は廃棄物と接触しないため「施

設排水の排出」に伴う影響はないと考えられる。 
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第4章 調査、予測及び評価の項目 

4-1 気象・大気質 

4-1-1 現況調査 

(1) 既存資料調査 

建設予定地最寄りの大気汚染常時監視局は、一般環境大気測定局である「西宮市役所局」、

「潮見小学校局」及び「浜甲子園局」があり、各測定局の測定項目等及び位置を表 4-1-1 及び

図 4-1-1 に示す。 

 

表4-1-1 大気汚染測定局の概要 

測定局名 所在地 

用
途
地
域 

二
酸
化
硫
黄 

一
酸
化
窒
素
・
二
酸
化
窒
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

風
向
・
風
速 

種
別 

西宮市役所局 西宮市六湛寺町10-3 商 ● － ● － ● ● 一 般 

潮見小学校局 芦屋市潮見町1-2 住 ● ● ● － － ● 一 般 

浜甲子園局 西宮市浜甲子園2丁目16-23 住 ● ● ● ● ● ● 一 般 

注）1.2024 年 3 月 31 日時点の状況を示している。 

2.用途地域は「都市計画法」（1968 年、法律第 100 号）第８条に定める地域の用途区分をいい、 

表中の「商」は近隣商業地域、商業地域、「住」は第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及 

び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域並びに準住居地域を示している。 

なお、西宮市役所測定局は商業地域に、潮見小学校局及び浜甲子園局は第一種中高層住居専用地域

に第一種中高層住居専用地域に、に該当している。 

3.測定局の種別の「一般」は一般環境大気測定局を示している。 

4.「●」は測定項目を示している。 

出典：「令和 5年度兵庫県環境白書」（2024 年 3 月、兵庫県） 
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図4-1-1 大気汚染測定局の位置  

大気汚染測定局 

西宮市役所 

潮見小学校 

浜甲子園局 
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① 二酸化硫黄 

西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局における二酸化硫黄(SO2)の 2019 年度から 2023

年度の測定結果を表4-1-2に示す。二酸化硫黄の年平均濃度の経年変化は、0.001～0.002ppmで

横ばいであり、各年度ともに全ての測定局で環境基準を達成している。 

 

表4-1-2 二酸化硫黄(SO2)の測定結果 

年度 

年平均値 
１時間値の

最高値 

１時間値が

0.10ppm を超

えた時間数 

日平均値が

0.04ppm を

超えた日数 

日平均値

の 

2％除外値 

環境基準 

達成状況 

長期 短期 

(ppm) (ppm) (時間) (日) (ppm) 
達成○ 

未達成× 

西
宮
市
役
所
局 

2019 年度 0.001 0.019 0 0 0.004 ○ ○ 

2020 年度 0.001 0.011 0 0 0.002 ○ ○ 

2021 年度 0.001 0.006 0 0 0.002 ○ ○ 

2022 年度 0.001 0.008 0 0 0.002 ○ ○ 

2023 年度 0.001 0.007 0 0 0.002 ○ ○ 

潮
見
小
学
校
局 

2019 年度 0.002 0.025 0 0 0.006 ○ ○ 

2020 年度 0.001 0.018 0 0 0.003 ○ ○ 

2021 年度 0.001 0.010 0 0 0.002 ○ ○ 

2022 年度 0.001 0.011 0 0 0.003 ○ ○ 

2023 年度 0.001 0.011 0 0 0.002 ○ ○ 

浜
甲
子
園
局 

2019 年度 0.001 0.022 0 0 0.005 ○ ○ 

2020 年度 0.001 0.023 0 0 0.003 ○ ○ 

2021 年度 0.001 0.009 0 0 0.002 ○ ○ 

2022 年度 0.001 0.013 0 0 0.002 ○ ○ 

2023 年度 0.001 0.009 0 0 0.002 ○ ○ 

注）長期的評価における環境基準の達成とは、「年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2％の範囲にあるものを

除外した値（2％除外値）が0.04ppm以下であり、かつ、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。」

をいう。短期的評価における環境基準の達成とは、「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が

0.10ppm以下であること。」をいう。 

出典：「ひょうごの大気環境(https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/realtimemap/index.html)」（令和6年9月閲

覧、兵庫県） 
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② 二酸化窒素 

西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局における二酸化窒素(NO2)の 2019 年度から 2023

年度の測定結果を表 4-1-3 に、一酸化窒素(NO)及び窒素酸化物(NOx)の測定結果を表 4-1-4 に示

す。西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局の二酸化窒素の年平均濃度の経年変化は、

0.009～0.014ppm で横ばいで又は減少傾向であり、各年度ともに全ての測定局で環境基準を達

成している。 

一酸化窒素の年平均値の経年変化は、西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局でほぼ横

ばいである。また、窒素酸化物の年平均値の経年変化は、西宮市役所局、潮見小学校局及び浜

甲子園局で概ね減少の傾向にある。 

 

表4-1-3 二酸化窒素(NO2)の測定結果 

年度 
年平均値 

１時間値の

最高値 

98％値評価に

よる日平均値

が 0.06ppm を

超えた日数 

日平均値の 

年間 98％値 

環境基準 

達成状況 

(ppm) (ppm) (日) (ppm) 
達成○ 

未達成× 

西
宮
市
役
所
局 

2019 年度 0.013 0.069 0 0.030 ○ 

2020 年度 0.012 0.068 0 0.032 ○ 

2021 年度 0.011 0.068 0 0.029 ○ 

2022 年度 0.011 0.070 0 0.027 ○ 

2023 年度 0.011 0.066 0 0.029 ○ 

潮
見
小
学
校
局 

2019 年度 0.014 0.059 0 0.033 ◯ 

2020 年度 0.014 0.114 0 0.036 ◯ 

2021 年度 0.014 0.091 0 0.031 ◯ 

2022 年度 0.013 0.085 0 0.031 ◯ 

2023 年度 0.012 0.077 0 0.029 ◯ 

浜
甲
子
園
局 

2019 年度 0.013 0.075 0 0.033 ○ 

2020 年度 0.012 0.074 0 0.032 ○ 

2021 年度 0.012 0.077 0 0.029 ○ 

2022 年度 0.012 0.070 0 0.029 ○ 

2023 年度 0.009 0.066 0 0.025 ○ 

注）1.「日平均値の98％値」とは、年間にわたる日平均値のうち低い方から98％目にくる数値を示す。 

2.環境基準の達成とは、「年間における1日平均値のうち、低い方から98％に相当するものが0.06ppm以下であ

ること。」をいう。 

出典：「ひょうごの大気環境(https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/realtimemap/index.html)」（令和6年9

月閲覧、兵庫県） 
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表4-1-4 一酸化窒素(NO)及び窒素酸化物(NOx)の測定結果 

年度 

一酸化窒素(NO) 窒素酸化物(NOx) 

年平均値 
１時間値の

最高値 
年平均値 

１時間値の

最高値 

年平均値の 

NO2/(NO2+NO) 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (%) 

西
宮
市
役
所
局 

2019 年度 0.002 0.093 0.015 0.150 85.6 

2020 年度 0.002 0.087 0.014 0.145 86.6 

2021 年度 0.001 0.065 0.013 0.107 88.9 

2022 年度 0.001 0.075 0.012 0.141 88.1 

2023 年度 0.002 0.059 0.012 0.102 87.8 

潮
見
小
学
校
局 

2019 年度 0.008 0.196 0.022 0.241 64.4 

2020 年度 0.012 0.692 0.026 0.726 55.1 

2021 年度 0.013 0.678 0.027 0.746 51.8 

2022 年度 0.008 0.500 0.021 0.520 60.4 

2023 年度 0.008 0.767 0.020 0.818 60.5 

浜
甲
子
園
局 

2019 年度 0.003 0.106 0.016 0.181 83.2 

2020 年度 0.002 0.109 0.015 0.169 83.3 

2021 年度 0.002 0.090 0.014 0.132 85.6 

2022 年度 0.002 0.097 0.014 0.167 85.5 

2023 年度 0.001 0.057 0.011 0.097 86.5 

注）1.「日平均値の98％値」とは、年間にわたる日平均値のうち低い方から98％目にくる数値を示す。 

    2.NO2/(NO+NO2)＝(NOが同時測定されている時間のNO2濃度の年間にわたる総和)/(NO及びNO2が同時測定さ

れている時間のNO+NO2濃度の年間にわたる総和) 

出典：「ひょうごの大気環境(https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/realtimemap/index.html)」

（令和6年9月閲覧、兵庫県） 
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③ 浮遊粒子状物質（SPM） 

西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局における浮遊粒子状物質（SPM）の 2019 年度か

ら 2023 年度の測定結果を表 4-1-5 に示す。西宮市役所局、潮見小学校局及び浜甲子園局の浮遊

粒子状物質の測定結果は、長期的、短期的評価とともに環境基準を達成している。 

 

表4-1-5 浮遊粒子状物質（SPM）の測定結果 

年度 

年平均値 

１時間値が

0.20mg/m3を

超えた 

時間数 

日平均値が

0.10mg/m3

を超えた 

日数 

１時間

値の最

高値 

日平均

値の 2％

除外値 

日平均値が

0.10 mg/m3

を超えた日

が 2日以上

連続したこ

との有無 

環境基準 

達成状況 

長期 短期 

(mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3) 
達成○ 

未達成× 

西
宮
市
役
所
局 

2019 年度 0.017 0 0 0.085 0.040 無 ○ ○ 

2020 年度 0.018 0 0 0.114 0.045 無 ○ ○ 

2021 年度 0.017 0 0 0.097 0.037 無 ○ ○ 

2022 年度 0.016 0 0 0.095 0.035 無 ○ ○ 

2023 年度 0.013 0 0 0.094 0.032 無 ○ ○ 

潮
見
小
学
校
局 

2019 年度 0.015 0 0 0.162 0.038 無 ○ ○ 

2020 年度 0.016 0 0 0.110 0.040 無 ○ ○ 

2021 年度 0.014 0 0 0.087 0.030 無 ○ ○ 

2022 年度 0.013 0 0 0.073 0.028 無 ○ ○ 

2023 年度 0.014 0 0 0.097 0.031 無 ○ ○ 

浜
甲
子
園
局 

2019 年度 0.014 0 0 0.080 0.038 無 ○ ○ 

2020 年度 0.014 0 0 0.095 0.038 無 ○ ○ 

2021 年度 0.012 0 0 0.101 0.030 無 ○ ○ 

2022 年度 0.014 0 0 0.072 0.032 無 ○ ○ 

2023 年度 0.013 0 0 0.091 0.032 無 ○ ○ 

注）長期的評価における環境基準の達成とは、「年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2％の範囲にあるものを除外した

値（2％除外値）が0.10mg/m3以下であり、かつ、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。短期

的評価における環境基準の達成とは、「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であるこ

と。」をいう。 

出典：「ひょうごの大気環境(https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/realtimemap/index.html)」（令和6年9月閲覧、兵庫

県） 
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④ ダイオキシン類 

西宮市役所におけるダイオキシン類の2019年度から2023年度の測定結果を表4-1-6に示す。

西宮市役所局の測定結果は環境基準を達成している。 

 

 

表4-1-6 ダイオキシン類の測定結果 

年度 

年平均値 
環境基準 

達成状況 

(pg-TEQ/m3) 
達成○ 

未達成× 

西
宮
市
役
所 

2019 年度 0.011 ○ 

2020 年度 0.018 ○ 

2021 年度 0.018 ○ 

2022 年度 0.016 ○ 

2023 年度 0.014 ○ 

注）環境基準の達成とは、「年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。」

をいう 

出典：「令和5年度兵庫県環境白書」（2024年3月、兵庫県） 
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(2) 現況調査 

① 調査概要 

建設予定地及びその周辺の気象及び大気質の現況を把握し、予測に用いる気象条件及びバ

ックグラウンド濃度等を設定するため、現地調査を実施した。 

現地調査概要を表4-1-7に、現地調査地点の位置を図4-1-2に示す。 

 

表4-1-7(1) 現地調査概要（気象） 

項目 調査手法 調査地点 調査期間 

地上気象※1 

 風向・風速 風車型風向風速計 建設予定地 

1 地点 

期間：1年間 

データ取得間隔：毎時（10 分間

平均値）令和 5年 9 月 1日 

～令和 6年 8 月 29 日※3 

上層気象※2 

 風 向 ・ 風

速・気温 

(高度 1000m

まで 50m 間

隔) 

ＧＰＳゾンデ観測 建設予定地周辺 

（西宮浜運動総合

公園北側駐車場） 

1 地点 

 

期間：1季 

間隔 5日間/季 

観測間隔：3時間毎 

令和 6年 1月 27 日～31 日 

※1：地上気象の観測手法は、「地上気象観測指針」（平成14年気象庁）による。 

※2：上層気象の観測手法は、「上層気象観測指針」（平成16年気象庁）による。 

※3：台風接近により、8月30日に観測装置を撤去実施したため、29日までの観測結果。 
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表4-1-7(2) 現地調査計画（大気質） 

項目 調査手法 調査地点 調査期間 

一般環境 

 二酸化硫黄 JIS B7952 

紫外線蛍光法 

一般環境 

1 地点 

・桜公園 

 

7 日間/季×4 季 

秋季：令和 5 年 10 月 28 日～11 月 3日 

冬季：令和 6 年 1 月 27 日～ 2 月 2日 

春季：令和 6 年 4 月 17 日～ 4 月 23 日 

夏季：令和 6 年 7 月 18 日～ 7 月 24 日 

 

窒素酸化物 

（一酸化窒素） 

（二酸化窒素） 

JIS B7953 

オゾンを用いる化学

発光法 

浮遊粒子状物質 JIS B7954 

ベータ線吸収法 

ダイオキシン類 ダイオキシン類に係

る大気環境測定マニ

ュアル 

水銀 金アマルガム捕集、

加熱気化冷原子吸光

法 

一般環境 

2 地点 

・桜公園 

・西宮市役所 

 

塩化水素 ろ紙捕集後、イオン

クロマトグラフ法 
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図4-1-2 大気質・気象の現地調査地点  

桜公園 

地上気象調査地点 

上層気象調査地点 

大気質調査地点 

建設予定地 

西宮浜総合運動公園 

西宮市役所 
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② 調査結果 

(ｱ) 地上気象 

地上気象の調査結果を表 4-1-8 に、風配図を図 4-1-3 に示す。 

調査期間（令和 5年 9月 1日～令和 6年 8月 29日）中の最多風向は NE（北東）、平均風速は

2.8m/s であった。 

 

表4-1-8 地上気象調査結果 

  

 

  

図4-1-3 風配図  

平均風速 最高値

令和5年 9月 WSW (29.3) 1.5 3.1 9.7

10月 ENE (24.5) 3.8 2.2 7.5

11月 NE (21.0) 4.9 2.4 9.3

12月 W (21.9) 7.3 2.5 10.6

令和6年 1月 ENE (20.0) 5.9 2.4 9.8

2月 ENE (24.9) 3.3 2.5 9.1

3月 NE (24.2) 4.6 2.9 14.4

4月 NE (32.2) 5.7 2.8 8.5

5月 NE (26.9) 4.6 3.0 11.1

6月 WSW (29.8) 7.1 3.0 10.7

7月 WSW (45.2) 3.4 3.7 8.5

8月 NE (24.9) 3.4 3.0 8.4

年間 NE (22.0) 4.6 2.8 14.4

注）1.静穏（calm）：0.2m/s未満
　　2.令和6年8月は、台風が接近により、30日に観測装置
　　　を撤去したため、29日までの観測結果である。

調査
年月

最多風向
(出現頻度％)

月間の
静穏出現
頻度(％)

風速
（m/s）

最多風向：NE(22.0%)

平均風速：2.8m/s 

静 穏 率：4.6%

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

-10

0

10

20

30

40

出現頻度

（％）
平均風速

(m/s)

平均
2.8
m/s

8.0 (m/s)

(％)

出現頻度・平均風速 風向風速
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(ｲ) 上層風向 

上層風向の調査結果を表 4-1-9 に、風配図を図 4-1-4～図 4-1-6 に示す。 

上層風向は、高度 200m～1300m までは N(北)の風が多く観測された。最多風向出現率は N が

20.0%～37.5%であり、高度 500m で最も大きくなった。 

 

表4-1-9 上層気風向調査結果 

  

 

 

 

最多風向
(16方位)

最多風向出現率
(%)

50 NNE 30.0 

100 NNE 25.0 

150 NE 30.0 

200 N 25.0 

250 N 30.0 

300 N 30.0 

350 N 30.0 

400 N 35.0 

450 N 35.0 

500 N 37.5 

550 N 35.0 

600 N 30.0 

650 N 32.5 

700 N 32.5 

750 N 35.0 

800 N 30.0 

850 N 32.5 

900 N 30.0 

950 N 25.0 

1000 N 25.0 

1100 N 32.5 

1200 N 30.0 

1300 N 20.0 

1400 WNW 25.0 

1500 WNW 25.0 

高度
(m)

冬季
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図4-1-4 高度別風配図（50～450ｍ） 
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図4-1-5 高度別風配図（500～900ｍ） 
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図4-1-6 高度別風配図（950～1500ｍ） 
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(ｳ) 上層風速 

上層風速の調査結果を表 4-1-10 に、上空の風速の鉛直分布を図 4-1-7 に示す。 

上層風速の結果は、昼間、夜間ともに、高度とともに風速が大きくなる傾向が見られた。昼

間と夜間の風速差は、高度 350m が最も大きく、夜間が昼間より 1.5m/s 大きい値であった。 

 

表4-1-10 上層風速調査結果 

  

注）3時間毎に観測した計40データの平均値である。 

 

 

 

 

 

単位：m/s

昼間 夜間 全日

50 3.5 3.7 3.6 

100 3.9 4.2 4.1 

150 4.1 4.4 4.3 

200 4.2 4.9 4.6 

250 4.1 5.1 4.7 

300 3.9 5.3 4.8 

350 3.8 5.3 4.7 

400 3.8 5.0 4.6 

450 4.0 4.8 4.5 

500 4.2 4.8 4.6 

550 4.5 5.2 4.9 

600 4.9 5.5 5.2 

650 5.4 5.8 5.6 

700 5.7 6.2 6.0 

750 6.1 6.5 6.3 

800 6.4 6.8 6.6 

850 6.6 7.0 6.8 

900 6.6 7.0 6.9 

950 6.5 6.9 6.8 

1000 6.3 6.7 6.6 

1100 6.0 6.3 6.2 

1200 5.9 6.0 5.9 

1300 5.8 6.2 6.0 

1400 6.2 6.7 6.5 

1500 6.8 7.4 7.2 

高度
(m)

冬季



4-17 

 

 

注）3時間毎に観測した計40データの平均値である。 

図4-1-7 上空の風速の鉛直分布 

  

0

500

1000

1500

0 5 10

高
度

[m
]

風速 [m/s]

昼間

夜間

全日
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(ｴ) 鉛直気温 

上空の気温の鉛直分布を表 4-1-11、図 4-1-8 に示す。 

年間を通じて、昼間は日射により地面付近が温められることから、高度が上昇するに従い気

温が低下する鉛直分布となった。 

 

表4-1-11 上空の気温の鉛直分布 

 

 

 

 

 

 

0時 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時

1.5 6.6 5.5 5.2 6.7 10.1 10.4 8.6 6.8

50 6.2 5.5 5.1 5.6 8.1 8.4 7.8 6.6

100 6.0 5.7 5.3 5.2 7.6 8.0 7.4 6.5

150 5.6 5.6 5.2 5.0 7.0 7.5 7.0 6.1

200 5.5 5.4 5.3 5.0 6.5 7.1 6.7 5.8

250 5.2 5.2 5.1 5.2 6.1 6.7 6.4 5.5

300 5.0 4.9 4.9 4.8 6.0 6.3 6.2 5.2

350 4.7 4.7 4.6 4.5 5.6 5.9 5.8 4.8

400 4.4 4.4 4.3 4.4 5.3 5.5 5.4 4.6

450 4.1 4.2 4.2 4.1 5.1 5.2 5.1 4.3

500 3.7 3.9 3.9 3.8 4.6 4.9 4.7 4.0

550 3.4 3.5 3.5 3.7 4.3 4.6 4.3 3.6

600 3.1 3.1 3.2 3.3 3.8 4.1 4.1 3.4

650 2.8 2.7 2.9 2.9 3.5 3.8 3.7 3.1

700 2.6 2.6 2.6 2.5 3.1 3.5 3.5 2.8

750 2.3 2.3 2.3 2.1 2.9 3.2 3.4 2.5

800 2.0 2.1 2.0 1.7 2.5 2.8 3.1 2.2

850 1.8 2.0 1.7 1.4 2.1 2.4 2.7 2.1

900 1.6 2.0 1.5 1.1 1.7 2.0 2.4 2.0

950 1.3 1.9 1.3 0.9 1.3 1.6 2.0 1.7

1000 1.0 1.6 1.1 0.7 0.9 1.2 1.6 1.7

1100 0.4 1.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.8 0.9

1200 0.3 0.4 - 0.2 - 0.2 - 0.6 - 0.3 0.1 0.2

1300 0.0 - 0.1 - 0.6 - 0.8 - 1.1 - 0.8 - 0.4 - 0.5

1400 - 0.5 - 0.4 - 0.9 - 1.5 - 0.6 - 1.0 - 1.0 - 1.1

1500 - 1.0 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 0.8 - 1.1 - 1.2 - 1.1

:夜間

高度
[m]

冬季/気温 (℃)
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図 4-1-8 上空の気温の鉛直分布 

 

 

 

(ｵ) 逆転層 

鉛直気温の調査結果に基づき、図 4-1-9 に示す方法により逆転層の区分別出現頻度を整理し

た。 

逆転層の指定高度は 100m に設定して、下層逆転、上層逆転、全層・二段逆転に分類し、出現

回数を集計した。 

逆転層の区分ごとの出現状況を表 4-1-12 に示す。 

逆転層は全日で逆転なしが 50.0％、上層逆転が 25.0％、下層逆転、全層・二段逆転がともに

12.5％であった。 

 

0

500

1000

1500

-5 0 5 10 15

高
度

[m
]

気温 [℃]

0時 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
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時間 
昼間 冬季(9:00、12:00、15:00) 

夜間 冬季（18:00、21:00、24:00、3:00、6:00) 

逆転層 

下層逆転 逆転層が指定高度（100m）より低い場合 

上層逆転 逆転層が指定高度（100m）より高い場合 

全層逆転 逆転層が指定高度（100m）をまたぐ場合 

二段逆転 逆転層が指定高度（100m）の上と下にある場合 

逆転なし 上記のいずれにも該当しない場合 

注1：逆転層区分の指定高度は100 mとして、逆転層が指定高度より低い場合を下層逆転、指定高度をまたぐ場合

を全層逆転、指定高度より高い場合を上層逆転、区分高度の上と下にあるものを二段逆転として集計した。 

注2：上限高度は500 mに設定し、これより高い高度において観測された逆転層は｢逆転なし｣に区分した。 

注3：温度差が0.1℃以下の場合は有意のある温度差と認めない。 

図4-1-9 逆転層の区分 

 

 

表4-1-12 逆転層区分出現状況 

 

 

  

回数 頻度(%)

下層逆転 0 0.0

全層・二段逆転 0 0.0

上層逆転 5 33.3

逆転なし 10 66.7

下層逆転 5 20.0

全層・二段逆転 5 20.0

上層逆転 5 20.0

逆転なし 10 40.0

下層逆転 5 12.5

全層・二段逆転 5 12.5

上層逆転 10 25.0

逆転なし 20 50.0

昼間

夜間

全日

逆転層区分
冬季
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(ｶ) 一般環境 

ｱ. 二酸化硫黄 

二酸化硫黄の調査結果を表 4-1-13 に、期間平均値の推移を図 4-1-10 に示す。 

二酸化硫黄の年間平均値は、0.002ppm であった。各季別の日平均値の最大値は、環境基準

0.04ppm に対して 0.001～0.003ppm、1 時間値の最大値は、環境基準 0.10ppm に対して 0.004～

0.014ppm であり環境基準を満足していた。 

 

表4-1-13 二酸化硫黄（SO2）の調査結果 

単位：ppm 

調査地点 項  目 秋季 冬季 春季 夏季 年間 環境基準 

桜公園 

日平均値の最大値 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 日平均値 

0.04ppm 以下 環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ 

1 時間値の最大値 0.004 0.004 0.006 0.014 0.014 1 時間値 

0.10ppm 以下 環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ 

注）1.期間平均値：測定期間における1時間値の平均値である。 

  2.環境基準適否欄の○は環境基準を満足していることを、×は環境基準を超過したことを示す。 

 

 

図4-1-10 二酸化硫黄（SO2）の期間平均値の推移（一般環境）  
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ｲ. 二酸化窒素 

二酸化窒素の調査結果を表 4-1-14 に、期間平均値の推移を図 4-1-11 に示す。 

二酸化窒素の年間平均値は、0.015ppm であった。各季別の日平均値の最大値は、0.012～

0.033ppm であり、環境基準の 0.04～0.06ppm のゾーン内またはそれ以下を満足していた。 

 

表4-1-14 二酸化窒素（NO2）の調査結果 

単位：ppm 

調査地点 項  目 秋季 冬季 春季 夏季 年間 環境基準 

桜公園 

期間平均値 0.017 0.018 0.014 0.010 0.015 － 

日平均値の最大値 0.030 0.033 0.023 0.012 0.033 日平均値 

0.04ppm～0.06ppm のゾ

ーン内またはそれ以下 環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ 

1 時間値の最大値 0.041 0.059 0.058 0.030 0.059 － 

注）1.期間平均値：測定期間における1時間値の平均値である。 

  2.環境基準適否欄の○は環境基準を満足していることを、×は環境基準を超過したことを示す。 

 
 

 

図4-1-11 二酸化窒素（NO2）の期間平均値の推移（一般環境） 

 

 

ｳ. 窒素酸化物 

一酸化窒素及び窒素酸化物の調査結果をそれぞれ表 4-1-15 及び表 4-1-16 に、期間平均値の

推移をそれぞれ図 4-1-12 及び図 4-1-13 に示す。 

一酸化窒素の年間平均値は0.003ppmであった。また、窒素酸化物の年間平均値は0.018ppmで

あった。 
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表4-1-15 一酸化窒素（NO）の調査結果 

単位：ppm 

調査地点 項  目 秋季 冬季 春季 夏季 年間 

桜公園 

期間平均値 0.003 0.004 0.002 0.004 0.003 

日平均値の最大値 0.004 0.010 0.003 0.005 0.010 

1 時間値の最大値 0.011 0.039 0.010 0.019 0.039 

注）期間平均値：測定期間における1時間値の平均値である。 

 

 

 

図4-1-12 一酸化窒素（NO）の期間平均値の推移（一般環境） 
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表4-1-16 窒素酸化物（NOx）の調査結果 

単位：ppm 

調査地点 項  目 秋季 冬季 春季 夏季 年間 

桜公園 

期間平均値 0.019 0.022 0.016 0.014 0.018 

日平均値の最大値 0.035 0.043 0.026 0.016 0.043 

1 時間値の最大値 0.045 0.098 0.065 0.033 0.098 

NO2/NOx 比 89.5％ 81.8％ 87.5％ 71.4％ 83.3％ 

注）1.期間平均値：測定期間における1時間値の平均値である。 

  2.NO2/NOx比：NOx中のNO2の割合を示す。 

 

 

 

図4-1-13 窒素酸化物（NOx）の期間平均値の推移（一般環境） 
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ｴ. 浮遊粒粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果を表 4-1-17 に、期間平均値の推移を図 4-1-14 に示す。 

浮遊粒子状物質の年間平均値は、0.021mg/m3であった。各季別の日平均値の最大値は、環境

基準0.10mg/m3に対して0.016～0.113mg/m3、1時間値の最大値は、環境基準0.20mg/m3に対して

0.024～0.146mg/m3であり、春季調査において環境基準を超過し、その他の調査期間は環境基準

を満足していた。環境基準を超過した原因は、黄砂の影響と考えられる。 

 

表4-1-17 浮遊粒子状物質（SPM）の調査結果 

単位：mg/m3 

調査地点 項  目 秋季 冬季 春季 夏季 年間 環境基準 

桜公園 

期間平均値 0.014 0.011 0.038 0.020 0.021 － 

日平均値の最大値 0.025 0.016 0.113 0.031 0.113 日平均値 

0.10mg/m3以下 環境基準適否 ○ ○ ☓ ○ ○ 

1 時間値の最大値 0.035 0.024 0.146 0.058 0.146 1 時間値 

0.20mg/m3以下 環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ 

注）1.期間平均値：測定期間における1時間値の平均値である。 

  2.環境基準適否欄の○は環境基準を満足していることを、×は環境基準を超過したことを示す。 

 

 

図4-1-14 浮遊粒子状物質（SPM）の期間平均値の推移（一般環境）  

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

秋季 冬季 春季 夏季

S
P
M
(m

g
/m

3
)

桜公園



4-26 

 

ｵ. 水銀 

水銀及びその化合物の調査結果を表 4-1-18 に、期間平均値の推移を図 4-1-15 に示す。 

水銀及びその化合物の年間平均値は、指針値0.04μg/m3に対して0.0010～0.0023μg/m3であ

り、すべての地点において指針値を満足していた。 

 

表4-1-18 水銀及びその化合物の調査結果 

調査地点 
水銀及びその化合物（μg/m3） 

指針値 
秋季 冬季 春季 夏季 年間 

桜公園 0.0018 0.0023 0.0012 0.0010 0.0016 年平均値 

0.04 μg/m3 

以下 西宮市役所 0.0020 0.0019 0.0014 0.0014 0.0017 

注）「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）」（平成15年7月 中央環境審議

会）に示された健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）として、水銀については

年平均値0.04μg-Hg/m3以下と設定されている。 

 

 

図4-1-15 水銀及びその化合物の期間平均値の推移（一般環境） 
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ｱ. 塩化水素 

塩化水素の調査結果をに示す。 

塩化水素の調査結果は、調査期間中、すべての調査地点において定量下限値未満であり、目

標環境濃度を満足していた。 

 

表4-1-19 塩化水素の調査結果 

調査地点 
塩化水素（ppm） 

目標環境濃度 
秋季 冬季 春季 夏季 年間 

桜公園 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
0.02 ppm 以下 

西宮市役所 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

注）塩化水素については、環境基準が定められていないため、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排 出

基準の改定等について」（昭和52年度6月16日 環大規136号）の中で提示されている「塩化水素の目標環

境濃度1時間値0.02ppm」を適用した。 

 

 

ｲ. ダイオキシン類 

ダイオキシン類の調査結果を表 4-1-20 に、期間平均値の推移を図 4-1-16 に示す。 

ダイオキシン類の年間平均値は、環境基準0.6pg-TEQ/m3に対して0.0084pg-TEQ/m3であり、環

境基準を満足していた。 

 

表4-1-20 ダイオキシン類の調査結果 

調査地点 
ダイオキシン類（pg- TEQ/m3） 

環境基準 
冬季 春季 夏季 秋季 年間 

桜公園 0.0050 0.013 0.0062 0.0093 0.0084 

年平均値 

0.6 pg-TEQ/m3 

以下 

 

 

図4-1-16 ダイオキシン類の期間平均値の推移（一般環境）  
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4-1-2 煙突排ガスの排出に伴うの予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

煙突排ガスによる影響の予測は、年間の平均的な影響を予測する長期平均濃度(年平均値)予

測と、高濃度出現条件下における短期的な影響を予測する短期濃度(1 時間値)予測を行った。 

予測項目を表 4-1-21に示す。 

長期平均濃度の予測、短期濃度予測ともに、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、水

銀、塩化水素、ダイオキシン類を対象とした。 

 

表4-1-21 予測項目 

項目 
二酸化 

硫黄 

二酸化 

窒素 

浮遊粒子 

状物質 
水銀 塩化水素 

ダイオキ 

シン類 

長期平均 

濃度予測 
○ ○ ○ ○ ◯ ○ 

短  期 

濃度予測 
○ ○ ○ ◯ ○ ◯ 

 

 

 

(2) 予測地域 

予測地域は、建設予定地の周辺地域において煙突排ガスの拡散による影響が把握できる地点

（最大着地濃度が出現する地点を含む）の範囲とした。予測地点は、大気質の現地調査地点及

び最大着地濃度が出現する地点とした。 

 

(3) 予測方法 

① 長期平均濃度予測 

長期平均濃度予測は、年間の平均的な影響について行った。 

長期平均濃度予測の予測手順を図 4-1-17 に示す。 
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図4-1-17 長期平均濃度の予測手順 
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(ｱ) 予測式 

長期平均濃度予測は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環境省）に基

づき、有風時、弱風時（風速が 0.5m/s 以上の場合）についてはプルーム式を、無風時（風速が

0.5m/s 未満の場合）についてはパフ式を用いた。 

 

【プルーム式：風速0.5m/s以上の場合】 

� = ��2� ∙ �	 ∙ �
 ∙ � �� �− ��2�	�� ��� �− �� − ����2�
� � + �� �− �� + ����2�
� �� ∙ 10� 
ここで、   � 

   
  � 
  � 
  �� 
  � 
  �� 
 �	 ∙ �
 

：計算点の濃度（ppm又はmg/m3） 

：計算点の  座標（m） 

：計算点の � 座標（m） 

：計算点の � 座標（m） 

：排出強度（m3N/s又はkg/s） 

：風速（m/s） 

：有効煙突高（m） 

：水平 ���、鉛直 ��� 方向の拡散幅（m） 

 

【パフ式：風速0.5m/s未満の場合】 

� = ���2�� /� ∙ " # 1$� + %�"� ��� − ��� + 1$� + %�"� ��� − ���& ∙ 10� 
ここで、   � 

  $ 
  � 
  �� 
  � 
  �� 
 % 、" 

：計算点の濃度（ppm又はmg/m3） 

：点煙源と計算点の水平距離（m） 

：計算点の � 座標（m） 

：排出強度（m3N/s又はkg/s） 

：風速（m/s） 

：有効煙突高（m） 

：拡散パラメータ 
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(ｲ) 拡散パラメータ 

有風時の拡散パラメータは、表 4-1-22 に示すパスキル・ギフォード図の近似式を使用した。

なお、パスキル・ギフォード図の水平方向拡散幅�	 は、3 分間値であることから、評価時間に

応じた補正を行った。 

無風時の水平方向及び鉛直方向の拡散パラメータは、表 4-1-23 に示すパスキルの大気安定度

分類に対応した拡散パラメータを使用した。 

 

表4-1-22 有風時の拡散パラメータ（パスキル・ギフォード図の近似式） �	�� = "	 ∙ () 
大気安定度 %	 "	 風下距離 （m） 

Ａ 
0.901 

0.851 

0.426  

0.602 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｂ 
0.914 

0.865 

0.282  

0.396 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｃ 
0.924 

0.885 

0.1772 

0.232 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｄ 
0.929 

0.889 

0.1107 

0.1467 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｅ 
0.921 

0.897 

0.0864 

0.1019 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｆ 
0.929 

0.889 

0.0554 

0.0733 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

Ｇ 
0.921 

0.896 

0.0380 

0.0452 

0 

1，000 

～

～

1,000 

 

 �
�� = "
 ∙ (* 
大気安定度 %
 "
 風下距離 （m） 

Ａ 

1.122 

1.514 

2.109 

0.0800 

0.00855 

0.000212 

0 

300 

500 

～ 

～ 

～ 

   300 

   500 

 

Ｂ 
0.964 

1.094 

0.1272 

0.0570 

0 

500 

～ 

～ 

   500 

 

Ｃ 0.918 0.1068 0 ～  

Ｄ 

0.826 

0.632 

0.555 

0.1046 

0.400 

0.811 

0 

1,000 

10,000 

～ 

～ 

～ 

 1,000 

10,000 

 

Ｅ 

0.788 

0.565 

0.415 

0.0928 

0.433 

1.732 

0 

1,000 

10,000 

～ 

～ 

～ 

 1,000 

10,000 

 

Ｆ 

0.784 

0.526 

0.323 

0.0621 

0.370 

2.41 

0 

1,000 

10,000 

～ 

～ 

～ 

 1,000 

10,000 

 

Ｇ 

0.794 

0.637 

0.431 

0.222 

0.0373 

0.1105 

0.529 

3.62 

0 

1,000 

2,000 

10,000 

～ 

～ 

～ 

～ 

 1,000 

 2,000 

10,000 

 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成12年、公害研究対策センター） 
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表4-1-23 無風時の拡散パラメータ 

大気安定度 % " 
Ａ 0.948 1.569 

Ｂ 0.781 0.474 

Ｃ 0.635 0.208 

Ｄ 0.470 0.113 

Ｅ 0.439 0.067 

Ｆ 0.439 0.048 

Ｇ 0.439 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成12年、公害研究対策センター） 

 

【水平方向拡散幅 �	 の補正】 

   �	 = �	� + ,,-./
 

ここで、   �	 
  �	� 
  0 
  0� 
  1 

：評価時間 0 に対する水平方向拡散幅（m） 

：パスキル・ギフォード近似関数から求めた水平方向拡散幅（m） 

：評価時間（60分） 

：パスキル・ギフォード図の評価時間（3分） 

：べき指数（0.2～0.5） 

  ※べき指数は0.2が最も安全側になるため0.2とする 

 

 

(ｳ) 年平均濃度の算出 

拡散式により求めた計算結果は、以下の式により重合して年平均濃度（長期平均濃度）を求

めた。 

【重合計算式】 

� = 2 2 2 �345 ∙ 6345 + 2 �′5 ∙ 65 + �8
�
5

�
5

9
4

:
3  

ここで、   � 
  � 
  �′ 
  �8 
  6 
  ; 
  <  
  = 

：年平均濃度（ppm又はmg/m3） 

：有風時の1時間濃度（ppm又はmg/m3） 

：無風時の1時間濃度（ppm又はmg/m3） 

：バックグラウンド濃度（ppm又はmg/m3） 

：出現確率 

：風向［Mは風向分類数］ 

：風速階級［Nは有風時の風速階級数］ 

：大気安定度［Pは大気安定度分類数］ 
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(ｴ) 年平均濃度の算出 

有効煙突高 He は、実煙突高�>に排出ガスの上昇高 ∆� を加えた高さであり、次式で表され

る。 

   �� = �> + ∆� 

排出ガスの上昇高∆�は以下の式により求めた。なお、弱風時（0.5m/s 以上 1m/s 未満）につ

いては、CONCAWE 式と Briggs 式で求めた上昇高さを線形内挿して求めた値を用いた。 

 

【有風時（CONCAWE式）】 

  ∆� = 0.175 ∙ �CD/� ∙ �E /F 
ここで、   ∆� 

  �C 
  � 

：排ガス上昇高（m） 

：排出熱量（cal/s） 

：煙突頭頂部における風速（m/s） 

 

  �C = G ∙ �� ∙ � ∙ ∆H 
ここで、   G 

  �� 
  � 

  ∆H 
：0℃における排ガス密度（1.293×103 g/m3） 

：定圧比熱（0.24 cal/K/g） 

：単位時間あたりの排ガス量（m3N/s） 

：排ガス温度（HI）と気温との温度差（HI－15℃） 

 

【無風時（Briggs式）】 

  ∆� = 1.4 ∙ �CD/F ∙ �KL/K��E /M 
ここで、   ∆� 

  �C 
 KL/K� 

：排ガス上昇高（m） 

：排出熱量（cal/s） 

：温位勾配（℃/m）（昼間：0.003、夜間：0.010） 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年、公害研究対策センター） 

   「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和61年、社団法人全国都市清掃会議） 
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② 短期濃度予測 

短期濃度（1 時間値）予測は、高濃度が生じる条件として、不安定時（高濃度が出現する気

象条件）、逆転層発生時、ダウンウォッシュ時（煙突本体による影響）、ダウンドラフト時

（建物による影響）を対象として行った。以下に各高濃度条件の計算に用いた予測式を示す。 

短期濃度予測の予測手順を図 4-1-18 に示す。 

 

 

 

図4-1-18 短期濃度の予測手順 
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塩化水素、ダイオキシン類 

排出ガス発生源の排出強度 

汚染物質排出量 

排出ガス発生源の位置、煙突高 
上層気象調査 

気象条件の設定 

・大気安定度不安定時 

・上層逆転層出現時 

気象条件の設定 

・一般的な気象条件 

・ダウンウォッシュ発生時 

・ダウンドラフト発生時 

 

大気質調査 

バックグラウンド濃度 
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(ｱ) 不安定時 

不安定時は、長期平均濃度予測と同様の予測式（プルーム式）を用いた。 

 

(ｲ) 逆転層発生時 

逆転層発生時は、次式を用い計算した。なお、混合層高度 N は有効煙突高 �� とした。 

 

 

� = �2���	�
 2 ��� �− �� − �� + 2ON��2�� � + �� �− �� + �� + 2ON��2�� �� 
PQE  

ここで、   � 

   
  � 
  � 
  �� 
  � 
  �� 
 �	 ∙ �
 
 N 
 O 

：計算点の濃度（ppm又はmg/m3） 

：計算点の  座標（m） 

：計算点の � 座標（m） 

：計算点の � 座標（m） 

：排出強度（m3N/s又はkg/s） 

：煙突頭頂部における風速（m/s） 

：有効煙突高（m） 

：水平 ���、鉛直 ��� 方向の拡散幅（m） 

：混合層高度（Lid）（m） 

：Lidによる反射回数（3回） 

 

(ｳ) ダウンウォッシュ時 

ダウンウォッシュ時は、長期平均濃度予測と同様の予測式（プルーム式）を用いた。 

ただし、排ガスの上昇高さ ∆� は 0m とし、実煙突高 �> を有効煙突高 �� として計算した。 

 

(ｴ) ダウンドラフト時 

ダウンドラフト時は、ダウンウォッシュ時と同様に、長期平均濃度と同じ予測式（プルーム

式）を用い、実煙突高 �> を有効煙突高 �� として計算した。ただし、鉛直方向拡散幅 �
 と
水平方向拡散幅 �	 は以下の式により計算した。 
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【鉛直方向拡散幅 �
 】 

   R  < 3NU           �
 = 0.7NU                3NU ≦  ≦ 10NU    �
 = 0.7NU + 0.067� − 3NU� > 10NU          �
 = "
� + >�(*           
 

【水平方向拡散幅 �	 】 

  �>/�U > 1.2 の場合 

   �	 = "	��() 
  �>/�U≦1.2 の場合 

   R  < 3NU           �
 = 0.35NU′               3NU ≦  ≦ 10NU    �
 = 0.35NU′ + 0.067� − 3NU� > 10NU          �
 = "
� + >′�(*             
ここで、   �> 

  � U  
  NU 
  NU′ 
  YU 
   
  > 
 

 

  >′ 
 

 

  %
 , "
 
  %	 , "	 

：実煙突高（m） 

：建物高さ（m） 

：建物高さと幅の小さい方（m） 

：YU < 10�U ならば YU 、YU ≧ 10�U ならば � U （m） 

：建物幅（m） 

：風下距離（m） 

：仮想煙源までの距離（m） 

（パスキル・ギフォード線図で �
 = 1.169NU となる風下距離と 10�U 
との差） 

：仮想煙源までの距離（m） 

（パスキル・ギフォード線図で �	 = 0.35NU] + 0.469NU となる風下距離

と 10�U との差） 

：鉛直方向拡散幅に関するパラメータ（表4-1-22参照。） 

：水平方向拡散幅に関するパラメータ（表4-1-22参照。） 
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(4) 予測条件 

① 煙突の排出諸元 

煙突からの排ガス量、汚染物質排出量等の排出諸元を表 4-1-24 に示す。 

排ガス量は、最も排出量の大きい条件を設定し、大気汚染物質の排出濃度は、自主基準値を

設定した。なお、予測においては、予測項目と排出ガス濃度の名称が異なる硫黄酸化物は全て

二酸化硫黄に、ばいじんは全て浮遊粒子状物質として取り扱った。硫黄酸化物には、二酸化硫

黄以外の硫黄酸化物、ばいじんには浮遊粒子状物質以外の粒子状物質が含まれています。 

 

表4-1-24 新焼却施設の発生源条件（1炉当たり） 

項目 設定条件 

煙突高 59.5m 

煙突直径 0.95m 

排ガス温度 155℃ 

吐出速度 28m/s 

酸素濃度 5.8％ 

湿り排ガス量 53,200m3N/h 

乾き排ガス量 43,200m3N/h 

稼働日数 280日 

稼働時間 24時間 

排 

出 

ガ 

ス 

濃 

度 

硫黄酸化物 15ppm 

窒素酸化物 45ppm 

ばいじん 0.01g/m3N 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N 

塩化水素 25ppm 

水銀 30μg/m3N 

注）1.メーカー資料より設定した。 

    2.排出ガスガス濃度は、自主基準とした。 

     3.焼却施設の稼働日数は、点検・整備等の休止日を考慮し、年間280日で

あるが、予測は年間365日稼働する条件とした。 
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② 気象条件 

(ｱ) 長期平均濃度予測 

建設予定地及びその周辺において現地測定した気象観測データにより、パスキルの安定度分

類に従って求められた風向別・風速階級別・大気安定度別出現頻度を用いた。 

 

ｱ. 排出源高さの風速の推定 

煙源高さにおける風速は、地上風速から以下のべき法則により算出した。べき指数は表 4-

1-25 に示すとおりである。煙源高さの風速は表 4-1-26 に示す階級に区分し、大気安定度別、

風速階級別出現頻度を算出した。 

 


̂ = _̂ ` aabc�
 

ここで、   ^d 
  _̂ 
  a 
  a_ 
  e 

：煙源高さの風速（m/s） 

：気象観測高さの風速（m/s） 

：煙源高さ（59.5m） 

：気象観測高さ（m） 

：べき指数（表4-1-25参照。） 

 

表4-1-25 大気安定度とべき指数の関係 

大気安定度 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ，Ｇ 

べき指数（e） 0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年、公害研究対策センター） 

 

表4-1-26 風速階級区分 

区分 風速範囲（m/s） 代表風速（m/s） 

無風時 0.0 ～ 0.4 0.0 

弱風時 0.5 ～ 0.9 0.7 

有風時 

1.0 ～ 1.9 1.5 

2.0 ～ 2.9 2.5 

3.0 ～ 3.9 3.5 

4.0 ～ 5.9 5.0 

6.0 ～ 7.9 7.0 

8.0 ～ 10.0 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成12年、公害研究対策センター） 
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ｲ. 排出源高さの風速の推定 

大気安定度は、現地調査による風速、既存調査による日射量及び放射収支量を用いて、表 4-

1-27 に示す大気安定度分類表に従い求めた。 

大気安定度の年間の階級別出現頻度を表 4-1-28 に示す。大気安定度の出現頻度は、中立のＤ

が約 33％と最も多く、次いで安定のＦが約 23％となっている。 

 

表4-1-27 大気安定度分類表 

風速

（U） 

m/s 

日射量（T）kW/m2 放射収支量（Q）kW/m2 

T≧0.60 
0.60＞T≧

0.30 

0.30＞T 

≧0.15 
0.15＞T Q≧-0.020 

-0.020＞ 

Q≧-00040 
-0.040＞Q 

  u<2 Ａ Ａ-Ｂ Ｂ Ｄ Ｄ Ｇ Ｇ 

 2≦u＜3 Ａ-Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ Ｆ 

 3≦u＜4 Ｂ Ｂ-Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｅ 

 4≦u＜6 Ｃ Ｃ-Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

 6≦u Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

注）表中の大気安定度の分類は以下のとおりである。 

   Ａ：強不安定、Ｂ：並不安定、Ｃ：弱不安定、Ｄ：中立、Ｅ：弱安定、Ｆ：並安定、Ｇ：強安定 

   Ａ－Ｂ、Ｂ-Ｃ、Ｃ-Ｄはそれぞれの中間の状態を示す。 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年、公害研究対策センター） 

 

 

表4-1-28 大気安定度出現頻度 

 
注）1.Ddは日中のD、Dnは夜間のDを表す。 

  2.合計は四捨五入の関係で100％とならないことがある。 

 

  

単位[％]

風速階級[m/s]＼安定度 A A-B B B-C C C-D Dd Dn E F G 全安定度

CALM（0.4以下） 0.1 0.6 0.5 - - - 0.8 - - 5.2 - 7.1 

0.5～0.9 0.3 1.0 0.6 - - - 0.8 - - 4.3 - 6.8 

1.5～1.9 1.3 2.9 2.0 - - - 1.9 - - 13.3 - 21.4 

2.0～2.9 - 2.1 3.5 - 2.2 - 2.3 - 14.6 - - 24.7 

3.0～3.9 - - 2.3 2.3 1.5 - 1.5 8.8 - - - 16.4 

4.0～5.9 - - - - 3.0 2.6 3.4 8.8 - - - 17.8 

6.0以上 - - - - 1.0 - 2.4 2.3 - - - 5.7 

全風速階級頻度 1.6 6.6 8.8 2.3 7.6 2.6 13.0 20.0 14.6 22.9 0.0 100.0 

期間：2023年9月 ～ 2024年8月 
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(ｲ) 短期濃度予測 

 短期的に高濃度が生じる可能性がある以下の条件を対象に予測を行った。 

 

ｱ. 大気安定度不安定時 

大気が不安定になると、大気の混合が進み、大気汚染物質の濃度が高くなる可能性がある。

風速と大気安定度の組み合わせにより、最も高濃度が出現する気象条件を抽出して予測を行っ

た。なお、大気安定度Ａが出現する頻度は、表 4-1-28 に示した大気安定度の調査結果より、全

体の約 2％である。 

 

ｲ. 逆転層発生時 

煙突の上空に安定層（逆転層）が存在する場合、その下で排出された大気汚染物質は逆転層

より上方への拡散が抑えられて、地表付近に高濃度が生じる可能性がある。風速と大気安定度

の組み合わせにより、最も高濃度が出現する気象条件を抽出して予測を行った。 

 

ｳ. ダウンウォッシュ 

風速が吐出速度の約 1/1.5 倍以上になると、煙突下流側の渦に煙が巻き込まれる現象（ダウ

ンウォッシュ）が発生して、地表付近に高濃度が生じる可能性がある。 

発生源条件から、吐出速度は 28m/s であることから、1/1.5 倍以上になる風速は 18.7m/s 以

上であり、この風速以上の頻度（ダウンウォッシュが発生する頻度）は表 4-1-28 により、全体

の約 5.7％である。 

 

ｴ. 建物によるダウンドラフト 

煙突実高さが煙突近くの建物高さの約 2.5 倍以下になると、排出ガスが周辺の建物の空気力

学的影響による渦の中に取り込まれ、地表面付近が高濃度になる可能性がある。 

ダウンドラフトが発生する頻度は、ダウンウォッシュと同様で、全体の約 5.7％である。 
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(ｳ) バックグラウンド濃度の設定 

ｱ. 長期平均濃度予測 

長期平均濃度予測（年平均値予測）に用いるバックグラウンド濃度は、建建設予定地周辺で

実施した年平均値の最大値とし、二酸化硫黄は 0.002ppm、二酸化窒素 0.0015ppm、浮遊粒子状

物質は 0.021mg/m3、水銀は 0.0017μg/m3、塩化水素は 0.001ppm、ダイオキシン類は 0.0084pg-

TEQ/m3とした。 

バックグラウンド濃度の設定を表 4-1-29 に示す。 

 

表4-1-29 バックグラウンド濃度の設定（長期平均濃度予測） 

項目 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

二酸化硫黄（ppm） 0.002 

二酸化窒素（ppm） 0.015 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.021 

水銀（μg/m3） 0.0017 

塩化水素（ppm） 0.001 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.0084 

注）バックグラウンド濃度は、予測地域における現況の濃度であり、

既存焼却施設からの寄与分を含んでいる。 

 

ｲ. 短期濃度予測 

短期濃度予測（年平均値予測）に用いるバックグラウンド濃度は、建建設予定地周辺で実施

した 1時間値の最大値とし、二酸化硫黄は 0.014ppm、二酸化窒素 0.059ppm、浮遊粒子状物質は

0.146mg/m3 とし、塩化水素は建設予定地周辺で実施した日平均の 0.001ppm、水銀、ダイオキシ

ン類は建設予定地周辺で実施した年平均値の最大値で水銀は 0.0017μg/m3、ダイオキシン類は

0.0084pg-TEQ/m3とした。 

バックグラウンド濃度の設定を表 4-1-30 に示す。 
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表4-1-30 バックグラウンド濃度の設定（短期濃度予測） 

項目 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

二酸化硫黄（ppm） 0.014 

二酸化窒素（ppm） 0.059 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.146 

水銀（μg/m3） 0.0017 

塩化水素（ppm） 0.001 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.0084 

注）バックグラウンド濃度は、予測地域における現況の濃度であり、

既存焼却施設からの寄与分を含んでいる。 
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(ｴ) NOxからNO2への変換 

NOx から NO2への変換式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、

国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される以下の式を用いた。 

 

 [NO2]R＝0.0714[NOx]R
0.438(1－[NOx]BG/[NOx]T)

0.801 

ここで、  [NOx]R  [NO2]R  [NOx]BG  [NOx]T 
：窒素酸化物の寄与濃度（ppm） 

：二酸化窒素の寄与濃度（ppm） 

：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と寄与濃度の合計値（ppm） 

 （[NOx]T＝[NOx]R＋[NOx]BG） 

 

(ｵ) 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

予測結果は、年平均値で求められるが、環境基準との整合性を検証するため、二酸化硫黄

（SO2）、浮遊粒子状物質（SPM）の場合は、日平均値の 2％除外値に、二酸化窒素（NO2）の場

合は、日平均値の 98％値に変換する必要がある。 

年平均値から日平均値の年間 98％値及び 2％除外値への変換式は、「道路環境影響評価の技

術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土交通省国土総合政策研究所）に示される以下の

式を用いた。 

 

[SO2日平均値の2％除外値]＝a([SO2]BG+[SO2]R)+b 

              a＝1.9133－0.0066・exp(-[SO2]R/[SO2]BG) 

              b＝0.00022＋0.00104・exp(-[SO2]R/[SO2]BG) 

[NO2日平均値の年間98％値]＝a([NO2]BG+[NO2]R)＋b 

              a＝1.34＋0.11・exp(－[NO2]R／[NO2]BG) 

              b＝0.0070＋0.0012・exp(－[NO2]R／[NO2]BG) 

[SPM日平均値の2％除外値]＝a([SPM]BG＋[SPM]R)＋b 

              a＝1.71＋0.37・exp(－[SPM]R／[SPM]BG) 

              b＝0.0063＋0.0014・exp(－[SPM]R／[SPM]BG) 

  ここで、[SO2]R ：二酸化硫黄の寄与濃度の年平均値（ppm） 

      [SO2]BG：二酸化硫黄のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm） 

      [NO2]R  :二酸化窒素の寄与濃度の年平均値（ppm） 

      [NO2]BG：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm） 

      [SPM]R ：浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

      [SPM]BG：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 
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(5) 予測結果 

① 長期平均濃度（年平均値）予測結果 

新焼却施設の稼働に伴い煙突から排出する大気汚染物質（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒

子状物質、水銀、ダイオキシン類）の長期平均濃度予測結果を表 4-1-31～表 4-1-36 に、寄与

濃度分布を図 4-1-19～図 4-1-22 に示す。 

最大着地濃度は、二酸化硫黄の「日平均値の 2％除外値」が 0.0051ppm、二酸化窒素の「日平

均値の年間 98％値」が 0.0155ppm、浮遊粒子状物質の「日平均値の 2％除外値」が 0.0514mg/m3、

水銀の年平均値が 1.84ng/m3、塩化水素の年平均値が 0.00121ppm、ダイオキシン類の年平均値

が 0.00885pg-TEQ/m3と予測される。 

予測の結果、現地調査地点では新焼却施設の煙突排ガスによる影響は殆どない。 

 

表4-1-31 煙突排ガスによる二酸化硫黄の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（ppm） 日平均値の 

2％除外値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 0.002 0.000018 0.002018 0.0050 
日平均値の2％

除外値 

0.04ppm 

以下 
最大着地濃度出

現地点 
0.002 0.000047 0.002047 0.0051 

注）1.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  2.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

 

表4-1-32 煙突排ガスによる二酸化窒素の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（ppm） 日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 0.015 0.00001 0.01501 0.0154 
日平均値の年間

98％値 

0.04～0.06ppm 

のゾーン内 

またはそれ以下 
最大着地濃度出現地点 0.015 0.00004 0.01504 0.0155 

注）1.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  2.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

 

表4-1-33 煙突排ガスによる浮遊粒子状物質の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（mg/m3） 日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 0.021 0.000018 0.021018 0.0514 
日平均値の

2％除外値 

0.10mg/m3 

以下 
最大着地濃度出現地点 0.021 0.000045 0.021045 0.0514 

注）1.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  2.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 



4-45 

 

 

表4-1-34 煙突排ガスによる水銀の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（ng/m3） 

指針値 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 1.7 0.05 1.75 
年平均値 

40ng/m3 

（0.04μg/m3） 

以下 
最大着地濃度出現地点 1.7 0.14 1.84 

注）1.バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年間の期間平均値）の最大値である西

宮市亜役所の値であり、既存焼却施設からの寄与分を含んでいる。 

  2.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  3.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

 

表4-1-35 煙突排ガスによる塩化水素の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（ppm） 
目標 

環境濃度 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 0.001 0.00008 0.00108 年平均値 

0.02ppm 

以下 最大着地濃度出現地点 0.001 0.00021 0.00121 

注）1.バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年間の期間平均値）の最大値であ

り、既存焼却施設からの寄与分を含んでいる。 

  2.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  3.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  4.目標環境濃度は、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について」（昭和5年、環大

規第136号）で、日本産業衛生学会「許容限度に関する委員会報告」に示された労働環境濃度を参考とし

て目標環境濃度を0.02ppmとしている。 

 

 

表4-1-36 煙突排ガスによるダイオキシン類の予測結果（長期濃度：年平均値） 

予測地点 

年平均値（pg-TEQ/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

桜公園 0.0084 0.00018 0.00858 
年平均値 

0.6pg-TEQ/m3以下 
最大着地濃度出現地点 0.0084 0.00045 0.00885 

注）1.バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年間の期間平均値）の最大値であり、既

存焼却施設からの寄与分を含んでいる。 

  2.寄与濃度は、表4-1-29に示した条件により計算した焼却進施設の煙突排ガス濃度である。 

  3.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 
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図4-1-19 二酸化硫黄の寄与濃度分布図（年平均値） 

 

最大着地濃度：0.000047ppm 

最大着地地点 
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図4-1-20 二酸化窒素の寄与濃度分布図（年平均値） 

最大着地地点 

最大着地濃度：0.00004ppm 
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図4-1-21 浮遊粒子状物質の寄与濃度分布図（年平均値） 

 

最大着地地点 

最大着地濃度：0.000045mg/m3 
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図4-1-22 水銀の寄与濃度分布図（年平均値） 

最大着地地点 

最大着地濃度：0.14ng/m3 
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図4-1-23 塩化水素の寄与濃度分布図（年平均値） 

 

最大着地地点 

最大着地濃度：0.00021ppm 
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図4-1-24 ダイオキシン類の寄与濃度分布図（年平均値） 

最大着地地点 

最大着地濃度：0.00045pg-TEQ/m3 



4-52 

 

② 短期濃度（1時間値）予測結果 

(ｱ) 高濃度出現条件の抽出 

短期濃度予測にあたっては、大気安定度と風速の複数の組み合わせが考えられるため、各組

み合わせで最大着地濃度の予測計算を行い、最も高濃度となる気象条件の抽出を行った。抽出

結果は表 4-1-37 に示すとおりであり、大気安定度不安定時と逆転層発生時は大気安定度Ａ、風

速 1m/s、ダウンウォッシュ時は大気安定度Ｃ、風速 21.7m/s、ダウンドラフト時は大気安定度

Ｄ、風速 21.7m/s の条件時に最も高濃度となる。 

 

表4-1-37 高濃度が出現する気象条件の抽出（短期濃度） 

気象条件 検討パターン 
最大着地濃度が最も 

高濃度となる気象条件 

大気安定度不安定時 
大気安定度Ａ～Ｇと風速1～8m/sの組み

合わせ 

大気安定度Ａ 

風速1m/s 

逆転層発生時 
大気安定度Ａ 

風速1m/s 

ダウンウォッシュ時 頭頂部風速が吐出速度の約1/1.5倍以と

なる風速18.7m/s以上と、この時出現す

る可能性がある大気安定度Ｃ、Ｄ 

大気安定度Ｃ 

風速21.7m/s 

ダウンドラフト時 
大気安定度Ｄ 

風速21.7m/s 

 

(ｲ) 予測結果 

高濃度が出現する条件時における大気汚染物質（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、

塩化水素）の短期濃度予測結果を表 4-1-38～表 4-1-43 に示す。 

寄与濃度が最も高くなるのはダウンドラフト時であり、二酸化硫黄の予測濃度は 0.0165ppm、

二酸化窒素は 0.0665ppm、浮遊粒子状物質は 0.1476mg/m3、水銀は 6.70ng/m3、塩化水素は

0.0104ppm、ダイオキシン類は0.02001pg-TEQ/m3と予測される。なお、この条件下の最大着地濃

度地点は、煙突の風下 276m であった。 

  



4-53 

 

表 4-1-38 煙突排ガスによる二酸化硫黄の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 0.014 0.0011 0.0151 

1時間値 

0.1ppm 

以下 

逆転層発生時 758m 0.014 0.0022 0.0162 

ダウンウォッシュ時 664m 0.014 0.0005 0.0145 

ダウンドラフト時 276m 0.014 0.0025 0.0165 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地の結果（1時間値）の最大値であ。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 

 

 

表 4-1-39 煙突排ガスによる二酸化窒素の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（ppm） 

指針値 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 0.059 0.0033 0.0623 

1時間値 

0.1～

0.2ppm 

以下 

逆転層発生時 758m 0.059 0.0067 0.0657 

ダウンウォッシュ時 664m 0.059 0.0016 0.0606 

ダウンドラフト時 276m 0.059 0.0075 0.0665 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（1時間値）の最大

値であり、既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 

  5.指針値は、「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和53年、環大企第262号）に示されて

いる1時間曝露値である。 
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表 4-1-40 煙突排ガスによる浮遊粒子場物質の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 0.146 0.0007 0.1467 

1時間値 

0.2mg/m3 

以下 

逆転層発生時 758m 0.146 0.0015 0.1475 

ダウンウォッシュ時 664m 0.146 0.0003 0.1463 

ダウンドラフト時 276m 0.146 0.0016 0.1476 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（1時間値）の最大

値であり、既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 

 

表 4-1-41 煙突排ガスによる水銀の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（ng/m3） 

指針値 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 1.7 2.25 3.95 

年平均値 

40ng/m3 

（0.04μ

g/m3） 

以下 

逆転層発生時 758m 1.7 4.51 6.21 

ダウンウォッシュ時 664m 1.7 1.07 2.77 

ダウンドラフト時 276m 1.7 5.00 6.70 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年平均値）の最大

値であり、既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 

  5.指針値は、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）」（平成15年7月 中央

環境審議会）に示された健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）として、水銀につ

いては年平均値0.04μg-Hg/m3以下と設定されている。 
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表 4-1-42 煙突排ガスによる塩化水素の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（ppm） 
目標 

環境濃度 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 0.001 0.0018 0.0028 

0.02ppm 

以下 

逆転層発生時 758m 0.001 0.0037 0.0047 

ダウンウォッシュ時 664m 0.001 0.0008 0.0018 

ダウンドラフト時 276m 0.001 0.0041 0.0051 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年平均値）の最大

値であり、既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 

  5.目標環境濃度は、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について」（昭和5年、

環大規第136号）で、日本産業衛生学会「許容限度に関する委員会報告」に示された労働環境濃度を

参考として目標環境濃度を0.02ppmとしている。 

 

表 4-1-43 煙突排ガスによるダイオキシン類の予測結果（短期濃度：最大着地濃度） 

気象条件 

最大着地濃度 

地点 

（風下距離） 

1時間値（pg-TEQ/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

大気安定度不安定時 753m 0.0084 0.00749 0.01589 

年平均値 

0.6pg-

TEQ/m3 

以下 

逆転層発生時 758m 0.0084 0.01503 0.02343 

ダウンウォッシュ時 664m 0.0084 0.00355 0.01195 

ダウンドラフト時 276m 0.0084 0.01667 0.02507 

注）1.最大着地濃度地点とは、建設予定地周辺で最も高濃度となる地点を示す。 

  2.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した現地調査結果（年平均値）の最大

値であり、既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  3.寄与濃度は、表4-1-24に示した条件により計算した焼却施設の煙突排ガス濃度である。 

  4.気象条件は以下のとおりである。 

    大気安定度不安定時、逆転層発生時：大気安定度Ａ、風速1.0m/s 

    ダウンウォッシュ時：大気安定度Ｃ、風速21.7m/s 

    ダウンドラフト時：大気安定度Ｄ、風速21.7m/s 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、新焼却施設の稼働に伴う煙突排ガスの影響が実行可能

な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環

境の保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

新焼却施設の稼働に伴う煙突排ガスの影響については、次のとおり環境保全措置を実施する

ことから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【煙突排ガスに係る環境保全措置】 

・ばいじんは集じん機により除去する。 

・塩化水素、硫黄酸化物は乾式有害ガス除去装置により除去し、反応生成物は集じん機によ

り除去する。 

・ダイオキシンは、燃焼制御により完全燃焼することで発生抑制し、かつ活性炭吹込み装置

により、除去する。 

・水銀は、活性炭吹込み装置により吸着させ、集じん機により除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御や脱硝設備により窒素酸化物を除去する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

新焼却施設の稼働に伴う煙突排ガスに係る生活環境の保全上の目標は、「大気汚染に係る環

境基準」等とし、表 4-1-44 に示すとおり設定した。 

長期平均濃度予測の結果、短期濃度予測結果と目標との比較は表 4-1-45 及び表 4-1-46 に示

すとおりである。いずれもすべての項目で最大着地濃度地点の予測結果が目標を下回り、生活

環境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 
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表4-1-44 煙突排ガスに係る生活環境の保全上の目標 

項 目 摘  要 生活環境の保全上の目標 

長期平均 

濃度予測 

二酸化硫黄(ppm) 環境基準 日平均値0.04ppm以下 

二酸化窒素(ppm) 環境基準 
日平均値0.04～0.06ppmのゾーン内 

またはそれ以下 

浮遊粒子状物質(mg/m3) 環境基準 日平均値0.10mg/m3以下 

水銀(ng/m3) 指針値注)1 年平均値40ng/m3（0.04μg/m3）以下 

塩化水素(ppm) 目標環境濃度注)2 年平均値0.02ppm以下 

ダイオキシン類(pg-TEQ/m3) 環境基準 年平均値0.6pg-TEQ/m3以下 

短期 

濃度予測 

二酸化硫黄(ppm) 環境基準 1時間値0.1ppm以下 

二酸化窒素(ppm) 指針値注)3 1時間値0.1～0.2ppm以下 

浮遊粒子状物質(mg/m3) 環境基準 1時間値0.2mg/m3以下 

水銀(ng/m3) 指針値注)1 1時間値40ng/m3（0.04μg/m3）以下 

塩化水素(ppm) 目標環境濃度注)3 1時間値0.02ppm以下 

ダイオキシン類(pg-TEQ/m3) 環境基準 1時間値値0.6pg-TEQ/m3以下 

注）1.「今後の有害大気汚染物質対策の在り方について（第七次答申）」（平成15年7月、中央環境審議会）に示さ

れた健康リスクの低減を図るための指針となる数値（年平均値）。 

  2.「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について」（昭和52年、環大企第136号）で、日本

産業衛生学会「許容限度に関する委員会勧告」に示された労働環境濃度を参考として目標環境濃度を0.02ppm

としている。 

  3.「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和53年、環大企第262号）に示されている1時間曝露値。 

 

表4-1-45 煙突排ガスの生活環境の保全上の目標との比較（長期平均濃度予測） 

予測項目 
最大着地濃度地点の予測結果 

生活環境の保全上の目標 
年平均値 日平均値 

二酸化硫黄(ppm) 0.002047 0.0051 日平均値0.04ppm以下 

二酸化窒素(ppm) 0.01504 0.0155 
日平均値0.04～0.06ppmの

ゾーン内またはそれ以下 

浮遊粒子状物質(mg/m3) 0.021045 0.0514 日平均値0.10mg/m3以下 

水銀(ng/m3) 1.84 － 
年平均値40ng/m3（0.04μ

g/m3）以下 

塩化水素(ppm) 0.00121 － 年平均値0.02ppm以下 

ダイオキシン類(pg-TEQ/m3) 0.00884 － 年平均値0.6pg-TEQ/m3以下 

注）1.年平均値は、バックグラウンド濃度と焼却施設の煙突排ガスの寄与濃度を加算した値である。なお、バックグ

ラウンド濃度は既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 

  2.日平均値は、日平均値の年間98％値又は2％除外値を示す。  
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表4-1-46 煙突排ガスの生活環境の保全上の目標との比較（短期濃度予測） 

予測項目 気象条件 

最大着地濃度 

地点の予測結果 

（1時間値） 

生活環境の保

全上の目標 

二酸化硫黄 

(ppm) 

大気安定度不安定時 0.0151 

1時間値

0.1ppm以下 

逆転層発生時 0.0162 

ダウンウォッシュ時 0.0145 

ダウンドラフト時 0.0165 

二酸化窒素 

(ppm) 

大気安定度不安定時 0.0623 

1時間値0.1～

0.2ppm以下 

逆転層発生時 0.0657 

ダウンウォッシュ時 0.0606 

ダウンドラフト時 0.0665 

浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 

大気安定度不安定時 0.1467 

1時間値

0.2mg/m3以下 

逆転層発生時 0.1475 

ダウンウォッシュ時 0.1463 

ダウンドラフト時 0.1476 

水銀 

(ng/m3) 

大気安定度不安定時 3.95 

1時間値

40ng/m3 

（0.04μ

g/m3）以下 

逆転層発生時 6.21 

ダウンウォッシュ時 2.77 

ダウンドラフト時 6.70 

塩化水素 

(ppm) 

大気安定度不安定時 0.0028 

1時間値

0.02ppm以下 

逆転層発生時 0.0047 

ダウンウォッシュ時 0.0018 

ダウンドラフト時 0.0051 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 

大気安定度不安定時 0.01589 

1時間値

0.6pg-TEQ/m3

以下 

逆転層発生時 0.02343 

ダウンウォッシュ時 0.01195 

ダウンドラフト時 0.02507 

注）予測結果は、バックグラウンド濃度と焼却施設の煙突排ガスの寄与濃度を加算した値である。なお、

バックグラウンド濃度は既存焼却施設の寄与分を含んでいる。 
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4-1-3 廃棄物運搬車両の走行に伴う排出ガスの予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、廃棄物運搬車両等の走行に伴う自動車排出ガスによる二酸化窒素、浮遊粒子状

物質とした。 

 

 

(2) 予測地域 

建設予定地は、現工場の敷地内に計画していることから、廃棄物運搬車両等の走行ルートは

現況と変わらないと想定し、図 4-1-25 に示すとおりとした。予測地点は、廃棄物運搬車両等の

主要走行ルート沿道の地点として、地点とした。 
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図4-1-25 廃棄物運搬車両等の主要走行ルート及び予測地点 

  

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 
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(3) 予測項目 

廃棄物運搬車両の走行に伴う大気質の予測手順を図 4-1-26 に示す。 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国

土総合政策研究所）に示されている大気の拡散式（プルーム式及びパフ式）による理論計算に

よる方法とした。予測式は、有風時（風速が 1m/s を超える場合）についてはプルーム式を、弱

風時（風速が 1m/s 以下の場合）についてはパフ式を用いた。 

 

 

図4-1-26 廃棄物運搬車両の走行に伴う大気質の予測手順 

 

  

現況調査 

予測時間帯別 

一般車の交通量 

交通量調査 

道路条件 

気象観測 

予測気象条件 

予測時間帯別 

施設関連車両の交通量 

事業計画 

時間ごとの 

大気汚染物質排出量 

施設関連車両の 

日搬入台数 

大気汚染物質の 

排出係数 

バックグラウンド 

濃度の設定 

１日平均値の年間 98％値 

または 2％除外値 

大気拡散計算 

重合計算 

年平均値寄与計算 

年平均値 98％値または 

2％除外値との関係 

年平均値環境濃度 

事業の交通量 
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【プルーム式：風速1m/sを超える場合】 

��, �, �� = �2� ∙ � ∙ �	 ∙ �
 �� �− ��2�	�� ��� �− �� + ���2�
� � + �� �− �� − ���2�
� �� 
ここで、 ��, �, �� 

  � 

  � 
  � 

 �	 ∙ �
 
   
  � 
  � 

：�, �, �� 地点における濃度（ppm又はmg/m3） 

：点煙源の排出量（mL/s又はmg/s） 

：平均風速（m/s） 

：排出源の高さ（m） 

：水平 ���、鉛直 ��� 方向の拡散幅（m） 

：風向に沿った風下距離（m） 

：x軸に直角な水平距離（m） 

：x軸に直角な鉛直距離（m） 

       ・鉛直方向の拡散幅（�
） 

       �
 = �
> + 0.31N>.M  
ここで、   �
> 

 

 

  N 
   
  Y 

：鉛直方向初期拡散幅（m） 

   遮音壁がない場合       ……�
>＝1.5 

   遮音壁（高さ3m以上）がある場合……�
>＝4.0 

：車道部端からの距離（N＝ − Y/2）（m） 

：風向に沿った風下距離（m） 

：車道部幅員（m） 

         なお、x < W/2 の場合は �
 = �
> とする。 

       ・水平方向の拡散幅（�	） 

       �	 = Y/2 + 0.46N>.MD 
         なお、x < W/2 の場合は �	 = Y/2 とする。 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 
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【パフ式：風速1m/s以下の場合】 

��, �, �� = ��2�� /� ∙ %� ∙ " #1 − �� `− p0>�c2p + 1 − �� `− q0>�c2q & 
ここで、 

p = D� ∙ rstu	t(t + �
EC�tvt w ,  q = D� ∙ rstu	t(t + �
uC�tvt w 
   0> 

 %、" ：初期拡散幅に相当する時間（s） 

：拡散幅に関する係数 

       ・初期拡散幅に相当する時間（0>） 

       0> = Y/2% 
ここで、   Y 

  % ：道路部幅員（m） 

：拡散幅に関する係数（m/s） 

       ・拡散幅に関する係数（%、"） 

          %＝0.3 
          "＝R0.18（昼間）

0.09（夜間）

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 廃棄物運搬車両等の交通量 

廃棄物運搬車両等の台数は、廃棄物の処理量に応じて変化することから、令和 14 年度の計画

搬入台数とした。また、予測は、年平均求めることから現況交通量が多く、大型車の多い平日

の交通量とした。 

廃棄物運搬車両等には、収集車両（直営、委託、許可）、直接搬入車両（市民、事業者）、

搬出入車（灰、薬品等）が含まれる。 

廃棄物運搬車両の台数は表 4-1-47、図 4-1-27 に示す。 

 

表4-1-47 廃棄物運搬車両の計画 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 

平日 

大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 

道路地点2 583 602 1,185 

道路地点3 11 10 21 

道路地点4 482 494 976 

道路地点5 100 105 205 
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図4-1-27 廃棄物運搬車両等の車両台数 

 

 

現況 計画 増加
大型車 134 99 -35
小型車 207 106 -101

341 205 -136

道路地点1

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 348 583 235
小型車 545 602 57

893 1185 292

道路地点2

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 51 11 -40
小型車 177 10 -167

228 21 -207

道路地点3

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 263 482 219
小型車 205 494 289

468 976 508

道路地点4

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 48 100 52
小型車 163 105 -58

211 205 -6

道路地点5

断面

合計

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

図中の数字は廃棄物運搬車両の台数を示す。 

■は推定台数を示す。 
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(ｲ) 廃棄物運搬車両等の走行ルート別台数 

施設への廃棄物運搬車両等の出入は、建設予定地東側の出入口が利用されている。計画施設

については、収集地域等に変化がないこと搬出入ルートに変更はないことから現状と変化がな

いと想定される。 

廃棄物運搬車両等の交通量は、供用後交通量から現況交通量を引いた台数として設定した。

廃棄物運搬車両等の交通量を表 4-1-48 に示す。 

 

表4-1-48 廃棄物運搬車両等の交通量 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 現況運搬台数 運搬車増減台数 

平日 平日 平日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 134 207 341 -35 -101 -136 

道路地点2 583 602 1,185 348 545 893 235 587 292 

道路地点3 11 10 21 51 177 228 -40 -167 -207 

道路地点4 482 494 976 263 205 468 219 289 508 

道路地点5 100 105 205 48 163 211 52 -58 -6 

注）1.現況運搬台数の大型車は、交通量の現地調査の廃棄物運搬車両台数。小型車は小型車の日平均搬入台数と通勤

の車両台数等を現地調査の交通量の割合に合わせて按分した台数である。 
2.小型車は、現況運搬台数が推定値であるため、予測に用いる現況搬入台数は 0 台とした。 
3.大型車の道路地点 1、3のマイナス台数は 0台として予測する。 

 

 

(ｳ) 現況交通量及び将来交通量の設定 

現況交通量は、表 4-1-49 に示すとおり騒音調査時に実施した 24 時間交通量を用いた。 

将来交通量は、表 4-1-50 に示すとおりの台数を設定した。 

 

表4-1-49 現況交通量 

区分 調査地点 

断面 

大型 収集車 小型 合計 二輪 
大型 

混入率 

(台/日) （台/日） (台/日) (台/日) (台/日) (%) 

平日 

道路地点 1 1,127 134 4,712 5,973 608 21.1 

道路地点 2 3,905 348 12,401 16,654 1,105 25.5 

道路地点 3 578 51 10,273 10,902 1,075 5.8 

道路地点 4 3,079 263 11,851 15,193 841 22.0 

道路地点 5 629 48 9,436 10,113 876 6.7 

注）1.各予測地点を通過する往復交通量である。 

  2.小型には既存施設の職員の通勤車両、市民の持込車両を含む。 
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表4-1-50 将来交通量 

単位：台/日 

地点 
将来交通量（平日） 

大型車 小型車 

道路地点1 -35（0） -101（0） 

道路地点2 235 57 

道路地点3 -40（0） -167（0） 

道路地点4 219 289 

道路地点5 52 -58（0） 

注）マイナスの台数は0台として予測する。 

 

 

 

② 道路条件 

予測地点における道路断面図は図 4-1-28 に示すとおりであり、現地調査を実施した位置を位

置とした。 

 

 

 

 

図4-1-28（1） 道路断面図（1） 

 

 

南側 北側 

(m) 

西側 東側 

(m) 

道路地点 1 

道路地点 2 
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図4-1-28（2） 道路断面図（2） 

 

  

北側 南側 

北側 

南側 

(m) 道路地点 5 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 

(m) 道路地点 3 
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③ 気象条件 

気象条件は、建設予定地における通年気象調査結果を用いた。 

 ^ = ^>��/�>�� 
ここで、   ^ 

  ^> 
  � 

  �> 
  e 

：高さ �（m）の風速（m/s） 

：基準高さ �>（m）の風速（m/s） 

：排出源高さ（m） 

：基準とする高さ（m） 

：べき指数（郊外：1/5） 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 

 

④ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-1-51 に示すとおり設定した。 

 

表4-1-51 平均走行速度 

単位：km/h 

区分 調査地点 速度 

平日 

道路地点 1 45 

道路地点 2 42 

道路地点 3 46 

道路地点 4 35 

道路地点 5 39 

 

⑤ 大気汚染物質排出量 

窒素酸化物（NOx）及び浮遊粒子状物質（SPM）の時間別平均排出量の算出には、以下の式を

用い、排出係数は表 4-1-52 に示す係数（令和 5年次）を設定した。なお、予測地点における走

行速度は、現地調査結果による速度とした。 

 

�, = yz × 13600 × 11000 × 2�|3, × }3��
3＝D  

ここで、   �, 
  }3 
  |3, 
  yz 

：時間別平均排出量（mL/m・s又はmg/m・s） 

：車種別排出係数（g/km・台） 

：車種別時間別交通量（台/h） 

：換算係数（mL/g又はmg/g） 

  窒素酸化物（NOx）  ：523 mL/g（20℃、1気圧） 

  浮遊粒子状物質（SPM）：1000 mg/g（体積換算不要） 
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表4-1-52 排出係数の設定 

単位：g/km・台 

予測地点 
走行速度 

（km/h） 

窒素酸化物（NOx） 浮遊粒子状物質（SPM） 

小型車類 大型車類 小型車類 大型車類 

道路地点1 45 0.045 0.307 0.000471 0.006177 

道路地点2 42 0.048 0.320 0.000544 0.006543 

道路地点3 46 0.044 0.302 0.000458 0.006079 

道路地点4 35 0.056 0.374 0.000756 0.007514 

道路地点5 39 0.051 0.338 0.000626 0.006938 

出典：「道路環境影響評価に用いる自動車排出係数の算定根拠(平成22年度版)」 

（平成24年2月、国土技術政策総合研究所資料No.671） 

 

⑥ バックグラウンド濃度の設定 

バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した年平均値とした。 

バックグラウンド濃度の設定を表 4-1-53 に示す。 

 

表4-1-53 バックグラウンド濃度の設定 

項目 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

二酸化窒素（ppm） 0.015 

窒素酸化物（ppm） 0.018 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.021 

 

 

⑦ 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

NOx から NO2への変換式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、

国土交通省国土総合政策研究所）に示される以下の式を用いた。 

 

 [NO2]R＝0.0714[NOx]R
0.438(1-[NOx]BG/[NOx]T)

0.801 

   ここで、[NOx]R ：窒素酸化物の対象道路の寄与濃度（ppm） 

       [NO2 ]R ：二酸化窒素の対象道路の寄与濃度（ppm） 

       [NOx]BG：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

       [NOx]T ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の寄与濃度の 

           合計値（ppm） 

            （[NOx]T＝[NOx]R＋[NOx]BG）  
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⑧ 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

予測結果は、年平均値で求められるが、環境基準との整合性を検証するため、二酸化窒素

（NO2）の場合は、日平均値の年間 98％値に、浮遊粒子状物質（SPM）の場合は、日平均値の

2％除外値に変換する必要がある。 

年平均値から日平均値の年間 98％値及び 2％除外値への変換式は、「道路環境影響評価の技

術手法(平成 24 年度版)」（平成 25 年、国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される以下

の式を用いた。 

 

 

【NO2の日平均値の年間98％値】＝a([NO2]BG＋[NO2]R)＋b 

                a＝1.34＋0.11・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

                b＝0.0070＋0.0012・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

【SPMの日平均値の年間2％除外値】＝a([SPM]BG＋[SPM]R)＋b 

                a＝1.71＋0.37・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

                b＝0.0063＋0.0014・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

   ここで、[NO2 ]R：二酸化窒素の道路寄与濃度の年平均値（ppm） 

       [NO2]BG：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm）  

       [SPM]R：浮遊粒子状物質の道路寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

       [SPM]BG：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 

 

 

(5) 予測結果 

将来交通による大気汚染物質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の予測結果を表 4-1-54 及び表

4-1-55 に示す。 

将来交通による寄与濃度は、二酸化窒素が 0.000100～0.000467ppm、浮遊粒子状物質が

0.000011～0.000044mg/m3 であり、将来交通量の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加算した予

測結果は、二酸化窒素が 0.015100～0.015467ppm、浮遊粒子状物質が 0.021011～0.021044mg/m3

と予測される。 

また、二酸化窒素の「日平均値の年間 98％値」は 0.030～0.031ppm、浮遊粒子状物質の「日

平均値の 2％除外値」は 0.051mg/m3と予測される。 
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表4-1-54 将来交通による排出ガスの予測結果（NO2：二酸化窒素） 

予測地点 

年平均値（ppm） 
日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点1 0.015 0.000100 0.015100 0.030 

日平均値の 

年間98％値 

0.04～0.06ppm

のゾーン内ま

たはそれ以下 

道路地点2 0.015 0.000439 0.015439 0.031 

道路地点3 0.015 0.000129 0.015129 0.030 

道路地点4 0.015 0.000467 0.015467 0.031 

道路地点5 0.015 0.000150 0.015150 0.030 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 

 

 

表4-1-55 将来交通による排出ガスの予測結果（SPM：浮遊粒子状物質） 

予測地点 

年平均値（mg/m3） 
日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点1 0.021 0.000011 0.021011 0.051 

日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 

道路地点2 0.021 0.000040 0.021040 0.051 

道路地点3 0.021 0.000011 0.021011 0.051 

道路地点4 0.021 0.000044 0.021044 0.051 

道路地点5 0.021 0.000015 0.021015 0.051 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガスの影響が実行

可能な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生

活環境の保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガスの影響については、次のとおり環境保全措置を実

施することから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【廃棄物運搬車両等の排出ガスに係る環境保全措置】 

・廃棄物関連車両の走行にあたっては、過積載の防止、制限速度の厳守を徹底し、アイド

リングストップ、スムーズな加速・減速を行うなどのエコドライブについて指導を行

う。 

・廃棄物運搬車両については、低公害車の導入を促進する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標は、表 4-1-56 に示す

とおり「大気汚染に係る環境基準」とした。 

将来交通の予測結果との比較は表 4-1-57 及び表 4-1-58 に示すとおり、二酸化窒素の「日平

均値の年間 98％値」は 0.030～0.031ppm、浮遊粒子状物質の「日平均値の 2％除外値」は、す

べての地点で 0.051mg/m3 と予測され、全ての項目、地点で目標を下回り、生活環境の保全上の

目標と整合が図られていると評価する。 

 

表4-1-56 廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガスの影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

二酸化窒素 

「大気汚染に係る環境基準」 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾーン内 

またはそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 
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表4-1-57 廃棄物運搬車両等の排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較（二酸化窒素） 

予測地点 
予測結果（ppm） 

生活環境の保全上の目標 
年平均値 日平均値 

道路地点1 0.015100 0.030 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾーン内

またはそれ以下 

道路地点2 0.015439 0.031 

道路地点3 0.015129 0.030 

道路地点4 0.015467 0.031 

道路地点5 0.015150 0.030 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の年間98％値を示す。 

 

 

表4-1-58 廃棄物運搬車両等の排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較 

                          （浮遊粒子状物質） 

予測地点 
予測結果（mg/m3） 

生活環境の保全上の目標 
年平均値 日平均値 

道路地点1 0.021011 0.051 

日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 

道路地点2 0.021040 0.051 

道路地点3 0.021011 0.051 

道路地点4 0.021044 0.051 

道路地点5 0.021015 0.051 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の2％除外値を示す。 
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4-1-4 建設機械稼働に伴う排出ガスの予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う排出ガスによる二酸化窒素、浮遊粒子状物質の影響の程

度とした。 

 

(2) 予測地域 

予測地域は、建設予定地の周辺地域において、建設機械からの排出ガスの拡散による影響が

把握できる地点の範囲とした。予測地点は、周辺の高濃度となる地点とした。 

 

(3) 予測方法 

建設機械稼働に伴う大気質の予測手順を図 4-1-29 に示す。 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国

土技術政策総合研究所）に示されている大気の拡散式（プルーム式及びパフ式）による理論計

算による方法とした。予測式は、有風時（風速が 1m/s を超える場合）についてはプルーム式を、

弱風時（風速が 1m/s 以下の場合）についてはパフ式を用いて、表 4-1-59 及び表 4-1-60 に示す

とおり設定した。 

 



4-76 

 

 

図4-1-29 建設機械稼働に伴う大気質の予測手順 

 

 

  

工事計画 

予測気象条件 

気象観測 

大気質汚染物質の 

排出量 

燃料使用量 

（メーカー資料等より） 

大気汚染物質の 

排出係数 

バックグラウンド 

濃度の設定 

１日平均値の年間 98％値 

または 2％除外値 

待機拡散計算 

年平均値寄与濃度 

年平均値環境濃度 

年平均値 98％値または 

2％除外値との関係 
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【プルーム式：風速1m/sを超える場合】 

��, �, �� = �2� ∙ � ∙ �	 ∙ �
 �� �− ��2�	�� ��� �− �� + ���2�
� � + �� �− �� − ���2�
� �� 
ここで、 ��, �, �� 

  � 

  � 
  � 

 �	 ∙ �
 
   
  � 
  � 

：�, �, �� 地点における濃度（ppm又はmg/m3） 

：点煙源の排出量（mL/s又はmg/s） 

：平均風速（m/s） 

：排出源の高さ（m） 

：水平 ���、鉛直 ��� 方向の拡散幅（m） 

：風向に沿った風下距離（m） 

：x軸に直角な水平距離（m） 

：x軸に直角な鉛直距離（m） 

       ・水平方向の拡散幅（�	） 

       �	 = �	> + 1.82 ∙ �	~ 
       �	> = Y�/2 

ここで、   �	> 
  �	~ 
  Y� 

：水平方向初期拡散幅（m） 

：Pasquill-Giffordの水平方向拡散幅（m）（表4-1-59参照） 

：煙源配置間隔（m） 

       ・鉛直方向の拡散幅（�
） 

       �
 = �
> + �
~ 
       �
> = 2.9 m 

ここで、   �
> 
  �
~ 

：鉛直方向初期拡散幅（m） 

：Pasquill-Giffordの鉛直方向拡散幅（m）（表4-1-59参照） 

 

 
出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所） 

図4-1-30 Pasquill-Gifford の拡散幅と風下距離の関係 
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表4-1-59 Pasquill-Gifford の拡散幅の近似式 �	~�� = "	 ∙ () 
大気安定度 %	 "	 風下距離 （m） 

Ａ 0.901 0.426  0 ～ 1,000 

Ｂ 0.914 0.282  0 ～ 1,000 

Ｃ 0.924 0.1772 0 ～ 1,000 

Ｄ 0.929 0.1107 0 ～ 1,000 

 �
~�� = "
 ∙ (* 
大気安定度 %
 "
 風下距離 （m） 

Ａ 
1.122 

1.514 

0.0800 

0.00855 

0 

300 

～

～

  300 

  500 

Ｂ 0.964 0.1272 0 ～   500 

Ｃ 0.918 0.1068 0 ～  

Ｄ 0.826 0.1046 0 ～ 1,000 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」 

（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所） 

 

【パフ式：風速1m/s以下の場合】 

��, �, �� = ��2�� /� ∙ %� ∙ " #1 − �� `− p0>�c2p + 1 − �� `− q0>�c2q & 
ここで、 

p = D� ∙ rstu	t(t + �
EC�tvt w ,  q = D� ∙ rstu	t(t + �
uC�tvt w 
   0> 

 %、" ：初期拡散幅に相当する時間（s） 

：拡散幅に関する係数 

       ・初期拡散幅に相当する時間（0>） 

       0> = Y�/2% 
ここで、   Y� 

  % ：煙源配置間隔（m） 

：以下に示す拡散幅に関する係数 

 

表4-1-60 弱風時の拡散パラメータ 

大気安定度 % " 
Ａ 0.948 1.569 

Ａ－Ｂ 0.859 0.862 

Ｂ 0.781 0.474 

Ｂ－Ｃ 0.702 0.314 

Ｃ 0.635 0.208 

Ｃ－Ｄ 0.542 0.153 

Ｄ 0.470 0.113 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」 

（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所）  
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(4) 予測条件 

① 排出係数 

各建設機械の排出係数は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、

国土交通省国土技術政策総合研究所）を基に、以下の式を用い表 4-1-61 及び表 4-1-62 に示す

とおり設定した。 

 

}39�s = 2��3 × ℎ3� 
ここで、 }39�s 

  �3 
  ℎ3  

：建設機械 ; のNOxの排出係数（g/日） 

：建設機械 ; の排出係数原単位（g/h） 

：建設機械 ; の運転1日当たり標準運転時間（h/日） 

さらに、建設機械 ; の排出係数原単位 �;（g/h）は、次式より求める。 �3 = �e3 × |�� × 6r/6    = �e3 × |�� × ��/� 
ここで、   e3 

  e3 
 |� 
 

  6� 
  6 
  �� 
  � 

：定格出力（kW） 

：ISO-C1モードにおける平均出力（kW） 

：窒素酸化物のエンジン排出係数原単位（g/kW・h） 

 （ISO-C1モードによる正味の排出係数原単位） 

：実際の作業における燃料消費量（g/h） 

：ISO-C1モードにおける平均燃料消費量（g/h） 

：（＝6�/e3 ）（g/kW・h） 

：ISO-C1モードにおける平均燃料消費率（＝6/e3 ）（g/kW・h） 

 

}3_�: = 2��3 × ℎ3� 
�3 = �e3 × e�� × ��/� 

ここで、 }_�: 

  �3 
  e3 
 e� 

  �� 
  � 
  ℎ3 

：建設機械 ; の SPM の排出係数（g/日） 

：建設機械 ; の排出係数原単位（g/日） 

：建設機械 ; の定格出力1時間の仕事量（kW） 

：粒子状物質のエンジン排出係数原単位（g/kW・h） 

：（＝6�/e3 ）（g/kW・h） 

：ISO-C1モードにおける平均燃料消費率（＝6/e3 ）（g/kW・h） 

：建設機械 ; の運転1日当たり標準運転時間（h/日） 

 （＝年間標準運転時間/年間標準運転日数） 
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表4-1-61 NOx排出係数 

 

 

 

 

表4-1-62 SPM排出係数 

 

  

定格出力
日稼働
時間

稼働率
建設機械

排出源単位

（kW） (時間） ― （g/h） 12ヶ月後 37ヶ月後 84ヶ月後

バックホー 0.45m3 60 8 0.5 165.7

バックホー 0.15, 0.45, 0.7m3 27, 60, 104 8 0.5 224.8 4 2

ブルドーザ 4t 53 8 0.5 155.5

エンジン発電機 75kVA未満 57 8 0.5 223.1 2 4

ラフタークレーン 16t 140 8 0.5 339.4

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 254, 193 8 0.5 436.2 2 1

ラフテレンクレーン 50ton 257 8 0.5 436.2 2

クローラクレーン 65t吊未満 166 8 0.5 294.6

クローラクレーン 100t吊未満 204 8 0.5 294.6

クローラクレーン 120t, 200t吊り 204, 235 8 0.5 294.6 2

クローラクレーン 200ｔ 235 8 0.5 294.6

杭打機 - 121 8 0.5 336.1

コンプレッサー 0.7MPA 107 8 0.5 902.8 2 2

ハイプレッシャー 14.7MPA 3.7 8 0.5 224.8 2

サイレントパイラー エンジンユニット 195kW 147 8 0.5 336.1

コンクリートポンプ車 50m3 127 8 0.5 398.7 2

ホイールローダー 0.6m3 193 8 0.5 79.3

アスファルトフィニッシャー 6m 70 8 0.5 260.6

ロードローラー 7t 56 8 0.5 132.1

モーターグレーダ 3.1m 85 8 0.5 222.2

タワークレーン 30ｔ 145 8 0.5 357.0 1

注）1.建設機械、規格、定格出力はメーカー提供資料
　　2.稼働時間は昼間の工事時間（8～12時、13～17時）とした。
　　3.12ヶ月後は、1期(破砕選別施設解体)、37ヶ月後は、2期(新焼却施設建設)、84ヶ月は、3期(既存焼却移設解体)を示す。

建設機械 規格等
稼働台数

定格出力
日稼働
時間

稼働率
建設機械

排出源単位

（kW） (時間） ― （g/h） 8ヶ月後 37ヶ月後 84ヶ月後

バックホー 0.45m3 60 8 0.5 7.3

バックホー 0.15, 0.45, 0.7m3 27, 60, 104 8 0.5 9.2 2 2

ブルドーザ 4t 53 8 0.5 6.9

エンジン発電機 75kVA未満 57 8 0.5 9.1 1 4

ラフタークレーン 16t 140 8 0.5 9.6

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 254, 193 8 0.5 12.3 1 2 1

ラフテレンクレーン 50ton 257 8 0.5 12.3 2

クローラクレーン 65t吊未満 166 8 0.5 8.3

クローラクレーン 100t吊未満 204 8 0.5 8.3

クローラクレーン 120t, 200t吊り 204, 235 8 0.5 8.3 2

クローラクレーン 200ｔ 235 8 0.5 8.3

杭打機 - 121 8 0.5 9.5

コンプレッサー 0.7MPA 107 8 0.5 36.8 1 2

ハイプレッシャー 14.7MPA 3.7 8 0.5 9.2 2

 サイレントパイラーエンジンユニット 195kW 147 8 0.5 9.5

コンクリートポンプ車 50m3 127 8 0.5 11.3 1 2

ホイールローダー 0.6m3 193 8 0.5 5.7

アスファルトフィニッシャー 6m 70 8 0.5 10.6

ロードローラー 7t 56 8 0.5 5.4

モーターグレーダ 3.1m 85 8 0.5 9.1

タワークレーン 30ｔ 145 8 0.5 10.1 1

注）1.建設機械、規格、定格出力はメーカー提供資料
　　2.稼働時間は昼間の工事時間（8～12時、13～17時）とした。
　　3.8ヶ月後は、1期(破砕選別施設解体)、37ヶ月後は、2期(新焼却施設建設)、84ヶ月は、3期(既存焼却移設解体)を示す。

建設機械 規格等
稼働台数
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② 予測時期 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測する

こととした。工事区分及び期間を表4-1-63に示す。 

各建設機械等の排出係数と工事計画による稼働台数を乗算することにより算定した工事中の1

ヶ月当たりのNOxの排出量を図4-1-31に、SPMの排出量を図4-1-32に示す。 

長期予測（年平均値）の予測時期は、工事区分の1ヶ月の最大値が1年間継続するとして予測

した。各工事区分ごとの最大値を表4-1-64に示す。 

 

表4-1-63 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-1-64 各工事区分の最大月 

項目 期 工事区分 工事開始後 

窒素酸化物 

1期 破砕選別施設解体 12ヶ月後 

2期 新焼却施設建設 37ヶ月後 

3期 既設焼却施設解体 84ヶ月後 

浮遊粒子状物質 

1期 破砕選別施設解体 8ヶ月後 

2期 新焼却施設建設 37ヶ月後 

3期 既設焼却施設解体 84ヶ月後 

 

 

図4-1-31 工事中の大気汚染物質の月別排出量（NOx排出量） 
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図4-1-32 工事中の大気汚染物質の月別排出量（SPM排出量） 
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③ 建設機械の配置 

排出ガスの発生源は工事区域内で稼働する建設機械、工事用車両である。予測時期における

建設機械の配置は表4-1-65の考え方により、図4-1-33に示すとおり配置した。 

 

表4-1-65 建設機械の配置の考え方 

建設機械の配置 

各建設機械の稼働範囲は建設予定地内であることか

ら、発生源は点煙源を建設予定地内に面的に並べて設

定した。 

 

 

図4-1-33 発生源の配置 

 

④ 有効煙突高さ 

発生源の高さは、建設機械の排気管の高さとして「道路環境影響評価の技術手法（平成24年

版）」（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所）を参考に、仮囲い（H=3.0m）を設置

することを考慮し、5.0mとした。 

  

発生源 

（1期、2期） 

発生源 

（3期） 
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⑤ 気象条件 

(ｱ) 短期濃度予測 

気象条件は、建設予定地及びその周辺において現地測定した 1 年間（令和 5 年 9 月 1 日～令

和 6年 8月 31 日）の気象観測データを用いた。 

煙源高さ（排出口地上 5.0m）における風速は、地上風速から以下のべき法則により算出した。

べき指数は表 4-1-66 に示すとおりである。煙源高さの風速は表 4-1-67 に示す階級に区分し、

大気安定度別、風速階級別出現頻度を算出した。 

 


̂ = _̂ ` aabc�
 

ここで、   ^ 

  _̂ 
  a 
  a_ 
  e 

：煙源高さの風速（m/s） 

：気象観測高さの風速（m/s） 

：煙源高さ（m） 

：気象観測高さ（m） 

：べき指数（表4-1-66参照。） 

 

表4-1-66 大気安定度とべき指数の関係 

大気安定度 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ，Ｇ 

べき指数（e） 0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年、公害研究対策センター） 

 

表4-1-67 風速階級区分 

区分 風速範囲（m/s） 代表風速（m/s） 

無風時 0.0 ～ 0.4 0.0 

弱風時 0.5 ～ 0.9 0.7 

有風時 

1.0 ～ 1.9 1.5 

2.0 ～ 2.9 2.5 

3.0 ～ 3.9 3.5 

4.0 ～ 5.9 5.0 

6.0 ～ 7.9 7.0 

8.0 ～ 10.0 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成12年、公害研究対策センター） 
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(ｲ) 大気安定度 

大気安定度は、現地調査による風速、既存調査による日射量及び放射収支量を用いて、表 4-

1-68 に示す大気安定度分類表に従い求めた。 

建設機械の稼働時間帯における大気安定度の年間の階級別出現頻度を表 4-1-69 に示す。大気

安定度の出現頻度は、中立のＤが約 33％と最も多く、次いで安定のＦが約 23％となっている。 

 

表4-1-68 大気安定度分類表 

風速

（U） 

m/s 

日射量（T）kW/m2 放射収支量（Q）kW/m2 

T≧0.60 
0.60＞T 

≧0.30 

0.30＞T 

≧0.15 
0.15＞T Q≧-0.020 

-0.020＞Q 

≧-0.0040 
-0.040＞Q 

  u<2 Ａ Ａ-Ｂ Ｂ Ｄ Ｄ Ｇ Ｇ 

 2≦u＜3 Ａ-Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ Ｆ 

 3≦u＜4 Ｂ Ｂ-Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｅ 

 4≦u＜6 Ｃ Ｃ-Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

 6≦u Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

注）表中の大気安定度の分類は以下のとおりである。 

   Ａ：強不安定、Ｂ：並不安定、Ｃ：弱不安定、Ｄ：中立、Ｅ：弱安定、Ｆ：並安定、Ｇ：強安定 

   Ａ－Ｂ、Ｂ-Ｃ、Ｃ-Ｄはそれぞれの中間の状態を示す。 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年、公害研究対策センター） 

 

 

表4-1-69 大気安定度出現頻度 

 
注）1.Ddは日中のD、Dnは夜間のDを表す。 

2.合計は四捨五入の関係で100％とならないことがある。 

 

  

単位[％]

風速階級[m/s]＼安定度 A A-B B B-C C C-D Dd Dn E F G 全安定度

CALM（0.4以下） 0.1 0.6 0.5 - - - 0.8 - - 5.2 - 7.1 

0.5～0.9 0.3 1.0 0.6 - - - 0.8 - - 4.3 - 6.8 

1.5～1.9 1.3 2.9 2.0 - - - 1.9 - - 13.3 - 21.4 

2.0～2.9 - 2.1 3.5 - 2.2 - 2.3 - 14.6 - - 24.7 

3.0～3.9 - - 2.3 2.3 1.5 - 1.5 8.8 - - - 16.4 

4.0～5.9 - - - - 3.0 2.6 3.4 8.8 - - - 17.8 

6.0以上 - - - - 1.0 - 2.4 2.3 - - - 5.7 

全風速階級頻度 1.6 6.6 8.8 2.3 7.6 2.6 13.0 20.0 14.6 22.9 0.0 100.0 

期間：2023年9月 ～ 2024年8月 
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⑥ バックグラウンド濃度の設定 

バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した年平均値とした。 

バックグラウンド濃度の設定を表4-1-70に示す。 

 

表4-1-70 バックグラウンド濃度の設定 

項目 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

二酸化窒素（ppm） 0.015 

窒素酸化物（ppm） 0.018 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.021 

 

⑦ NOxからNO2への変換 

NOxからNO2への変換式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国

土交通省国土技術政策総合研究所）に示される以下の式を用いた。 

 

 [NO2]R＝0.0714[NOx]R
0.438(1-[NOx]BG/[NOx]T)

0.801 

   ここで、[NOx]R ：窒素酸化物の寄与濃度（ppm） 

       [NO2 ]R ：二酸化窒素の寄与濃度（ppm） 

       [NOx]BG：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

       [NOx]T ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と寄与濃度の合計値（ppm） 

            （[NOx]T＝[NOx]R＋[NOx]BG） 

 

 

⑧ 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

予測結果は、年平均値で求められるが、環境基準との整合性を検証するため、二酸化窒素

（NO2）の場合は、日平均値の年間98％値に、浮遊粒子状物質（SPM）の場合は、日平均値の2％

除外値に変換する必要がある。 

年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換式は、「道路環境影響評価の技術

手法(平成24年度版)」（平成25年、国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される以下の式

を用いた。 
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[NO2の日平均値の年間98％値]＝a([NO2]BG＋[NO2]R)＋b 

                a＝1.34＋0.11・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

                b＝0.0070＋0.0012・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

[SPMの日平均値の年間2％除外値]＝a([SPM]BG＋[SPM]R)＋b 

                a＝1.71＋0.37・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

                b＝0.0063＋0.0014・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

   ここで、[NO2 ]R：二酸化窒素の寄与濃度の年平均値（ppm） 

       [NO2]BG：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm）  

       [SPM]R：浮遊粒子状物質の寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

       [SPM]BG：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 
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(5) 予測結果 

① 長期平均濃度（年平均値）予測結果 

建設機械の稼働に伴う排出ガスによる大気汚染物質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）予測結

果を表 4-1-71 及び表 4-1-72 に、寄与濃度分布を図 4-1-34 及び図 4-1-37 に示す。 

建設予定地周辺の住居地域等における二酸化窒素の「日平均値の年間 98％値」の最大値は

0.0303ppm、浮遊粒子状物質の「日平均値の 2％除外値」の最大値は 0.0515mg/m3 であり、環境

基準を満足すると予測された。 

予測の結果、建設機械の稼働による影響は、建設予定地の周辺のみである。 

 

 

表4-1-71 建設機械の稼働による二酸化窒素の予測結果 

予測地点 工事区分 

年平均値（ppm） 日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

最大着地濃

度出現地点 

破砕選別施設解体 0.015 0.00035 0.01535 0.0303 日平均値の 

年間98％値 

0.04～0.06ppm 

のゾーン内ま

たはそれ以下 

新焼却施設建設 0.015 0.00022 0.01522 0.0302 

既設焼却施設解体 0.015 0.00012 0.01512 0.0301 

注）現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

 

 

表4-1-72 建設機械の稼働による浮遊粒子状物質の予測結果 

予測地点 工事区分 

年平均値（mg/m3） 日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

最大着地濃

度出現地点 

破砕選別施設解体 0.021 0.000082 0.021082 0.0515 
日平均値の 

2％除外値 

0.10mg/m3 

以下 

新焼却施設建設 0.021 0.000040 0.021040 0.0514 

既設焼却施設解体 0.021 0.000035 0.021035 0.0514 

注）現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 
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図4-1-34 二酸化窒素の寄与濃度分布図（1期：破砕選別施設解体） 
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図4-1-35 二酸化窒素の寄与濃度分布図（2期：新焼却施設建設） 
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図4-1-36 二酸化窒素の寄与濃度分布図（3期：既設焼却施設解体） 

 



4-92 

 

 

図4-1-37 浮遊粒子状物質の寄与濃度分布図（1期：破砕選別施設解体） 
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図4-1-38 浮遊粒子状物質の寄与濃度分布図（2期：新焼却施設建設） 
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図4-1-39 浮遊粒子状物質の寄与濃度分布図（3期：既設焼却施設解体） 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、建設機械等の稼働に伴う排出ガスの影響が実行可能な

範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境

の保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

建設機械の稼働に伴う排出ガスの影響については、次のとおり環境保全措置を実施すること

から、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【建設機械の稼働に伴う排出ガスに係る環境保全措置】 

・建設機械のアイドリングストップを励行する。 

・工事工程の管理を行い、建設機械が過密に稼働することのないよう努める。 

・建設機械は、排出量の少ない排出ガス対策型の建設機械を採用する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

建設機械の稼働に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標は、表 4-1-73 に示すとおり

「大気汚染に係る環境基準」とした。 

予測結果との比較は表 4-1-74 及び表 4-1-75 に示すとおり、建設予定地周辺の敷地境界にお

ける二酸化窒素の「日平均値の年間 98％値」の最大値は 0.0303ppm、浮遊粒子状物質の「日平

均値の 2％除外値」の最大値は 0.0515mg/m3と予測され、目標を下回り、生活環境の保全上の目

標と整合が図られていると評価する。 

 

表4-1-73 建設機械の稼働に伴う排出ガスの影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

二酸化窒素 
「大気汚染に係る環境基準」 

日平均値の年間98％ 

0.04～0.06ppmの 

ゾーン内またはそれ以下 

浮遊粒子状物質 日平均値0.10mg/m3以下 
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表4-1-74 建設機械の稼働に伴う排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較 

                             （二酸化窒素） 

予測地点 工事区分 
予測結果（ppm） 

生活環境の保全上の目標 
年平均値 日平均値 

最大着地濃

度出現地点 

破砕選別施設解体 0.01535 0.0303 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾーン

内またはそれ以下 

新焼却施設建設 0.01522 0.0302 

既設焼却施設解体 0.01512 0.0301 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の年間98％値を示す。 

 

 

表4-1-75 建設機械の稼働に伴う排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較 

                           （浮遊粒子状物質） 

予測地点 工事区分 
予測結果（mg/m3） 

生活環境の保全上の目標 
年平均値 日平均値 

最大着地濃

度出現地点 

破砕選別施設解体 0.021082 0.0515 

日平均値0.10mg/m3以下 新焼却施設建設 0.021040 0.0514 

既設焼却施設解体 0.021035 0.0514 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の2％除外値を示す。 
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4-1-5 工事車両の走行に伴う排出ガスの予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う自動車排出ガスによる二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子

状物質（SPM）とし、年平均値を予測した。 

 

 

(2) 予測地域 

計画施設は、現工場の敷地内に計画していることから、工事車両の走行ルートは廃棄物運搬

車両総ルートと変わらないと想定し、図 4-1-40 に示すとおりとした。工事車両の主要走行ルー

ト沿道から影響を受ける地点として、騒音、振動の現地調査を実施した道路地点 2、道路地点 4

の 2地点とした。 
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図4-1-40 工事用車両の主要走行ルート及び予測地点 

  

予測地点 

道路地点 2 

道路地点 4 
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(3) 予測項目 

工事用車両の走行に伴う大気質の予測手順を図 4-1-41 に示す。 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国

土総合政策研究所）に示されている大気の拡散式（プルーム式及びパフ式）による理論計算に

よる方法とした。予測式は、有風時（風速が 1m/s を超える場合）についてはプルーム式を、弱

風時（風速が 1m/s 以下の場合）についてはパフ式を用いた。 

 

 

 

図4-1-41 工事車両の走行に伴う大気質の予測手順 

 

  

バックグラウンド 

濃度の設定 

１日平均値の年間 98％値 

または 2％除外値 

大気拡散計算 

重合計算 

年平均値寄与計算 

年平均値 98％値または 

2％除外値との関係 

年平均値環境濃度 

現況調査 

予測時間帯別 

一般車の交通量 

交通量調査 

道路条件 

気象観測 

予測気象条件 

予測時間帯別 

工事関連車両の交通量 

事業計画 

予測時間帯別の 

大気汚染物質排出量 

工事関連車両の 

日搬入台数 

大気汚染物質の 

排出係数 
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【プルーム式：風速1m/sを超える場合】 

��, �, �� = �2� ∙ � ∙ �	 ∙ �
 �� �− ��2�	�� ��� �− �� + ���2�
� � + �� �− �� − ���2�
� �� 
ここで、 ��, �, �� 

  � 

  � 
  � 

 �	 ∙ �
 
   
  � 
  � 

：�, �, �� 地点における濃度（ppm又はmg/m3） 

：点煙源の排出量（mL/s又はmg/s） 

：平均風速（m/s） 

：排出源の高さ（m） 

：水平 ���、鉛直 ��� 方向の拡散幅（m） 

：風向に沿った風下距離（m） 

：x軸に直角な水平距離（m） 

：x軸に直角な鉛直距離（m） 

       ・鉛直方向の拡散幅（�
） 

       �
 = �
> + 0.31N>.M  
ここで、   �
> 

 

 

  N 
   
  Y 

：鉛直方向初期拡散幅（m） 

   遮音壁がない場合       ……�
>＝1.5 

   遮音壁（高さ3m以上）がある場合……�
>＝4.0 

：車道部端からの距離（N＝ − Y/2）（m） 

：風向に沿った風下距離（m） 

：車道部幅員（m） 

         なお、x < W/2 の場合は �
 = �
> とする。 

       ・水平方向の拡散幅（�	） 

       �	 = Y/2 + 0.46N>.MD 
         なお、x < W/2 の場合は �	 = Y/2 とする。 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 
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【パフ式：風速1m/s以下の場合】 

��, �, �� = ��2�� /� ∙ %� ∙ " #1 − �� `− p0>�c2p + 1 − �� `− q0>�c2q & 
ここで、 

p = D� ∙ rstu	t(t + �
EC�tvt w ,  q = D� ∙ rstu	t(t + �
uC�tvt w 
   0> 

 %、" ：初期拡散幅に相当する時間（s） 

：拡散幅に関する係数 

       ・初期拡散幅に相当する時間（0>） 

       0> = Y/2% 
ここで、   Y 

  % ：道路部幅員（m） 

：拡散幅に関する係数（m/s） 

       ・拡散幅に関する係数（%、"） 

          %＝0.3 
          "＝R0.18（昼間）

0.09（夜間）

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 工事用車両の交通量 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測す

ることとした。工事区分及び期間を表 4-1-76 に示す。 

工事用車両台数は、工事計画より、工事区分ごとの工事用車両の月別使用台数が最大となる

工事用車両台数とし、工事車両の台数を表 4-1-77 に示すとおり設定した。 

 

表4-1-76 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-1-77 工事用車両の台数 

単位：台/日 

期 工事区分 工事開始後 項目 
工事車両台数 

大型 小型 

1期 破砕選別施設解体 23ヶ月後 

工事車両 

90 54 

2期 新焼却施設建設 27ヶ月後 170 54 

3期 既設焼却施設解体 100ヶ月後 29 26 

 

(ｲ) 工事中の交通量 

工事時における交通量は、現況交通量に工事車両交通量を加算することにより設定した。現

況交通量は工事を行う平日の交通量とした。 

工事時交通量を表 4-1-78 に示す。 

 

表4-1-78 工事時交通量 

単位：台/日 

地点 時間帯等 車種分類 
現況交通量 工事中交通量(工事開始後) 

令和5年度 23ヶ月 27ヶ月 100ヶ月 

道路地点2 昼間（6～19時） 
大型車 3,520 3,575 3,690 3,549 

小型車 10,069 10,095 10,123 10,095 

道路地点4 昼間（6～19時） 
大型車 2,702 2,757 2,872 2,731 

小型車 9,538 9,564 9,592 5,964 

注）1.各予測地点を通過する往復交通量である。 
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図4-1-42 工事用車両の車両台数 

  

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

平日
道路地点2

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

道路地点4
平日

予測地点 

道路地点 2 

道路地点 4 

図中の数字は工事車両の台数を示す 
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② 道路条件 

予測地点における道路断面図は図 4-1-43 に示すとおりであり、予測位置は道路の両側の地上

1.5m の位置とした。 

 

 

 

 

 

図4-1-43 道路断面図  

 

  

西側 東側 

(m) 
道路地点 2 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 
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③ 気象条件 

気象条件は、建設予定地における通年気象調査結果を用いた。 

 

 ^ = ^>��/�>�� 
ここで、   ^ 

  ^> 
  � 

  �> 
  e 

：高さ �（m）の風速（m/s） 

：基準高さ �>（m）の風速（m/s） 

：排出源高さ（m） 

：基準とする高さ（m） 

：べき指数（郊外：1/5） 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年版）」（平成25年、国土交通省国土総合政策研究所） 

 

 

④ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-1-79 に示すとおり設定した。 

 

表4-1-79 平均走行速度 

区分 調査地点 速度 

平日 
道路地点 2 42 

道路地点 4 35 

 

⑤ 大気汚染物質排出量 

窒素酸化物（NOx）及び浮遊粒子状物質（SPM）の時間別平均排出量の算出には、以下の式を

用い、排出係数は表 4-1-80 に示す係数（令和 5年次）を設定した。なお、予測地点における走

行速度は、現地調査結果による速度とした。 

 

�, = yz × 13600 × 11000 × 2�|3, × }3��
3＝D  

ここで、   �, 
  }3 
  |3, 
  yz 

：時間別平均排出量（mL/m・s又はmg/m・s） 

：車種別排出係数（g/km・台） 

：車種別時間別交通量（台/h） 

：換算係数（mL/g又はmg/g） 

  窒素酸化物（NOx）  ：523 mL/g（20℃、1気圧） 

  浮遊粒子状物質（SPM）：1000 mg/g（体積換算不要） 
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表4-1-80 排出係数の設定 

単位：g/km・台 

予測地点 
走行速度 

（km/h） 

窒素酸化物（NOx） 浮遊粒子状物質（SPM） 

小型車類 大型車類 小型車類 大型車類 

道路地点2 42 0.048 0.320 0.000544 0.006543 

道路地点4 35 0.056 0.374 0.000756 0.007514 

出典：「道路環境影響評価に用いる自動車排出係数の算定根拠(平成22年度版)」 

（平成24年2月、国土技術政策総合研究所資料No.671） 

 

 

⑥ バックグラウンド濃度の設定 

バックグラウンド濃度は、建設予定地周辺で実施した年平均値とした。 

バックグラウンド濃度の設定を表 4-1-81 に示す。 

 

表4-1-81 バックグラウンド濃度の設定 

項目 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度 

二酸化窒素（ppm） 0.015 

窒素酸化物（ppm） 0.018 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.021 

 

⑦ 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

NOx から NO2への変換式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、

国土交通省国土総合政策研究所）に示される以下の式を用いた。 

 

 [NO2]R＝0.0714[NOx]R
0.438(1-[NOx]BG/[NOx]T)

0.801 

   ここで、[NOx]R ：窒素酸化物の対象道路の寄与濃度（ppm） 

       [NO2 ]R ：二酸化窒素の対象道路の寄与濃度（ppm） 

       [NOx]BG：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

       [NOx]T ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の寄与濃度の 

           合計値（ppm） 

            （[NOx]T＝[NOx]R＋[NOx]BG） 
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⑧ 年平均値から日平均値の年間98％値及び2％除外値への変換 

予測結果は、年平均値で求められるが、環境基準との整合性を検証するため、二酸化窒素

（NO2）の場合は、日平均値の年間 98％値に、浮遊粒子状物質（SPM）の場合は、日平均値の

2％除外値に変換する必要がある。 

年平均値から日平均値の年間 98％値及び 2％除外値への変換式は、「道路環境影響評価の技

術手法(平成 24 年度版)」（平成 25 年、国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される以下

の式を用いた。 

 

 

【NO2の日平均値の年間98％値】＝a([NO2]BG＋[NO2]R)＋b 

                a＝1.34＋0.11・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

                b＝0.0070＋0.0012・exp(－[NO2]R/[NO2]BG) 

【SPMの日平均値の年間2％除外値】＝a([SPM]BG＋[SPM]R)＋b 

                a＝1.71＋0.37・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

                b＝0.0063＋0.0014・exp(－[SPM]R/[SPM]BG) 

   ここで、[NO2 ]R：二酸化窒素の道路寄与濃度の年平均値（ppm） 

       [NO2]BG：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm）  

       [SPM]R：浮遊粒子状物質の道路寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

       [SPM]BG：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 
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(5) 予測結果 

工事区分ごとの工事車両による大気汚染物質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の予測結果を

表 4-1-82～表 4-1-87 に示す。 

将来交通による寄与濃度は、二酸化窒素が 0.000421～0.000474ppm、浮遊粒子状物質が

0.000039～0.000045mg/m3 であり、将来交通量の寄与濃度とバックグラウンド濃度を加算した予

測結果は、二酸化窒素が 0.015421～0.015474ppm、浮遊粒子状物質が 0.021039～0.021045mg/m3

と予測される。 

また、二酸化窒素の「日平均値の年間 98％値」は 0.030～0.031ppm、浮遊粒子状物質の「日

平均値の 2％除外値」は 0.051mg/m3と予測される。 

 

 

表4-1-82 工事車両による排出ガスの予測結果(1期：破砕選別施設解体)（NO2：二酸化窒素） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（ppm） 
日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
18ヶ月 

0.015 0.000425 0.015425 0.030 日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾー

ン内またはそれ以下 道路地点4 0.015 0.000450 0.015450 0.031 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 

 

表4-1-83 工事車両による排出ガスの予測結果(2期：新焼却施設解体)（NO2：二酸化窒素） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（ppm） 
日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
27ヶ月 

0.015 0.000443 0.015443 0.031 日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾー

ン内またはそれ以下 道路地点4 0.015 0.000474 0.015474 0.031 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 

 

表4-1-84 工事車両による排出ガスの予測結果(3期：既設焼却施設解体)（NO2：二酸化窒素） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（ppm） 
日平均値の 

年間98％値 

（ppm） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
100ヶ月 

0.015 0.000421 0.015421 0.030 日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾー

ン内またはそれ以下 道路地点4 0.015 0.000444 0.015444 0.031 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 
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表4-1-85 工事車両による排出ガスの予測結果 

(1期：破砕選別施設解体)（SPM：浮遊粒子状物質） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（mg/m3） 
日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
18ヶ月 

0.021 0.000039 0.021039 0.051 日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 道路地点4 0.021 0.000043 0.021043 0.051 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 

 

表4-1-86 工事車両による排出ガスの予測結果 

(2期：新焼却施設建設)（SPM：浮遊粒子状物質） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（mg/m3） 
日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
27ヶ月 

0.021 0.000041 0.021041 0.051 日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 道路地点4 0.021 0.000045 0.021045 0.051 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 

 

表4-1-87 工事車両による排出ガスの予測結果 

(3期：既設焼却施設解体)（SPM：浮遊粒子状物質） 

予測地点 工事開始後 

年平均値（mg/m3） 
日平均値の 

2％除外値 

（mg/m3） 

環境基準 現況濃度 

① 

将来交通によ

る寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点2 
100ヶ月 

0.021 0.000039 0.021039 0.051 日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 道路地点4 0.021 0.000042 0.021042 0.051 

注）1.現況濃度（バックグラウンド濃度）は、建設予定地周辺で実施した年平均値である。 

  2.寄与濃度は道路両側の官民境界の高い方の濃度である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、工事車両の走行に伴う排出ガスの影響が実行可能な範

囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の

保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

工事用車両の走行に伴う排出ガスの影響については、次のとおり環境保全措置を実施する

ことから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【工事車両の排出ガスに係る環境保全措置】 

・工事用車両のアイドリングストップを励行する。 

・工事工程の管理を行い、工事用車両が過密に稼働することのないよう努める。 

・交通法規を遵守させるとともに、無用な空ふかしや急加速等の高負荷運転、路上待機等

排出ガスを発生する行為は行わないように指導を徹底する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

工事車両の走行に伴う排出ガスに係る生活環境の保全上の目標は、表 4-1-88 に示すとおり

「大気汚染に係る環境基準」とした。 

将来交通の予測結果との比較は表 4-1-89 及び表 4-1-90 に示すとおり、二酸化窒素の「日平

均値の年間98％値」は道路地点1では 0.030ppm、道路地点2では 0.031ppm、浮遊粒子状物質の

「日平均値の2％除外値」は道路地点1、道路地点2ともに0.051mg/m3と予測されることから、

目標を下回り、生活環境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 

 

表4-1-88 工事車両の走行に伴う排出ガスの影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

二酸化窒素 

「大気汚染に係る環境基準」 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾーン内 

またはそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 
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表 4-1-89 工事車両の排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較（二酸化窒素） 

区分 

(工事開始後) 
予測地域 

予測結果（ppm） 
生活環境の保全上の目標 

年平均値 日平均値 

破砕選別施設解体 

(工事開始後18ヶ月) 

道路地点2 0.015425 0.030 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06ppmのゾーン

内またはそれ以下 

道路地点4 0.015450 0.031 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 0.015443 0.031 

道路地点4 0.015474 0.031 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 0.015421 0.030 

道路地点4 0.015444 0.031 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の年間98％値を示す。 

 

 

表 4-1-90 工事車両の排出ガスの生活環境の保全上の目標との比較 

                          （浮遊粒子状物質） 

区分 

(工事開始後) 
予測地域 

予測結果（mg/m3） 
生活環境の保全上の目標 

年平均値 年平均値 

破砕選別施設解体 

(工事開始後18ヶ月) 

道路地点2 0.021039 0.051 

日平均値の2％除外値 

0.10mg/m3以下 

道路地点4 0.021043 0.051 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 0.021041 0.051 

道路地点4 0.021045 0.051 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 0.021039 0.051 

道路地点4 0.021042 0.051 

注）1.年平均値は、現況濃度（バックグラウンド濃度）と寄与濃度を加算した値である。 

  2.日平均値は、日平均値の2％除外値を示す。 
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4-2 騒音 

4-2-1 現況調査 

(1) 現地調査（実測調査） 

① 調査概要 

建設予定地及びその周辺の騒音の現況を把握し、予測に係る現況レベルの設定等のため、現

地調査を実施した。 

調査概要を表4-2-1に、交通量車種分類を表4-2-2、現地調査地点の位置を図4-2-1に示す。 

 

 

表4-2-1 調査概要（騒音） 

項目 調査手法 調査地点 調査期間 

一般環境（敷地境界・近傍住居） 

 等価騒音レベル 

 

JIS Z8731「環境騒音

の表示・測定方法」及

び「騒音に係る環境基

準の評価マニュアル」

に定める方法 

建設予定地 

・敷地境界 1 地点 

・敷地内 1地点 

 

令和 6年 4月 10 日 17 時 

～4月 11 日 17 時 

沿道環境 

 等価騒音レベル JIS Z8731「環境騒音

の表示・測定方法」及

び「騒音に係る環境基

準の評価マニュアル」

に定める方法 

施設関連車両の走行ルート

道路沿道 5地点 

 ・道路地点.1 

 ・道路地点.2 

 ・道路地点.3 

 ・道路地点.4 

 ・道路地点.5 

平日 

令和 5年 12 月 13 日 0 時 

～24 時 

休日 

令和 5年 12 月 10 日 0 時 

～24 時 交通量 「騒音に係る環境基準

の評価マニュアル」に

定める方法 
車速 

 

表4-2-2 交通量車種分類 

車 種 内 容 

小型車 

乗用車 

ナンバープレートの分類番号が「5」(黒と黄のレート) 

ナンバープレートの分類番号が「3・8」(小型プレート) 

ナンバープレートの分類番号が「3・5・7」 

小型貨物 

ナンバープレートの分類番号が「4」(黒と黄のレート) 

ナンバープレートの分類番号が「3・6」(小型プレート 

ナンバープレートの分類番号が「4・6」の車両 

大型車 

普通貨物 ナンバープレートの分類番号が「1・8・9・0」の車両 

バス ナンバープレートの分類番号が「2」の車両 

廃棄物運搬車両 廃棄物等運搬車両（一般車両を除く） 

二輪車 二輪自動車、原動機付自転車 

注）ナンバープレートの分類番号が「8」の車両、自衛隊車両、外交ナンバー車等は、車体の形状で

判断し、該当する車両に入れて計測した。 
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図4-2-1 騒音の現地調査地点 

  

環境騒音調査位置 

道路騒音調査位置 

敷地内 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

敷地境界 
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② 調査結果 

(ｱ) 環境騒音 

ｱ. 敷地境界地点 

敷地境界地点における時間率騒音レベル（LA5・LA95）の現地調査結果を表 4-2-3 に示す。 

建設予定地の規制基準値は、朝 60dB、昼間 65dB、夕 60dB、夜間 50dB であるが、敷地境界南

側には特別養護老人ホームが隣接するため、特別養護老人ホームの敷地から概ね 50m の区域内

は基準から 5dB を減じた値の朝 55dB、昼間 60dB、夕 55dB、夜間 45dB が適用される。敷地境界

は外部の騒音の影響が大きため、敷地内で外部の影響が小さい位置でも測定を実施した。 

敷地境界は、LA95で夕方を除く時間帯で規制基準を超過し、敷地内は全ての時間帯で規制基準

内の結果であった。 

 

表4-2-3 敷地境界調査地点における騒音レベル（LA5・LA95） 

  
注）規制基準：建設予定地はである現工場は、「都市計画法」の用途地域が準工業地域

であることから、「騒音規制法」第3種区域の規制基準が適用され、特別養護老人

ホームが隣接するため、特別養護老人ホームの敷地から概ね50mの範囲は基準から

5dBを減じた値を（）に記載。  

単位：dB

ＬA5 LA95 ＬA5 LA95

昼間 17:00 55 49 58 55 65(60)

18:00 54 49 57 55

19:00 53 47 56 49

20:00 53 46 53 48

21:00 51 45 51 47

22:00 51 45 50 47

23:00 50 44 50 47

0:00 49 43 50 46

1:00 49 43 50 47

2:00 48 43 50 47

3:00 49 44 56 47

4:00 50 44 56 55

5:00 52 46 57 55

6:00 53 47 58 55

7:00 53 47 59 56

8:00 60 49 69 59

9:00 59 56 69 65

10:00 60 56 68 65

11:00 59 56 67 64

12:00 58 56 66 64

13:00 60 56 68 64

14:00 60 57 68 65

15:00 59 51 66 55

16:00 60 51 62 55

昼間 59 54 66 61 65(60)

夕 53 47 54 50 60(55)

夜間 50 44 52 49 50(45)

朝 53 47 59 56 60(55)

昼間 65(60)

時間区分
平均値

敷地内 敷地境界

夜間

夕

時間
区分

時間 規制基準

60(55)

50(45)

朝 60(55)
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(ｲ) 道路沿道 

ｱ. 道路交通騒音 

道路交通騒音の調査結果を表 4-2-4 に、道路断面図を図 4-2-2 に示す。 

道路地点 1、3、5は環境基準の道路に面する地域、調査地点 2、4は環境基準の幹線交通を担

う道路に近接する空間の環境基準を下回る結果であった。 

 

表4-2-4 道路交通騒音調査結果（等価騒音レベルLAeq） 

単位：dB 

調査地点 時間区分 
等価騒音レベル 

環境基準 
平日 休日 

道路地点 1 
昼間(6:00～22:00) 65 63 65 

夜間(22:00～6:00) 59 57 60 

道路地点 2 
昼間(6:00～22:00) 69 67 70 

夜間(22:00～6:00) 64 62 65 

道路地点 3 
昼間(6:00～22:00) 64 63 65 

夜間(22:00～6:00) 58 57 60 

道路地点 4 
昼間(6:00～22:00) 66 64 70 

夜間(22:00～6:00) 62 60 65 

道路地点 5 
昼間(6:00～22:00) 64 62 65 

夜間(22:00～6:00) 58 58 60 

注）環境基準：道路地点1、3、5は「道路に面する地域」、調査地点2、4は、「幹線交通を担う道

路に近接する空間」に該当する。 

 

 

 

 

 

図4-2-2（1） 道路断面図（1）  

 

南側 北側 

(m) 

●：騒音測定位置 

道路地点 1 
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図4-2-9（2） 道路断面図 （2） 

西側 東側 

(m) 

北側 南側 

(m) 

西側 東側 
(m) 

北側 

南側 

(m) 

●：騒音測定位置 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 
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ｲ. 交通量 

交差点交通量の調査結果を表 4-2-5 に示す。 

交通量は、平日が 5,973～16,654 台/日、大型混入率が 5.8～25.5％、休日が 3,403～12,895 

台/日、大型混入率が 2.1～12.1％であった。 

 

表4-2-5 交通量調査結果 

区分 調査地点 

断面 

大型車 

小型 合計 二輪 
大型 

混入率 廃棄物運搬

車両以外 

廃棄物運搬

車両 

(台/日) （台/日） (台/日) (台/日) (台/日) (%) 

平日 

道路地点 1 1,127 134 4,712 5,973 608 21.1 

道路地点 2 3,905 348 12,401 16,654 1,105 25.5 

道路地点 3 578 51 10,273 10,902 1,075 5.8 

道路地点 4 3,079 263 11,851 15,193 841 22.0 

道路地点 5 629 48 9,436 10,113 876 6.7 

休日 

道路地点 1 209 57 3,137 3,403 315 7.8 

道路地点 2 1,410 149 11,336 12,895 878 12.1 

道路地点 3 212 30 11,033 11,275 848 2.1 

道路地点 4 1,259 122 11,474 12,855 870 10.7 

道路地点 5 227 13 10,396 10,636 602 2.3 

 

ｳ. 走行速度 

走行速度の調査結果を表 4-2-6 に示す。 

走行速度は、平日が 35～46km/h、休日が 36～48kmh であった。 

 

表4-2-6 走行速度調査結果 

単位：km/h 

区分 調査地点 速度 

平日 

道路地点 1 45 

道路地点 2 42 

道路地点 3 46 

道路地点 4 35 

道路地点 5 39 

休日 

道路地点 1 48 

道路地点 2 40 

道路地点 3 46 

道路地点 4 36 

道路地点 5 36 
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4-2-2 施設の稼働に伴う騒音の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴う騒音（騒音レベル）とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地の周辺地域とした。予測高さは地上 1.2m とした。 

 

(3) 予測方法 

予測方法は、施設内に設置する設備・機器のパワーレベル及び計画建物の壁面条件をもとに、

騒音の距離減衰式により騒音レベルを予測する方法とした。 

予測にあたっては、騒音源と予測地点の標高差及び地形による回折減衰を考慮した。 

予測式は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環境省）に基づき以下の

式を用いた。 

施設の稼働に伴う騒音の予測手順を図 4-2-3 に示す。 
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図4-2-3 施設の稼働に伴う騒音の予測手順 

 

  

事業計画 

面音源は点音源に近似 

外部での騒音伝播計算 

音源の位置、パワーレベルの設定 

予測点における騒音レベル 

建物外壁面での騒音レベル 

屋内音源 

屋内平均騒音レベル 

野外音源 
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① 建屋内にある騒音発生源からの騒音レベル 

建屋内部の設備機器から発生する騒音は、ほぼ均一的に建屋外壁を通じて受音点に達するも

のと想定した。外壁（面音源）を点音源の集合と考え、個々の点音源について伝搬理論式によ

る計算を行い、さらに回折減衰による補正値を考慮して得られる騒音レベルを合成し、受音点

の騒音レベルとした。 

発生源（点音源）から �� m 離れた点の騒音レベルは、次式により求めた。 

 

���� = �� + 10 log�� � �4���� + 4�� 
ここで、  ���� 

  �� 

  � 

  �� 
  � 

：室内の騒音レベル（dB） 

：各機器のパワーレベル（dB） 

：音源の方向係数（一般の場合（床上に音源がある場合）＝2） 

：音源から室内受音点までの距離（m） 

：室定数（m2） 

           � = ��
��� 

   � 
  � 

：室全表面積（m2） 

：平均吸音率 

 

同一室内に複数の音源がある場合には、合成後の室内騒音レベルを次式により求めた。 

 

�� = 10 log �� 10� !/��
#

$%�
& 

ここで、  ��$ ：音源 � に対する受音点の騒音レベル（dB） 

 

② 建屋内にある騒音発生源からの騒音レベル 

前項の式により求めた室内騒音レベル（����）から、次式により建物外壁面における騒音レ

ベル（��'()）を算出した。 

 

��'() = ���� − +� − 6 
ここで、  ��'() 

  ���� 
  +� 

：建物外壁面における騒音レベル（dB） 

：室内の騒音レベル（dB） 

：外壁の透過損失（dB） 
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(4) 予測条件 

① 設備機器等の騒音レベルの設定 

騒音発生源となる各施設の設備機器の種類及び騒音レベルは、表 4-2-7 に示すとおりである。

これらの機器が全て同時に稼働するものとした。 

騒音対策は、騒音が大きい設備機器に防音室を設置し、防音室からの騒音を 80dB まで低減す

ることした。 

 

表4-2-7 設備機器の種類及び発生騒音レベル 

 

  

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2 86 93 99 107 104 106 103 83

4 79 89 95 102 105 105 98 88

2 79 89 95 102 105 105 98 88

1 61 64 68 71 94 100 100 93

1 62 67 74 77 77 70 66 60

3 81 79 75 70 64 71 69 61

1 41 47 53 62 61 60 56 50

1 41 47 53 62 61 60 56 50

1 109 112 106 106 108 106 102 93

1 75.5 80 88 101 102 105 108 101

1 103 101 100 103 108 113 113 98

3 85 98 101 103 104 103 99 92

3 65 72 77 77 72 63 51 84

3 90 93 96 98 99 98 94 87

3 105 108 111 113 114 112 108 102

2 59 76 0.81 89 87 89 86 95

2 85 88 101 104 104 103 98 90

2 85 88 101 104 104 103 98 90

1 57 67 70 70 67 62 45 35

1 57 67 70 70 67 62 45 35

1 95 96 97 105 104 97.5 92 88

主要設備名 数量
周波音別パワーレベル

ごみクレーン

ボイラ給水ポンプ

脱気器給水ポンプ

脱気器

蒸気復水器

バグフィルタ

消石灰貯留槽

活性炭貯留槽

蒸気タービン

タービン排気管

タービンバイパス減温減圧装置

押込送風機

二次送風機

排ガス再循環送風機

誘引送風機

灰クレーン

雑用空気圧縮機

計装用空気圧縮機

受変電設備

電気設備

非常用発電機



4-122 

 

② 発生源の配置 

騒音発生源の配置を図 4-2-4 に示す。建物内の騒音源については、室内音源の外壁への吸音

率、透過損失を考慮した上で、建物外壁面全体に点音源を配置した。 

 

 

図4-2-4 騒音発生源の配置 
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③ 壁面の透過損失及び吸音率 

事業計画より、工場当建屋の外壁はコンクリート造、内壁はコンクリート造、、屋根はアル

ミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、出入口扉、シャッターは鋼製を想定した。床は全てコンクリー

ト造と想定した。計画施設の外壁等の材質ごとの透過損失を表 4-2-8 に、吸音率を表 4-2-9 に

示す。 

 

表4-2-8 施設の材質別透過損失 

材質 
透過損失（dB） 

125Hz 250Hz 500Hz 1,000Hz 2,000Hz 4,000Hz 

コンクリート（t=100㎜） 31 33 33 39 48 55 

ガラス 16 20 21 18 19 25 

鉄板（t=1.0㎜） 17 19 24 28 33 38 

アルミニウム－ 

亜鉛合金めっき鋼板 
8 11 14 20 26 30 

出典：「騒音制御工学ハンドブック[資料編]」（平成13年、（社）日本騒音制御工学会編、技法堂出版(株)） 

 

表4-2-9 施設の材質別吸音率 

材質 
吸音率 

125Hz 250Hz 500Hz 1,000Hz 2,000Hz 4,000Hz 

コンクリート（t=100㎜） 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

ガラス 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 

鉄板（t=1.0㎜） 0.13 0.12 0.07 0.04 0.04 0.04 

アルミニウム－ 

亜鉛合金めっき鋼板 
0.13 0.12 0.07 0.04 0.04 0.04 

出典：「騒音制御工学ハンドブック[資料編]」（平成13年、（社）日本騒音制御工学会編、技法堂出版(株)） 

   「建築・環境音響学」（平成2年、共立出版株式会社） 
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(5) 予測結果 

計画施設の稼働に伴い発生する騒音の予測結果を表 4-2-10 に、騒音レベル（寄与騒音）の分

布を図 4-2-5 に示す。 

建設予定地の敷地境界における、計画施設の稼働に伴い発生する騒音の予測結果（LA5）は、

昼間、朝・夕・夜間について 45dB と予測される。 

敷地境界は、騒音規制法の規制基準が適用されるため、LA5を評価値として評価した。 

 

表4-2-10 計画施設の稼働に伴う騒音の予測結果（敷地境界：LA5） 

単位:dB 

予測地点 時間区分 
予測結果

（LA5） 
規制基準 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

朝（6～8時） 45 55 

昼間（8～18時） 45 60 

夕（18～21時） 45 55 

夜間（21～6時） 45 45 

注）1.規制基準：建設予定地である現工場は、「都市計画法」の用途地域が準工

業地域であることから、「騒音規制法」第3種区域の規制基準

が適用される、なお南側の特別養護老人ホームの敷地から50m

以内の区域であるため5dBを減じた値。 
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図4-2-5 施設の稼働に伴う騒音の予測結果（朝、昼間、夕、夜間 寄与騒音：LA5） 

  



4-126 

 

(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、施設の稼働に伴う騒音の影響が実行可能な範囲内で回

避され、又は低減されたものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全上の目標

と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

計画施設の稼働による騒音の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することから、

実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【計画施設の稼働による騒音に係る環境保全措置】 

・設備機器は、建屋内に配置する。 

・騒音が発生する設備機器は、騒音の少ない機種を選定する。 

・騒音が大きい設備機器は、防音室内に設置する。 

・防音性能が要求される部分は、原則として鉄筋コンクリート造とする。 

・排風機、ブロワ等の設備には、消音機を取り付ける等、必要に応じて防音対策を施した構

造とする。 

・定期的に機械点検を実施する。 

・吸音材を使用して室内騒音レベルの低下を図る。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

計画施設の稼働に伴う騒音に係る生活環境の保全上の目標は表 4-2-11 に示すとおり、敷地境

界では「環境の保全と創造に関する条例」とした。なお、建設予定地は準工業地域に位置し、

騒音規制法に基づく第 3 種区域の基準が適用される。規制基準を生活環境の保全上の目標とし

た。 

予測結果との比較は表 4-2-12 に示すとおり、計画施設の稼働に伴う騒音については、設備機

器の建屋内への配置、騒音の少ない機種の選定及び防音室の設置等の防音対策を講じることに

より、建設予定地の敷地境界における騒音の予測結果（LA5）は目標を下回り、生活環境の保全

上の目標との整合が図られているものと評価する。 
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表4-2-11 計画施設の稼働に伴う騒音の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率騒音レベル

（LA5） 

建設予定地 

敷地境界 

環境の保全と創造に関する条例「特定工

場等において発生する騒音の基準（第3

種区域）」 

朝夕：55dB 

昼間：60dB 

夜間：45dB 

 

 

表4-2-12 計画施設の稼働に伴う騒音の生活環境の保全上の目標との比較（敷地境界：LA5） 

                                 単位:dB 

予測地点 時間区分 予測結果（LA5） 
生活環境の保全上 

の目標 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

朝（6～8時） 45 55 

昼間（8～18時） 45 60 

夕（18～21時） 45 55 

夜間（21～6時） 45 45 
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4-2-3 廃棄物運搬車両の走行に伴う騒音の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音レベル（LAeq）とした。 

 

(2) 予測地点 

建設予定地は、現工場の敷地内に計画していることから、廃棄物運搬車両等の走行ルートは

現況と変わらないと想定し、図 4-2-6～図 4-2-7 に示すとおりとした。予測地点は、廃棄物運

搬車両の主要走行ルート沿道から影響を受ける地点として、現地調査を実施した道路地点 1 か

ら道路地点 5の 5地点とした。 
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図4-2-6 廃棄物運搬車両等の走行ルート及び予測地点（平日） 

 

 

現況 計画 増加
大型車 263 482 219
小型車 205 494 289

468 976 508

道路地点4

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 48 100 52
小型車 163 105 -58

211 205 -6

道路地点5

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 134 99 -35
小型車 207 106 -101

341 205 -136

道路地点1

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 51 11 -40
小型車 177 10 -167

228 21 -207

道路地点3

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 348 583 235
小型車 545 602 57

893 1185 292

道路地点2

断面

合計

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

図中の数字は廃棄物運搬車両の台数を示す。 

■は推定台数を示す。 



4-130 

 

 

図4-2-7 廃棄物運搬車両等の走行ルート及び予測地点（休日） 

 

  

現況 計画 増加
大型車 57 39 -18
小型車 157 109 -48

214 148 -66

道路地点1

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 149 228 79
小型車 595 633 38

744 861 117

道路地点2

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 30 4 -26
小型車 193 11 -182

223 15 -208

道路地点3

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 122 187 65
小型車 220 521 301

342 708 366

道路地点4

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 13 40 27
小型車 182 108 -74

195 148 -47

道路地点5

断面

合計

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

図中の数字は廃棄物運搬車両の台数を示す。 

■は推定台数を示す。 
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(3) 予測方法 

予測は、騒音調査結果、予想交通量及び走行経路等から、自動車騒音に係る予測モデル（ASJ 

RTN-Model 2018）により騒音レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国土

総合政策研究所）及び「道路環境影響評価の技術手法 4.騒音 4.1 自動車の走行に係る騒音

（令和 2年度版）」（令和 2年、国土技術政策総合研究資料 第 1124 号）に基づき以下の式と

した。 

廃棄物運搬車両の走行に伴う騒音の予測手順を図 4-2-3 に示す。 

 

 

 

図4-2-8 廃棄物運搬車両の走行に伴う騒音の予測手順 

 

 

  

対象事業等の関連車両の交通条件 
現況等価騒音レベル 

LAeq 

対象事業等の関連車両による 

等価騒音レベル 

LAeq,R、LAeq,7 

対象事業等の関連車両の走行時の等価騒音レベル 
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【予測の基本式】 

�-./ = 10 log�� �10�01/�� ∙ 33600� = �-5 + 10 log�� 3 − 35.6 
�-5 = 10 log�� 8 1+� � 10�0,!/��

$
∙ ∆)$; 

ここで、  �-./ 
 �<= 
  

 3 

 �<,$ 
 

 ∆>$ 
 ?$ 

：等価騒音レベル（dB） 

：単発騒音曝露レベル 

  （ﾕﾆｯﾄﾊﾟﾀｰﾝの時間積分値をﾚﾍﾞﾙ表示した値：dB） 

：交通量（台/h） 

：� 番目の音源からのA特性音圧レベルの時間的変化 

  +�=1s（基準の時間）、∆)$ = ∆>$/?$（s） 

：� 番目の区間の長さ（m） 

：� 番目の区間における自動車の走行速度（m/s） 

 

 

【伝搬計算の基本式】 

�- = ��< − 8 − 20 log�� � + ∆�B + ∆�C + ∆�D 
ここで、  �- 

 ��< 
 � 
 ∆�B 
 ∆�C 
 ∆�D 

：A特性音圧レベル（dB） 

：自動車走行騒音のA特性音響パワーレベル（dB） 

：音源点から予測地点までの距離（m） 

：回折に伴う減衰に関する補正量（＝0dB） 

：地表面効果による減衰に関する補正量（＝0dB） 

：空気の音響吸収による減衰に関する補正量（＝0dB） 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 廃棄物運搬車両等の交通量 

廃棄物運搬車両等の台数は、廃棄物の処理量に応じて変化することから、令和 14 年度の計画

搬入台数とした。 

廃棄物運搬車両等の交通量は、供用後交通量から現況交通量を引いた台数として設定した。

計画搬入台数台数を表 4-2-13 に示す。 

 

表4-2-13 計画搬入台数 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 計画搬入台数 

平日 休日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 39 109 148 

道路地点2 583 602 1,185 228 633 861 

道路地点3 11 10 21 4 11 15 

道路地点4 482 494 976 187 521 708 

道路地点5 100 105 205 40 108 148 

 

(ｲ) 廃棄物運搬車両等の走行ルート別台数 

現施設への廃棄物運搬車両等の出入は、建設予定地東側の出入口が利用されている。計画施

設については、収集地域等に変化がないこと搬出入ルートに変更はないことから現状と変化が

ないと想定される。 

廃棄物運搬車両等の交通量は、供用後交通量から現況交通量を引いた台数として設定した。 

廃棄物運搬車両等の交通量を表 4-2-14～表 4-2-15 に示す。 

将来交通量は、表 4-2-16 に示すとおりの台数を設定した。 
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表4-2-14 廃棄物運搬車両等の交通量（平日） 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 現況運搬台数 運搬車増減台数 

平日 平日 平日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 134 207 341 -35 -101 -136 

道路地点2 583 602 1,185 348 545 893 235 57 292 

道路地点3 11 10 21 51 177 228 -40 -167 -207 

道路地点4 482 494 976 263 205 468 219 289 508 

道路地点5 100 105 205 48 163 211 52 -58 -6 

注）1.現況運搬台数の大型車は、交通量の現地調査の廃棄物運搬車両台数。小型車は小型車の日平均搬入台数と通勤

の車両台数等を現地調査の交通量の割合に合わせて按分した台数である。 

2.小型車は、現況運搬台数が推定値であるため、予測に用いる現況搬入台数は 0 台とした。 

3.大型車の道路地点 1、3のマイナス台数は 0台として予測する 

 

 

表4-2-15 廃棄物運搬車両等の交通量（休日） 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 現況運搬台数 運搬車増減台数 

休日 休日 休日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 39 109 148 57 157 214 -18 -48 -66 

道路地点2 228 633 861 149 595 744 79 38 117 

道路地点3 4 11 15 30 193 223 -26 -182 -208 

道路地点4 187 521 708 122 220 342 65 301 366 

道路地点5 40 108 148 13 182 195 27 -74 -47 

注）1.現況運搬台数の大型車は、交通量の現地調査の廃棄物運搬車両台数。小型車は小型車の日平均搬入台数と通勤

の車両台数等を現地調査の交通量の割合に合わせて按分した台数である。 

2.小型車は、現況運搬台数が推定値であるため、予測に用いる現況搬入台数は 0 台とした。 

3.大型車の道路地点 1、3のマイナス台数は 0台として予測する。 

 

表4-2-16 将来交通量 

単位：台/日 

地点 

将来交通量 

平日 休日 

大型車 小型車 大型車 小型車 

道路地点1 -35（0） -101（0） -18（0） -48（0） 

道路地点2 235 57 79 38 

道路地点3 -40（0） -167（0） -26（0） -182（0） 

道路地点4 219 285 65 301 

道路地点5 52 -58（0） 27 -74（0） 

注）マイナスの台数は0台として予測する。 
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② 道路条件 

予測地点における道路断面図は図 4-2-9 に示すとおりであり、現地調査を実施した位置を位

置とした。 

 

 

 

 

 

 

図4-2-9（1） 道路断面図（1） 

 

南側 北側 

(m) 

西側 東側 

(m) 

北側 南側 

●：騒音測定位置 

道路地点 1 

道路地点 2 
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図4-2-9（2） 道路断面図（2） 

 

③ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-2-17 に示すとおり設定した。 

 

表4-2-17 平均走行速度 

単位：km/h 

区分 調査地点 速度 

平日 

道路地点 1 45 

道路地点 2 42 

道路地点 3 46 

道路地点 4 35 

道路地点 5 39 

休日 

道路地点 1 48 

道路地点 2 40 

道路地点 3 46 

道路地点 4 36 

道路地点 5 36 

  

北側 

南側 

(m) 

●：騒音測定位置 

道路地点 5 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 
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(5) 予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）の予測結果を表 4-2-18 に示す。 

平日の道路地点 1～道路地点 5では 64～69dB であり、現況騒音からの増加レベルは 0～1dB

であり、休日の道路地点 1～道路地点 5では 62～67dB であり、現況騒音からの増加レベルは 0

～2dB であった。 

 

表4-2-18 廃棄物運搬車両等の道路交通騒音（LAeq）の予測結果（平日・昼間） 

単位：dB 

予測地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

環境基準 
現況騒音 予測結果 増加レベル 

道路地点1 65 65 0 65 

道路地点2 69 69 0 70 

道路地点3 64 65 1 65 

道路地点4 66 66 0 70 

道路地点5 64 64 0 65 

注）1.環境基準は道路地点1、3、5が「道路に面する地域」、調査地点2、4が「幹線交通を担う

道路に近接する空間」である。 

 

表4-2-19 廃棄物運搬車両等の道路交通騒音（LAeq）の予測結果（休日・昼間） 

単位：dB 

予測地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

環境基準 
現況騒音 予測結果 増加レベル 

道路地点1 63 63 0 65 

道路地点2 67 67 0 70 

道路地点3 63 65 2 65 

道路地点4 64 64 0 70 

道路地点5 62 62 0 65 

注）1.環境基準は道路地点1、3、5が「道路に面する地域」、調査地点2、4が「幹線交通を担う

道路に近接する空間」である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、廃棄物運搬車両等の走行による騒音の影響が実行可能

な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環

境の保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行による騒音の影響については、次のとおり環境保全措置を実施する

ことから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音に係る環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音に係る生活環境の保全上の目標は表 4-2-20 に示すとおり、

近傍住居の「騒音に係る環境基準」とした。 

予測結果との比較は表 4-2-21 に示すとおり、平日の道路地点 1～道路地点 5、休日の道路地

点 1～道路地点 5 ともに、目標を下回り、生活環境の保全上の目標との整合が図られているも

のと評価する。 

 

表4-2-20 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

等価騒音レベル 

（LAeq） 

道路地点 

1，3，5 

環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準

（道路に面する地域）」 

昼間：65dB以下 

夜間：60dB以下 

道路地点 

2，4 

環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準

（幹線交通を担う道路に近接する空間）」 

昼間：70dB以下 

夜間：65dB以下 
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表4-2-21 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の生活環境の保全上の目標との比較 

単位：dB 

区分 予測地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

環境基準 
現況騒音 予測結果 増加レベル 

平日 

道路地点1 65 65 0 65 

道路地点2 69 69 0 70 

道路地点3 64 65 1 65 

道路地点4 66 66 0 70 

道路地点5 64 64 0 65 

休日 

道路地点1 63 63 0 65 

道路地点2 67 67 0 70 

道路地点3 63 65 2 65 

道路地点4 64 64 0 70 

道路地点5 62 62 0 65 

注）1.環境基準は道路地点1、3、5が「道路に面する地域」、調査地点2、4が「幹線交通を担う道路に近

接する空間」である。 

 

 

 

。  
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4-2-4 建設機械の稼働に伴う騒音の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、施設建設の設機械の稼働に伴う騒音（騒音レベル）とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地の周辺地域とした。予測地点は、建設予定地の敷地境界とした。予

測高さは地上 1.2m とした。 

 

(3) 予測方法 

① 予測式 

予測は、工事区域内に配置する建設機械の騒音パワーレベルをもとに騒音の距離減衰式によ

り騒音レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国土

技術政策総合研究所）に示される、日本音響学会の「建設工事騒音の予測モデル“ASJ CN-

Model 2007”」に基づく以下の式を用いた。 

建設機械の稼働に伴う騒音の予測手順を図 4-2-10 に示す。 

 

 

図4-2-10 建設機械の稼働に伴う騒音の予測手順 

 

  

工事区域・予測地点の設定 

騒音伝搬計算 

建設機械の LAeqの算出 

建設機械の設定 

建設機械の LA5等の算出 

補正値∆Lの設定 
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(ｱ) 騒音レベルの予測式 

�<,$ = �E-,$ − 8 − 20 × >'G�� �$ + ∆�B,$ + ∆�C,$  
ここで、  �-,$ 

 

�E-,$ 
  �$ 
 ∆�B,$ 
 ∆�C,$ 

：� 番目の建設機械による予測地点における騒音レベルのエネルギー

平均値（dB） 

：� 番目の建設機械のA特性音響パワーレベル（dB） 

：� 番目の建設機械から予測地点までの距離（m） 

：� 番目の建設機械からの騒音による回折減衰による補正量（dB） 

：� 番目の建設機械からの騒音による地表面効果による補正量（dB）

（＝0） 

 

エネルギー平均値から等価騒音レベルを求める計算は、以下のとおりとした。 

�-./,H,ID = 10 log�� 1+ 8� +$ ∙ 10�J,!/��
$

; 
ここで、  �-./,H,ID 

  + 
  +$ 

：予測地点における等価騒音レベル（dB） 

：評価時間（s） 

：� 番目の建設機械の騒音の継続時間（s） 

 

 

 

(ｲ) 解析減衰による補正量 

回折に伴う減衰に関する補正量 ∆�B は、騒音源と回折点及び予測点の行路差 δ（m）を用い

て以下の式により算出した。 

 

・予測点から音源が見えない場合 

∆�B = L−10 >'G�� M − 18.4   M ≧ 1  

−5 − 15.2 O��ℎ��QM�.R�S 0 ≦ M < 1 
・予測点から音源が見える場合 

∆�B = L −5 + 15.2 sinh��QM�.R�S  0 < M ≦ 0.073
0           0.073 < M  
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② 予測時期 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測する

こととした。工事区分及び期間を表4-2-22に示す。 

予測時期は、建設機械の稼働による環境影響が最大となると想定される時期とし、工事計画

より、月毎に稼働する建設機械から算出した月別の音響パワーレベルは図 4-2-11 に示すとおり

である。各工事区分の音響パワーレベルの最大月を表 4-2-23 に示す。 

 

表4-2-22 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-2-23 各工事区分の最大月 

期 工事区分 工事開始後 

1期 破砕選別施設解体 18ヶ月後 

2期 新焼却施設建設 22ヶ月後 

3期 既設焼却施設解体 88ヶ月後 

 

 

図4-2-11 建設機械の音響パワーレベル 
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(4) 予測条件 

① 建設機械の騒音パワーレベルの設定 

建設機械の稼働による影響が最大となるのは、建設機械の騒音パワーレベルの合成値が最も

大きくなる工事開始後 18 ヶ月後と想定される。この時期に稼働する建設機械の種類及び騒音レ

ベルを表 4-2-24 に示す。 

 

表4-2-24 建設機械の種類及び発生騒音レベル 

 
注）図上の記号は、図4-2-12～図4-2-14と対応する。 

出典：メーカー資料 

 

 

② 建設機器の騒音レベルの設定 

建設機械の位置は、建設機械の稼働による影響が最大になると想定される各工事区分につい

て、それぞれの代表的な稼働位置として図 4-2-12～図 4-2-14 に示すように配置した。騒音源

の高さは、地上 1.5m とした。 

なお、敷地境界に防音パネル（高さ 3m、鋼板製）を設置した場合についても予測を行った。 

 

 

 

騒音レベル

(dB）

バックホー 0.8m3 7 104 ①

エンジン発電機 75kVA未満 2 98 ②

ハイプレッシャー 14.7MPA 2 87.9 ③

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 4 107 ④

サイレントパイラーエンジンユニット
（山留杭打ち機）

195kW 2 104 ⑤

バックホー 0.45m3 3 101 ①

エンジン発電機 75kVA未満 3 105 ②

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 2 104 ④

杭打機 - 3 107 ⑤

クローラクレーン 65t吊未満 3 107 ⑥

バックホー 0.15, 0.45, 0.7m3 6 104 ①

エンジン発電機 75kVA未満 4 98 ②

ハイプレッシャー 14.7MPA 1 87.9 ③

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 1 107 ④

コンプレッサー 0.7MPA 4 76 ⑨

1期

2期

3期

建設機械 規格等 台数 図上の記号期



4-144 

 

 

図4-2-12 建設機械の配置（1期：工事開始後18ヶ月後） 

 

 

図4-2-13 建設機械の配置（2期：工事開始後22ヶ月後） 

 

防音パネルの設置位置 

（敷地境界） 

防音パネルの設置位置 

（敷地境界） 
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図4-2-14 建設機械の配置（3期：工事開始後88ヶ月後） 

 

  

防音パネルの設置位置 

（敷地境界） 
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(5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴い発生する騒音の予測結果を表 4-2-25 に、騒音レベル（寄与騒音）の分

布を図 4-2-15 に示す。 

建設機械の稼働に伴い発生する騒音の予測結果（LA5）は、建設予定地の敷地境界で 63～77dB

となり、敷地境界に防音パネルを設置する対策を講じた場合は、45～59dB となり、特定建設作

業の規制基準を下回ると予測される。 

 

表4-2-25 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（敷地境界：LA5） 

単位:dB 

予測地点 工事区分 
予測結果（LA5） 

規制基準 
防音パネル無 防音パネル有 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

破砕選別施設解体 77 59 

85 新焼却施設建設 76 59 

既設焼却施設解体 63 45 

注）1.規制基準は騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

  2.防音パネル敷地境界に設置して予測した。 
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図4-2-15 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：無、1期：破砕選別施設解体） 
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図4-2-16 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：有、1期：破砕選別施設解体） 
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図4-2-17 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：無、2期：新焼却施設建設） 
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図4-2-18 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：有、2期：新焼却施設建設） 
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図4-2-19 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：無、3期：既設焼却施設解体） 
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図4-2-20 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（昼間 寄与騒音：LA5） 

（防音パネル：有、3期：既設焼却施設解体） 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、建設機械等の稼働に伴う騒音の影響が実行可能な範囲

内で回避され、又は低減されたものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全上

の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

建設機械の稼働に伴う騒音の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することから、

実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【建設機械の稼働に伴う騒音に係る環境保全措置】 

・防音効果のある防音シートや防音パネルを設置する。 

・低騒音型機械を積極的に使用する。 

・建設機械は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

・建設機械のアイドリングストップを励行する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

建設機械の稼働に伴う騒音に係る生活環境の保全上の目標は表 4-2-26 に示すとおり、敷地境

界において「環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準」とした。 

予測結果との比較は表4-2-27に示すとおり、建設予定地の敷地境界における騒音レベル（LA5）

は防音パネルを設置しない場合、最大 77dB、防音パネルを設置した場合、最大 59dB と予測さ

れ、目標を下回り、生活環境の保全上の目標との整合が図られているものと評価する。 

 

表4-2-26 建設機械の稼働に伴う騒音の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率騒音レベル 

（Lx） 

建設予定地の 

敷地境界 

騒音規制法及び環境の保全と創造に

関する条例に基づく「特定建設作業

に伴って発生する騒音の規制に関す

る基準」 

85dB以下 
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表4-2-27 建設機械の稼働に伴う騒音の生活環境の保全上の目標との比較（敷地境界：LA5） 

                                 単位:dB 

予測地点 工事区分 
予測結果（LA5） 生活環境の 

保全上の目標 防音パネル無 防音パネル有 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

破砕選別施設解体 77 59 

85 新焼却施設建設 76 59 

既設焼却施設解体 63 45 

 

 

 

4-2-5 工事車両等の走行に伴う騒音の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、工事車両等の走行に伴う道路交通騒音レベル（LAeq）とした。 

 

(2) 予測地点 

建設予定地は、現工場の敷地内に計画していることから、工事車両等の走行ルートは現況と

変わらないと想定し、図 4-2-21 に示すとおりとした。予測地点は、工事車両の主要走行ルート

沿道から影響を受ける地点として、現地調査を実施した道路地点 2、道路地点 4 の 2 地点とし

た。 
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図4-2-21 工事用車両等の走行ルート及び予測地点 

  

予測位置 

道路地点 2 

道路地点 4 
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(3) 予測方法 

予測は、騒音調査結果、予想交通量及び走行経路等から、自動車騒音に係る予測モデル（ASJ 

RTN-Model 2018）により騒音レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国土

総合政策研究所）及び「道路環境影響評価の技術手法 4.騒音 4.1 自動車の走行に係る騒音

（令和 2年度版）」（令和 2年、国土技術政策総合研究資料 第 1124 号）に基づき以下の式と

した。 

工事車両等の走行に伴う騒音の予測手順を図 4-2-22 に示す。 

 

 

図4-2-22 工事車両等の走行に伴う騒音の予測手順 

 

  

工事関連車両の交通条件 現況等価騒音レベル 

LAeq*の設定 

工事関連車両による 

等価騒音レベル 

LAeq,R 

工事関連車両走行時の等価騒音レベル 
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【予測の基本式】 

�-./ = 10 log�� �10�01/�� ∙ 33600� = �-5 + 10 log�� 3 − 35.6 
�-5 = 10 log�� 8 1+� � 10�0,!/��

$
∙ ∆)$; 

ここで、  �-./ 
 �<= 
  

 3 

 �<,$ 
 

 ∆>$ 
 ?$ 

：等価騒音レベル（dB） 

：単発騒音曝露レベル 

  （ﾕﾆｯﾄﾊﾟﾀｰﾝの時間積分値をﾚﾍﾞﾙ表示した値：dB） 

：交通量（台/h） 

：� 番目の音源からのA特性音圧レベルの時間的変化 

  +�=1s（基準の時間）、∆)$ = ∆>$/?$（s） 

：� 番目の区間の長さ（m） 

：� 番目の区間における自動車の走行速度（m/s） 

 

【伝搬計算の基本式】 

�- = ��< − 8 − 20 log�� � + ∆�B + ∆�C + ∆�D 
ここで、  �- 

 ��< 
 � 
 ∆�B 
 ∆�C 
 ∆�D 

：A特性音圧レベル（dB） 

：自動車走行騒音のA特性音響パワーレベル（dB） 

：音源点から予測地点までの距離（m） 

：回折に伴う減衰に関する補正量（＝0dB） 

：地表面効果による減衰に関する補正量（＝0dB） 

：空気の音響吸収による減衰に関する補正量（＝0dB） 
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【A特性音響パワーレベル】 

自動車1台から発生する騒音（A特性音響パワーレベル）は、表4-2-28に示す式を用いて算

出した。 

 

表4-2-28 A特性音響パワーレベル（密粒舗装） 

車種分類 
定常走行区間 

（40km/h≦V≦140km/h） 

大型車類 ��< = 53.2 + 30 log�� ? 
小型車類 ��< = 45.8 + 30 log�� ? 

注）V：平均走行速度（km/h） 

 

【工事用車両の影響を加味した式】 

�-./ = �<[\∗ + ∆� 
        ∆� = 10 log��^_10�J`a,b/�� + 10�J`a,cd/��ef/10�J`a,b/�� 

ここで、 �-./ �-./∗ 
∆� 
�-./,g �-./,hi 

：工事用車両走行時の等価騒音レベル（dB） 

：現況等価騒音レベル（dB） 

：工事用車両の走行により増加する等価騒音レベル（m） 

：現況交通量からASJ RTN-Modelを用いて求められる等価騒音レベル（dB） 

：工事用車両の交通量から、ASJ RTN-Modelを用いて求められる等価騒音 

 レベル（dB） 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 工事車両等の交通量 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測す

ることとした。工事区分及び期間を表 4-2-29 に示す。 

工事用車両台数は、工事計画より、工事区分ごとの工事用車両の月別使用台数が最大となる

工事用車両台数とし、工事車両の台数を表 4-2-30 に示すとおり設定した。 

 

表4-2-29 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-2-30 工事用車両の台数 

単位：台/日 

期 工事区分 工事開始後 項目 
工事車両台数 

大型車 小型車 

1期 破砕選別施設解体 23ヶ月後 

工事車両 

55 26 

2期 新焼却施設建設 27ヶ月後 170 54 

3期 既設焼却施設解体 100ヶ月後 29 26 

 

(ｲ) 現況交通量及び将来交通量の設定 

工事時における交通量は、現況交通量に工事車両交通量を加算することにより設定した。現

況交通量は工事を行う平日の交通量とした。 

工事時交通量を表 4-2-31 に示す。 

 

表4-2-31 工事車両等の交通量 

単位：台/日 

地点 時間帯等 
車種 

分類 

現況交通量 工事中交通量 

令和5年度 1期 2期 3期 

道路 

地点2 

昼間 

（6～19時） 

大型車 3,520 3,575 3,860 3,549 

小型車 10,069 10,095 10,123 10,095 

道路 

地点4 

昼間 

（6～19時） 

大型車 2,702 2,757 3,042 2,731 

小型車 9,538 9,564 9,592 9,564 

注）1.各予測地点を通過する往復交通量である。  
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図4-2-23 工事用車両の車両台数 

  

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

道路地点4
平日

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

平日
道路地点2

予測地点 

道路地点 2 

道路地点 4 
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② 道路条件 

各予測地点における道路断面図は図 4-2-24 に示すとおりであり、現地調査を実施した位置を

予測位置とした。 

 

 

 

 

 

図4-2-24 道路断面図 

 

③ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-2-32 に示すとおり設定した。 

 

表4-2-32 平均走行速度 

区分 調査地点 速度 

平日 
道路地点 2 42 

道路地点 4 35 

 

 

  

西側 東側 

(m) 
道路地点 2 

●：騒音測定位置 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 



4-162 

 

(5) 予測結果 

工事車両等の走行に伴う道路交通騒音（LAeq）の予測結果を表 4-2-33 に示す。 

道路地点 2は 69dB、道路地点 4は 66dB であり、現況騒音からの増加レベルは 0dB であっ

た。 

表4-2-33 工事用車両の道路交通騒音（LAeq）の予測結果 

単位：dB 

工事開始後 予測地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

環境基準 
現況騒音 予測結果 増加レベル 

23ヶ月 
道路地点2 69 69 0 

70 

道路地点4 66 66 0 

27ヶ月 
道路地点2 69 69 0 

道路地点4 66 66 0 

100ヶ月 
道路地点2 69 69 0 

道路地点4 66 66 0 

注）1.環境基準は「幹線交通を担う道路に近接する空間」である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、工事用車両の走行に伴う騒音の影響が実行可能な範囲

内で回避され、又は低減されたものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全上

の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

工事用車両の走行に伴う騒音の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することか

ら、実行可能な範囲で低減されているものと評価する。 

【工事車両等の走行に伴う騒音に係る環境保全措置】 

・工事用車両は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

・工事用車両のアイドリングストップを励行する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

工事車両等の走行に伴う騒音に係る生活環境の保全上の目標は表 4-2-34 に示すとおり、近傍

住居の「騒音に係る環境基準」とした。 

予測結果との比較を表 4-2-35 に示すとおり、道路地点 2、道路地点 4 ともに、目標を下回り、

生活環境の保全上の目標との整合が図られているものと評価する。 

 

表4-2-34 工事車両の走行に伴う騒音の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

等価騒音レベル 

（LAeq） 

道路地点 

2，4 

環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準

（幹線交通を担う道路に近接する空間）」 

昼間：70dB以下 

夜間：65dB以下 

 

表4-2-35 工事車両の走行に伴う騒音の生活環境の保全上の目標との比較 

                                 単位:dB 

予測地点 予測地点 現況騒音 予測結果 増加レベル 
生活環境の 

保全上の目標 

破砕選別施設解体 

(工事開始後23ヶ月) 

道路地点2 69 69 0 

70 

道路沿道4 66 66 0 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 69 69 0 

道路沿道4 66 66 0 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 69 69 0 

道路沿道4 66 66 0 

注）各数値は、昼間（6～22時）の値である。 
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4-3 振動 

4-3-1 現況調査 

(1) 現地調査 

① 調査概要 

建設予定地及びその周辺の振動の現況を把握し、予測に係る現況レベルの設定等のため、現

地調査を実施した。 

調査概要を表 4-3-1 に、現地調査地点の位置を図 4-3-1 に示す。 

 

 

表4-3-1 調査概要（振動） 

項目 調査手法 調査地点 調査期間 

一般環境（敷地境界・近傍住居） 

 振動レベル JIS Z8735「振動レベ

ルの測定方法」に定

める方法 

建設予定地 

・敷地境界 1 地点 

・敷地内 1地点 

令和 6年 4月 10 日 17 時 

～4月 11 日 17 時 

沿道環境 

 振動レベル JIS Z8735「振動レベ

ルの測定方法」に定

める方法 

施設関連車両の走行ルート

道路沿道 5地点 

 ・道路地点.1 

 ・道路地点.2 

 ・道路地点.3 

 ・道路地点.4 

 ・道路地点.5 

平日 

令和 5年 12 月 13 日 0 時 

～24 時 

休日 

令和 5年 12 月 10 日 0 時 

～24 時 

地盤卓越振動数 

 

大型車走行による振

動レベル計及び 1/3

オクターブバンド分

析器により求める 

交通量 「騒音に係る環境基

準の評価マニュア

ル」に定める方法 
車速 
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図4-3-1 振動の現地調査地点 

  

環境振動調査位置 

道路振動調査位置 

敷地内 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

敷地境界 
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① 調査結果 

(ｱ) 環境振動 

ｱ. 敷地境界地点 

敷地境界地点における振動レベル（L10）の現地調査結果を表 4-3-2 に示す。 

時間区分平均値をみると、敷地内の昼間が 35dB、夜間が 32dB、敷地境界の昼間が 35dB、夜

間が 33dB であった。建設予定地の規制基準値は、昼間が 65dB、夜間が 60dB であるが、敷地境

界南側には特別養護老人ホームが隣接するため、特別養護老人ホームの敷地から概ね 50m の区

域内は基準から 5dB を減じた値の昼間が 60dB、夜間が 55dB が適用される。 

敷地境界地点での振動の結果は、全ての時間帯で規制基準を下回った。 

 

表4-3-2 敷地境界地点における振動レベル（L10） 

 

注）規制基準：建設予定地である現工場は、「都市計画法」の用途地域が準工

業地域に該当するため、「振動規制法」第2種区域の規制基準が適用さ

れ、特別養護老人ホームが隣接するため、特別養護老人ホームの敷地から

概ね50mの範囲は基準から5dBを減じた値を（）に記載。 

 

  

敷地内 敷地境界

Ｌ10 Ｌ10

17:00 33 34

18:00 32 32

19:00 32 32

20:00 32 32

21:00 31 32

22:00 31 32

23:00 31 32

0:00 31 32

1:00 32 32

2:00 32 32

3:00 32 33

4:00 34 34

5:00 34 35

6:00 34 35

7:00 34 34

8:00 35 35

9:00 36 36

10:00 36 37

11:00 36 36

12:00 35 36

13:00 35 35

14:00 35 35

15:00 34 35

16:00 34 34

昼間 35 35 65（60）

夜間 32 33 60（55）

時間
区分

時間 規制基準

時間区分
平均値

昼間

夜間 60
（55）

65
（60）

昼間 65
（60）
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(ｲ) 道路沿道 

ｱ. 道路交通振動 

道路交通振動の調査結果を表 4-3-3 に示す。 

時間区分平均値をみると、平日の道路地点1～5では昼間が35dB～45dB、夜間が27dB～38dB、

休日の道路地点1～5では昼間が27dB～39dB、夜間が25dB未満～35dBであった。 

平日、休日ともにすべての地点、時間帯で要請限度を下回った。 

 

表4-3-3 道路交通振動調査結果（振動レベルL10） 

単位：dB 

調査地点 時間区分 
平均値 

要請限度 
平日 休日 

道路地点 1 
昼間(8:00～19:00) 35 27 70 

夜間(19:00～8:00) 27 <25 65 

道路地点 2 
昼間(8:00～19:00) 43 37 70 

夜間(19:00～8:00) 37 32 65 

道路地点 3 
昼間(8:00～19:00) 37 34 70 

夜間(19:00～8:00) 30 28 65 

道路地点 4 
昼間(8:00～19:00) 45 37 70 

夜間(19:00～8:00) 40 34 65 

道路地点 5 
昼間(8:00～19:00) 43 39 70 

夜間(19:00～8:00) 38 35 65 

注）要請限度：道路地点1～5は「都市計画法」の用途地域が準工業地域に該当するため、

第2種区域の要請限度が適用される。 
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ｲ. 地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数は、道路地点1が29.8Hz、道路地点2が42.6Hz、道路地点3が28.4Hz、道路地点

4が20.2Hz、道路地点5が20.6Hzであった。 

 

表4-3-4 地盤卓越振動数調査結果 

調査地点 地盤卓越振動数（Hz） 

道路地点 1 29.8 

道路地点 2 42.6 

道路地点 3 28.4 

道路地点 4 20.2 

道路地点 5 20.6 

注）大型車10台について測定した結果の平均値である。 
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4-3-2 施設の稼働に伴う振動の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、計画施設の稼働に伴う振動レベルとした。 

 

(2) 予測地点 

予測地点は、建設予定地の敷地境界とした。 

 

(3) 予測方法 

予測方法は、計画施設内に設置する設備・機器の振動発生源レベル及び建設予定地の地盤

条件をもとに、振動の距離減衰式により振動レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年、環境省）に基づき以下

の式を用いた。 

施設の稼働に伴う振動の予測手順を図 4-3-2 に示す。 

 

 

図4-3-2 施設の稼働に伴う振動の予測手順 

 

  

振動伝搬計算 

事業計画 

予測地点における振動レベル 

振動源の位置、 

基準地点振動レベルの設定 
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�� = ��� + 20 log�� �� �� + �20log������ − �� 
ここで、  �� 

 ��� 
   
  � 
 

 n 
  � 

：予測点における振動レベル（dB） 

：基準点における振動レベル（dB） 

：振動源から予測点までの距離（m） 

：振動源から基準点までの距離（m） 

 20log��� = 8.68 
：幾何減衰定数 

：内部減衰係数（地盤卓越振動の結果から未固結地盤0.01とした） 

 

予測地点における各設備の振動は、以下の式を用いて合成した。 

 

���� = 10 log�� �� 10���� /��
"

# 
ここで、  ���� 

 ���" 
：合成した振動レベル（dB） 

：各振動源の振動レベル（dB） 

 

 

(4) 予測条件 

① 設備機器等の振動レベルの設定 

振動発生源となる各施設の設備機器の種類及び振動レベルは表 4-3-5 に示すとおりである。

これらの機器が全て同時に稼働するものとした。 

 

表4-3-5 設備機器の種類及び発生振動レベル 

  

 

② 発生源の配置 

振動発生源の設備機器の配置を、図 4-3-3 に示す。 

 

数量

3

3

1

二次送風機 3

3排ガス再循環送風機 60 ⑤

70 ④

蒸気タービン

主要設備名

押込送風機

誘引送風機

全周波数域 図上の記号

70

70

70

①

②

③
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図4-3-3（1） 振動設備機器の位置（1） 
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図4-3-3（2） 振動設備機器の位置（2） 

  

① ① ① 

⑤ ⑤ ⑤ 

② ② ② ④ ④ ④ 

③ 
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(5) 予測結果 

計画施設の稼働に伴い発生する振動の予測結果を表 4-3-6 に示す。 

建設予定地の敷地境界における、計画施設の稼働に伴い発生する振動の予測結果（L10）は、

昼間・夜間ともに 52dB となり、振動の規制基準を下回った。 

 

表4-3-6 計画施設の稼働に伴う振動の予測結果（敷地境界：L10） 

単位:dB 

予測地点 時間区分 予測結果（L10） 規制基準 

建設予定地の敷地境界 

（最大地点） 

昼間(8～19 時) 52 60 

夜間(19～8 時) 52 55 

注）規制基準：建設予定地である現工場は、「都市計画法」の用途地域が準工業地域であることから、

「振動規制法」第2種区域の規制基準が適用される。なお南側の特別養護老人ホームの

敷地から50m以内の区域であるため5dBを減じた値。 

 

 

 

(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、計画施設の稼働による振動の影響が実行可能な範囲内

で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全

上の目標と予測結果を比較して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

計画施設の稼働による振動の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することから、

実行可能な範囲内で低減されるものと評価する。 

【計画施設の稼働による振動に係る環境保全措置】 

・振動の大きな機械設備は、防振装置を設置する。 

・場内の機器は、コンクリート製の強固な基礎の上に設置し、振動の発生を抑制する。 

・定期的に機械点検を実施する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

計画施設の稼働による振動の生活環境の保全上の目標は表 4-3-7 に示すとおり、「振動規制

法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準」とした。 

予測結果との比較は表 4-3-8 に示すとおり、建設予定地の敷地境界では昼間・夜間ともに

52dB と目標を下回り、生活環境の保全上の目標との整合が図られているものと評価する。 
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表4-3-7 計画施設の稼働に伴う振動の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率振動レベル 

（Lx） 

建設予定地の 

敷地境界 

振動規制法及び環境の保全と創造に

関する条例に基づく「特定工場等に

おいて発生する振動の基準（第2種区

域）」 

なお南側の特別養護老人ホームの敷

地から50m以内の区域であるため5dB

を減じた値。 

第2種区域 

昼間：60dB 

夜間：55dB 

 

表4-3-8 計画施設の稼働に伴う振動の生活環境の保全上の目標との比較（敷地境界：L10） 

単位:dB 

予測地点 時間区分 予測結果（L10） 規制基準 

建設予定地の敷地境界 

（最大地点） 

昼間(8～19 時) 52 60 

夜間(19～8 時) 52 55 

注）規制基準：建設予定地である現工場は、「都市計画法」の用途地域が準工業地域であることから、

「振動規制法」第2種区域の規制基準が適用される。なお南側の特別養護老人ホームの

敷地から50m以内の区域であるため5dBを減じた値。 
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4-3-3 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベル（L10）とした。 

 

(2) 予測地点 

建設予定地は、現工場の敷地内に計画していることから、廃棄物運搬車両等の走行ルートは現

況と変わらないと想定し、図 4-3-4～    図 4-3-5 に示すとおりとした。予測地点は、廃棄物

運搬車両の主要走行ルート沿道から影響を受ける地点として、現地調査を実施した道路地点 1

から道路地点 5 の 5地点とした。 
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図4-3-4 廃棄物運搬車両等の走行ルート及び予測地点（平日） 

  

現況 計画 増加
大型車 263 482 219
小型車 205 494 289

468 976 508

道路地点4

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 48 100 52
小型車 163 105 -58

211 205 -6

道路地点5

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 134 99 -35
小型車 207 106 -101

341 205 -136

道路地点1

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 51 11 -40
小型車 177 10 -167

228 21 -207

道路地点3

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 348 583 235
小型車 545 602 57

893 1185 292

道路地点2

断面

合計

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

図中の数字は廃棄物運搬車両の台数を示す。 

■は推定台数を示す。 
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図4-3-5 廃棄物運搬車両等の走行ルート及び予測地点（休日） 

  

現況 計画 増加
大型車 57 39 -18
小型車 157 109 -48

214 148 -66

道路地点1

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 149 228 79
小型車 595 633 38

744 861 117

道路地点2

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 30 4 -26
小型車 193 11 -182

223 15 -208

道路地点3

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 122 187 65
小型車 220 521 301

342 708 366

道路地点4

断面

合計

現況 計画 増加
大型車 13 40 27
小型車 182 108 -74

195 148 -47

道路地点5

断面

合計

予測地点 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 

道路地点 4 

道路地点 5 

図中の数字は廃棄物運搬車両の台数を示す。 

■は推定台数を示す。 
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(3) 予測方法 

予測方法は、振動調査の結果、予想交通量及び走行経路等から振動に係る予測モデル（旧建

設省土木研究所提案式）により振動レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国土

総合政策研究所）に基づき以下に示す旧建設省土木研究所の提案式である「振動レベルの 80％

レンジの上端値を予測するための式」を用いた。 

廃棄物運搬車両の走行に伴う振動の予測手順を図 4-3-6 に示す。 

 

 

 

図4-3-6 廃棄物運搬車両の走行に伴う振動の予測手順 

  

現況振動レベル L10* 

廃棄物運搬車両運行時の振動レベル 

L10=L10*＋∆L 

現況の平面道路の交通条件 廃棄物運搬車両の交通条件 

廃棄物運搬車両の上乗せによる 

振動レベルの増加 ∆L 

Q：現状の 

等価交通量 

Q’：廃棄物運搬車両（ご

み収集車等）の上乗

せ時の等価交通量 
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��� = ���∗ − �� 
    ���∗＝% ∙ log���log�� '∗� + ( ∙ log�� � + ) ∙ log�� * + + + �, + �- + �. 

ここで、   ��� 
  ���∗ 
  '∗ 
 

  '� 
  '/ 
  0 

  � 
  * 

  �, 
  �- 
  �. 
  �� 

：振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（dB） 

：基準点における振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（dB） 

：500秒間の1車線当たりの等価交通量（台/500秒/車線） 

  ＝
1��

2,4�� × �
6 × �'� + 0'/� 

：小型車時間交通量（台/時） 

：大型車時間交通量（台/時） 

：大型車の小型車への換算係数（＝13（時速100km以下の場合）） 

：平均走行速度（km/時） 

：上下車線合計の車線数 

：路面の平坦性等による補正値（dB） 

：地盤卓越振動数による補正値（dB） 

：道路構造による補正値（dB） 

：距離減衰値（dB） 

%、(、)、+ ：定数 

 定数及び補正値は表4-3-9に示すとおりである。 

表4-3-9 予測式の定数及び補正値等（平面道路） 

記号 定数及び補正値等 

0 13（�≦100km/h以下） 

% 47 

( 12 

) 3.5 

+ 27.3 

�, 8.2 log�� 7 （アスファルト舗装） 7：路面平坦性標準偏差＝5.0（㎜） 

�- 
(1) 9≧8Hz のとき -17.3 log�� 9 
(2) 8Hz＞9 のとき -9.2 log�� 9－7.3 9：地盤卓越振動数（Hz）（表 4-3-4 参照） 

�. 0 

�� 
�� = : ∙ log��;�/5� + 1= / log�� 2 
 ：基準点から予測地点までの距離（m） 

 :：砂地盤では 0.130���∗ − 3.9 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 廃棄物運搬車両等の交通量 

廃棄物運搬車両等の台数は、廃棄物の処理量に応じて変化することから、令和 14 年度の計画

搬入台数とした。 

計画搬入台数を表 4-3-10 に示す。 

 

表4-3-10 計画搬入台数 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 計画搬入台数 

平日 休日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 39 109 148 

道路地点2 583 602 1,185 228 633 861 

道路地点3 11 10 21 4 11 15 

道路地点4 482 494 976 187 521 708 

道路地点5 100 105 205 40 108 148 

 

 

(ｲ) 廃棄物運搬車両等の走行ルート別台数 

現施設への廃棄物運搬車両等の出入は、建設予定地東側の出入口が利用されている。計画施

設については、収集地域等に変化がないこと搬出入ルートに変更はないことから現状と変化が

ないと想定される。 

廃棄物運搬車両等の交通量は、供用後交通量から現況交通量を引いた台数として設定した。 

廃棄物運搬車両等の交通量、表 4-3-11～表 4-3-12 に示すとおり設定した。 

将来交通量は、表 4-3-13 に示すとおりの台数を設定した。 
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表4-3-11 廃棄物運搬車両等の交通量（平日） 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 現況運搬台数 運搬車増減台数 

平日 平日 平日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 99 106 205 134 207 341 -35 -101 -136 

道路地点2 583 602 1,185 348 545 893 235 57 292 

道路地点3 11 10 21 51 177 228 -40 -167 -207 

道路地点4 482 494 976 263 205 468 219 289 508 

道路地点5 100 105 205 48 163 211 52 -58 -6 

注）1.現況運搬台数の大型車は、交通量の現地調査の廃棄物運搬車両台数。小型車は小型車の日平均搬入台数と通勤

の車両台数等を現地調査の交通量の割合に合わせて按分した台数である。 

2.小型車は、現況運搬台数が推定値であるため、予測に用いる現況搬入台数は 0 台とした。 

3.大型車の道路地点 1、3のマイナス台数は 0台として予測する。 

 

 

表4-3-12 廃棄物運搬車両等の交通量（休日） 

単位：台/日 

地点 

計画搬入台数 現況運搬台数 運搬車増減台数 

休日 休日 休日 

大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 大型車 小型車 合計 

道路地点1 39 109 148 57 157 214 -18 -48 -66 

道路地点2 228 633 861 149 595 744 79 38 117 

道路地点3 4 11 15 30 193 223 -26 -182 -208 

道路地点4 187 521 708 122 220 342 65 301 366 

道路地点5 40 108 148 13 182 195 27 -74 -47 

注）1.現況運搬台数の大型車は、交通量の現地調査の廃棄物運搬車両台数。小型車は小型車の日平均搬入台数と通勤

の車両台数等を現地調査の交通量の割合に合わせて按分した台数である。 

2.小型車は、現況運搬台数が推定値であるため、予測に用いる現況搬入台数は 0 台とした。 

3.大型車の道路地点 1、3のマイナス台数は 0台として予測する。 

 

表4-3-13 将来交通量 

単位：台/日 

地点 

将来交通量 

平日 休日 

大型車 小型車 大型車 小型車 

道路地点1 -35（0） -101（0） -18（0） -48（0） 

道路地点2 235 57 79 38 

道路地点3 -40（0） -167（0） -26（0） -182（0） 

道路地点4 219 285 65 301 

道路地点5 52 -58（0） 27 -74（0） 

注）マイナスの台数は0台として予測する。 
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② 道路条件 

各予測地点における道路断面図は図 4-3-7 に示すとおりであり、現地調査を実施した位置を

予測位置とした。 

 

 

 

 

 

 

 

図4-3-7 道路断面図 

 

 

南側 北側 

(m) 

西側 東側 

(m) 

北側 南側 

(m) 

●：振動測定位置 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 
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図4-3-7 道路断面図 （2） 

 

③ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-3-14 に示すとおり設定した。 

 

表4-3-14 平均走行速度 

単位：km/h 

区分 調査地点 速度 

平日 

道路地点 1 45 

道路地点 2 42 

道路地点 3 46 

道路地点 4 35 

道路地点 5 39 

休日 

道路地点 1 48 

道路地点 2 40 

道路地点 3 46 

道路地点 4 36 

道路地点 5 36 

  

北側 

南側 

(m) 

●：振動測定位置 

道路地点 5 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 
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(5) 予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動（L10）の予測結果を表 4-3-15 に示す。 

平日の道路地点 1～道路地点 5 では 40～45dB であり、現況振動からの増加レベルは 0～5dB

であり、休日の道路地点 1～道路地点 5では 35～43dB であり、現況振動からの増加レベルは 1

～8dB であった。 

 

表4-3-15 廃棄物運搬車両等の道路交通振動（L10）の予測結果（平日・昼間） 

単位：dB 

予測地点 現況振動 予測結果 増加レベル 要請限度 

道路地点1 35 40 5 

70 

道路地点2 43 43 0 

道路地点3 37 40 3 

道路地点4 45 45 0 

道路地点5 43 43 0 

注）各数値は、昼間（6～21時）の値である。 

 

表4-3-16 廃棄物運搬車両等の道路交通振動（L10）の予測結果（休日・昼間） 

単位：dB 

予測地点 現況振動 予測結果 増加レベル 要請限度 

道路地点1 27 35 8 

70 

道路地点2 37 40 3 

道路地点3 34 39 5 

道路地点4 37 43 6 

道路地点5 39 40 1 

注）各数値は、昼間（6～21時）の値である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、廃棄物運搬車両等の走行による振動の影響が実行可能

な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環

境の保全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行による振動の影響については、次のとおり環境保全措置を実施する

ことから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動に係る環境保全措置】 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

・廃棄物運搬車両は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・廃棄物運搬車両等のアイドリングストップを励行する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動に係る生活環境の保全上の目標は表 4-3-17 に示すとおり、

敷地境界では振動規制法に基づく「道路交通振動の限度（要請限度）」とした。 

予測結果との比較を表4-3-18に示す。、平日の道路地点1～道路地点5、休日の道路地点1～

道路地点 5 ともに目標を下回り、生活環境の保全上の目標との整合が図られているものと評価

する。 

 

表4-3-17 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率振動レベル 

（L10） 

道路地点1 

振動規制法に基づく「道路交通振動

の限度（要請限度）」 

昼間：70dB 

夜間：65dB 

道路地点2 

道路地点3 

道路地点4 

道路地点5 
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表4-3-18 廃棄物運搬車両等の道路交通振動（L10）の生活環境の保全上の目標との比較 

                                 単位:dB 

区分 予測地点 現況振動 予測結果 増加レベル 
生活環境の 

保全上の目標 

平日 

道路地点1 35 40 5 

70 

道路地点2 43 43 0 

道路地点3 37 40 3 

道路地点4 45 45 0 

道路地点5 43 43 0 

休日 

道路地点1 27 35 8 

70 

道路地点2 37 40 3 

道路地点3 34 39 5 

道路地点4 37 43 6 

道路地点5 39 40 1 

注）各数値は、昼間（6～21時）の値である。 
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4-3-4 建設機械の稼働に伴う振動の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う振動レベルの影響の程度とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地点は、建設予定地の敷地境界とした。 

 

(3) 予測方法 

① 予測式 

予測方法は、工事区域内に配置する建設機械の振動発生源レベル及び建設予定地の地盤条件

をもとに、振動の距離減衰式により振動レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環境省）に基づき以下の

式を用いた。 

建設機械の稼働に伴う振動の予測手順を図 4-3-8 に示す。 

 

 

図4-3-8 建設機械の振動に伴う騒音の予測手順 

 

  

振動伝搬計算 

事業計画 

予測地点における振動レベル 

振動源の位置、 

基準地点振動レベルの設定 
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�� = ��� + 20 log�� �� �� + �20log������ − �� 
ここで、  �� 

 ��� 
   
  � 
 

 n 
  � 

：予測点における振動レベル（dB） 

：基準点における振動レベル（dB） 

：建設機械の稼働位置から予測点までの距離（m） 

：建設機械の稼働位置から基準点までの距離（m） 

 20log��� = 8.68 
：幾何減衰定数（表面波0.5とした） 

：地盤減衰係数（未固結地盤0.01とした） 

 

予測地点における各建設機械の振動は、以下の式を用いて合成した。 

 

���� = 10 log�� �� 10���� /��
"

# 
ここで、  ���� 

 ���" 
：合成した振動レベル（dB） 

：各振動源の振動レベル（dB） 
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② 予測時期 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測す

ることとした。工事区分及び期間を表 4-3-19 に示す。 

予測時期は、建設機械の稼働による環境影響が最大となると想定される時期とし、工事計画

より、月毎に稼働する建設機械から算出した月別の振動レベルは図 4-3-9 に示すとおりである。

各工事区分の音響パワーレベルの最大月を表 4-3-20 に示す。 

 

表4-3-19 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-3-20 各工事区分の最大月 

期 工事区分 工事開始後 

1期 破砕選別施設解体 18ヶ月後 

2期 新焼却施設建設 22ヶ月後 

3期 既設焼却施設解体 101ヶ月後 

 

 

図4-3-9 建設機械の振動レベル 
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(4) 予測条件 

① 設備機器等の振動レベルの設定 

振動発生源となる各施設の設備機器の種類及び振動レベルは、表 4-3-21 に示すとおりである。

これらの機器が全て同時に稼働するものとした。 

 

表4-3-21 建設機械の種類及び振動レベル 

 
注）図上の記号は、図4-3-10～図4-3-12と対応する。 

出典：メーカー資料 

 

 

② 建設機械の配置 

建設機械の代表的な稼働位置を図 4-3-10 に示す。 

 

騒音レベル

(dB）

バックホー 0.8m3 7 63 ①

エンジン発電機 75kVA未満 2 55 ②

ハイプレッシャー 14.7MPA 2 55 ③

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 4 40 ④

サイレントパイラーエンジンユニット
（山留杭打ち機）

195kW 2 75 ⑤

バックホー 0.45m3 3 63 ①

エンジン発電機 75kVA未満 3 55 ②

ラフタークレーン 50t, 25t吊り 2 40 ④

杭打機 - 3 75 ⑤

クローラクレーン 65t吊未満 3 40 ⑥

バックホー 0.8m3 2 63 ①

ブルドーザ 4t 1 66 ⑦

ホイールローダー 0.6m3 1 48 ⑧

アスファルトフィニッシャー 6m 1 66 ⑨

ロードローラー 7t 2 59 ⑩

モーターグレーダ 3.1m 1 66 ⑪

1期

2期

3期

期 建設機械 規格等 台数 図上の記号
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図4-3-10 建設機械の配置（1期：工事開始後18ヶ月後） 

 

 

図4-3-11 建設機械の配置（2期：工事開始後22ヶ月後） 
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図4-3-12 建設機械の配置（3期：工事開始後101ヶ月後） 
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(5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴い発生する振動の予測結果を表 4-3-22 にの示す。 

建設機械の稼働に伴い発生する振動の予測結果は、建設予定地の敷地境界で 28～53dB と予測

される。 

 

表4-3-22 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果（敷地境界：L10） 

単位：dB 

予測地点 工事区分 予測結果（L10） 規制基準 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

破砕選別施設解体 49 

75 新焼却施設建設 53 

既設焼却施設解体 28 

注）規制基準は振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、建設機械の稼働による振動の影響が実行可能な範囲内

で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全

上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

建設機械の稼働による振動の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することから、

実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【建設機械の稼働による振動に係る環境保全措置】 

・低振動型機械、低振動工法を積極的に採用する。 

・建設機械は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・工事工程の管理を行い、建設機械が過密に稼働することのないよう努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

・建設機械のアイドリングストップを励行する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

建設機械の稼働に伴う振動に係る生活環境の保全上の目標は表 4-3-23 に示すとおり、敷地境

界では「振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準」とした。 

予測結果との比較は表 4-3-24 に示すとおり、建設予定地の敷地境界における振動は 47dB と

予測され、目標を下回り、生活環境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 
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表4-3-23 建設機械の稼働に伴う振動の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率振動レベル 

（Lx） 

建設予定地の 

敷地境界 

振動規制法及び環境の保全と創造に関す

る条例に基づく「特定建設作業に伴って

発生する振動の規制に関する基準」 

75dB以下 

 

 

表4-3-24 建設機械の稼働に伴う振動の生活環境の保全上の目標との比較（敷地境界：L10） 

単位：dB 

予測地点 工事区分 予測結果（L10） 生活環境の保全上の目標 

建設予定地地の 

敷地境界 

（最大地点） 

破砕選別施設解体 49 

75 新焼却施設建設 53 

既設焼却施設解体 28 

注）規制基準は振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 
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4-3-5 工事車両等の走行に伴う振動の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、工事車両等の走行に伴う道路交通振動レベル（L10）とした。 

 

(2) 予測地点 

建設予定地は、現工場の敷地内に計画していることから、工事車両等の走行ルートは現況と

変わらないと想定し、図 4-3-13 に示すとおりとした。予測地点は、工事車両の主要走行ルート

沿道から影響を受ける地点として、現地調査を実施した道路地点 2、道路地点 4 の 2 地点とし

た。 
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図4-3-13 工事車両等の走行ルート及び予測地点 

  

振動調査位置 

道路地点 2 

道路地点 4 
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(3) 予測方法 

予測方法は、振動調査の結果、予想交通量及び走行経路等から振動に係る予測モデル（旧建

設省土木研究所提案式）により振動レベルを予測する方法とした。 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年版）」（平成 25 年、国土交通省国土

総合政策研究所）に基づき以下に示す旧建設省土木研究所の提案式である「振動レベルの 80％

レンジの上端値を予測するための式」を用いた。 

工事車両等の走行に伴う振動の予測手順を図 4-3-14 に示す。 

 

 

 

図4-3-14 工事車両等の走行に伴う振動の予測手順 

 

  

現況振動レベル L10* 

工事関連車両運行時の振動レベル 

L10=L10*＋∆L 

現況の平面道路の交通条件 工事関連車両の交通条件 

工事関連車両の上乗せによる 

振動レベルの増加 ∆L 

Q：現状の 

等価交通量 

Q’：工事関連車

両の上乗せ

時の等価交

通量 
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��� = ���∗ − �� 
    ���∗＝% ∙ log���log�� '∗� + ( ∙ log�� � + ) ∙ log�� * + + + �, + �- + �. 

ここで、   ��� 
  ���∗ 
  '∗ 
 

  '� 
  '/ 
  0 

  � 
  * 

  �, 
  �- 
  �. 
  �� 

：振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（dB） 

：基準点における振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（dB） 

：500秒間の1車線当たりの等価交通量（台/500秒/車線） 

  ＝
1��

2,4�� × �
6 × �'� + 0'/� 

：小型車時間交通量（台/時） 

：大型車時間交通量（台/時） 

：大型車の小型車への換算係数（＝13（時速100km以下の場合）） 

：平均走行速度（km/時） 

：上下車線合計の車線数 

：路面の平坦性等による補正値（dB） 

：地盤卓越振動数による補正値（dB） 

：道路構造による補正値（dB） 

：距離減衰値（dB） 

%、(、)、+ ：定数 

 定数及び補正値は表4-3-25に示すとおりである。 

表4-3-25 予測式の定数及び補正値等（平面道路） 

記号 定数及び補正値等 

0 13（�≦100km/h以下） 

% 47 

( 12 

) 3.5 

+ 27.3 

�, 8.2 log�� 7 （アスファルト舗装） 7：路面平坦性標準偏差＝5.0（㎜） 

�- 
(1) 9≧8Hz のとき -17.3 log�� 9 
(2) 8Hz＞9 のとき -9.2 log�� 9－7.3 9：地盤卓越振動数（Hz）（表 4-3-4 参照） 

�. 0 

�� 
�� = : ∙ log��;�/5� + 1= / log�� 2 
 ：基準点から予測地点までの距離（m） 

 :：砂地盤では 0.130���∗ − 3.9 
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(4) 予測条件 

① 交通量の設定 

(ｱ) 工事車両等の交通量 

工事期間が約9年（102ヶ月）と長いことから、工事区分が大きく変わる3期に分けて予測す

ることとした。工事区分及び期間を表 4-3-26 に示す。 

工事用車両台数は、工事計画より、工事区分ごとの工事用車両の月別使用台数が最大となる

工事用車両台数とし、この時期における工事車両の台数を表 4-3-27 に示すとおり設定した 

 

表4-3-26 工事区分及び期間 

期 工事区分 期間 

1期 破砕選別施設解体 工事開始後1～19ヶ月 

2期 新焼却施設建設 工事開始後20～66ヶ月 

3期 既設焼却施設解体 工事開始後70～102ヶ月 

 

表4-3-27 工事用車両の台数 

単位：台/日 

期 工事区分 工事開始後 項目 
工事車両台数 

大型車 小型車 

1期 破砕選別施設解体 23ヶ月後 

工事車両 

55 26 

2期 新焼却施設建設 27ヶ月後 170 54 

3期 既設焼却施設解体 100ヶ月後 29 26 

 

(ｲ) 工事車両等の走行ルート別台数 

工事時における交通量は、現況交通量に工事車両交通量を加算することにより設定した。現

況交通量は工事を行う平日の交通量とした。 

工事時交通量を表 4-3-28 に示す。 

 

表4-3-28 工事車両等の交通量 

単位：台/日 

地点 時間帯等 
車種 

分類 

現況交通量 工事中交通量 

令和5年度 1期 2期 3期 

道路 

地点2 

昼間 

（6～19時） 

大型車 3,520 3,575 3,860 3,549 

小型車 10,069 10,095 10,123 10,095 

道路 

地点4 

昼間 

（6～19時） 

大型車 2,702 2,757 3,042 2,731 

小型車 9,538 9,564 9,592 9,564 

注）1.各予測地点を通過する往復交通量である。 
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図4-3-15 工事用車両の車両台数 

  

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

道路地点4
平日

1期 2期 3期
大型車 55 170 29
小型車 26 54 26

81 224 55

断面

合計

平日
道路地点2

予測地点 

道路地点 2 

道路地点 4 
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② 道路条件 

各予測地点における道路断面図は図 4-3-16 に示すとおりであり、現地調査を実施した位置を

予測位置とした。 

 

 

 

 

 

図4-3-16（1） 道路断面図（1） 

 

南側 北側 

(m) 

西側 東側 

(m) 

北側 南側 

(m) 

●：振動測定位置 

道路地点 1 

道路地点 2 

道路地点 3 
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図4-3-16（2） 道路断面図（2） 

 

③ 走行速度 

予測地点における走行速度は、現地調査結果より、表 4-3-29 に示すとおり設定した。 

 

表4-3-29 平均走行速度 

区分 調査地点 速度 

平日 
道路地点 2 42 

道路地点 4 35 

 

  

北側 

南側 

(m) 

●：振動測定位置 

道路地点 5 

西側 東側 
(m) 道路地点 4 
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(5) 予測結果 

工事車両等の走行に伴う道路交通振動（L10）の予測結果を表 4-3-30 に示す。 

道路地点 2は 43dB、道路地点 4は 45dB であり、現況振動からの増加レベルは 0dB であっ

た。 

 

表4-3-30 工事車両等の道路交通振動（L10）の予測結果（昼間） 

単位：dB 

工事区分 予測地点 現況振動 予測結果 増加レベル 要請限度 

破砕選別施設解体 
道路地点2 43 43 0 

70 

道路地点4 45 45 0 

新焼却施設建設 
道路地点2 43 43 0 

道路地点4 45 45 0 

既設焼却施設解体 
道路地点2 43 43 0 

道路地点4 45 45 0 

注）各数値は、昼間（6～21時）の値である。 
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、工事車両等の走行による振動の影響が実行可能な範囲

内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保

全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

工事車両等の走行による振動の影響については、次のとおり環境保全措置を実施することか

ら、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【工事車両等の走行に伴う振動に係る環境保全措置】 

・車両の走行にあたっては、過積載の防止及び制限速度を遵守する。 

・工事車両は十分な点検、整備を行い、性能の維持に努める。 

・工事車両等のアイドリングストップを励行する。 

  

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

工事車両等の走行に伴う振動に係る生活環境の保全上の目標は表 4-3-31 に示すとおり、敷地

境界では「振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制基準」とした。 

予測結果との比較を表 4-3-32 に示すとおり、道路地点 2、道路地点 4 ともに、目標を下回り、

生活環境の保全上の目標との整合が図られているものと評価する。 

 

表4-3-31 工事車両等の走行に伴う振動の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 摘  要 
生活環境の 

保全上の目標 

時間率振動レベル 

（L10） 

道路地点 

2，4 

振動規制法に基づく「道路交通振動

の限度（要請限度）」 

昼間：70dB 

夜間：65dB 

 

表4-3-32 工事車両等の道路交通振動（L10）の生活環境の保全上の目標との比較 

                                 単位:dB 

予測地点 予測地点 現況振動 予測結果 増加レベル 
生活環境の 

保全上の目標 

破砕選別施設解体 

(工事開始後23ヶ月) 

道路地点2 43 43 0 

70 

道路沿道4 45 45 0 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 43 43 0 

道路沿道4 45 45 0 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 43 43 0 

道路沿道4 45 45 0 

注）各数値は、昼間（6～21時）の値である。 
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4-4 悪臭 

4-4-1 現況調査 

(1) 調査概要 

建設予定地及びその周辺の悪臭の現況を把握し、予測に係る基礎資料を得るため、現地調

査を実施した。 

調査概要を表4-4-1に、現地調査地点の位置を図4-4-1に示す。 

 

表4-4-1 調査概要（悪臭） 

項目 調査手法 調査地点 調査期間 

敷地境界、一般環境 

 臭気指数 「臭気指数及び臭気

排出強度の算定の方

法」（平成 7 年 環

境庁告示第 63 号）

に定める方法 

・建設予定地の敷地境界2地点 

 風上 

 風下 

令和 6年 7月 22 日 

特定悪臭物質濃度 「特定悪臭物質の測

定方法」 

（昭和 47 年 環境庁

告示第 9 号）に定め

る方法 
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図4-4-1 悪臭の現地調査地点 

  

悪臭調査位置 

敷地境界(風上) 

敷地境界(風下) 
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(2) 調査結果 

悪臭の調査結果を表4-4-2に示す。 

悪臭22物質はすべての地点において悪臭防止法に基づく規制基準を下回る値であった。 

 

表4-4-2 悪臭調査結果（敷地境界） 

  

注）悪臭規制法に基づく規制基準(敷地境界：一般地域)を示す。 

 

 

 

アンモニア 0.1 <0.1 1

メチルメルカプタン <0.0002 <0.0002 0.002

硫化水素 <0.002 <0.002 0.02

硫化メチル <0.001 <0.001 0.01

二硫化メチル <0.0009 <0.0009 0.009

トリメチルアミン <0.0005 <0.0005 0.005

アセトアルデヒド <0.005 <0.005 0.05

プロピオンアルデヒド <0.005 <0.005 0.05

ノルマルブチルアルデヒド <0.0009 <0.0009 0.009

イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002 0.02

ノルマルバレルアルデヒド <0.0009 <0.0009 0.009

イソバレルアルデヒド <0.0003 <0.0003 0.003

イソブタノール <0.09 <0.09 0.9

酢酸エチル <0.3 <0.3 3

メチルイソブチルケトン <0.1 <0.1 1

トルエン <1 <1 10

スチレン <0.04 <0.04 0.4

キシレン <0.1 <0.1 1

プロピオン酸 <0.003 <0.003 0.03

ノルマル酪酸 <0.0001 <0.0001 0.001

ノルマル吉草酸 <0.00009 <0.00009 0.0009

イソ吉草酸 <0.0001 <0.0001 0.001

臭気指数 - <10 <10 －

ppm

規制基準悪臭物質名
敷地境界
(風下)

敷地境界
(風上)

単位
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4-4-2 煙突排ガスに係る悪臭の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

煙突からの悪臭物質による影響の予測は、悪臭物質 22 物質とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地の周辺地域において、煙突排ガス中の悪臭物質 22 物質の拡散による

影響が把握できる地点（最大着地濃度が出現する地点を含む）の範囲とした。予測地点は、悪

臭の最大着地濃度が出現する地点とした。 

 

(3) 予測方法 

煙突排ガス中の悪臭物質の拡散による影響の予測は、大気質の「4-1-2 煙突排ガスの排出に

に伴う煙突排ガスの予測及び影響の分析」と同じ拡散式を用い、短期濃度予測と同様に、大気

安定度不安定時における着地濃度の定量的な予測を行った。高濃度が出現する条件(大気安定度

と風速)の組合わせは、表 4-4-3 に示すとおり、大気質の短期濃度予測と同じ条件に設定した。 

 

表4-4-3 予測条件で用いた風速及び大気安定度 

条件 風速（m/s） 大気安定度 

大気安定度不安定時 1 Ａ 

逆転層発生時 1 Ａ 

ダウンウォッシュ時 21.7 Ｃ 

ダウンドラフト時 21.7 Ｄ 

 

【水平方向拡散幅 �� の補正】 

  �� = ��� � �
��

�
	

 

ここで、   �� 

  ��� 

  � 
  �� 

  � 

：評価時間 � に対する水平方向拡散幅（m） 

：パスキル・ギフォード近似関数から求めた水平方向拡散幅（m） 

：評価時間（30秒） 

：パスキル・ギフォード図の評価時間（3分） 

：べき指数（0.7） 

出典：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年、環境省）  
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(4) 予測条件 

① 煙突の排出諸元 

煙突からの排ガス発生量を表 4-4-4 に示すとおりである。 

 

表4-4-4 煙突の排出諸元 

項 目 設定条件 

煙突高 59.5m 

煙突直径 0.95m 

排ガス温度 155℃ 

湿り排ガス 53,200m3N/h 

乾き排ガス 43,200m3N/h 

注）メーカー資料により設定した。 

 

② 悪臭の排出濃度の設定 

煙突からの悪臭の排出濃度は表 4-4-5 に示すとおり、事業計画をもとに設定した。 

 

表4-4-5 煙突の発生源条件 

  

アンモニア 10

メチルメルカプタン 0.002

硫化水素 0.02

硫化メチル 0.01

二硫化メチル 0.009

トリメチルアミン 0.005

アセトアルデヒド 0.05

プロピオンアルデヒド 0.05

ノルマルブチルアルデヒド 0.009

イソブチルアルデヒド 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.009

イソバレルアルデヒド 0.003

イソブタノール 0.9

酢酸エチル 3

メチルイソブチルケトン 1

トルエン 10

スチレン 0.4

キシレン 1

プロピオン酸 0.03

ノルマル酪酸 0.001

ノルマル吉草酸 0.0009

イソ吉草酸 0.001

悪臭物質名 単位 煙突出口

ppm
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(5) 予測結果 

高濃度が出現する条件時における悪臭物質濃度の予測結果を表 4-4-6 に示す。 

最も高濃度となるのは、逆転層発生時であり、最大着地濃度は風下 758m の位置に出現する。

この条件下においてのすべての項目で規制基準を下回ると予測される。 

 

表4-4-6 煙突から排出される特定悪臭物質の予測結果（最大着地濃度） 

  

  

単位：ppm

アンモニア 0.009597 1

メチルメルカプタン 0.00000192 0.002

硫化水素 0.0000192 0.02

硫化メチル 0.00000960 0.01

二硫化メチル 0.0000086 0.009

トリメチルアミン 0.0000048 0.005

アセトアルデヒド 0.0000480 0.05

プロピオンアルデヒド 0.0000480 0.05

ノルマルブチルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソブチルアルデヒド 0.0000192 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソバレルアルデヒド 0.00000288 0.003

イソブタノール 0.00086 0.9

酢酸エチル 0.00288 3

メチルイソブチルケトン 0.000960 1

トルエン 0.00960 10

スチレン 0.000384 0.4

キシレン 0.000960 1

プロピオン酸 0.0000288 0.03

ノルマル酪酸 0.000000960 0.001

ノルマル吉草酸 0.00000086 0.0009

イソ吉草酸 0.000000960 0.001

最大着地濃度地点
(風下距離)

758m ―

項目
最大着地濃度

大気安定度不安定時
規制基準
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(6) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、煙突排ガス中の悪臭物質による影響が実行可能な範囲

内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保

全上の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

施設の稼働に伴う煙突排ガス中の悪臭物質の影響については、次のとおり環境保全措置を実

施することから、実行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【煙突排ガス中の悪臭物質に係る環境保全措置】 

・焼却炉内の空気は、燃焼空気として使用する。 

・ごみを 850℃以上で完全燃焼させることにより、臭気成分を分解する。 

 

(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

施設の稼働に伴う煙突排ガス中の悪臭物質の生活環境の保全上の目標は表 4-4-7 に示すとお

り「悪臭防止法に基づく規制基準」とした。 

予測結果との比較は表 4-4-8 に示すとおり、全ての項目の最大着地濃度が目標を下回ると予

測され、生活環境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 
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表4-4-7 煙突排ガス中の悪臭物質の影響に係る生活環境の保全上の目標 

項 目 評価地点 適用 
生活環境の 

保全上の目標 

アンモニア 

建設予定地 

周辺地域 

悪臭防止法に基づく 

規制基準 

（敷地境界） 

1 

メチルメルカプタン 0.002 

硫化水素 0.02 

硫化メチル 0.01 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノール 0.9 

酢酸エチル 3 

メチルイソブチルケトン 1 

トルエン 10 

スチレン 0.4 

キシレン 1 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 
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表4-4-8 煙突排ガス中の悪臭物質の生活環境の保全上の目標との比較 

 

 

 

  

単位：ppm

アンモニア 0.009597 1

メチルメルカプタン 0.00000192 0.002

硫化水素 0.0000192 0.02

硫化メチル 0.00000960 0.01

二硫化メチル 0.0000086 0.009

トリメチルアミン 0.0000048 0.005

アセトアルデヒド 0.0000480 0.05

プロピオンアルデヒド 0.0000480 0.05

ノルマルブチルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソブチルアルデヒド 0.0000192 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソバレルアルデヒド 0.00000288 0.003

イソブタノール 0.00086 0.9

酢酸エチル 0.00288 3

メチルイソブチルケトン 0.000960 1

トルエン 0.00960 10

スチレン 0.000384 0.4

キシレン 0.000960 1

プロピオン酸 0.0000288 0.03

ノルマル酪酸 0.000000960 0.001

ノルマル吉草酸 0.00000086 0.0009

イソ吉草酸 0.000000960 0.001

項目 最大着地濃度
生活環境の

保全上の目標
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4-4-3 施設からの悪臭の漏洩の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、施設からの漏洩による特定悪臭物質濃度の影響の程度とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地の周辺地域とした。 

 

(3) 予測方法 

施設の稼働に伴う悪臭の漏洩について、現工場における現地調査結果（既存事例）より定性

的に予測した。 

 

(4) 予測結果 

現工場における悪臭の現地調査結果は、敷地境界で規制基準値未満であった。 

 

(5) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、施設の稼働に伴う悪臭の漏洩が実行可能な範囲内で回

避され、または低減されているものであるか否かについて検討した。また、生活環境の保全上

の目標と予測結果を対比して、その整合性を検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避又は低減に係る分析 

施設の稼働に伴う悪臭の漏洩については、次のとおり環境保全措置を実施することから、実

行可能な範囲内で低減されているものと評価する。 

【悪臭の漏洩に係る環境保全措置】 

・ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空気として利用し、ピット内を負圧に保ち、臭気が外部

に漏れないようにする。 

・ピットへのごみ投入口には投入扉を設置し、ごみ搬入時のみ自動開閉できるようにする。 

・プラットホームの防臭対策として、出入口にスライド式引き戸又は高速シャッターを設置

する。 
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(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

施設の稼働に伴う悪臭の漏洩に係る生活環境の保全上の目標は、「悪臭防止法に基づく規制

基準」とした。 

現工場における悪臭の現地調査結果は、敷地境界で規制基準値未満であった。 

新焼却施設では、ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空気といて利用してピット内を負圧に保

ち、臭気が外部に漏れないようにする。ピットへのごみ投入口には投入扉を設置し、ごみ搬入

時のみ自動開閉できるようにする。プラットホームへの出入口にはスライド式又は高速シャッ

ターを設置することから、新焼却施設からの悪臭の漏洩による影響はないと予測され、生活環

境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 
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4-5 廃棄物等 

4-5-1 現況調査 

廃棄物等の現況を把握するため、既存資料調査を実施した。 

 

(1) 一般廃棄物 

一般廃棄物の排出量及び処理状況は表 4-5-1 及び表 4-5-2 に示すとおりである。 

令和4年度のごみ総排出量は150,191tである。 

 

表4-5-1 一般廃棄物の排出量 

区分 令和 4年度 

人口（令和 5 年 4月 1日現在）（人） 483,559 

市全体のごみ量  （ｔ） 150,191 

内訳

（t） 

生活系ごみ 

総量 89,197 

可燃ごみ 67,458 

粗大・不燃ごみ 11,182 

資源ごみ 10,557 

事業系ごみ 

総量 52,138 

可燃ごみ 50,745 

粗大・不燃ごみ 1,393 

資源ごみ - 

注：市全体のごみ量には集団回収量、直接資源化量、小型家電ボックス回収を含む。 

出典：「清掃事業概要」（令和5年、西宮市環境局） 
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表4-5-2 一般廃棄物の処理状況 

区分 令和 4年度 

排出状況（t） 総量 150,191 

中間処理（t） 
焼却 127,554 

破砕選別 12,659 

処分（埋立）（t） 
焼却灰・ばいじん 17,717 

破砕残渣 1,141 

資源化（t） 

総量 23,390 

直接資源化量 5,611 

再商品化量 4,433 

 

ペットボトル 847 

その他プラ 3,401 

粗大ごみ 7 

小型家電 174 

ダンボール 4 

中間処理後資源化量 2,992 

 

鉄類 1,813 

非鉄金属類 502 

ガラス類 641 

その他 36 

セメント化 1,498 

集団回収量 8,856 

注：単位以下の四捨五入のため総量が一致しない場合がある。 

出典：「清掃事業概要」（令和5年、西宮市環境局） 
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4-5-2 施設の稼働に伴い発生する廃棄物の予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、新焼却施設の稼働に伴い発生する廃棄物である焼却残渣の量とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地とした。 

 

(3) 予測方法 

ごみ排出原単位等を基に推計された焼却処理量、焼却残渣の発生量及び処分の状況を整理す

る方法とした。 

 

(4) 予測結果 

ごみ焼却に伴う廃棄物（焼却残渣）の排出量は表4-5-3に示すとおり、令和14年度で16,538

ｔ/年と予測され、大阪湾広域臨海環境整備センターにて最終処分する。 

 

表4-5-3 ごみ焼却に伴い発生する廃棄物 

時期 
焼却処理量 

（t/年） 

焼却残渣 

（焼却灰及びばいじん処理物） 

（t/年） 

処理方法 

既存焼却施設 

（令和4年度） 
127,554 17,717 

大阪湾広域臨海環境整備

センターにて最終処分 新焼却施設 

（令和14年度） 
115,307 16,538 

出典：「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6年3月） 
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(5) 予測結果 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、新焼却施設の稼働に伴い発生する廃棄物の影響が実行

可能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否かについて検討した。 

 

② 影響の分析結果 

新焼却施設の稼働に伴い発生する廃棄物の影響については、次のとおり環境保全措置を実施

することから、実行可能な範囲内で低減できる。 

 

【新焼却施設の稼働に伴い発生する廃棄物に係る環境保全措置】 

・適正な運転管理により未燃分が残らないよう焼却する。 

・焼却残渣の発生量を低減するために、ごみの減量化・再資源化を推進する。具体的な施

策は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「西宮市循環型社会形成推進地域計画（第3期）」（令和4年12月、西宮市） 

 

 

 

 

 

・事業系ごみ発生抑制対策 

・プラごみの発生抑制 

・食品ロスの削減 

・環境学習 

・広報・啓発活動 

・助成 

・レジ袋・マイバック運動 

・再使用の推進 

・広域的な取り組みの推進 
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4-6 温室効果ガス等 

4-6-1 現況調査 

温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロンなど）の排出量を把握す

るため、既存資料調査を実施する。 

(1) 温室効果ガス排出量 

「環境白書 令和5年度版」によると、温室効果ガスの2020（令和2）年度の県内における

排出量は図4-6-1に示すとおり、58,750千トンで、2013（平成25）年度と比べ約21.9％減少

している。 

 

 

出典：「環境白書 令和5年度版」（兵庫県） 

図4-6-1 温室効果ガス排出量の推移 

 

(1) 西宮における温室効果ガス排出量 

西宮市では、2003（平成15）年に策定した「西宮市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）」をはじめとし、事務事業の実施により排出される温室効果ガスの削減に取り組んでき

た。2023（令和5）年には「第4次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」として改定され

た。本計画では、温室効果ガスの排出量を2028（令和10）年度末までに、2013（平成25）年

度比で65％以上削減（国の計画期間に合わせた目標期間による参考目標：令和12年度（2030

年度）の温室効果ガス排出量を75％以上削減）することと設定している。また、本市では

2021（令和3）年2月に、2050年までに市内の二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカ

ーボンシティ」へ挑戦することを表明している。 

  

（速報値） 
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4-6-2 施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの予測及び影響の分析 

(1) 予測項目 

予測項目は、新焼却施設の稼働に伴い発生する温室効果ガス量とした。 

 

(2) 予測地点 

予測地域は、建設予定地とした。 

 

(3) 予測方法 

新焼却施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの排出量は、「温室効果ガス排出量算定・報

告マニュアル(Ver.5.0)」（令和 6年 2月、環境省・経済産業省）に基づき、廃棄物の焼却、燃

料等の使用についてそれぞれ算出した。 

また、新焼却施設の使用燃料量等が未定であるため、定性的に予測した。 

 

① 予測条件 

(ｱ) ごみの焼却量、エネルギー等の使用量 

既存焼却施設と新焼却施設における年間の廃棄物の焼却処理量、燃料等の使用量及び発電量

を表4-6-1に示す。 

 

表4-6-1 廃棄物の焼却処理量、燃料等の使用量及び発電量 

項  目 
既存焼却施設 

（令和 4年度） 

新焼却施設 

(令和 14 年度) 

廃棄物の焼却処理量 127,554 t/年 115,307 t/年 

燃料等の使用 

灯油使用量 0 kL/年 未定  

LPG 使用量 －  未定  

都市ガス使用量 110,494 m3/年 未定  

電気使用量 1,141,000 kWh/年 292,320 kWh/年 

発電量 49,613,560 kWh/年 73,353,360 kWh/年 

注）1.焼却処理量：令和4年度は実績値、令和14年度は推計値「西部総合処理センター焼却施設整備基本計画」（令和6

年3月、西宮市）による。 

2.燃料等の使用：令和4年度は実績値、令和14年度は推計値である。 

3.発電量：令和4年度は「一般廃棄物処理実態調査結果」（令和6年度、環境省）による実績値、令和14年度は推計

値である。 
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(ｲ) 温室効果ガスの排出量原単位 

本事業に関連する温室効果ガス排出量の算出に用いる原単位を表 4-6-2 に示す。 

 

表4-6-2 温室効果ガス排出原単位（CO2） 

活動の区分 分類 単位発熱量 排出係数 出典 

廃棄物の焼却 

処理 

プラスチック類 － 2.76 t-CO2/t 1 

合成繊維 － 2.31 t-CO2/t 1 

燃料の使用 

灯油 36.5 GJ/kL 0.0187 t-C/GJ 1 

LPG 50.1 GJ/t 0.0163 t-C/GJ 1 

都市ガス 45.0 GJ/千 Nm3 0.0139 t-C/GJ 3 

電力の使用等 関西電力 － 0.000438 t-CO2/kWh 2 

出典：1.「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.5.0）」（令和6年2月、環境省・経済産業省） 

   2.「令和4年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等（一部追加・更新）の公表について」 

（令和5年12月、環境省報道発表資料） 

   3.「都市ガスの性状」（令和6年4月、大阪ガス株式会社ホームページ） 

 

② 温室効果ガス排出量の計算式 

温室効果ガス排出量の計算式は以下のとおりであり、表 4-6-1 に示した焼却処理量、燃料使

用量等と表 4-6-2 に示した単位発熱量や排出係数を乗算することにより二酸化炭素（CO2）量を

算出した。 

 

・廃棄物（一般廃棄物中のプラスチック類）の焼却により排出されるCO2 

＝一般廃棄物排出量(t)×一般廃棄物中のプラスチックの割合 

×プラスチックの固形分割合×排出係数 

・廃棄物（一般廃棄物中の合成繊維）の焼却により排出されるCO2 

＝一般廃棄物排出量(t)×一般廃棄物中の繊維くずの割合 

×繊維くずの固形分割合×繊維くず中の合成繊維の割合×排出係数 

・燃料の使用により排出されるCO2 

＝燃料使用量×単位発熱量×排出係数×44/12 

・電力の使用により排出されるCO2 

＝電力使用量(kWh/年)×排出係数 

・発電量に相当するCO2 

＝発電量(kWh/年)×排出係数 

 

ここで、一般廃棄物中に含まれるプラスチック類の割合については、令和4年度は

23.56％、令和14年度は直近5年間平均の25.82％で算出した。プラスチックの固形分割合に

ついては、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.5.0）」（令和6年2月、環境
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省・経済産業省）により、80％で算出した。 

一般廃棄物中に含まれる繊維くずの割合、繊維くずの固形分割合及び繊維くず中の合成繊

維の割合については、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.5.0）」により、

それぞれ3.5％、80％、61.4％で算出した。 

また、LPG使用量（質量）については、プロパン：ブタン＝7：3の混合ガスとみなし、

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.5.0）」に示された換算係数（LPG使用量

（t/年）＝LPG使用量（m3/年）×1/458（t/m3））を用いて算定した。 

 

 

(4) 予測結果 

既存焼却施設の稼働に伴い発生する温室効果ガス排出量を表 4-6-3 に、新焼却施設の稼働に

伴い発生する温室効果ガス排出量を表 4-6-4 に示す。 

新焼却施設の使用燃料量等が未定であるため、温室効果ガスの削減量は算出できない。 

環境保全措置措として、ごみの焼却時に発生する熱を利用して発電し、再生可能エネルギー

を活用する。照明器具は省エネ型機器を導入し、また、業務に支障のない範囲で必要最小限の

照明とすることで、エネルギー使用量を削減する。市民・事業者に対する情報提供や意識啓発

を充実し、ごみの減量化・再資源化を推進する。新焼却施設の屋根等に太陽光パネルを設置す

る。費用対効果を考慮し、ZEB 技術を可能な限り採用するとしている。また、現在西宮市の焼

却施設は、2 施設が稼働しているが、新焼却施設は 1 施設での稼働を計画している。焼却施設

が減少すること、発電量は概ね 1.5 倍を計画している。以上のことからから温室効果ガス排出

は減少する。 
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表4-6-3 既存焼却施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量（令和4年度） 

区  分 
温室効果ガス 

排出量（t-CO2/年） 

控除する温室効果ガス 

排出量（t-CO2/年） 
合計（t-CO2/年） 

廃
棄
物
の
焼
却
処
理 

一般廃棄物中のプラスチック類  66,326 － 

71,392 

一般廃棄物中の合成繊維  5,066 － 

燃料等の使用 

灯油  0 － 

253 LPG  － － 

都市ガス 253 － 

電力の使用等 
電気 499.8 － 

-21,231 
発電 － 21,731 

  温室効果ガス排出量合計 50,414 

 

表4-6-4 新焼却施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量（令和14年度） 

区  分 
温室効果ガス 

排出量（t-CO2/年） 

控除する温室効果ガス 

排出量（t-CO2/年） 
合計（t-CO2/年） 

廃
棄
物
の
焼
却
処
理 

一般廃棄物中のプラスチック類    65,737 － 

70,316 

一般廃棄物中の合成繊維   4,579 － 

燃料等

の使用 

灯油 未定 － 

－ LPG － － 

都市ガス 未定 － 

電力の

使用等 

電気 128.0 － 
-32,001 

発電 － 32,129 

  温室効果ガス排出量合計 - 
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表 4-6-5 既存焼却施設及び新焼却施設の温室効果ガス排出量 

区  分 

現焼却施設 

温室効果ガス排出量 

（R4 年度） 

新焼却施設 

温室効果ガス排出量 

（R14 年度） 

廃
棄
物
の
焼
却
処
理 

一般廃棄物中のプラスチック類 66,326    65,737 

一般廃棄物中の合成繊維 5,066   4,579 

燃料等の使用 

灯油 0 未定 

LPG － － 

都市ガス 253 未定 

電力の使用等 
電気 499.8 128.0 

発電 -21,731 -32,129 

温室効果ガス排出量合計（t-CO2/年） 50,414 未定 

 

(5) 影響の分析 

① 影響の分析方法 

影響の分析は、予測の結果を踏まえ、新焼却施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの影響

が実行可能な範囲で回避され、または低減されているものであるか否かについて検討した。 

 

② 影響の分析結果 

(ｱ) 影響の回避または低減に係る分析 

新焼却施設の稼働に伴い発生する温室効果ガスの影響については、次のとおり環境保全措置

を実施することから、実行可能な範囲内で低減できる。 

【新焼却施設の稼働に伴い発生する廃棄物に係る環境保全措置】 

・ごみの焼却時に発生する熱を利用して発電し、再生可能エネルギーを活用する。 

・照明器具は省エネ型機器を導入し、また、業務に支障のない範囲で必要最小限の照明と

することで、エネルギー使用量を削減する。 

・市民・事業者に対する情報提供や意識啓発を充実し、ごみの減量化・再資源化を推進す

る。 

・新焼却施設の屋根等に太陽光パネルを設置する。 

・費用対効果を考慮し、ZEB技術を可能な限り採用する。 
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(ｲ) 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

政府実行計画では、温室効果ガス排出量の削減目標を、「2030（令和 12）年度までに 2013

（平成 25）年度比で 50％削減」としている。この目標と整合を図り、新焼却施設の稼働予定が

2032（令和 14）年度であることから、温室効果ガスに係る生活環境の保全上の目標は、「2032

年度に二酸化炭素排出量を 2013 年度比で 50％削減」とした。 

新焼却施設の使用燃料量等が未定であるため、温室効果ガスの削減量は算出できない。 

現在西宮市の焼却施設は、2 施設が稼働しているが、新焼却施設は 1 施設での稼働を計画し

ている。焼却施設が減少すること、発電量は概ね 1.5 倍を計画していることから温室効果ガス

排出は減少する。 

新焼却施設では、使用する燃料を温室効果ガスが低い都市ガスにする。ごみの焼却時に発生

する熱を利用して発電し、再生可能エネルギーを活用する。照明器具は省エネ型機器を導入し、

また、業務に支障のない範囲で必要最小限の照明とすることで、エネルギー使用量を削減する。

新焼却施設の屋根等に太陽光パネルを設置する。費用対効果を考慮し、ZEB 技術を可能な限り

採用することから、新焼却施設からの温室効果ガス排出量よる影響はないと予測され、生活環

境の保全上の目標と整合が図られていると評価する。 
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第5章 総合評価 

西部総合処理センター焼却施設整備事業に伴う環境影響要因及び建設予定地の地域特性を

考慮した調査項目について、建設計画地及びその周辺地域において、現地調査等による現況

把握を実施し、予測、影響の分析を行った。影響の分析は、「事業の実施による影響が、実

行可能な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか」及び「生活環境の保全上の

目標と予測の結果との間に整合が図られているか」の観点から実施した。 

その結果、西部総合処理センター焼却施設の煙突からの排ガスについては、全ての項目が

生活環境の保全上の目標と整合しており、大気汚染防止法等の排出基準より厳しい自主基準

を厳守し、機器の維持管理や運転管理を適切に行うことなどにより、生活環境への影響を低

減できると評価した。 

その他の環境要素については、西部総合処理センター焼却施設の建設による影響は小さ

く、環境保全措置を適切に実施することにより、生活環境への影響を回避または低減できる

と評価した。 

また、現段階で予測し得なかった環境に影響を及ぼす事態が発生した場合には、その時点

での状況に応じ、必要な環境保全措置等の検討を行う。 

以上のことから、西部総合処理センター焼却施設の設置に伴う環境影響は、実行可能な範

囲内で回避または低減できることから、生活環境の保全に支障がないものと評価する。 
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表5-1（1） 総合評価（1） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

 

施設供用

後 

煙突排ガ

ス 

(年平均

値 

濃度） 

二 酸 化

硫黄 

 

単位：ppm 

調査地点 年平均値 
1 時間値

の最高値 

既存 

西宮市役所 0.001 0.007 

潮見小学校 0.001 0.011 

浜甲子園 0.001 0.009 

現地 桜公園 0.002 0.014 

環境基準 0.04 以下 0.1 以下 

既存調査、現地調査ともに環境基準を下回っていた。 

 

単位：ppm 

年平均値 
日平均値の 

2％除外値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.002 0.000047 0.002047 0.0051 
日平均値の2％除外

値が0.04以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・ばいじんは集じん機によ

り除去する。 

・塩化水素、硫黄酸化物は

乾式有害ガス除去装置に

より除去し、反応生成物

は集じん機により除去す

る。 

・ダイオキシンは、燃焼制

御により完全燃焼するこ

とで発生抑制し、かつ活

性炭吹込み装置により、

除去する。 

・水銀は、活性炭吹込み装

置により吸着させ、集じ

ん機により除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御

や脱硝設備により窒素酸

化物を除去する。 

二 酸 化

窒素 

 

単位：ppm 

調査地点 年平均値 
1 時間値の最高

値 

既存 

西宮市役所 0.011 0.066 

潮見小学校 0.012 0.077 

浜甲子園 0.009 0.066 

現地 桜公園 0.015 0.059 

環境基準 

0.04～0.06 の 

ゾーン内または 

それ以下 

0.1～0.2 

以下 

既存調査、現地調査ともに環境基準を下回っていた。 

 

単位：ppm 

年平均値 
日平均値の 

98％値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.015 0.00004 0.01504 0.0155 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06のゾーン内 

またはそれ以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

浮 遊 粒

子 状 物

質 

 

単位：mg/m3 

調査地点 年平均値 
1 時間値

の最高値 

既存 

西宮市役所 0.013 0.094 

潮見小学校 0.014 0.097 

浜甲子園 0.013 0.091 

現地 桜公園 0.021 0.146 

環境基準 0.10 以下 0.2 以下 

既存調査は環境基準を下回っていた。現地調査の春季調査にお

いて環境基準を 1 回超過し、その他の調査期間は環境基準を満

足していた。環境基準を超過した原因は、黄砂の影響と考えら

れる。 

 

単位：mg/m3 

年平均値 
日平均値の 

2％除外値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.021 0.000045 0.021045 0.0514 
日平均値の2％除外

値0.10mg/m3以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（2） 総合評価（2） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

 

施設供用後 

煙突排ガス 

(年平均値 

濃度） 

水銀  

単位：ng/m3 

調査地点 年平均値 

現地 
西宮市役所 1.7 

桜公園 1.6 

指針値 40 以下 

 

現地調査は2地点ともに指針値を下回っていた。 

 

 

単位：ng/m3 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

1.7 0.14 1.84 年平均値40以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均の高かった西宮市役所の値

である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・ばいじんは集じん機により除去する。 

・塩化水素、硫黄酸化物は乾式有害ガス

除去装置により除去し、反応生成物は

集じん機により除去する。 

・ダイオキシンは、燃焼制御により完全

燃焼することで発生抑制し、かつ活性

炭吹込み装置により、除去する。 

・水銀は、活性炭吹込み装置により吸着

させ、集じん機により除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御や脱硝設備に

より窒素酸化物を除去する。 

塩化水素  

単位：ppm 

調査地点 年平均値 

現地 
西宮市役所 <0.001 

桜公園 <0.001 

目標環境濃度 0.02 以下 

 

現地調査は目標環境濃度を下回っていた。 

 

 

単位：ppm 

年平均値 生活環境の 

保全上の目

標 
現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.001 0.00021 0.00121 0.02以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

ダイオキシ

ン類 

 

単位：pg-TEQ/m3 

調査地点 年平均値 

既存 西宮市役所 0.014 

現地 桜公園 0.0084 

環境基準 0.6 以下 

 

既存調査、現地調査ともに環境基準を下回っていた。 

 

 

 

単位：pg-TEQ/m3 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.0084 0.00045 0.00885 年平均値が0.6以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（3） 総合評価（3） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

 

施設供用後 

煙突排ガス 

(1 時間値 

濃度） 

二酸化硫黄 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）の二酸化硫黄に

記載。 
単位：ppm 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.014 0.0025 0.0165 
1時間値が 

0.1ppm以下 

注）現況濃度は、現地調査の 1時間の最高値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・ばいじんは集じん機により除去する。 

・塩化水素、硫黄酸化物は乾式有害ガス

除去装置により除去し、反応生成物は

集じん機により除去する。 

・ダイオキシンは、燃焼制御により完全

燃焼することで発生抑制し、かつ活性

炭吹込み装置により、除去する。 

・水銀は、活性炭吹込み装置により吸着

させ、集じん機により除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御や脱硝設備に

より窒素酸化物を除去する。 

二酸化窒素 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）の二酸化窒素に

記載。 
単位：ppm 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.059 0.0075 0.0665 
1時間値が 

0.1～0.2ppm以下 

注）現況濃度は、現地調査の 1時間の最高値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

浮遊粒子状

物質 

施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）の浮遊粒子状物

質に記載。 
単位：mg/m3 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.146 0.0016 0.1476 
1時間値が 

0.2mg/m3以下 

注）現況濃度は、現地調査の 1時間の最高値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（4） 総合評価（4） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

 

施設供用後 

煙突排ガス 

(1 時間値 

濃度） 

水銀 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）の水銀に記載。  

単位：ng/m3 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

1.7 5.00 6.70 年平均値40以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均の高かった西宮市役所の値

である。 

 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・ばいじんは集じん機により除去する。 

・塩化水素、硫黄酸化物は乾式有害ガス

除去装置により除去し、反応生成物は

集じん機により除去する。 

・ダイオキシンは、燃焼制御により完全

燃焼することで発生抑制し、かつ活性

炭吹込み装置により、除去する。 

・水銀は、活性炭吹込み装置により吸着

させ、集じん機により除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御や脱硝設備に

より窒素酸化物を除去する。 

塩化水素 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）の塩化水素に記

載。 

 

単位：ppm 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.001 0.0041 0.00151 0.02以下 

注）現況濃度は、現地調査の 1日間の最高値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

ダイオキシ

ン類 

施設供用後煙突排ガス(年平均値濃度）のダイオキシン

類に記載。 

 

単位：pg-TEQ/m3 

年平均値 
生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

0.0084 0.01667 0.02507 年平均値が0.6以下 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（5） 総合評価（5） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

 

施設供用後 

廃棄物運搬

車両の走行 

(年平均値 

濃度） 

二酸化窒素 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃

度）の二酸化窒素に記載。 
単位：ppm 

予測地点 

年平均値 
日平均値の 

98％値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点1 0.015 0.000100 0.015100 0.030 

日平均値の年間98％値 

0.04～0.06のゾーン内 

またはそれ以下 

道路地点2 0.015 0.000439 0.015439 0.031 

道路地点3 0.015 0.000129 0.015129 0.030 

道路地点4 0.015 0.000467 0.015467 0.031 

道路地点5 0.015 0.000150 0.015150 0.030 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・廃棄物関連車両の走行にあたっては、

過積載の防止、制限速度の厳守を徹底

し、アイドリングストップ、スムーズ

な加速・減速を行うなどのエコドライ

ブについて指導を行う。 

・廃棄物運搬車両については、低公害車

の導入を促進する。 

浮遊粒子状

物質 

施設供用後煙突排ガス(年平均値濃

度）の浮遊粒子状物質に記載。 
単位：mg/m3 

予測地点 

年平均値 
日平均値の 

2％除外値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

道路地点1 0.021 0.000011 0.021011 0.051 

日平均値の2％除外

値0.10mg/m3以下 

道路地点2 0.021 0.000040 0.021040 0.051 

道路地点3 0.021 0.000011 0.021011 0.051 

道路地点4 0.021 0.000044 0.021044 0.051 

道路地点5 0.021 0.000015 0.021015 0.051 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（6） 総合評価（6） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

工事中の建

設機械稼働 

(年平均値 

濃度） 

二酸化窒素 施設供用後煙突排ガス(年平均値濃

度）の二酸化窒素に記載。 
単位：ppm 

工事区分 

年平均値 
日平均値の 

98％値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

破砕選別施設解体 0.015 0.00035 0.01535 0.0303 
日平均値の 

年間98％値 

0.04～0.06の 

ゾーン内または 

それ以下 

新焼却施設建設 0.015 0.00022 0.01522 0.0302 

既設焼却施設解体 0.015 0.00012 0.01512 0.0301 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・建設機械のアイドリングストップを励

行する。 

・工事工程の管理を行い、建設機械が過

密に稼働することのないよう努める。 

・建設機械は、排出量の少ない排出ガス

対策型の建設機械を採用する。 

 浮遊粒子状

物質 

施設供用後煙突排ガス(年平均値濃

度）の浮遊粒子状物質に記載。 
単位：mg/m3 

工事区分 

年平均値 
日平均値の 

2％除外値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

破砕選別施設解体 0.021 0.000082 0.021082 0.0515 日平均値の2％

除外値

0.10mg/m3以下 

新焼却施設建設 0.021 0.000040 0.021040 0.0514 

既設焼却施設解体 0.021 0.000035 0.021035 0.0514 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 
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表5-1（7） 総合評価（7） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

大

気

質 

工事中の工

事車両 

(年平均値 

濃度） 

二酸化窒素 施設供用後煙突排ガス(年平均値

濃度）の二酸化窒素に記載。 
単位：ppm 

工事区分 予測地点 

年平均値 日平均値

の 

98％値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

破砕選別施設解体 
道路地点2 0.015 0.000425 0.015425 0.030 

日平均値の年間

98％値が0.04～

0.06のゾーン内

またはそれ以下 

道路地点4 0.015 0.000450 0.015450 0.031 

新焼却施設建設 
道路地点2 0.015 0.000443 0.015443 0.031 

道路地点4 0.015 0.000474 0.015474 0.031 

既設焼却施設解体 
道路地点2 0.015 0.000421 0.015421 0.030 

道路地点4 0.015 0.000444 0.015444 0.031 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・工事用車両のアイドリングストップを

励行する。 

・工事工程の管理を行い、工事用車両が

過密に稼働することのないよう努める。 

・交通法規を遵守させるとともに、無用

な空ふかしや急加速等の高負荷運転、路

上待機等排出ガスを発生する行為は行わ

ないように指導を徹底する。 

 浮遊粒子状

物質 

施設供用後煙突排ガス(年平均値

濃度）の浮遊粒子状物質に記

載。 

単位：mg/m3 

工事区分 予測地点 

年平均値 日平均値

の 

2％除外値 

生活環境の 

保全上の目標 現況濃度 

① 

寄与濃度 

② 

予測濃度 

①＋② 

破砕選別施設

解体 

道路地点2 0.021 0.000039 0.021039 0.051 

日平均値の2％

除外値0.10mg/m3

以下 

道路地点4 0.021 0.000043 0.021043 0.051 

新焼却施設建

設 

道路地点2 0.021 0.000041 0.021041 0.051 

道路地点4 0.021 0.000045 0.021045 0.051 

既設焼却施設

解体 

道路地点2 0.021 0.000039 0.021039 0.051 

道路地点4 0.021 0.000042 0.021042 0.051 

注）現況濃度は、現地調査の年平均値である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

 

  



 

 

5
-9 

表5-1（8） 総合評価（8） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

騒

音 

 

施設供用

後 

施設の稼

働 

騒音レベ

ル 
 

単位：dB 

時間区分 
予測結果（LA95） 規制 

基準 敷地内 敷地境界 

朝（6～8時） 47 56 60(55) 

昼間（8～18 時） 54 61 65(60) 

夕（18～21 時） 47 50 60(55) 

夜間（21～6時） 44 49 50(45) 

 

注）規制基準：建設予定地はである現工場は、「都市計画法」の

用途地域が準工業地域であることから、「騒音

規制法」第3種区域の規制基準が適用され、特別

養護老人ホームが隣接するため、特別養護老人

ホームの敷地から概ね50mの範囲は基準から5dB

を減じた値を（）に記載。 

敷地境界は、LA95で夕方を除く時間帯で規制基準を超過し、敷

地内は全ての時間帯で規制基準内の結果であった。敷地境界は

外部の騒音により規制基準を超過した。 

 

単位：dB 

予測地点 時間区分 
予測結果

（LA5） 

生活環境の 

保全上の目標 

建設予定地の 

敷地境界 

（最大地点） 

朝（6～8時） 45 55 

昼間（8～18時） 45 60 

夕（18～21時） 45 55 

夜間（21～6時） 45 45 

 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

 

〈環境保全措置〉 

・設備機器は、建屋内に配置す

る。 

・騒音が発生する設備機器は、騒

音の少ない機種を選定する。 

・騒音が大きい設備機器は、防音

室内に設置する。 

・防音性能が要求される部分は、

原則として鉄筋コンクリート造

とする。 

・排風機、ブロワ等の設備には、

消音機を取り付ける等、必要に

応じて防音対策を施した構造と

する。 

・定期的に機械点検を実施する。 

・吸音材を使用して室内騒音レベ

ルの低下を図る。 

施設供用

後 

廃棄物運

搬車両の

走行 

騒音レベ

ル 
単位：dB 

調査 

地点 

時間

区分 

等価騒音レベル 環境 

基準 平日 休日 

道路地点 1 
昼間 65 63 65 

夜間 59 57 60 

道路地点 2 
昼間 69 67 70 

夜間 64 62 65 

道路地点 3 
昼間 64 63 65 

夜間 58 57 60 

道路地点 4 
昼間 66 64 70 

夜間 62 60 65 

道路地点 5 
昼間 64 62 65 

夜間 58 58 60 

注）環境基準：道路地点1、3、5は「道路に面する地域」、調

査地点2、4は、「幹線交通を担う道路に近接す

る空間」に該当する。 

現地調査は全ての地点、時間で環境基準を下回っていた。 

 

単位：dB 

区分 予測地点 
等価騒音レベル（LAeq） 生活環境の保

全上の目標 現況騒音 予測結果 

平日 

昼間 

道路地点1 65 65 65 

道路地点2 69 69 70 

道路地点3 64 65 65 

道路地点4 66 66 70 

道路地点5 64 64 65 

休日 

昼間 

道路地点1 63 63 65 

道路地点2 67 67 70 

道路地点3 63 65 65 

道路地点4 64 64 70 

道路地点5 62 62 65 

注）生活環境の保全上の目標は環境基準であり、道路地点1、3、5が「道

路に面する地域」、調査地点2、4が「幹線交通を担う道路に近接する

空間」である。 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・廃棄物運搬車両は十分な点検、

整備を行い、性能の維持に努め

る。 

・車両の走行にあたっては、過積

載の防止及び制限速度を遵守す

る。 
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表5-1（9） 総合評価（9） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

騒

音 

 

工事中の建

設機械の稼

働 

騒音レベル 施設供用後施設の稼働の騒音レベルに記載。  

単位：dB 

工事区分 
予測結果（LA5） 生活環境の保

全上の目標 防音パネル無 防音パネル有 

破砕選別施設解体 77 59 

85 新焼却施設建設 76 59 

既設焼却施設解体 63 45 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・防音効果のある防音シートや防音パ

ネルを設置する。 

・低騒音型機械を積極的に使用する。 

・建設機械は十分な点検、整備を行

い、性能の維持に努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の

防止及び制限速度を遵守する。 

・建設機械のアイドリングストップを

励行する。 

 

工事車両等

の走行 

騒音レベル 施設供用後廃棄物運搬車両の走行の騒音レベルに記載。  

単位：dB 

予測地点 予測地点 現況騒音 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

破砕選別施設解体 

(工事開始後22ヶ月) 

道路地点2 69 69 

70 

道路沿道4 66 66 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 69 69 

道路沿道4 66 66 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 69 69 

道路沿道4 66 66 

 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・工事用車両は十分な点検、整備を行

い、性能の維持に努める。 

・車両の走行にあたっては、過積載の

防止及び制限速度を遵守する。 

・工事用車両のアイドリングストップ

を励行する。 

 

  



 

 

5
-11 

表5-1（10） 総合評価（10） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

振

動 

 

施設供用後 

施設の稼働 

振動レベル  

単位：dB 

時間区分 
予測結果（L10） 規制 

基準 敷地内 敷地境界 

昼間（8～19時） 35 35 65(60) 

夜間（19～18時） 32 33 60(55) 

注）規制基準：建設予定地である現工場は、「都市計画

法」の用途地域が準工業地域に該当する

ため、「振動規制法」第2種区域の規制基

準が適用され、特別養護老人ホームが隣

接するため、特別養護老人ホームの敷地

から概ね50mの範囲は基準から5dBを減じ

た値を（）に記載。 

 

現地調査は全ての時間帯で規制基準を下回っていた。 

 

単位：dB 

予測地点 時間区分 
予測結果

（L10） 

生活環境の 

保全上の目標 

建設予定地の敷地

境界（最大地点） 

昼間（8～19時） 52 60 

夜間（19～8時） 52 55 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・振動の大きな機械設備は、防振装置

を設置する。 

・場内の機器は、コンクリート製の強

固な基礎の上に設置し、振動の発生

を抑制する。 

・定期的に機械点検を実施する。 

施設供用後 

廃棄物運搬

車両の走行 

振動レベル  

単位：dB 

調査 

地点 

時間

区分 

振動レベル 要請 

限度 平日 休日 

道路地点 1 
昼間 35 27 70 

夜間 27 <25 65 

道路地点 2 
昼間 43 37 70 

夜間 37 32 65 

道路地点 3 
昼間 37 34 70 

夜間 30 28 65 

道路地点 4 
昼間 45 37 70 

夜間 40 34 65 

道路地点 5 
昼間 43 39 70 

夜間 38 35 65 

注）要請限度：道路地点1～5は「都市計画法」の用途

地域が準工業地域に該当するため、第2

種区域の要請限度が適用される。 

 

現地調査は全ての地点、時間で環境基準を下回ってい

た。 

 

単位：dB 

区分 予測地点 
振動レベル（L10） 生活環境の保

全上の目標 現況振動 予測結果 

平日 

昼間 

道路地点1 35 40 70 

道路地点2 43 43 70 

道路地点3 37 40 70 

道路地点4 45 45 70 

道路地点5 43 42 70 

休日 

昼間 

道路地点1 27 35 70 

道路地点2 37 40 70 

道路地点3 34 39 70 

道路地点4 37 43 70 

道路地点5 39 40 70 

 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・車両の走行にあたっては、過積載の

防止及び制限速度を遵守する。 

・廃棄物運搬車両は十分な点検、整備

を行い、性能の維持に努める。 

・廃棄物運搬車両等のアイドリングス

トップを励行する。 
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表5-1（11） 総合評価（11） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

振

動 

工事中の建

設機械の稼

働 

振動レベル 施設供用後施設の稼働の振動レベルに記載。  

単位：dB 

工事区分 
予測結果

（L10） 

生活環境の保全

上の目標 

破砕選別施設解体 49 

75 新焼却施設建設 53 

既設焼却施設解体 28 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・低振動型機械、低振動工法を積極的

に採用する。 

・建設機械は十分な点検、整備を行

い、性能の維持に努める。 

・工事工程の管理を行い、建設機械が

過密に稼働することのないよう努め

る。 

・車両の走行にあたっては、過積載の

防止及び制限速度を遵守する。 

・建設機械のアイドリングストップを

励行する。 

工事車両等

の走行 

振動レベル 施設供用後廃棄物運搬車両の走行の振動レベルに記載。  

単位：dB 

予測地点 予測地点 現況振動 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

破砕選別施設解体 

(工事開始後22ヶ月) 

道路地点2 43 43 

70 

道路沿道4 45 45 

新焼却施設建設 

(工事開始後27ヶ月) 

道路地点2 43 43 

道路沿道4 45 45 

既設焼却施設解体 

(工事開始後100ヶ月) 

道路地点2 43 43 

道路沿道4 45 45 

 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・車両の走行にあたっては、過積載の

防止及び制限速度を遵守する。 

・工事車両は十分な点検、整備を行

い、性能の維持に努める。 

・工事車両等のアイドリングストップ

を励行する。 
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表5-1（12） 総合評価（12） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

悪

臭 

施設供用後 

煙突排ガス

に係る悪臭 

特定悪臭物

質 22物質 

 

 
現地調査は敷地境界(風上)でアンモニアが0.1ppmであった

以外は、全ての地点、項目で定量下限値未満であった。 

  
 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

〈環境保全措置〉 

・焼却炉内の空気は、燃焼空気として

使用する。 

・ごみを 850℃以上で完全燃焼させる

ことにより、臭気成分を分解する。 

施設供用後 

施設からの

悪臭の漏洩 

特定悪臭物

質 22物質 
施設供用後煙突排ガスに係る悪臭の特定悪臭物質に記載。  

新焼却施設では、ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空気といて利用してピット

内を負圧に保ち、臭気が外部に漏れないようにする。ピットへのごみ投入口に

は投入扉を設置し、ごみ搬入時のみ自動開閉できるようにする。プラットホー

ムへの出入口にはスライド式又は高速シャッターを設置することから、新焼却

施設からの悪臭の漏洩による影響はないと予測され、生活環境の保全上の目標

と整合が図られていると評価する 

 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

〈環境保全措置〉 

・ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空

気として利用し、ピット内を負圧に

保ち、臭気が外部に漏れないように

する。 

・ピットへのごみ投入口には投入扉を

設置し、ごみ搬入時のみ自動開閉で

きるようにする。 

・プラットホームの防臭対策として、

出入口にスライド式引き戸又は高速

シャッターを設置する。 

アンモニア 0.1 <0.1

メチルメルカプタン <0.0002 <0.0002

硫化水素 <0.002 <0.002

硫化メチル <0.001 <0.001

二硫化メチル <0.0009 <0.0009

トリメチルアミン <0.0005 <0.0005

アセトアルデヒド <0.005 <0.005

プロピオンアルデヒド <0.005 <0.005

ノルマルブチルアルデヒド <0.0009 <0.0009

イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002

ノルマルバレルアルデヒド <0.0009 <0.0009

イソバレルアルデヒド <0.0003 <0.0003

イソブタノール <0.09 <0.09

酢酸エチル <0.3 <0.3

メチルイソブチルケトン <0.1 <0.1

トルエン <1 <1

スチレン <0.04 <0.04

キシレン <0.1 <0.1

プロピオン酸 <0.003 <0.003

ノルマル酪酸 <0.0001 <0.0001

ノルマル吉草酸 <0.00009 <0.00009

イソ吉草酸 <0.0001 <0.0001

臭気指数 - <10 <10

悪臭物質名 単位
敷地境界
(風上)

敷地境界
(風下)

ppm

単位：ppm

アンモニア 0.009597 1

メチルメルカプタン 0.00000192 0.002

硫化水素 0.0000192 0.02

硫化メチル 0.00000960 0.01

二硫化メチル 0.0000086 0.009

トリメチルアミン 0.0000048 0.005

アセトアルデヒド 0.0000480 0.05

プロピオンアルデヒド 0.0000480 0.05

ノルマルブチルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソブチルアルデヒド 0.0000192 0.02

ノルマルバレルアルデヒド 0.0000086 0.009

イソバレルアルデヒド 0.00000288 0.003

イソブタノール 0.00086 0.9

酢酸エチル 0.00288 3

メチルイソブチルケトン 0.000960 1

トルエン 0.00960 10

スチレン 0.000384 0.4

キシレン 0.000960 1

プロピオン酸 0.0000288 0.03

ノルマル酪酸 0.000000960 0.001

ノルマル吉草酸 0.00000086 0.0009

イソ吉草酸 0.000000960 0.001

最大着地濃度地点
(風下距離)

758m ―

項目
最大着地濃度

大気安定度不安定時
生活環境の

保全上の目標
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表5-1（13） 総合評価（13） 

環境要素の区分 現況調査結果 環境保全目標及び評価結果 環境保全措置 

廃

棄

物 

施設供用後 

施設の稼働

に伴い発生

する廃棄物 

廃棄物量  

区分 令和 4年度 

排出状況(t) 総量 150,191 

中間処理(t) 
焼却 127,554 

破砕選別 12,659 

処分(埋立) 

(t) 

焼却灰・ばいじん 17,717 

破砕残渣 1,141 

 

既存調査の結果は、令和4年度の焼却量が127,554t/年、焼却

残渣（焼却灰及びばいじん処理物）が17,717t/年であった。 

 

時期 

焼却処理

量 

（t/年） 

焼却残渣 

(焼却灰及びば

いじん処理物) 

（t/年） 

既存焼却施設 

（令和4年度） 
127,554 17,717 

新焼却施設 

（令和14年度） 
115,307 16,538 

 

 

新焼却施設は既存施設に比べ、焼却処理量、焼却残渣は減少する。ま

た、環境保全措置を実施することで環境保全目標と整合が図られてい

ると評価する。 

影響の分析の結果、環境保全目標を満足する。 

 

〈環境保全措置〉 

・適正な運転管理により未燃分が残らない

よう焼却する。 

・焼却残渣の発生量を低減するために、ご

みの減量化・再資源化を推進する。具体

的な施策は以下のとおりである。 

 

・事業系ごみ発生抑制対策 

・プラごみの発生抑制 

・食品ロスの削減 

・環境学習 

・広報・啓発活動 

・助成 

・レジ袋・マイバック運動 

・再使用の推進 

・広域的な取り組みの推進 

温

室

効

果

ガ

ス 

施設供用後 

施設の稼働

に伴う温室

効果ガス 

温室効果ガ

ス 
 

 

既存調査の結果は、令和4年度の焼却量が127,554t/年、都市

ガス使用量が110,494m3/年、電気使用量が1,141,000kwh/年、

発電量が49,613,560kwh/年であった。 

項  目 
既存焼却施設 

（令和 4年度） 

廃棄物の焼却処理量 127,554 t/年 

燃料等の使用 

灯油使用量 0 kL/年 

LPG 使用量 －  

都市ガス使用量 110,494 m3/年 

電気使用量 1,141,000 kWh/年 

発電量 49,613,560 kWh/年 

 

新焼却施設の使用燃料量等が未定であるため、温室効果ガスの削減量

は算出できない。 

現在西宮市の焼却施設は、2 施設が稼働しているが、新焼却施設は 1 施

設での稼働を計画している。焼却施設が減少すること、発電量は概ね

1.5 倍を計画していることから温室効果ガス排出は減少する。 

新焼却施設では、使用する燃料を温室効果ガスが低い都市ガスにす

る。ごみの焼却時に発生する熱を利用して発電し、再生可能エネルギ

ーを活用する。照明器具は省エネ型機器を導入し、また、業務に支障

のない範囲で必要最小限の照明とすることで、エネルギー使用量を削

減する。新焼却施設の屋根等に太陽光パネルを設置する。費用対効果

を考慮し、ZEB 技術を可能な限り採用することから、新焼却施設からの

温室効果ガス排出量よる影響はないと予測され、生活環境の保全上の

目標と整合が図られていると評価する。 

〈環境保全措置〉 

・ごみの焼却時に発生する熱を利用して発

電し、再生可能エネルギーを活用する。 

・照明器具は省エネ型機器を導入し、ま

た、業務に支障のない範囲で必要最小限

の照明とすることで、エネルギー使用量

を削減する。 

・市民・事業者に対する情報提供や意識啓

発を充実し、ごみの減量化・再資源化を

推進する。 

・新焼却施設の屋根等に太陽光パネルを設

置する。 

 


